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はじめに

建設業界が過当競争の時代に入っている。建設市場が、公共機関の財政悪化等による公

共投資の減少のあおりを受け、建設投資額は平成４年のピークから縮小を続け、平成１９

年度以降ピークの６割を下回る見込みである。一方、建設企業数や就労者数は市場規模ほ

ど減少しておらず、建設業界にとっては、はじめての構造的な過当競争の様相を呈してい

る。

過当競争により、著しいダンピング受注の増加やそれに伴う粗雑工事や下請へのしわ寄

せなどが懸念され、コスト縮減を追及するあまり、公共施設の品質が脅かされかねない状

況になってきている。

このような中、発注者としても、これまでの社会情勢下で培われ機能してきた建設マネ

ジメントシステムを抜本的に見直し、設計、積算、契約及び監督・検査システムを抜本的

に更新していく必要に迫られた。

この動きを下支えるべく、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が平成１７年４

月に施行され、発注者毎にそれぞれの状況に応じた対応が進んでいるところである。

発注者のみならず、品質確保を追及し真面目に建設工事に取り組む多くの建設業者もこの

法律を歓迎した。これほどの関係者がそろって法案成立に期待をかけたケースはこれまで

そう多くはなかったと思う。

この法律の審議過程において、与野党協議の結論として、法成立の条件が示され、その

一つに「工事施工段階における検査の充実を図ること。」が位置づけられた。この条件を

尊重しつつ、法律を受けた基本方針の内容に、技術検査及び工事成績評定の充実が盛り込

まれた。

国土交通省では、この基本方針を具現化すべく、現行制度の評価及び今後の監督・検査

及び工事成績評定のあり方を議論し、今後の公共工事の品質向上に資する新たなシステム

を導入することとした。具体的には、平成１９年度以降、維持工事など単純な工事を除き

半年以上の工期を持つ工事について中間技術検査を工期内に２回実施することとを徹底

し、平成１９年１０月より工事の品質確保への取組強化を図るため、施工プロセス全体を

通じて工事実施状況等の確認を行い、これを検査に反映させる「施工プロセスを通じた検

査」の試行を開始した。また、平成２１年度には、これまで以上にきめ細やかな技術力の

評価、総合評価落札方式による技術提案へのインセンティブの付与を行うために工事成績

評定を一部改正した。

なお、国土交通省よりも更に体制が厳しい地方自治体の多いことも事実であり、まずは、

監督・検査及び工事成績評定を導入することに力を置いて頂き、今回のシステムについて

は、国土交通省の取り組み状況を見て、自治体毎に適切かつ適応可能なシステム整備を今

後検討されれば良いと考えている。
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１－１ 制度の概要

これまで公共工事における監督・検査・成績評定については、会計法に基づくものと地

方整備局の定める工事技術検査要領・基準等に基づくものにより行われてきた。

公共工事の検査は、会計法に基づく給付の完了の確認に必要な検査（以下「給付の検査」

という。）と地方整備局工事技術検査要領に基づく技術検査を同時に実施してきた。

給付の検査は会計法によって規定されているが、会計法は工事の契約だけでなく物品や

サービスの購入等を含めた包括的な給付の確認を規定しているため、工事の適正かつ能率

的な施工と技術水準の向上に必要な成績評定や技術検査は規定していない。

また、平成１３年４月に施行された「公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律」

（以下「適正化法」という。）においては、施工体制の適正化を図るため一括下請の禁止、

施工体制台帳の提出、現場施工体制の点検、成績評価等が盛り込まれ、より一層の適正化

が求められ、成績評定要領の一部改正が行なわれた。

さらに、平成１７年４月に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（以

下「品確法」という。）において、監督・検査・成績評定に関する事項が盛り込まれ、こ

れまで整備局が制定していた要領等が法律上位置づけられることとなった。

これにより、公共工事においては会計法に基づく給付の検査と品確法に基づく技術検査

を実施することになった。

会計法 ：会計法（法律第３５号）

　契約規則第２１条 　監督検査要領第１２

　（監督及び検査の実施についての細目） 　（監督に関する図書）

　監督検査要領第６，９

　（監督職員の任命）

（監督の職務と検査の職務の兼任禁止）

　会計規則第３９条 　監督検査要領第２

　（監督及び検査の実施についての細目に

関する事務の委任）

　予決令第１０１条の７ 　監督検査要領第１７

　（監督の職務と検査の職務の兼職）

（契約の履行の確認） 　（監督の体制）

①　監　督 （監　督） 　監督検査要領４（監督の方法）

会計法第２９条の１１① 　予決令第１０１条の３ 会計細則第３７条 　監督検査要領第３

　（監督及び検査の実施の細目）

　（監督職員の担当業務等）

土木工事
監督技術基準（案）

地方整備局における会計法に基づく監督の体系

　（監督業務の分類）

　契約規則第２０条 　監督検査要領第１１

　（検査職員の一般的義務）

　監督検査要領第５

　（監督の技術的基準）
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地方整備局工事成績評定通知実施要領
　第８　（評定の結果の通知）

　第５　（評定の方法）
　第６　（評定の時期）
　第７　（評定表等の提出）

第11 （再説明請求等）

　第９　（評定の修正）
　第10　（説明請求等）

　　第１　（目的）

　第９条　（出来ばえの技術検査）

　第２　（評価の対象）

　第８条　（品質の技術検査）

（給付の完了の確認の検査、技術検査を行う。
工事成績評定要領などの技術基準の策定、施
工の節目の技術検査、技術検査の結果を受注
者へ通知）

　　第６　（工事成績の評定）
　第３条　（技術検査の種類）

　第５条　（完成技術検査）

　第３　（評定の内容）
　第４　（評定者）

地方整備局工事技術的難易度評価実施要領

地方整備局土木工事技術検査基準（案）

　第２条　（技術検査の内容）

　第４条　（中間技術検査）

地方整備局における品確法に基づく技術検査の体系

　中　間　・　完　成　・　完　成　後　技　術　検　査

　　第３　（技術検査を行う者）

地方整備局工事技術検査要領

　　第２　（技術検査の実施）

品確法第６条１ 基本方針第２．５（H17.8.26閣議決定）
（検査及び評価）

　　第５　（技術検査結果の復命）

地方整備局工事成績評定実施要領

　（完成・中間・完成後）

　　第４　（技術検査の方法）
　第１条　（目的）

　第６条　（工事実施状況の技術検査）

　第１　（目的）

請負工事成績評定要領

第７条 （出来形の技術検査）

会計法 ：会計法（法律第３５号）

予決令 ：予算決算及び会計令（勅令）

契約規則 ：契約事務取扱規則（財務省令）

会計規則 ：国土交通省会計事務取扱規則（国交省訓令）

会計細則 ：地方整備局会計事務取扱標準細則

監督検査要領 ：地方整備局請負工事監督検査事務処理要領

②　検　査

予決令第１０１条の４

（検　査）

（契約の履行の確認）

会計法第２９条の１１②

（検査の方法）

地方整備局における会計法に基づく検査の体系

　監督検査要領第１３

　（検査の種類）

　監督検査要領１４

会計細則第３７条

　（監督及び検査の実施についての細目に

　予決令第１０１条の７

関する事務の委任）

　（検査の体制）

監督検査要領１５，１６

　（検査職員の任命）

　監督検査要領第１８

　契約規則第２０条

　（検査職員の一般的義務）

　契約規則第２１条

　会計規則第３９条

　（監督及び検査の実施についての細目）

　（監督の職務と検査の職務の兼職禁止）

　監督検査要領第１７

　予決令第１０１条の９ 　会計細則第３９条

　（監督の職務と検査の職務の兼職）

　（検査調書の作成） 　（検査調書等） 　（検査調書）

　監督検査要領第１９

　第１条　（目的）

 （給付の完了の確認時）

地方整備局土木工事検査技術基準（案）

　第２条　（検査の内容）
　第３条　（工事実施状況の検査）
　第４条　（出来形の検査）
　第５条　（品質の検査）

　（監督及び検査の実施の細目）
既済部分検査技術基準（案）

　監督検査要領第２

　（検査の技術的基準）

　第４条　（出来形の検査）
　第５条　（品質の検査）

（既済部分の確認時）

　第１条　（目的）
　第２条　（検査の内容）
　第３条　（工事実施状況の検査）
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（１）適正化法の概要

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」における関係条文を抜粋する。

（目的）

第１条 この法律は、国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共工事の入札及び契約

について、その適正化の基本となるべき事項を定めるとともに情報の公表、不正行為

等に対する措置及び施工体制の適正化の措置を講じ、併せて適正化指針の策定等の制

度を整備すること等により、公共工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け負う建

設業の健全な発達を図ることを目的とする。

（公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項）

第３条 公共工事の入札及び契約については、次に掲げるところにより、その適正化が

図られなければならない。（一～三略）

四 契約された公共工事の適正な施工が確保されること。

（施工体制台帳の提出等）

第１３条 公共工事の受注者（建設業法第２４条の７第１項の規定により同項に規定す

る施工体制台帳（以下単に「施工体制台帳」という。）を作成しなければならないこ

ととされているものに限る。）は、作成した施工体制台帳（同項の規定により記載す

べきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。）の

写しを発注者に提出しなければならない。この場合においては、同条第３項の規定は、

適用しない。

（各省各庁の長等の責務）

第１４条 公共工事を発注した国等に係る各省各庁の長等は、施工技術者の設置の状況

その他の工事現場の施工体制を適切なものとするため、当該工事現場の施工体制が施

工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置を講じなければ

ならない。

（適正化指針の策定等）

第１５条 国は、各省各庁の長等による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための

措置（第２章及び第３章並びに前条に規定するものを除く。）に関する指針（以下「適

正化指針」という。）を定めなければならない。

２ 適正化指針には、第３条各号に掲げるところに従って、次に掲げる事項を定めるも

のとする。（一～四、六略））

五 将来におけるより適切な入札及び契約のための公共工事の施工状況の評価の方策に

関すること。

適正化法に基づき「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」

で定められている関連部分を抜粋する。

第２ 入札及び契約の適正化を図るための措置（２～３、５略））

１（主として入札及び契約の過程並びに契約の内容に透明性の確保に関する事項）

では、（イ～チ、ヲ略））

リ 工事の監督・検査に関する基準
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ヌ 工事の技術検査に関する要領

ル 工事の成績の評定要領

ワ 施工体制の把握のための要領

について策定し公表すること。

４（主として契約された公共工事の適正な施工の確保に関する事項）（（２）略）

（１）将来におけるより適切な入札及び契約のための公共工事の施工状況の評価の方

策に関すること

では、

契約の適正な履行の確保、給付の完了の確認に加えて、受注者の適正な選定の確保を

図るため、その発注に係る公共工事について、原則として技術検査や工事の施工状況の

評価（工事成績評定）を行うものとする。技術検査に当たっては、工事の施工状況の確

認を充実させ、施工の節目において適切に実施し、技術検査の結果を工事成績評定に反

映させるものとする。

中略

工事成績評定に対して苦情の申出があったときは、各省各庁の長等は、苦情の申出を

行った者に対して適切な説明をするとともに、さらに不服のあるものについては、第三

者機関に対してさらに苦情申出ができることとする等他の入札及び契約の過程に関する

ものと同様の苦情処理の仕組みを整備することとする。

（３）施工体制の把握の徹底等に関すること

では

・・監督及び検査についての基準を策定し、公表するとともに、現場の施工体制の把

握を徹底するため、次に掲げる事項等を内容とする要領の策定等により統一的な監督の

実施に努めるものとする。（イ～ハ内容抜粋）

イ 監理技術者資格者証の確認、本人確認、専任状況

ロ 施工体制台帳及び施工体系図に基づく点検

ハ 工事カルテ登録の確認、建設業許可標識・労災保険関係成立票・建退共制度の適

用標識の掲示等の確認

これに基づき、新たに工事現場における施工体制の点検要領、施工プロセスのチェック

リスト、請負工事成績評定要領等が制定された。工事成績評定については、工事成績評定

実施要領、工事技術難易度評価実施要領、工事成績評定通知実施要領が定められ実施され

ている。

（２）品確法の概要

品確法の制定の背景には、公共工事を取り巻く最近の情勢として、国及び地方公共団体

の厳しい財政状況の逼迫、一括下請等の不良・不適格業者の参入、低入札価格での受注増

加、受注者間の談合、手抜き工事や粗悪工事に見られる品質低下、技術者不足による公共

工事発注者間の能力差等が見られることから、より一層の透明性、公平性の確保と公共工

事の品質の確保が重要となってきている。

「公共工事の品質確保の促進に関する法律」において、定められている部分については

１―２法的位置づけで述べることとする。
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１－２ 法的位置づけ

以下にそれぞれの法令等に基づく監督、検査に関する部分を抜粋して概述する。

（１）会計法に基づく監督・検査

ア）会計法

第２９条の１１（契約の履行の確保）には、

契約担当官等は、工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合において

は、政令の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、契約の適正な履行を確保

するため必要な監督をしなければならない。

② 契約担当官等は、前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約について

は、政令の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の

確認（給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しく

は製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。）をするため必要な検査をしな

ければならない。

③～⑤略

と定められている。

イ）予算決算及び会計令

第１０１条の３（監督の方法）には、

会計法第２９条の１１第１項に規定する工事又は製造その他についての請負契約の適

正な履行を確保するため必要な監督（以下本節において「監督」という。）は、契約担

当官等が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行なう

ものとする。

第１０１条の４（検査の方法）には、

会計法第２９条の１１第２項に規定する工事若しくは製造その他についての請負契約

又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認（給付の完了前に代価の一

部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納

部分の確認を含む。）をするため必要な検査（以下本節において「検査」という。）は、

契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書

類に基づいて行なうものとする。

と定められている。

さらに、（検査の一部省略）（監督の職務と検査の職務の兼職禁止）（監督及び検査の委

託）（検査調書の作成）等が定められている。
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ウ）契約事務取扱規則

第１８条（監督職員の一般的職務）には、

契約担当官等、契約担当官等から監督を命ぜられた補助者又は各省各庁の長若しく

はその委任を受けた職員から監督を命ぜられた職員（以下「監督職員」という。）は、

必要があるときは、工事製造その他についての請負契約（以下「請負契約」という。）

に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作

成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならな

い。

２ 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、

履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督

をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

３ 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることの

ないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密

に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

第２０条（検査職員の一般的職務）には、

契約担当官等、契約担当官等から検査を命ぜられた補助者又は各省各庁の長若しく

はその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員（以下「検査職員」という。）は、

請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関

係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給

付の内容について検査を行わなければならない。

２ 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その

他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならな

い。

３ 前２項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行

うものとする。

４ 検査職員は、前３項の検査を行なった結果、その給付が当該契約の内容に適合しな

いものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して関係

の契約担当官等に提出するものとする。

第２１条（監督及び検査の実施についての細目）には、

各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、必要があるときは、この省令に定めるも

ののほか、監督及び検査の実施についての細目を定めるものとする。

と定められている。

さらに、（検査の一部を省略することができるもの）（監督又は検査を委託して行なっ

た場合の確認）（検査調書の作成を省略することができる場合）等が定められている。
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エ）国土交通省所管会計事務取扱規則

第３９条（監督及び検査の実施についての細目に関する事務の委任）には、

各長及び指定部局長は、必要があるときは、この訓令に定めるもののほか、契約事

務取扱規則第２１条の規定により、それぞれの所管する部局に係る監督及び検査の実

施についての細目を定めるものとする。

２ 各長及び指定部局長は、前項に規定する細目を定め、又は変更したときは、国土交

通大臣に報告するものとする。

と定めている。

さらに、（監督及び検査を行う者の任命に関する事務の委任）等が定められている。

オ）地方整備局会計事務取扱標準細則

第３６条（監督）には、

契約担当官等は、令第１０１条の３の規定により補助者に命じて監督を行わせようと

するときは、監督命令書（別記様式第３９）により、又は支出負担行為の決議書の写し

に監督を命ずる旨を記載して行うものとする。ただし、第３２条第１項の規定により契

約締結通知書を受ける者に命じて監督を行わせようとするときは、契約締結通知書に監

督を命ずる旨を記載して行うことができる。

第３７条（検査）には、

契約担当官等は、令第１０１条の４の規定により補助者に命じて検査を行わせようと

するときは、検査命令書（別記様式第４０）により、又は支出負担行為の決議書の写し

に検査を命ずる旨を記載して行うものとする。ただし、第３２条第１項の規定により契

約締結通知書を受ける者に命じて検査を行わせようとするときは、契約締結通知書に検

査を命ずる旨を記載して行うことができる。

と定められている。

さらに、（監督又は検査を契約担当官等の補助者以外の職員に行わせる場合）（検査調

書等）等が定められている。

（２）品確法に基づく監督・検査

ア）品確法

第１条（目的）には、

この法律は・・・・・・公共工事の品質確保に関し、基本理念を定め、国等の責務を

明らかにするとともに、公共工事の品質確保の促進に関する基本的事項を定めることに

より、公共工事の品質確保の促進を図り、もって国民の福祉の向上及び国民経済の健全

な発展に寄与することを目的とする。
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２、３略

第６条（発注者の責務）には、

公共工事の発注者（以下「発注者」という。）は、基本理念にのっとり、その発注に

係る公共工事の品質が確保されるよう、仕様書及び設計書の作成、予定価格の作成、入

札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、工事の監督及び検査並びに工事中及び

完成時の施工状況の確認及び評価その他の事務（以下「発注関係事務」という。）を適

切に実施しなければならない。

２、３略

また、法律に基き、定められた「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推

進するための基本的な方針について」の第２．５において、以下のように記述されている。

５ 工事の監督・検査及び施工状況の確認・評価に関する事項

公共工事の品質が確保されるよう、発注者は、監督及び給付の完了の確認を行うため

の検査並びに適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に

資するために必要な技術的な検査（以下「技術検査」という。）を行うとともに、工事

成績評定を適切に行うために必要な要領や技術基準を策定するものとする。

特に、工事成績評定については、公正な評価を行うとともに、評定結果の発注者間で

の相互利用を促進するため、国と地方公共団体との連携により、事業の目的や工事特性

を考慮した評定項目の標準化に努めるものとする。

監督についても適切に実施するとともに、契約の内容に適合した履行がなされない可

能性があると認められる場合には、適切な施工がなされるよう、通常より頻度を増やす

ことにより重点的な監督体制を整備するなどの対策を実施するものとする。

技術検査については、工事の施工状況の確認を充実させ、施工の節目において適切に

実施し、施工について改善を要すると認めた事項や現地における指示事項を書面により

受注者に通知するとともに、技術検査の結果を工事成績評定に反映させるものとする。

これにより、①給付の完了の確認を行うための「給付の検査」と②適正かつ能率的な施

工を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に資するために必要な技術的な「技術

検査」の２つの検査が存在することになった。（会計法及び品確法に基づく検査）
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１－３ 基準類

（１）地方建設局請負工事監督検査事務処理要領

ア）監督及び検査

地方建設局が所掌する工事の請負契約の履行の監督及び検査の実施に関する事務の取扱

を定めている。

第２（監督及び検査の実施の細目）には、

部局長（地方建設局の長をいう。以下同じ。）は、規程第３６条の７第１項の規定に

より法第２９条の１１第１項に規定する工事の請負契約の適正な履行を確保するため必

要な監督（以下「監督」という。）及び同条第２項に規定する工事の請負契約について

の給付の完了の確認（給付の完了前に代価の一部を支払う必要のある場合において行な

う工事の既済部分の確認を含む。）をするため必要な検査（以下「検査」という。）の

実施についての細目を定めるときは、次章及び第３章によるものとする。

と定められており、第２章で監督について、第３章で検査について定められている。

第２章には、（監督の体制）（監督業務の分類）（監督職員の担当業務等）（監督職員の

任命基準等）（監督職員の任命）（監督の技術的基準）（監督に関する図書）等が、

第３章には、（検査の種類）（検査の体制）（検査職員の任命基準）（検査職員の任命）（監

督の職務と検査の職務の兼職）（検査の技術的基準）（検査調書）が定められている。

第３章（検査の種類）には、

第１３ 検査の種類は、次に掲げるとおりとするものとする。

一 完成検査 工事の完成を確認するための検査

二 既済部分検査 工事の完成前に代価の一部を支払う必要がある場合において、工

事の既済部分（性質上可分の工事の完済部分を含む。以下同じ。）を確認するため

の検査

と位置づけられ、第１５で検査職員を任命することとし、会計法でいう給付の完了の確認

（金額の支払いを伴う検査）となっている。

事務処理要領の中で、監督の技術的基準及び検査の技術的基準については、「別に定め

るところによる」とされている。

イ）監督及び検査の技術的基準

監督については、土木工事監督技術基準（案）（以下「監督技術基準（案）」という。）

が定められ、給付の検査については地方整備局土木工事検査技術基準（案）（以下「検査

技術基準（案）」という。）、技術検査については、地方整備局工事技術検査要領（以下「技

術検査要領」という。）及び地方整備局土木工事技術検査基準（案）（以下「技術検査基

準（案）」という。）が定められている。なお、工事成績評定については、請負工事成績

評定要領及び地方整備局請負工事成績評定実施要領（以下「成績評定要領」という。）が
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規定され、それぞれに基づき実施されている。

ウ）監督技術基準（案）

監督技術基準（案）は、監督検査事務処理要領第１１（監督の技術的基準）で別に定め

ることとしている技術的基準として通知されているものである。

第１（目的）には、

この技術基準は、地方建設局請負工事監督検査事務処理要領第１１に基づき、地方整

備局の所掌する土木工事（港湾空港部所掌を除く）の請負契約に係る監督の技術的基準

を定めることにより監督業務の適切な実施を図ることを目的とする。

と定められている。さらに（用語の定義）（監督の実施）が定められ、（監督の実施）の

監督項目として、（契約の履行の確保）（施工状況の確認等）（円滑な施工の確保）（その

他）が列挙されている。

また、監督に関わる標準的な考え方や留意事項等について「土木工事監督技術マニュア

ル（案）」が作成され、これに基づき実施されている。

エ）検査技術基準（案）

会計法による給付の検査の技術的基準として、検査技術基準（案）が定められている。

検査技術基準（案）は、監督検査事務処理要領第１８（検査の技術的基準）を受けた基

準として位置づけられており、会計法に基づく給付の検査においてこの基準に基づき給付

検査が実施されている。

第１条（目的）には、

この技術基準は、地方整備局の所掌する土木工事の検査に必要な技術的事項を定める

ことにより、検査の適切な実施を図ることを目的とする。

と定められている。このほか（検査の内容）（工事実施状況の検査）（出来形の検査）（品

質の検査）が定められている。

オ）技術検査要領

工事技術検査要領は、品確法基本方針のなかで策定することが義務づけられ、地方整備

局の所掌する工事について行なう技術的検査に関して定めたものとして平成１８年３月に

改定し、通知されているものである。

第１（目的）には、

この要領は、地方整備局の所掌する工事について行う技術的検査（以下「技術検査」

という。）に関し必要な事項を定め、もって工事の適正かつ能率的な施工を確保すると

ともに、工事に関する技術水準の向上に資することを目的とする。

と定められている。

第２（技術検査の実施）には、
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技術検査は、技術的な観点から工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価を行うこ

とをいう。

２ 技術検査は、原則として請負工事において会計法（昭和２２年法律第３５号）第２

９条の１１第２項の検査を実施するときに行うものとする。

３ 前項の規定にかかわらず、工事の施工の途中等において地方整備局長（以下「局長」

という。）及び事務所の長（以下「事務所長」という。）が必要と認めたときは、技

術検査を行うことができるものとする。

と明記し、会計法の給付の検査と同時に品確法の技術検査を実施することが定められてい

る。

第３（技術検査を行う者）には、

技術検査は、次の各号に掲げる者が行うものとする。

一 支出負担行為担当官若しくは契約担当官又はこれらの代理官が契約した工事にあっ

ては、工事検査官、技術・評価課長その他当該技術検査を厳正かつ的確に行うことが

できると認められる者（以下「技術検査適任者」という。）のうちから、その都度、

局長が命ずる者。

二 分任支出負担行為担当官又は分任契約担当官が契約した工事にあっては、当該工事

を所掌する地方整備局の事務所長又は事務所長が技術検査適任者のうちから、その都

度、命ずる者。

と定められている。

第４（技術検査の方法）には、

第３の規定により技術検査を行う者（以下「技術検査官」という。）が技術検査を行

うに当たって必要な技術的基準は、別に定めるところによるものとする。

と定められている。

第５（技術検査の結果の復命）には、

技術検査官は、技術検査を完了した場合は、遅滞なく、当該技術検査の結果につい

て別記様式の技術検査復命書により、第３第一号に該当する者にあっては局長に、第３

第二号に該当する者にあっては事務所長等にそれぞれ復命するものとする。局長または

事務所長は、復命書のうち必要な事項について、別に定めるところにより、請負者に通

知するものとする。

と技術検査の結果を請負者へ通知することが定められている。

第６（工事成績の評定）には、

技術検査官は、請負工事について技術検査を完了した場合に、並びに、工事中の施
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行状況等を把握する者（以下、「技術評価官」という。）は、工事が完成したときに、

別に定めるところにより、工事成績を評定しなければならないものとする。

２ 技術評価官は、総括的な技術評価を行うもの（以下、「総括技術評価官」という。）

及びその他評価を行うもの（以下、「主任技術評価官」という。）とする。

３ 技術評価官は、次の各号に掲げる者をあてるものとする。

一 支出負担行為担当官若しくは契約担当官又はこれらの代理官が契約した工事にあっ

ては、総括技術評価官は、事務所長が自らこれにあたるものとし、主任技術評価官は、

当該工事を所掌する地方整備局の事務所の出張所の長（以下「出張所長」という。）

又は工事を担当する建設監督官その他当該技術評価を厳正かつ的確に行うことができ

ると認められる者のうちから、その都度、局長が命ずる者とする。

二 分任支出負担行為担当官又は分任契約担当官が契約した工事にあっては、総括技術

評価官は、事務所長が自ら、もしくはその他当該技術評価を厳正かつ的確に行うこと

ができると認められる者のうちから、その都度、事務所長が命ずる者とし、主任技術

評価官は、出張所長、又は工事を担当する建設監督官その他当該技術評価を厳正かつ

的確に行うことができると認められる者のうちから、その都度、所長が命ずる者とす

る。

と新たに「技術評価官」が定められ、工事中の施行状況を把握し、工事が完成したときに、

工事成績を評定することが位置づけられた。

カ）技術検査基準（案）

品確法の制定を受けて、前記「技術検査要領第４（技術検査の方法）」で別に定めるこ

ととしている技術的基準として、平成１８年３月に新たに技術検査基準（案）が定められ

た。

第１条（目的）には、

本技術基準は、「地方整備局土木工事技術検査要領（平成１８年３月３１日国官技第

２８２号）」（以下、「技術検査要領」という。）の技術的な事項を定めることにより、

技術検査の適切な実施を図ることを目的とする。

と定められている。さらに（技術検査の内容）（技術検査の種類）（中間技術検査）（完成

技術検査）（工事実施状況の技術検査）（出来形の技術検査）（品質の技術検査）（出来ば

えの技術検査）が定められている。

（２）請負工事成績評定要領

成績評定要領で定められている関連部分を抜粋する。

（目的）

第１ この要領は、地方整備局の所掌する直轄事業（国土交通省組織令（平成１２年政

令第２５５号）第３条第１８号に規定する「直轄事業」をいう。）に係る請負工事の

成績評定（以下「評定」という。）に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施
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を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

（評定の対象）

第２ 評定の対象は、原則として１件の請負金額が５００万円を超える請負工事につい

て行うものとする。

ただし、電気、ガス、水道又は電話の引込工事等で地方整備局長が必要がないと認

めたものについて、評定を省略することができる。

（評定の内容）

第３ 評定は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一 工事成績：工事の施工状況、目的物の品質等を評価

二 工事の技術的難易度：構造物条件、技術特性等工事内容の難しさを評価

（評定者）

第４ 第３の評定を行う者（以下「評定者」という。）は、次の各号に掲げる者とする。

一 工事成績の評定者は、「地方整備局工事技術検査要領」（平成 18 年 3 月 31 日 国

官技第 282 号）で定める「技術検査官」及び「技術評価官」とする。

二 工事の技術的難易度の評定者は、技術評価官とする。

２ 前項各号に掲げる評定者については、別に定めるものとする。

（評定の方法）

第５ 評定は、監督、検査等その他必要な事項について、工事ごと、評定者ごとに独立

して的確かつ公正に行うものとする。

２ 評定の結果は、別に定める工事成績評定表及び工事の技術的難易度評価表（以下「評

定表等」という。）に記録するものとする。

（評定の時期）

第６ 技術検査官は技術検査を実施したとき、技術評価官は工事が完成したとき、それ

ぞれ評定を行うものとする。

２ 工事の技術的難易度の評定は、工事が完成したときに行うものとする。

さらに（評定表等の提出）（評定の結果の通知）（評定の修正）（説明請求等）（再説明

請求等）が定められている。

また、これに関して、「請負工事成績評定要領の運用について」が通知されている。

（評定者）要領第４第二号に規定する「技術評価官」は総括技術評価官を指定している。

（評定の方法）一号～二号の評定に際しては地方整備局工事成績評定実施要領、地方整

備局工事技術的難易度評価実施要領が定められている。要領の（評定の結果の通知）（評

定の修正）（説明請求等）（再説明請求等）に関しては、地方整備局工事成績評定通知実

施要領が定められている。

さらに、「工事における創意工夫等実施状況の請負者からの提出について」（平成２１

年５月１日付け国官技第２４－２号）において、創意工夫及び社会性等に関する書式が通

知されている。

ア）地方整備局工事成績評定実施要領

第１（目的）には、
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本要領は、「請負工事成績評定要領」（平成１３年３月３０日国官技第９２号。以下

「評定要領」という。）第３第一号の工事成績の評定に関する事項を定めることにより、

地方整備局が所掌する請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し工事に関する技術水準

の向上に資するとともに、請負業者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。

と定められている。さらに、（対象工事）（成績評定の時期）（評定者）（成績評定の方法）

（成績評定結果の報告）（成績評定結果の通知）が定められている。

（成績評定の方法）の中で、工事成績採点表、細目別評定点採点表、工事成績評定表、

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表、施工プロセスのチェックリスト（案）等が

定められている。

イ）地方整備局工事技術的難易度評価実施要領

第１（目的）には、

本要領は、「請負工事成績評定要領」（平成１３年３月３０日国官技第９２号。以下

「評定要領」という。）第３第二号の工事の技術的難易度の評価に関する事項を定める

ことにより、地方整備局が所掌する請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し工事に関

する技術水準の向上に資するとともに、請負業者の適正な選定及び指導育成を図ること

を目的とする。

と定められている。さらに、（対象工事）（評価の時期）（評価者）（評価の方法）（評価結

果の報告）（評価結果の通知）が定められている。

（評価の方法）の中で、工事技術的難易度評価表及び工事技術的難易度評価手順が定め

られている。

（３）出来高部分払方式による監督及び検査

公共工事における工事代金の支払いや設計変更協議に関する課題等を踏まえ、平成１３

年から試行を開始し、１８年度から全工事を対象に出来高部分払方式を実施することとな

った。

ア）出来高部分払方式実施要領

監督及び検査に関連するところを抜粋する。

１（目的）

部分払における出来高部分払方式（以下「本方式」という。）は、支払の回数が少

なく間隔が長く、工期末にまとめて設計変更案件の精算を行う現行方式から、受発注

者が相互にコスト意識を持ち、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実

施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質

の高い施工体制の確保を目指すものである。

８（監督）

監督業務は、従来どおり実施するものとする。

９（検査）
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１）検査職員

２）検査の実施

①既済部分検査・・・既済部分検査技術基準（案）による

②完成検査・・・・・従来どおり

③中間技術検査・・・土木工事技術検査基準（案）による

イ）既済部分検査技術基準（案）

監督及び検査に関連するところを抜粋する。

第１条（目的）

この技術基準は、既済部分検査に必要な技術的事項を定めることにより、検査の効

率的な実施を図ることを目的とする。

第２条（検査の内容）

検査は、原則として当該工事の既済部分のうち、既に既済部分検査を実施した部分

を除いた部分を対象として行うものとし、契約図書に基づき、工事の実施状況、出来

形、品質及び出来ばえについて、検査対象部分を出来高と認めるのに必要な確認を行

うものとする。

なお、検査は実地において行うのを原則とし、机上において行うこともできる。

さらに、（工事実施状況の検査）（出来形の検査）（品質の検査）が定められている。

（４）ISO9001 活用工事における監督業務

ISO9001 活用工事に係る監督については、請負者の作成する「品質マネジメントシステ

ム」を活用した監督業務を行うことができる。

なお、監督業務については「工事における ISO9001 認証取得を活用した監督業務等マ

ニュアル(案)」によることとされている。

また、検査書類についても監督職員の承諾により、所定の様式によらず請負者の検査記

録の様式により提出できることとなっている。

（５）工事請負契約書

工事請負契約書で定められている監督職員の検査（確認を含む）の関連部分を抜粋する。

（工事材料の品質及び検査等）

第１３条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にそ

の品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡

を得た品質) を有するものとする。

２ 乙は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下本条において同じ｡) を

受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを

使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担と

する。
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３～５略

（監督職員の立会い及び工事記録の整備等）

第１４条 乙は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見

本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、

又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

２ 乙は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事につ

いては、当該立会いを受けて施工しなければならない。

３ 乙は、前 2 項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見

本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工

をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求

があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。

４～６略

（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等）

第１７条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がそ

の改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当

該不適合が監督職員の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲

は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害

を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

２ 監督職員は、乙が第 13 条第 2 項又は第 14 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反

した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査

することができる。

３ 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認め

られる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の

理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

４ 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。

と定められ、第１３条で請負者は設計図書で指定された工事材料は、監督職員の検査を受

け、検査に合格したものを使用しなければならないとされている。

また、第１４条で請負者は設計図書で指定された工事材料は、監督職員の立会いの上調

合し、又は見本検査に合格したものを使用しなければならないとされているほか、記録を

整備し、監督職員の請求があったときは提出しなければならないとされている。

さらに第１７条で監督職員は、請負者が規定に違反した場合又は設計図書に適合しない

と認められる場合で、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査す

ることができると定められている。
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１－４ 参考

（１）検査の種類

公共工事は、現地単品生産であり、かつ自然対峙型で生産するという特徴を持っている。

このため、施工の各段階において工事目的物の品質、出来形、機能等を確認し、次の段階

に進むという段階的施工が必要である。請負者は工事の施工管理を行い、設計書に適合し

た工事目的物を造ると同時に、そのことを証明できる施工管理資料を整備しなければなら

ない。特に、検査時に検測や確認ができない不可視部分の出来形や品質は、施工の各段階

での施工管理資料が不可欠であり、工事によっては検査を重要な施工の変化点や区切りと

なる段階で行う必要がある。

発注者が行う検査には、このような公共工事の特徴に即した種々の検査がある。検査は、

工事の完成に伴って行う検査、工事施工の途中段階で行う検査、性能規定等契約に基づき

工事完成後一定期間経過後に行う検査に大別できる。さらに、工事施工中には契約の適正

な履行の確保を図るために監督職員が行う検査（確認を含む）がある。

○給付の検査

１）既済部分検査

契約工期内の定められた時点における契約で定められた出来高があるかどうかを確認し

て、出来高に応じた代価を支払うために行う施工途中段階での検査である。

検査の結果、契約で定められた出来高が確認されれば出来高に応じた代価が支払われる。

出来高と認められた工事の完了部分は、発注者側へ引き渡されることはなく請負者におい

て引き続き管理することになる。

２）完済部分検査

工事の完成前に、契約図書においてあらかじめ指定された部分（指定部分）の工事目的

物が完成した場合に行う検査である。

検査の結果が適合であれば、指定部分の引き渡しが行われ、代価が支払われる。ただし、

全ての工事が完成したわけではないので契約は継続されることになる。従って、指定部分

に限ってみれば完成検査と同じ検査ということになる。

３）完成検査

工事の完成に伴い、請負者から発注者へ工事目的物の引き渡しを行う最終段階の検査で

ある。

この検査では、完成した工事目的物が設計書に示された品質、出来形等に適合して完成

しているかどうか、契約履行の完了の確認を行う。検査の結果が適合であれば工事目的物

の引き渡しが行われ、代価の支払いがあって契約は完了となる。

○技術検査

４）中間技術検査

契約図書において、あらかじめこの検査を実施する旨を明記しておき、発注者が必要と

判断したときに行う施工途中段階の検査である。
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検査は、主たる工種が不可視となる工事の埋め戻し前など、施工上重要な変化点などや

部分使用する場合において設計図書との適合を確認しておき、できるだけ手戻りを少なく

するなどの目的で行う。

検査結果が適合であっても代価の支払いや引き渡しはない。検査は発注者が必要と認め

たときや既済部分検査（含完済部分検査）時に行う。特に発注者が必要と認めたときの検

査日については工事工程等との調整もあることから請負者の意見を聞いて決めなければな

らない。また、完成検査の補完となるものであり、検査の対象となる部分を明確にした図

面等を作成する必要がある。

５）完成技術検査

完成検査時に行う技術検査は、工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて技

術的な評価を行う検査である。

６）完成後技術検査

総合評価方式やＶＥ提案方式など性能規定発注方式等による提案事項について、工事完

成後一定期間経過後に、契約に基づく性能規定、機能が確保されているかどうかを確認す

る検査である。

性能規定等による契約では、完成検査時にその性能・機能等を確認することはできない

ため、工事完成後一定期間経過後の時点で契約に基づき性能規定の検査（履行の確認）を

行うことになる。

ただし、工事目的物そのものは工事完成後に通常の完成検査（性能規定部分を除く）を

行い、引き渡し、代価の支払いは行われる。検査結果が適合しない場合には、性能規定部

分に関し契約違反としてペナルティが課せられる。

○監督職員による検査（確認を含む）

７）部分使用検査

工事目的物の全部または一部の完成前において、発注者がこれを使用する必要が生じた

場合に行う検査である。

検査の結果、適合が確認されれば、発注者は請負者の承諾を得て部分使用することにな

る。この場合、使用部分は引き渡しを行わないので、代価の支払いはないが使用部分に関

して双方で文書による確認をしておく必要がある。

検査の種類

（会計法による給付の検査） （品確法による技術検査）

・既済部分検査
・中間技術検査

・完済部分検査

（会計法による給付の検査） （品確法による技術検査）

・完成検査 ・完成技術検査

完成後に行う検査
（品確法による技術検査）

・完成後技術検査

施工途中段階に行う検査

完成時に行う検査
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（２）政府契約の支払い遅延防止等に関する法律

この法律は、政府契約の支払い遅延防止等その公正化を図るとともに、国の会計経理事

務処理の能率化を促進し、もって国民経済の健全な運行に資することを目的としている。

検査に関連する第５条（給付の完了の確認又は検査の時期）には、国が契約した工事では

相手方から通知を受けて１４日以内に検査すること、第６条（支払いの時期）には、検査

完了後適法な支払い請求書を受理した日から４０日以内に工事代金の支払いをすることと

規定されている。

第５条（給付の完了の確認又は検査の時期）には、

前条第１号の時期は、国の相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から工事

については１４日、その他の給付については１０日以内の日としなければならない。

２ 国が相手方のなした給付を検査しその給付の内容の全部又は一部が契約に違反し又

は不当であることを発見したときは、国は、その是正又は改善を求めることができる。

この場合においては、前項の時期は、国が相手方から是正又は改善した給付を終了し

た旨の通知を受けた日から前項の規定により約定した期間以内の日とする。

＊「前条第１号の時期」とは、第４条１号の、

『一 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期』をいう。

と定められている。

第６条（支払いの時期）には、

第４条第２号の時期は、国が給付の完了の確認又は検査を終了した後相手方から適

法な支払請求書を受けた日から工事代金については４０日、その他の給付に対する対

価については３０日（以下この規定又は第７条の規定により約定した期間を「約定期

間」という。）以内の日としなければならない。

２ 国が相手方の支払い請求書を受理した後、その請求の内容の全部又は一部が不当で

あることを発見したときは、国は、その事由を明示してその請求を拒否する旨を相手

方に通知するものとする。この場合において、その請求の内容の不当が軽微な過失に

よるときにあっては、当該請求の拒否を通知した日から国が相手方の不当な内容を改

めた支払請求を受けた日までの期間は、約定期間に参入しないものとし、その請求の

内容の不当が相手方の故意又は重大な過失によるときにあっては、適法な支払請求が

あったものとしないものとする。

＊「第４条第２号の時期」とは、第４条２号の、

『二 対価の支払の時期』をいう。

と定められている。
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（３）予算執行職員等の責任に関する法律

国が発注した公共工事の監督職員または検査職員に任命された職員は、国の予算の執行

に携わる重要な職務を行うため、財政法、会計法、その他の法令に準拠し、それぞれの職

分に応じてその事務を執行する。予算執行職員等の責任に関する法律（以下「予責法」と

いう。）では監督または検査を行うことを命ぜられた職員は「予算執行職員」の１人であ

り、万一故意又は重大な過失により国に損害を与えたときは同法の規定により弁償の責務

を負うこともある。

第１条（目的）には、

この法律は、予算執行職員の責任を明確にして、法令又は予算に違反した支出等の行

為をすることを防止し、もって国の予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

と定められている。

第２条（定義）には、

この法律において「予算執行職員」とは、次に掲げる職員をいう。

（一～九、十一、十二略）

十 会計法第２９条の１１第４項の規定に基づき契約に係る監督又は検査を行なうこと

を命ぜられた職員

と定められている。

第３条（予算執行職員の義務及び責任）には、

予算執行職員は、法令に準拠し、且つ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分

に応じ、支出等の行為をしなければならない。

２ 予算執行職員は、故意又は重大な過失に因り前項の規定に違反して支出等の行為

をしたことにより国に損害を与えたときは、弁償の責に任じなければならない。

３ 前項の場合において、その損害が二人以上の予算執行職員が前項の支出等の行為

をしたことにより生じたものであるときは、当該予算執行職員は、それぞれの職分に

応じ、且つ、当該行為が当該損害の発生に寄与した程度に応じて弁償の責に任ずるも

のとする。

＊「故意又は重大な過失」に関して

検査の技術的基準として「地方整備局土木工事検査技術基準（案）」が定められてお

り、検査はこの基準に基づき適正に実施されることが基本である。

と定められている。
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（４）地方自治体における監督・検査

１）監督検査に関する法令等の体系とあらまし

地方自治体における監督検査は、地方自治法、地方自治法施行令、政令に基づき、地方

自治体が定めることとなっているが、基本的には地方整備局と同様に要綱、要領等が定め

られている。自治体によって名称、内容等はそれぞれ異なっているが、財務規則、建設工

事事務処理規定（以下「規定」という。）、建設工事検査要綱（以下「要綱」という。）、

建設工事検査技術基準（以下「技術基準」という。）、土木工事監督要綱、土木工事成績

評定要領等を定めて実施されている。

ア）地方自治法

地方自治法第２３４条の２（契約の履行の確保）には、

普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れそ

の他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定める

ところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認（給

付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既

済部分又は物件の既納部分の確認を含む。）をするため必要な監督又は検査をしなけれ

ばならない。

と定められている。

イ）地方自治法施行令は、予決令と同じ政令であり地方自治法の細部を定めている。

第１６７条の１５（監督又は検査の方法）には、

地方自治法第２３４条の２第１項の規定による監督は、立会い、指示その他の方法

によって行なわなければならない。

２ 地方自治法第２３４条の２第１項の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書

その他の関係書類（当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）

に基づいて行なわなければならない。

３ 普通地方公共団体の長は、地方自治法第２３４条の２第１項に規定する契約につい

て、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、

性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨

の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められるときは、同項の規定による

検査の一部を省略することができる。

４ 普通地方公共団体の長は、地方自治法第２３４条の２第１項に規定する契約につい

て、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により当該普通地方公

共団体の職員によって監督又は検査を行なうことが困難であり、又は適当でないと認

められるときは、当該普通地方公共団体の職員以外の者に委託して当該監督又は検査

を行なわせることができる。

と定められている。
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ウ）財務規則、建設工事等検査要綱は、地方自治法、地方自治法施行令に基づき地方

自治体の長が、その事務について定めたものである。

（Ａ県の例）

財務規則第１５０条では、

（給付の検査）

第１５０条 知事又は予算執行者は、次の一に掲げる理由が生じたときは、自ら又は職

員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認を

するために必要な検査をしなければならない。

（１）契約人が給付を完了したとき

（２）給付の完了前に出来高に応じ対価の一部を支払う必要があるとき

（３）物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとすると

き

２ 前項の規定による検査を行う者（以下「検査職員」という。）は、契約書、設計図

書その他の関係書類に基づき、又は必要に応じて当該契約に係る監督職員の立ち会い

を求めて、当該給付の内容、数量等について検査をしなければならない。

３ 前項の場合において、検査職員は、特に必要があるときは、一部破壊若しくは分解

又は試験をして検査を行うことができる。

４ 検査職員は、前３項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めると

きは、契約人に必要な処置をすることを求めなければならない。

建設工事事務処理規程では、

（検査員の指定）

第３５条 発注機関の長は、第３７条に規定する検査を行うときは、自ら又は職員の内

から検査員を指定するものとする。

（検査の指示等）

第３６条 発注機関の長は、検査をする場合において破壊検査その他の検査について留

意すべき事項があるときは、あらかじめ検査員に指示するものとする。

（発注機関が行う検査）

第３７条 次に掲げる検査は、発注機関の長が指定する職員が行う者とする。

（中間検査、出来形検査、しゅん工検査、完了検査、抜き打ち検査について契約額の

規定）

２ 省略

３ 検査員は、検査要綱等に基づき検査を実施し、その結果を次の表の区分に従い当該

左欄に定める復命書により発注機関の長に復命するとともに、当該右欄に定める調書

を作成しなければならない。（表省略）

（検査の委託等）

第３８条 省略

（会計局長が行う検査）
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第３９条 次に掲げる検査及び監査（以下「検査等」という。）は、会計局長が指定す

る職員が行う者とする。

第４０条

（会計局長が行う検査の種類や検査報告について規定）

と定められている。

検査要綱第１条（趣旨）では、

この要綱は、Ａ県財務規則第１５０条及びＡ県建設工事事務処理規定第３５条から第

４０条に規定する工事等の検査に関し必要な事項を定め、Ａ県が発注する建設工事等の

適正且つ効率的な施工の確保を図るものとする。

と定められて、ほかに（定義）（検査の内容）（検査の実施区分）（検査の実施依頼）（検

査員の指定）（検査の方法）（検査結果の報告）（工事等の補修）（工事等の成績評定）が

定められている。

要綱を受けて、建設工事検査技術基準、修補処理規程、建設工事指導監査要領、建設工

事成績評定要領等が定められている。

技術検査基準では、（検査の内容）（実地検査の原則）（工事の出来形、品質及び出来ば

えの検査）（工事の実施状況の検査）が定められ検査が実施されている。

（Ｂ県の例）

Ｂ県でも、Ａ県と同様に各種の基準が定められている。

工事検査要綱第１条（趣旨）では、

この要綱は、Ｂ県の発注する建設工事で農林部及び県土整備部の所管に関わるもの（以

下「工事」という。）の検査に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。

と定められて、ほかに（用語の定義）（工事概要の通知）（工事検査員の検査手続き）（検

査員の検査手続き）（検査の通知）（契約に違反する場合の措置）（検査結果の報告及び検

査調書の発行）が定められている。

要綱を受け、土木工事検査技術基準、材料検査実施要領、土木工事成績評定要領、土木

工事成績評定結果通知公表要領等が定められている。

技術検査基準では、（趣旨）（検査の方法）（検査の基準）が定められ、検査の基準とし

て出来形寸法及び品質の合否判定、規格値、測定基準、出来形管理基準等が定められ検査

が実施されている。
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Ａ県の例

法律 財務規則 事務処理要領 検査要綱

第２３４条の２ （給付の検査） （検査員の指定）
（契約の履行の確保） 土木工事検査技術基準

第３６条
（検査の指示等） 材料検査実施要領

第３９条 第１０条

第４０条
（検査結果の報告）

事務処理要領：建設工事事務処理要領

検査要綱　　　：建設工事等検査要綱

技術基準　　　：建設工事検査技術基準

修補規程　　　：修補処理規程

評定要領　　　：建設工事成績評定要領

土木工事成績評定
結果公表要領

（会計局長が行う検査） （工事等の成績評定） 評定要領

　　　　　自治体における検査体制

検査基準

修補規程

第３７条 第７条

第１６７条の１５
（監督又は検査）

第３８条 第９条
（検査の委託等） （工事等の修補）

Ｂ県の例

要綱等

地方自治法施工令 （発注機関が行う検査） （検査の方法）

地方自治法 第１５０条 第３５条 建設工事検査要綱

土木工事成績評定要領
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（白紙）
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２－１ 工事監督について

監督とは

契約担当官等は、工事又は製造その他について請負契約を締結した場合においては、制

令の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、契約の適正な履行を確保するため必

要な監督をしなければならない。（会計法第２９条の１１第１項）

監督は、工事、製造等の契約について、相手方の履行途中において、その履行に立ち会

い、指示、調整等を必要とするものについて契約内容に適合させるために必要な干渉を行

うことをいう。

工事監督の主たる目的は、“契約の適正な履行の確保”にあるが、「公共工事の品質確

保等のための行動指針」では、次のように監督の必要性が謳われている。

公共工事の品質確保等のための行動指針 平成１０年２月 建設省

Ⅲ 発注者の役割・立場の明確化

１．発注者・設計者・施工者の役割分担

（抜粋）

建設工事は屋外一物生産であり、かつ自然対峙型の生産が一般的であるため、現場
た い じ

における発注者と受注者の権利義務関係をあらかじめ明確に規定し得ない事態を惹起
じやつき

しやすく、また請負施工に伴う射倖性（偶然の利潤の獲得が隠されやすいこと）、公
しやこう

共の場における不適格成果物の修復等に伴う地域又は国家的損失などから、施工過程

における発注者の介在の必要がある。

監督は、検査だけでは契約の給付内容の履行確認ができないものについて、その履行の

過程において、当該履行の場所において施工状況の確認等を行い、工程及び工事に使用す

る材料の試験又は品質、確認等によって良質な工事目的物を確保するものである。

「工事請負契約書第９条（監督職員）」に、監督職員の位置付けがなされており、請負

者側の現場代理人に対する指示、承諾又は協議や設計図書に基づく立ち会い、工事の施工

状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査等の業務を行うことが明記されている。

なお、「公共工事の品質確保等のための行動指針」では、「工事の監督行為は、施工プ

ロセスにおいて契約の履行状況を確認するために、必要な範囲内で段階確認行為を行う程

度にとどめることを基本とし、受・発注者間の責任分担を曖昧にするような無用の指示や、

コスト増につながるような不要な確認等を行うべきでない。」と明記されている。
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工事監督の流れ

＜参照条項＞ 契 ：工事請負契約書
発 注 共仕：土木工事共通仕様書（H21）

監督開始

契約内容の確認 契約図書の内容の把握 ◎設計書、仕様書、図面等により契約内容を確認
◎配置技術者の専任及び技術者の適正な配置を確認 契 10
◎施工体制台帳及び施工体系図の確認 共仕 1 編 1-1-10

請負者による設計図書の照査 共仕 1 編 1-1-3.2

条件変更等がある場合は、請負者の請求による調査の実施 契 18

施工計画の把握 施工計画書の受理 ◎請負者から提出された施工計画書により、
施工計画の内容の把握 共仕 1 編 1-1-4

請負者による工事に必要な測量の実施
共仕 1 編 1-1-37

着手前打合せ 必要事項確認 ◎工事基準点の指示、既設構造物・障害物の把握
◎支給品、貸与品の確認 契 15
◎事業損失物件の確認
◎請負者が行う官公庁への届出の把握 共仕 1 編 1-1-35
◎工事区域用地の把握 契 16 共仕 1 編 1-1-7
◎測量結果の把握

工事着手

施工状況の確認 指定材料確認 ◎設計図書において指定された工事に使用する材料の品質、
規格・数量等の立会試験及び確認 共仕 2 編第 1 章第 2 節

工事施工の立会 ◎設計図書において、立会の上施工するものと
指定された工種において、立会を行う 契 14

工事施工状況の確認 ◎設計図書に示された施工段階において、臨場等により確認を行う
（段階確認） 共仕 3 編 1-1-6

施工体制の把握 ◎公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の指針におい
て定められた点検要領に従い施工体制の点検を行う→「工事現場等に
おける施工体制の点検要領」

工事施工状況の把握 ◎主要な工種について、適切な時期、必要な項目・頻度で
適宜臨場等により把握を行う

現場条件等の変更がある場合は、請負者の請求による調査の実施 契 18

工程把握及び工事促進指示 ◎請負者からの履行報告又は実施工程表により工程を把握し、
必要に応じて工事促進の指示を行う 共仕 1 編 1-1-24

改 造 請 求 ◎工事の施工部分が契約図書に適合しない事実を発見した場合で必
要があると認められるときは、改善の指示または改造請求を行う
契 17

支給材料及び貸与品の確認 ◎設計図書に定められた支給材料、貸与品及び工事によって発生し
及び現場発生品の処理、引渡 た現場発生品の契約上の処理、引渡しを行う 共仕 1 編 1-1-16&17

対 外 調 整 関連工事との調整 ◎隣接工事等が施工上密接に関連する場合は、必要に応じて施工に
ついて調整し、必要事項を請負者に対し指示を行う 契 2

地元対応 ◎地元住民からの工事に対する苦情、要望に対し必要な措置を行う

関係機関との協議・調整 ◎工事に関して、関係機関との協議・調整等における必要な措置を
行う

工事の安全に関する事項 安全パトロール等 ◎発注者としての工事事故防止の観点から、工事現場等の安全パト
ロール、運搬車両の過積載の点検等を行い、未然に事故防止を図る

臨機の措置 ◎災害防止、その他工事の施工上特に必要があると認めたときは、
請負者に対して臨機の措置を求める 契 26

工事事故等に対する措置 ◎工事事故等が発生した時は、速やかに状況を調査し担当部所に
報告する 共仕 1 編 1-1-29

◎工事の中止、工期延長に関する報告 契 20, 21, 43
契約変更に係る対応及び報告 ◎一般的及び不可抗力による工事目的物等の損害及び

損害額の報告 共仕 1 編 1-1-38
◎第三者に及ぼした損害の報告
◎部分使用に関する手続き 共仕 1 編 1-1-22
◎中間及び部分払い時の支払いに係る出来高の確認と報告 契 34,37
◎工事関係者に関する措置請求 契 12
◎契約解除に関する必要書類の作成及び措置請求又は報告 契 46-49

完成検査の準備 必要書類の確認 ◎完成検査を受けるにあたり、請負者が作成した検査に必要な工事
書類がそろっているかを確認

監督終了

工事成績評定及び 監督員及び検査官による検査及び成績評定 工事目的物の引き渡し
完成検査

◎工事検査に先立って、検査日を請負者に通知し、監督員
は検査時には原則として立ち会いを行う 共仕 1 編 1-1-20.4
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２－２ 監督の方法

地方建設局請負工事監督検査事務処理要領

建設省厚第 21 号 昭和 42 年 3 月 30 日

（一部改正）建設省厚発第 208 号 昭和 48 年 6 月 26 日

（一部改正）建設省厚発第 120 号 平成 6 年 3 月 31 日

建設事務次官から各地方建設局長あて

第１章 総則

省略

第２章 監督

（監督の体制）

第３ 監督は、支出負担行為担当官若しくは契約担当官又はこれらの代理官（以下「本官」

という。）が締結した工事の請負契約（以下「本官契約」という。）にあっては当該本

官以外の監督職員（規則第 17 号第１項に規定する監督職員をいう。以下同じ。）が、分

任支出負担行為担当官又は分任契約担当官（以下「分任官」という。）が締結した工事

の請負契約（以下「分任官契約」という。）にあっては監督職員が行なうものとする。

２ 分任官契約の監督を行なう場合において、監督に係る工事の規模、監督に必要な技術

の程度その他技術的な理由（以下「技術的条件」という。）を勘案し分任官が自ら監督

を行なう必要がないと認めるときは、当該分任官以外の監督職員のみにより監督を行な

うことができるものとする。

（監督業務の分類）

第４ 監督業務は、監督総括業務、現場監督総括業務及び一般監督業務に分類するものと

し、これらの業務の内容は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとするものとする。

一 監督総括業務

イ 工事請負契約書（昭和 48 年 4 月 4 日付け建設省厚発第 100 号） に基づく契約担

当官等の権限とされる事項のうち契約担当官等が必要と認めて委任したものの処理

ロ 契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議で重要な

ものの処理

ハ 関連する 2 以上の工事の監督を行なう場合における工事の工程等の調整で重要な

ものの処理

ニ 工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該

措置を必要とする理由その他必要と認める事項の契約担当官等（法第 29 条の 3 第

１項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。）に対する報告

ホ 現場監督総括業務及び一般監督業務を担当する監督職員の指揮監督並びに監督業

務の掌理
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二 現場監督総括業務

イ 契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議（重要な

もの及び軽易なものを除く。）の処理

ロ 設計図、仕様書その他の契約関係図書（以下「契約図書」という。）に基づく工

事の実施のための詳細図等（軽易なものを除く。）の作成及び交付又は契約の相手

方が作成したこれらの図書（軽易なものを除く。）の承諾

ハ 契約図書に基づく工程の管理、立会い、工事の実施状況の検査及び工事材料の試

験又は検査の実施（他の者に実施させ、当該実施を確認することを含む。以下同じ。）

で重要なものの処理

ニ 関連する 2 以上の工事の監督を行なう場合における工事の工程等の調整（重要な

ものを除く。）の処理

ホ 工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該

措置を必要とする理由その他必要と認める事項の監督総括業務を担当する監督職員

に対する報告

ヘ 一般監督業務を担当する監督職員の指揮監督並びに現場監督総括業務及び一般監

督業務の掌理

三 一般監督業務

イ 契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議で軽易な

ものの処理

ロ 契約図書に基づく工事の実施のための詳細図等で軽易なものの作成及び交付又は

契約の相手方が作成したこれらの図書で軽易なものの承諾

ハ 契約図書に基づく工程の管理、立会い、工事の実施状況の検査及び工事材料の試

験又は検査の実施（重要なものを除く。）

ニ 工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該

措置を必要とする理由その他必要と認める事項の現場監督総括業務を担当する監督

職員に対する報告

ホ 第 6 第 4 項の規定により任命された監督員にあっては、第 6 第 6 項の規定により

任命された監督員の指揮監督及び一般監督業務の掌理

（監督職員の担当業務等）

第５ 本官契約又は分任官契約の監督を行なう監督職員は、総括監督員、主任監督員及び

監督員とし、それぞれ監督総括業務、現場監督総括業務及び一般監督業務を担当するも

のとする。

２ 技術的条件を勘案し必要がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、総括監督

員、総括監督員及び主任監督員又は監督員（主任監督員が置かれている場合に限る。）

をそれぞれ置かないことができるものとし、総括監督員を置かない場合における主任監

督員は監督総括業務を、総括監督員及び主任監督員を置かない場合における監督員は監

督総括業務及び現場監督総括業務を、監督員を置かない場合における主任監督員は一般

監督業務を、それぞれあわせて担当するものとする。
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（監督職員の任命基準等）

第６ 本官契約の総括監督員は、当該工事を所掌する地方建設局の事務所又は地方建設局

の本局（以下「本局」という。）の出張所（以下「所掌事務所」という。）の長（営繕

工事（事業費をもってする営繕工事を除く。以下同じ。）である場合において、所掌事

務所が置かれていないときは、本局の営繕監督室長）を任命するものとする。

２ 分任官契約の総括監督員は、当該分任官が自らこれにあたるものとする。ただし、第 3
第 2 項の規定に基づき、分任官以外の監督職員のみにより監督を行なう場合においては、

所掌事務所の工事を担当する副所長を任命するものとする。

３ 主任監督員は、営繕工事以外の工事にあっては当該工事を所掌する地方建設局の事務

所の出張所（以下「所掌出張所」という。）の長又は工事を担当する建設監督官（所掌

出張所及び工事を担当する建設監督官が置かれていないときは、所掌事務所の工事を担

当する課長）を、営繕工事にあっては所掌事務所の営繕監督官（所掌事務所に営繕監督

官が置かれていないときは、所掌事務所の工事を担当する課長。所掌事務所も置かれて

いないときは、本局の営繕監督官）を任命するものとする。

４ 監督員は、営繕工事以外の工事にあっては所掌出張所の工事を担当する係長又は主任

（所掌出張所が置かれていない場合は、主任監督員が建設監督官であるときを除き、所

掌事務所の工事を担当する係長）、営繕工事にあっては主任監督員が営繕監督官である

場合を除き、所掌事務所の工事を担当する係長を任命するものとする。

５ 技術的条件及び工事を所掌する組織における職員の配置状況により第 3 項又は前項の

規定によることが困難であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該技

術的条件を勘案し、監督を厳正かつ適確に行なうことができると認められる者（以下「監

督適任者」という。）を任命することができるものとする。

６ 技術的条件を勘案し特に必要があると認められるときは、当該技術的条件に応じ、第 4
項又は前項の規定によるほか、第 4 項の規定にかかわらず、さらに、監督適任者を監督

員に任命することができるものとする。

７ 主任監督員が建設監督官又は営繕監督官である場合において、技術的条件を勘案し必

要があると認めるときは、当該技術的条件に応じ、監督適任者を監督員に任命すること

ができるものとする。

（分任官が監督を委託する場合の承認）

第７ 分任官は、令第 101 条の 8 の規定により国の職員以外の者に委託して監督を行なわ

せようとする場合は、あらかじめ、部局長の承認を受けなければならないものとする。

（監督委託契約書の作成）

第８ 令第 101 号の 8 の規定による国の職員以外の者への監督の委託は、工事の内容、第

11 に規定する監督の技術的基準及び第 12 の規定を勘案し、監督の方法、契約担当官等

に連絡し、又は報告すべき事項その他必要な事項を記載した契約書を作成して行なわな

ければならないものとする。

（監督職員の任命）
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第９ 監督職員の任命は、工事の請負契約ごとに行なうものとする。

（契約の相手方への通知）

第１０ 契約担当官等は、監督職員又は令第 101 条の 8 の規定により監督を委託した国の

職員以外の者の官職又は氏名を、工事の請負契約ごとに、遅滞なく、別記様式第１によ

る監督職員通知書により、契約の相手方に通知するものとする。これらの者に変更があ

った場合も同様とする。

（監督の技術的基準）

第１１ 監督職員が監督を行なうにあたって必要な技術的基準は、別に定めるところによ

るものとする。

（監督に関する図書）

第１２ 監督職員は、次の各号に掲げる図書（契約の相手方から提出された図書を含む。）

をそれぞれの担当事務に応じて作成し、及び整理して監督の経緯を明らかにするものと

する。

一 工事の実施状況を記載した図書

二 契約の履行に関する協議事項（軽易なものを除く。）を記載した書類

三 工事の実施状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査の事実を記載した図書

四 その他監督に関する図書

第３章 検査

省略
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土木工事監督技術基準（案）

建設省技調発第９４号 昭和５４年２月２６日

（改正）建設省技調発第３２５号 昭和６１年６月２４日

（改正）建設省技調発第１２１号 平成７年９月２９日

（改正）建設省技調発第７１号 平成８年３月２７日

（改正）建設省技調発第９１号 平成１０年３月３０日

（適用追加）建設省技調発第６６号 平成１１年３月２５日

（改定）建設省技調発第７４号 平成１２年４月１７日

（改定）国官技第３４５号 平成１５年３月３１日

国土交通省大臣官房技術審議官から各地方整備局長あて

（目的）

第１条 この技術基準は、地方建設局請負工事監督検査事務処理要領第 11 に基づき、地

方整備局の所掌する土木工事（港湾空港部所掌を除く）の請負契約に係る監督の技術的

基準を定めることにより監督業務の適切な実施を図ることを目的とする。

（用語の定義）

第２条

(1) ｢監督｣・・・・ 契約図書における発注者の責務を適切に遂行するために、工事施

工状況の確認及び把握等を行い、契約の適正な履行を確保する業務

をいう。

(2) ｢監督職員等｣・ 監督職員とは、総括監督員、主任監督員、監督員を総称していい、

監督職員等とは、監督職員及び現場監督員（現場技術員を含む）を

総称していう。

(3) ｢監督の方法｣・ 監督行為（指示、承諾、協議、通知、受理、確認、立会い、把握）

を総称していう。

①指 示・・・・ 監督職員が請負者に対し、工事の施工上必要な事項について書面

をもって示し、実施させることをいう。

②承 諾・・・・ 契約図書で明示した事項で、請負者が監督職員に対し書面で申し

出た工事の施工上必要な事項について、監督職員が書面により同意

することをいう。

③協 議・・・・ 書面により契約図書の協議事項について、発注者と請負者が対等

の立場で合議し結論を得ることをいう。

④通 知・・・・ 監督職員が請負者に対し、工事の施工に関する事項について、書

面をもって知らせることをいう。

⑤受 理・・・・ 契約図書に基づき請負者の責任において監督職員に提出された書

面を監督職員が受け取り、内容を把握することをいう。

⑥確 認・・・・ 契約図書に示された事項について、監督職員等が臨場若しくは請

負者が提出した資料により、監督職員がその内容について契約図書
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との適合を確かめ、請負者に対して認めることをいう。

⑦把 握・・・・ 監督職員等が臨場若しくは請負者が提出又は提示した資料により

施工状況、使用材料、提出資料の内容等について、監督職員が契約

図書との適合を自ら認識しておくことをいい、請負者に対して認め

るものではない。

⑧立会い・・・・ 契約図書に示された項目について、監督職員等が臨場し、内容を

確かめることをいう。

（監督の実施）

第３条 監督職員等は、以下の表の各項目について技術的に十分検討のうえ監督を実施す

るものとする。

なお、関連図書及び条項の欄は下記のとおりとする。

契・・・・・・・契約書

共仕・・・・・・土木工事共通仕様書

適正化法・・・・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

適正化指針・・・公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針

関連図書及び
項 目 業 務 内 容 条項

1.契約の履行の確保

(1) 契約図書の内容 契約書、設計書、仕様書、図面、現場 契 第 1 条
の把握 説明書及び現場説明に対する質問回答書 共仕第 1 編 1 ｰ

等及びその他契約の履行上必要な事項に 1 ｰ 2
ついて把握する。

(2) 施工計画書の受 請負者から提出された施工計画書によ 共仕第 1 編 1 ｰ
理 り、施工計画の概要を把握する。 1 ｰ 4

（3） 施工体制の把握 「工事現場における適正な施工体制の 適正化法 第１
確保等について」（平成 13 年 3 月 30 日 ４条
付け、国官地第２２号、国官技第６８号、
国営計第７９号）「工事現場等における
施工体制の点検要領の運用について」（平 適 正 化 指 針
成 13 年 3 月 30 日付け、国官地第２３号、 ４．（３）
国官技第６９号、国営計第８０号）「施
工体制台帳に係る書類の提出について」
（平成 13 年 3 月 30 日付け、国官技第７
０号、国営技第３０号）により現場にお
ける施工体制の把握を行う。
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(4) 契約書及び設計 契約書及び設計図書に示された指示、 契 第 9 条

図書に基づく指示 承諾、協議（詳細図の作成を含む）及び 共仕第 1 編 1 ｰ

承諾、協議、受理 受理等について、必要により現場状況を 1 ｰ 6
等 把握し、適切に行う。

(5) 条件変更に関す ① 契約書第 18 条第 1 項の第 1 号から 契 第 18 条

る確認、調査、検 第 5 号までの事実を発見したとき、又 共仕第 1 編 1 ｰ

討、通知 は請負者から事実の確認を請求された 1 ｰ 3
ときは、直ちに調査を行い、その内容

を確認し検討のうえ、必要により工事

内容の変更、設計図面の訂正内容を定

める。ただし、特に重要な変更等が伴

う場合は、あらかじめ契約担当官等の

承認を受ける。なお必要に応じて、設

計担当者等の立会いを求めることがで

きる。

② 前項の調査結果を請負者に通知（指 契 第 18 条

示する必要があるときは、当該指示を

含む）する。

(6) 変更設計図面及 一般的な変更設計図面及び数量につい 契 第 18 条

び数量等の作成 て、請負者からの確認資料等をもとに作 共仕第 1 編 1 ｰ

成する。 1 ｰ 14

(7) 関連工事との調 関連する 2 以上の工事が施工上密接 契 第 2 条

整 に関連する場合は、必要に応じて施工に

ついて調整し、必要事項を請負者に対し

指示を行う。

(8) 工程把握及び工 請負者からの履行報告又は実施工程表 契 第 11 条

事促進指示 に基づき工程を把握し、必要に応じて工 共仕第 1 編 1 ｰ

事促進の指示を行う。 1 ｰ 24

(9) 工期変更の事前 契約書第 15 条第 7 項、第 17 条第 1 項、 共仕第 1 編 1 ｰ

協議及びその結果 第 18 条第 5 項、第 19 条、第 20 条第 3 1 ｰ 15
の通知 項、第 21 条及び第 43 条第 2 項の規定に

基づく工期変更について、事前協議及び

その結果の通知を行う。
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(10) 契約担当官等へ

の報告

1) 工事の中止及び ① 工事の全部若しくは一部の施工を一 契 第 20 条

工期の延長の検討 時中止する必要があると認められると 共仕第 1 編 1 ｰ

及び報告 きは、中止期間を検討し、契約担当官 1 ｰ 13
等へ報告する。

② 請負者から工期延長の申し出があっ 契第 17 ～ 21
た場合は、その理由を検討し契約担当 条

官等へ報告する。 契 第 43 条

2) 一般的な工事目 工事目的物等の損害について、請負者 契 第 27 条

的物等の損害の調 から通知を受けた場合は、その原因、損

査及び報告 害の状況等を調査し、発注者の責に帰す

る理由及び損害額の請求内容を審査し、

契約担当官等へ報告する。

3) 不可抗力による ① 天災等の不可抗力により、工事目的 契 第 29 条

損害の調査及び報 物等の損害について、請負者から通知 共仕第 1 編 1 ｰ

告 を受けた場合は、その原因、損害の状 1 ｰ 38
況等を調査し確認結果を契約担当官等

へ報告する。

② 損害額の負担請求内容を審査し、契 契 第 29 条

約担当官等へ報告する。

4) 第三者に及ぼし 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼ 契 第 28 条

た損害の調査及び したときは、その原因、損害の状況等を

報告 調査し、発注者が損害を賠償しなければ

ならないと認められる場合は、契約担当

官等へ報告する。

5) 部分使用の確認 部分使用を行う場合の品質及び出来形 契 第 33 条

及び報告 の確認を行い、契約担当官等へ報告する。 共仕第 1 編 1 ｰ

1 ｰ 22
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6) 中間前金払請求 中間前金払の請求があった場合は、工 契 第 34 条

時の出来高確認及 事出来高報告書に基づき出来高を確認し

び報告 契約担当官等へ報告する。

7) 部分払請求時の 部分払の請求があった場合は、工事出 契 第 37 条

出来形の審査及び 来形内訳書の審査及び既済部分出来高対

報告 照表の作成を行い、契約担当官等へ報告

する。

8) 工事関係者に関 現場代理人がその職務の執行につき著 契 第 12 条

する措置請求 しく不適当と認められる場合及び主任技

術者若しくは監理技術者又は専門技術者

下請負人等が工事の施工又は管理につき

著しく不適当と認められる場合は、契約

担当官等への措置請求を行う。

9) 契約解除に関す ① 契約書第 46 条第 1 項及び第 47 条 契 第 46 条

る必要書類の作成 第 1 項に基づき契約を解除する必要が 契 第 47 条

及び措置請求又は あると認められる場合は、契約担当官

報告 等に対して措置請求を行う。

② 請負者から契約の解除の通知をうけ 契 第 48 条

たときは、契約解除要件を確認し、契

約担当官等へ報告する。

③ 契約が解除された場合は、既済部分 契 第 49 条

出来形の調査及び出来高対照表の作成

を行い、契約担当官等へ報告する。

2.施工状況の確認等

(1) 事前調査等 下記の事前調査業務を必要に応じて行

う。

①工事基準点の指示 共仕第 1 編 1 ｰ

1 ｰ 37
②既設構造物の把握
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③支給（貸与）品の確認 契 第 15 条

共仕第 1 編 1 ｰ

1 ｰ 16
④事業損失防止家屋調査の立会い

⑤請負者が行う官公庁等への届出の把握 共仕第 1 編 1 ｰ

1 ｰ 35
⑥工事区域用地の把握 契 第 16 条

共仕第 1 編 1 ｰ

1 ｰ 7
⑦その他必要な事項

(2) 指定材料の確認 設計図書において、監督職員の試験若 契第 13 ～ 14
しくは確認を受けて使用すべきものと指 条

定された工事材料、又は監督職員の立会 共仕第 2 編第

いのうえ調合し、又は調合について見本 1 章第 2 節

の確認を受けるものと指定された材料の

品質・規格等の試験、立会い、又は確認

を行う。

(3) 工事施工の立会 設計図書において、監督職員の立会い 契 第 14 条

い のうえ施工するものと指定された工種に

おいて、設計図書の規定に基づき立会い

を行う。

(4) 工事施工状況の 設計図書に示された施工段階において 共仕第 3 編 1 ｰ

確認（段階確認） 別表１※１に基づき、臨場等により確認を 1 ｰ 6
行う。

(5) 工事施工状況の 主要な工種について、別表２※２に基づ

把握 き適宜臨場等により把握を行い（別紙）

に記録する。
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(6) 建設副産物の適 建設副産物を搬出する工事にあっては 共仕第 1 編 1 ｰ

正処理状況等の把 産業廃棄物管理票（マニフェスト）等に 1 ｰ 18
握 より、適正に処理されているか把握する。

また、建設資材を搬入又は建設副産物

を搬出する工事にあっては、請負者が作

成する再生資源利用計画書及び再生資源

利用促進計画書により、リサイクルの実

施状況を把握する。

(7) 改造請求及 ① 工事の施工部分が契約図書に適合し 契 第 9 条

び破壊による確認 ない事実を発見した場合で、必要があ 契 第 17 条

ると認められるときは、改善の指示又

は改造請求を行う。

② 契約書第 13 条第 2 項若しくは第 14 契 第 17 条

条第 1 項から第 3 項までの規定に違

反した場合、又は工事の施工部分が設

計図書に適合しないと認められる相当

の理由がある場合において、必要があ

ると認められる場合は、工事の施工部

分を破壊して確認する。

(8) 支給材料及び貸 ① 設計図書に定められた支給材料及び 契 第 15 条

与品の確認、引渡 貸与品については、契約担当官等が立 (共仕第 1 編 1
し 会う場合を除き、その品名、数量、品 ｰ 1 ｰ 16)

質、規格又は性能を設計図書に基づき

確認し、引渡しを行う。

② 前項の確認の結果、品質又は規格若 契 第 15 条

しくは性能が設計図書の定めと異なる (共仕第 1 編 1
場合、又は使用に適当でないと認めら ｰ 1 ｰ 16)
れる場合は、これに代わる支給材料若

しくは貸与品を契約担当官等と打ち合

わせのうえ引渡し等の措置をとる。
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3. 円滑な施工の確保

(1) 地元対応 地元住民等からの工事に関する苦情、 (共仕第 1 編 1
要望等に対し必要な措置を行う。 ｰ 1 ｰ 35)

(2) 関係機関との協 工事に関して、関係機関との協議・調 (共仕第 1 編 1
議・調整 整等における必要な措置を行う。 ｰ 1 ｰ 35)

4. その他

(1) 現場発生品の処 工事現場における発生品について、規 共仕第 1 編 1 ｰ

理 格、数量等を確認しその処理方法につい 1 ｰ 17
て指示する。

(2) 臨機の措置 災害防止、その他工事の施工上特に必 契 第 26 条

要があると認めるときは、請負者に対し (共仕第 1 編 1
臨機の措置を求める。 ｰ 1 ｰ 41)

(3) 事故等に対する 事故等が発生した時は、速やかに状況 共仕第 1 編 1 ｰ

措置 を調査し、事務所担当課に報告する。 1 ｰ 29

(4) 工事成績の評定 総括監督員及び主任監督員は、工事完 共仕第 1 編 1 ｰ

成のとき請負工事成績評定要領に基づき 1 ｰ 20 ｰ 4
工事成績の評定を行う。

(5) 工事完成検査等 原則として主任監督員、監督員は工事 共仕第 1 編 1 ｰ

の立会 の完成、既済、完済、中間技術の各段階 1 ｰ 20 ｰ 4
における工事検査の立会いを行う。

(6) 検査日の通知 工事検査に先立って、契約担当官等の 共仕第 1 編 1 ｰ

指定する検査日を請負者に対して通知す 1 ｰ 20 ｰ 3
る。
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別表１

段 階 確 認 一 覧
一 般 ： 一 般 監 督
重 点 ： 重 点 監 督

１／４

種 別 細 別 確 認 時 期 確 認 項 目 確 認 の 程 度

指定仮設工 設置完了時 使用材料、高さ、幅、 １回／１工事
長さ、深さ等

河川土工 土（岩）質の変化した時 土（岩）質、変化位置 １回／土（岩）質の変化毎
（掘削工）

海岸土工
（掘削工）

砂防土工
（掘削工）

道路土工
（掘削工）

道路土工 ﾌﾟﾙ-ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施時 ﾌﾟﾙ-ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施状況 １回／１工事
（路床盛土工）
舗装工

（下層路盤）

表層安定処理工 表層混合処理 処理完了時 使用材料、基準高、幅、 一般：１回／１工事
路床安定処理 延長、施工厚さ 重点：１回／１００ｍ

置換 掘削完了時 使用材料、幅、延長、 一般：１回／１工事
置換厚さ 重点：１回／１００ｍ

サンドマット 処理完了時 使用材料、幅、延長、 一般：１回／１工事
施工厚さ 重点：１回／１００ｍ

バｰﾁｶﾙドﾚｰﾝ 工 ｻﾝドドﾚｰﾝ 施工時 使用材料、打込長さ 一般：１回／２００本
袋詰式ｻﾝドドﾚｰﾝ 重点：１回／１００本
ペｰパ-ドﾚｰﾝ

施工完了時 施工位置、杭径 一般：１回／２００本
重点：１回／１００本

締固め改良工 ｻﾝドｺﾝパｸｼｮﾝパｲﾙ 施工時 使用材料、打込長さ 一般：１回／２００本
重点：１回／１００本

施工完了時 基準高、施工位置、杭径 一般：１回／２００本
重点：１回／１００本

固結工 粉体噴射撹拌 施工時 使用材料、深度 一般：１回／２００本
高圧噴射撹拌 重点：１回／１００本
ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 撹拌
生石灰パｲﾙ 施工完了時 基準高、位置・間隔、杭径 一般：１回／２００本

重点：１回／１００本

薬液注入 施工時 使用材料、深度、注入量 一般：１回／２０本
重点：１回／１０本

矢板工 鋼矢板 打込時 使用材料、長さ、 試験矢板＋
（任意仮設を除 溶接部の適否 一般：１回／１５０枚
く） 重点：１回／１００枚

打込完了時 基準高、変位

鋼管矢板 打込時 使用材料、長さ、 試験矢板＋
溶接部の適否 一般：１回／７５本

重点：１回／５０本
打込完了時 基準高、変位

既製杭工 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 打込時 使用材料、長さ、 試験杭＋
鋼管杭 溶接部の適否、杭の支持力 一般：１回／１０本
Ｈ鋼杭 重点：１回／ ５本
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２／４

種 別 細 別 確 認 時 期 確 認 項 目 確 認 の 程 度

既製杭工 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 打込完了時（打込杭） 基準高、偏心量 試験杭＋
鋼管杭 一般：１回／１０本
Ｈ鋼杭 掘削完了時（中堀杭） 掘削長さ、杭の先端土質 重点：１回／ ５本

施工完了時（中堀杭） 基準高、偏心量

杭頭処理完了時 杭頭処理状況 一般：１回／１０本
重点：１回／ ５本

場所打杭工 ﾘバｰｽ杭 掘削完了時 掘削長さ、支持地盤 試験杭＋
ｵｰﾙｹｰｼﾝグ杭 一般：１回／１０本
ｱｰｽドﾘﾙ杭 重点：１回／ ５本
大口径杭

鉄筋組立て完了時 使用材料、 一般:30%程度/１構造物
設計図書との対比 重点:60%程度/１構造物

施工完了時 基準高、偏心量、杭径 試験杭＋
一般：１回／１０本
重点：１回／ ５本

杭頭処理完了時 杭頭処理状況 一般：１回／１０本
重点：１回／ ５本

深礎工 土(岩)質の変化した時 土(岩)質、変化位置 １回／土(岩)質の変化毎

掘削完了時 長さ、支持地盤 一般：１回／３本
重点：全数

鉄筋組立て完了時 使用材料、 １回／１本
設計図書との対比

施工完了時 基準高、偏心量、径 一般：１回／３本
重点：全数

グラウト注入時 使用材料、使用量 一般：１回／３本
重点：全数

ｵｰプﾝｹｰｿﾝ基礎工 鉄沓据え付け完了時 使用材料、施工位置 １回／１構造物
ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ

基礎工 本体設置前(ｵ-プﾝｹ-ｿﾝ) 支持層

掘削完了時(ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹ-ｿﾝ)

土(岩)質の変化した時 土(岩)質、変化位置 １回／土(岩)質の変化毎

鉄筋組立て完了時 使用材料、 １回／１ロット
設計図書との対比

鋼管井筒基礎工 打込時 使用材料、長さ、 試験杭＋
溶接部の適否、支持力 一般：１回／１０本

重点：１回／ ５本
打込完了時 基準高、偏心量

杭頭処理完了時 杭頭処理状況 一般：１回／１０本
重点：１回／ ５本

置換工 掘削完了時 使用材料、幅、延長、 １回／１構造物
（重要構造物） 置換厚さ、支持地盤

築堤・護岸工 法線設置完了時 法線設置状況 １回／１法線

砂防堰堤 法線設置完了時 法線設置状況 １回／１法線
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３／４

種 別 細 別 確 認 時 期 確 認 項 目 確 認 の 程 度

護岸工 法覆工（覆土施 覆土前 設計図書との対比 １回／１工事
工がある場合） （不可視部分の出来形）

基礎工、根固工 設置完了時 設計図書との対比 １回／１工事
（不可視部分の出来形）

重要構造物 土(岩)質の変化した時 土(岩)質、変化位置 １回／土(岩)質の変化毎
函渠工

(樋門・樋管含む) 床堀掘削完了時 支持地盤（直接基礎） １回／１構造物
躯体工

（橋台） 鉄筋組立て完了時 使用材料、 一般:30%程度/１構造物
ＲＣ躯体工 設計図書との対比 重点:60%程度/１構造物

（橋脚）
橋脚ﾌ-ﾁﾝｸﾞ工 埋戻し前 設計図書との対比 １回／１構造物
ＲＣ擁壁 （不可視部分の出来形）
砂防堰堤
堰本体工
排水機場本体工
水門工
共同溝本体工

躯体工 沓座の位置決定時 沓座の位置 １回／１構造物
ＲＣ躯体工

床版工 鉄筋組立て完了時 使用材料、 一般:30%程度/１構造物
設計図書との対比 重点:60%程度/１構造物

鋼橋 仮組立て完了時（仮組立て キャンバ－、寸法等 一般：
が省略となる場合を除く） 重点：１回／１構造物

ポｽﾄﾃﾝｼｮﾝ T(I)桁 プレストレス導入完了時 設計図書との対比 一般: ５%程度/総ｹ-ﾌﾞﾙ数
製作工 横締め作業完了時 重点:１０%程度/総ｹ-ﾌﾞﾙ数

プﾚｷｬｽﾄブﾛｯｸ桁
組立工 プレストレス導入完了時 設計図書との対比 一般:１０%程度/総ｹ-ﾌﾞﾙ数

プﾚビｰﾑ 桁製作工 縦締め作業導入完了時 重点:２０%程度/総ｹ-ﾌﾞﾙ数
PC ﾎﾛｰｽﾗブ製作工
PC 版桁製作工 ＰＣ鋼線・鉄筋組立て完了 使用材料、 一般:３０％程度/１構造物
PC 箱桁製作工 時（工場製作を除く） 設計図書との対比 重点:６０％程度/１構造物
PC 片持箱桁

製作工
PC 押出し箱桁

製作工
床版・横組工

トンネル掘削工 土(岩)質の変化した時 土(岩)質、変化位置 １回／土(岩)質の変化毎

トンネル支保工 支保工完了時 吹き付けｺﾝｸﾘｰﾄ厚、 １回／支保工変更毎
（支保工変更毎） ﾛｯｸボﾙﾄ打ち込み本数及び長

さ

トンネル覆工 コンクリート打設前 巻立空間 一般：１回／構造の変化毎
重点：３打設毎又は１回／

構造の変化毎の頻度
の多い方

※重点監督：地山等級が
D,E のもの

一般監督：重点監督以外

コンクリート打設後 出来形寸法 １回／２００ｍ以上臨場に
より確認

ﾄﾝﾈﾙｲﾝﾊﾞ-ﾄ工 鉄筋組立て完了時 設計図書との対比 １回／構造の変化毎
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４／４

種 別 細 別 確 認 時 期 確 認 項 目 確 認 の 程 度

鋼板巻立て工 フーチング定着 フーチング定着アンカー穿 削孔長、径、間隔、 １回／１構造物
アンカー穿孔工 孔工時 孔内状況

鋼板取付け工、 鋼板建込み固定アンカー完 施工図との照合、 １回／１構造物
固定アンカー工 了時 材片の組合せ精度

現場溶接工 溶接前 仮付け溶接前の開先面の清 １回／１構造物
掃と乾燥状況・材片の組合
せ状況、仮付け溶接の寸法
・外観状況

溶接完了時 溶接部の外観状況

現場塗装工 塗装前 鋼板面の素地調整状況 １回／１構造物

塗装完了時 外観状況

ダム工 各工事ごと別途定める。 各工事ごと別途定める。

注）・表中の「確認の程度」は、確認頻度の目安であり、実施にあたっては工事内容および施工状況等を勘案の上設定すること
とする。

なお１ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリ－ト打設毎、函渠等の連続構造物は施工単位（目地）毎とする。
・一般監督：重点監督以外の工事
・重点監督：下記の工事

イ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事
ロ 施工条件が厳しい工事
ハ 第三者に対する影響のある工事
ニ その他
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別表２

施 工 状 況 把 握 一 覧
一 般 ： 一 般 監 督
重 点 ： 重 点 監 督

１／２

種 別 細 別 施 工 時 期 把 握 項 目 把 握 の 程 度

ｵｰプﾝｹｰｿﾝ基礎工 ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設時 品質規格、運搬時間、 一般：１回／１構造物
ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ 打設順序、天候、気温 重点：１回／１ロット

基礎工
深礎工

場所打杭工 ﾘﾊﾞ-ｽ杭 ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設時 品質規格、運搬時間、 一般：１回／１構造物
ｵ-ﾙｹ-ｼﾝｸﾞ杭 打設順序、天候、気温 重点：１回／１ロット
ｱ-ｽﾄﾞﾘﾙ杭
大口径杭

重要構造物 ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設時 品質規格、運搬時間、 一般：１回／１構造物
函渠工 打設順序、天候、気温 重点：１回／１ロット

(樋門・樋管含む)
躯体工

（橋台）
ＲＣ躯体工

（橋脚）
橋脚ﾌｰﾁﾝグ 工
ＲＣ擁壁
砂防ダム
堰本体工
排水機場本体工
水門工
共同溝本体工

床版工 ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設時 品質規格、運搬時間、 一般：１回／１構造物
打設順序、天候、気温 重点：１回／１ロット

ポｽﾄﾃﾝｼｮﾝ T(I)桁 ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設時 品質規格、運搬時間、 一般：１回／１構造物
製作工 （工場製作を除く） 打設順序、天候、気温 重点：１回／１ロット

プﾚビｰﾑ 桁製作工
PC ﾎﾛｰｽﾗブ製作工
PC 版桁製作工
PC 箱桁製作工
PC 片持箱桁

製作工
PC 押出し箱桁

製作工

トンネル工 施工時（支保工変更毎） 施工状況 一般：１回／支保工変更毎
重点：１回／支保工変更毎

ただし、最低１０支
保工毎

※重点監督：地山等級が
D,E のもの

一般監督：重点監督以外

盛土工 敷均し・転圧時 使用材料、 一般：１回／１工事
河 川 敷均し・締固め状況 重点：２～３回／１工事
道 路
海 岸
砂 防

舗装工 路盤、表層、 舗設時 使用材料、 一般：１回／１工事
基層 敷均し・締固め状況、 重点：１回／３０００ m2

天候、気温、舗設温度
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２／２

種 別 細 別 施 工 時 期 把 握 項 目 把 握 の 程 度

塗装工 清掃・錆落とし施工時 清掃・錆落とし状況 １回／１工事

施工時 使用材料、天候、気温 １回／１工事

樹木・芝生管理工 施肥、薬剤散布 施工時 使用材料、天候、気温 １回／１工事
植生工

ダム工 各工事ごと別途定める。 各工事ごと別途定める。

注）・表中の「把握の程度」は、把握頻度の目安であり、実施にあたっては現場状況等を勘案のうえ、これを最小限として設
定することとする。
・１ロットとは、橋台等の単体構造物はｺﾝｸﾘｰﾄ打設毎、函渠等の連続構造物は施工単位（目地）毎とする。
・一般監督：重点監督以外の工事
・重点監督：下記の工事

イ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事
ロ 施工条件が厳しい工事
ハ 第三者に対する影響のある工事
ニ その他

○重点監督の対象

【平成７年９月２９日建設省技調発第１２１号、建設大臣官房技術調査室「土木工事監督技術基準（案）について」による】

〈参考〉
重点監督

主たる工種に新工法・新材料を採用した工事、施工条件が厳しい工事、第三者に対する影響のある工事、低入札工事、そ
の他上記に類する工事については、確認の頻度を増やすこととし、工事の重要度に応じた監督（重点監督という。）を行う
ものとする。なお、対象工事は下記のイ～ニのとおりとし、契約後すみやかに監督職員が運用工種を定めるものとする。

イ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事
・技術活用パイロット工事

ロ 施工条件が厳しい工事
・鉄道又は現道上及び、最大支間長 100m 以上の橋梁工事
・掘削深さ 7m 以上の土留工及び締切工を有する工事
・鉄道・道路等の重要構造物の近接工事
・砂防ダム(提高 30m 以上)
・軟弱地盤上での構造物
・場所打ち PC 橋
・共同溝工事
・ハイピア(躯体高 30m 以上)
※トンネル（地山等級Ｄ、Ｅ）【平成１５年３月３１日国官技第３４５号、国土交通省大臣官房技術審議官「土木工事監督技術基準（案）の改定について」に

よる】

ハ 第三者に対する影響のある工事
・周辺地域等へ地盤変動等の影響が予想される掘削を伴う工事
・一般交通に供する路面覆工・仮橋等を有する工事
・河川堤防と同等の機能の仮締切を有する工事

ニ その他
・低入札価格調査制度対象工事

但し、以下のうち、作業等が軽易なものや主たる工種が規格品、二次製品等で容易にその品質が確認できるものは
除く。

植栽工事、照明灯工事、除草工事、遮音壁工事、区画線設置工事、防護柵工事、伐採作業、標識工事、堤防天端補
修、コンクリート舗装目地補修、その他これに類するもの【平成１１年３月２５日建設省技調発第６６号、建設大臣官房技術審議官「土木

工事監督技術基準（案）にかかる重点監督について」による】

・監督強化価格を下回った工事種別が一般土木工事、アスファルト舗装工事であって、予定価格が１０００万円を越える
工事。【平成１５年７月１７日、国官技第１０５号大臣官房技術調査課長、国営計第６３号大臣官房官庁営繕部営繕計画課長、「公共工事の品質確保のための重点的

な監督業務の実施について」による】

・局長又は事務所長が必要と認めた工事
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○監督強化価格の設定について

●予定価格 ：１００％

一般管理費

〈一般管理費〉

企業の継続運営

に必要な費用

現場管理費 ●監督強化価格 ：約８５％

〈現場管理費〉 ①品質確保がなされるか確認するための基準価格

福利厚生費や保 ②直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費×３／４

険料、退職金、 ※現場管理費×３／４：法定福利費＋従業員等給与

通信交通費等現 ③『重点監督』を実施

場の管理・運営

に必要な経費

●調査基準価格 ：約７０～９０％

①契約の履行が適正に行われるか確認するための

基準価格

②直接工事費×０．９５＋共通仮設費×０．９０＋現

場管理費×０．７０＋一般管理費等×０．３０

（予定価格の７．０／１０～９．０／１０）

共通仮設費 ③『重点調査』・『重点監督』を実施

直接工事費 （重点調査の主な内容）

〈共通仮設費〉 ・その価格で入札した理由

運搬費や安全費 ・手持ち工事、資材、機械類の状況

営繕費等工事実 ・事業所、倉庫等の地理的条件

施に当たり、必 ・経営状況、状況 等

要な補助的経費 ⇒調査の結果、排除可能

（重点監督の主な内容）

〈直接工事費〉 ・施工体制台帳の提出と内容のヒアリング

材料費や労務費、 ・施工計画書と内容のヒアリング

機械経費等工事 ・労働安全担当部局との連携

実施に当たり、 ・厳格な調査の実施

直接必要となる

経費

※調査基準価格については、「予算決算及び会計令第８５条の基準の取扱について」（平成 21 年 4 月 3 日付け国

官会第 2464 号）により改正されているため、文中の「調査基準価格」を修正している。
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土木工事監督技術基準(案)にかかる重点監督について

建設省技調発第 66 号

平成 11 年 3 月 25 日

各地方整備局長 あて

建設大臣官房技術審議官

土木工事監督技術基準(案)にかかる重点監督について

土木工事監督技術基準(案)において、重点監督については、別紙のとおり対象工事を定

めているところであるが、「低入札価格調査制度対象工事」については、下記のとおり適

用されるよう通知する。

記

低入札価格調査制度調査対象工事については、以下のうち、作業等が軽易なものや主た

る工種が規格品、二次製品等で容易にその品質が確認できるものは除く。

植栽工事、除草作業、区画線設置工事、伐採作業、堤防天端補修、

コンクリート舗装目地補修、照明灯工事、遮音壁工事、防護柵工事、

標識工事、その他これに類するもの
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（別紙）

＜参考＞

重点監督

主たる工種に新工法・新材料を採用した工事、施工条件が厳しい工事、第三者に対する

影響のある工事、低入札工事、その他上記に類する工事については、確認の頻度を増やす

こととし、工事の重要度に応じた監督とする。（重点監督という。）

なお、対象工事は下記のイ～ニのとおりとし、契約後すみやかに監督職員が運用工種を

定めるものとする。

イ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事

・技術活用パイロット工事

ロ 施工条件が厳しい工事

・鉄道又は現道上及び、最大支間長 100m 以上の橋梁工事

・掘削深さ 7m 以上の土留工及び締切工を有する工事

・鉄道・道路等の重要構造物の近接工事

・砂防ダム(提高 30m 以上)

・軟弱地盤上での構造物

・場所打ち PC 橋

・共同溝工事

・ハイピア(躯体高 30m 以上)

ハ 第三者に対する影響のある工事

・周辺地域等へ地盤変動等の影響が予想される掘削を伴う工事

・一般交通に供する路面覆工・仮橋等を有する工事

・河川堤防と同等の機能の仮締切を有する工事

ニ その他

・低入札価格調査制度調査対象工事

但し、以下のうち、作業等が軽易なものや主たる工種が規格品、二次製品等で容易

にその品質が確認できるものは除く。

植栽工事、除草作業、区画線設置工事、伐採作業、堤防天端補修、

コンクリート舗装目地補修、照明灯工事、遮音壁工事、防護柵工事、

標識工事、その他これに類するもの

・局長又は事務所長が必要と認めた工事
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公共工事の品質確保のための重点的な監督業務の実施について

国官技第１０５号

国営計第６３号

平成１５年７月１７日

各地方整備局企画部長
あて

各地方整備局営繕部長

大臣官房技術調査課長

大臣官房官庁営繕部営繕計画課長

公共工事の品質確保のための重点的な監督業務の実施について

公共工事の品質確保は極めて重要であり、これまでにも様々な方策に取り組んできたと

ころである。その一環として、低入札価格調査制度調査対象工事については、「低入札価

格調査制度調査対象工事に係る監督体制等の強化について」（平成６年３月３０日付け建

設省厚発第１２６号、建設省技調発第７２号、建設省営監発第１３号。以下「通達」とい

う。）により、重点的な監督業務の実施等によりその品質確保に努めてきたところである。

今般、調査基準価格を上回る価格をもって申し込んだ者と契約した工事であっても、下

記の基準を下回る価格をもって申し込んだ者と契約した工事については、当面の間、重点

的な監督業務の実施を試行することとしたので、遺憾のないよう措置されたい。

記

１ 重点的な監督業務を実施する基準の額について

重点的な監督業務を実施する基準の額（以下「監督強化価格」という）は、予定価格

算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、１００分の１０５を乗じて得た額とする。

① 直接工事費の額

② 共通仮設費の額

③ 現場管理費相当額に４分の３を乗じて得た額

ただし、監督強化価格を予定価格で除して得た割合が１０分の８．５を超える場合は、

予定価格に１０分の８．５を乗じて得た額を監督強化価格とする。

２ 対象工事

工事種別が一般土木工事、アスファルト舗装工事であって、予定価格が１０００万円

を超える工事とする。

附 則

この通達は、平成１５年１０月１日以降に契約を行う工事について適用する。
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２－３ 監督のポイント

１．監督実施

監督技術マニュアルは、国土交通省が発注する土木工事の現場で、実務に関する一般的

な運用を確保するために、工事監督に携わる監督職員を対象としてまとめたもので、土木

工事実施時に現場監督業務の実践として応用できるよう、土木工事監督技術基準（案）の、

内容、手続き、監督方法、頻度等についての、標準的な考え方や留意事項及び事例を参考

までに示したものである。

２．「監督頻度」の考え方

監督技術マニュアルの監督頻度は、土木工事監督技術基準（案）における段階確認の程

度（同基準、第３条（監督の実施）２－（４）（５）工事施工状況の確認及び把握、別表

１、２）に整合させている。

確認・把握の方法については、臨場若しくは請負者が提出又は提示した資料により行い、

工事全体の施工状況等について確認・把握するもので、監督頻度（基準における確認・把

握の程度）は、工事全体に対するものであり、偏った確認・把握にならないように、注意

する必要がある。

監督業務は、「監督」の定義にもあるとおり、施工状況の確認及び把握が重要な行為で

ある。ここで、確認及び把握の頻度は目安であり工事内容及び施工状況を勘案して決定す

ることとしている。
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監督実施の留意事項

土 木 工 事 監 督 技 術 基 準 （ 案 ）
監 督 実 施 の 留 意 事 項

項 目 業 務 内 容 関連図書及び条項

１ 契約の履行の確保 契約書、設計書、仕様書、図面、現場 契 第１０条 適正な監督のためには、最初に設計内容の把握をすることが基本です。契約図書だけでなく、設計計算書
(1) 契約図書の内容の 説明書及び現場説明に対する質問回答書 共仕第１編１－１ などにより内容を理解するほか、なるべく設計担当者と打合せをして設計の課題や留意点を把握しておく必

把握 等及びその他契約の履行上必要な事項に －２ 要があります。
ついて把握する。 また、場合によっては現場説明会に監督職員等が出席することもあります。

把握とは、監督職員が自ら認識しておくことで請負者に対して認めるものではありませんが、把握の結果
契約図書と不整合や違法行為などを発見した場合や、客観的な視点で著しく不適当と判断される場合は契約
書第９条と 12 条、17 条に基づいて「是正指示」（指示書）を行う必要があります。

【Ｑ＆Ａ】№１
（ 問 ）

「把握」をしてその結果を、監督職員は記録や整理しておかなければならないのでしょうか。

（ 答 ）
請負者は設計図書に従い契約を履行する責務があり、「把握」した結果、不整合や指摘事項がない場

合は記録する必要ありません。是正の指示（指示書）を行った場合は、その根拠となる内容の記録が必
要になることもありますが、記録や整理を義務としてはいません。

(2)施工計画書の受理 請負者から提出された施工計画書によ 共仕第１編１－１ 工事目的物を完成させるための一切の手段は、契約図書に特別定めがない限り請負者が自己の責任におい
り施工計画の概要を把握する。 －４ て定めることが契約書第１条第３項に規定されていることから、施工計画書の施工方法等は請負者の自主性

を尊重しなければなりません。こうした背景から共仕第１編１－１－４では施工計画書の扱いを「提出」に
しております。
なお、監督職員は提出（書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう）された施工計画書につ

いて、不明な点や不足がある場合はそれの補足を求め、追記させる必要があります。

【施工計画書作成の留意事項】
土木工事の施工にあたっては、工事目的物の形状寸法、数量、品質等については設計図書に示されて

いるが、特別の定めがある場合を除き仮設や工法・施工方法等の工事目的物を完成させるための一切の
手段は、請負者が自己の責任において定めることとなっている。（契約書第１条第３項）
したがって、請負者は工事内容と契約条件を十分理解し、現場条件等を十分に把握するとともに、自

らの技術と経験を生かし、いかなる方法・手段で工事を実施するかを検討し、決定しなければならな
い。 以下、施工計画書の検討にあたっての留意事項について概説する。
（１）過去の実績や経験を生かすとともに、理論と新工法を考慮して、現場の施工に合致した大局的な

判断をする。
（２）施工計画の決定には、これまでの経験も貴重であるが、常に改良を試み、新しい工法、新しい技

術の採用に積極的に取り組む。
（３）施工計画の検討は、現場技術者のみに頼ることなく、できるだけ会社内の組織を活用して、全社

的な高度の技術水準で検討する。また、必要な場合には研究機関等にも相談し技術的な指導を受け
る。

（４）発注者より示された工期が、施工者にとって手持ち資材、労務、適用可能な機械類などの社内的
な状況によって必ずしも最適工期であるとは限らないので、ときには示された工期の範囲内でさら
に経済的な工程を見出す。

（５）施工計画を決定するときは、１つの計画のみでなく、いくつかの代替案を作り、経済性を考慮し
た長所短所を種種検討して、最も適した計画を採用する。

土 木 工 事 監 督 技 術 基 準 （ 案 ）
監 督 実 施 の 留 意 事 項

項 目 業 務 内 容 関連図書及び条項

【Ｑ＆Ａ】№２
（ 問 ）

施工計画書は提出されるのを受理することになっていますが、打合せをしなくてもいいのでしょうか

（ 答 ）
「提出」は請負者が監督職員に対し「書面またはその他の資料を説明し、差し出す」ことをいうので

「説明を受ける」ことが 「打合せ」になります。受理する際には記載内容の説明を受けることが必要
です。

【Ｑ＆Ａ】№３
（問）

施工計画書の記載文に文法上のミスや誤字を発見しました。どのような対応をとるべきでしょうか。

（ 答 ）
関係法規に対し違法性が明らかな場合や、契約図書に示される品質が確保できなくなる恐れがある場

合以外の事項であれば、責任施工の原則を遵守し、提出の際の説明時（打合せ時）に指摘することで足
ります。

【Ｑ＆Ａ】№４
（問）

共仕で監督職員は、施工計画書に対し補足を求めたり、詳細な記載を指示できるとありますが、施工
方法や安全管理などで違法性のある方法を講ずることを記載していた場合、監督職員はどうするべきで
しょうか。

（ 答 ）
共仕第１編 1 － 1 － 34 では諸法令を遵守することが、明記されています。
請負者の勘違いや認識不足により、違法な記述をしている可能性がある場合は、請負者に対して打ち

合わせ時に真意を聞き、違法あるいは不適切であることをアドバイス（指摘）するべきです。

（３）施工体制の把握 「工事現場における適正な施工体制の確 適正化法 第 14 契約書第 10 条（現場代理人及び主任技術者等）や建設業法第 26 条（主任技術者及び監理技術者の設置等）
保等について」（平成１３年３月３０日 条 または仕様書などにより条件付けられており、これらと提出書類や現場臨場などで、おもに下記について把
付け、国官地第２２号､国官技第６８号､ 握しておく必要があります。
国営計第７９号）「工事現場等における なお、把握の結果、契約図書と不整合があった場合は、請負契約書第 12 条に基づいて是正の指示（指示
施工体制の点検要領の運用について｣(平 適正化指針 4. 書）を行う必要があります。
成１３年３月３０日付け､国官地第２３ (3)

号､国官技第６９号､国営計第８０号)｢施 【把握内容】
工体制台帳に係る書類の提出について」 配置技術者の専任制及び技術者の適正な配置の把握のポイントは次のとおりです。
（平成１３年３月３０日付け、国官技第 ・ 現場代理人が常駐しているか。
７０号､国営技第３０号）により現場に ・ 主任技術者または監理技術者の専任制が確保されているか。
おける施工体制の把握を行う。 ・ 配置技術者が必要な資格を保有しているか。
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土 木 工 事 監 督 技 術 基 準 （ 案 ）
監 督 実 施 の 留 意 事 項

項 目 業 務 内 容 関連図書及び条項

【Ｑ＆Ａ】№５
（ 問 ）

「専任」と「常駐」の違いは何でしょうか。

（ 答 ）
建設業法第 26 条第３項及び同法施行令第 27 条の規定により、請負代金額が 2,500 万円以上（建築一

式工事 5,000 万円以上）の公共工事においては主任技術者あるいは監理技術者は「専任」で置く必要が
あります。また、契約書第 10 条第２項では現場代理人は「常駐」することになっています。

「常駐」とは当該工事のみを担当するだけでなく、作業期間中特別の理由がある場合を除き常に工事
現場に滞在していることをいいます。また、現場説明書に添付される「指導事項」には専任の技術者は
工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者を配置することと記載されています。発注者や関係官
庁等との打ち合わせのため工事現場を離れる場合は、緊急時に速やかに対応できる体制にあることが必
要です。

なお、発注者（監督職員）から請求があった場合、監理技術者は資格者証又は監理技術者講習修了証
を提示しなければならない規程が総合政策局から出された「監理技術者制度運用マニュアル」にありま
す。

下請け総額が 3,000 万円以上（建築一式工事 4,500 万円以上）の場合には、建設業法により施工体制台帳
を作成し、現場に備えることが義務付けられ共仕でその提出を規定しています。これに基づき内容を把握す
るとともに、特定建設業者の場合は建設業法第 24 条の７第４項の規定により、施工体系図を工事現場の見
やすい場所に掲示しているかを把握します。

【施工体制台帳の留意事項】

建設業法により施工体制台帳は工事現場毎に備え置かれており、発注者の求めに応じ閲覧させること
になっております。また、施工体系図は工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示しな
ければなりません。

その他契約の履行上必要な事項とは、契約図書に基づいて請負者から提出される書類や行為をさします。
例えば履行報告書、工事カルテ受領書、経歴書、請負代金内訳書、工程表、過積載などがあります。

【Ｑ＆Ａ】№６
（ 問 ）

請負業者の直用のダンプが現場内の残土運搬において「過積載」をしているのを発見（把握）しまし
たが、どのような対応をとるべきでしょうか。

（ 答 ）
過積載の禁止は法律だけでなく、契約図書（現場説明書の指導事項）で明記していることなので、当

該工事に関係のある車両が過積載の違反をした場合は、現場代理人を通じて即時運搬を中止させ改善の
指導を行い、後日再発防止の指示書を提出します。この場合には工事成績評定に反映することになりま
す。

なお、資材の配達車両のような場合でも現場代理人を通じて是正の指示（指示書）を行います。

土 木 工 事 監 督 技 術 基 準 （ 案 ）
監 督 実 施 の 留 意 事 項

項 目 業 務 内 容 関連図書及び条項

(４) 契約書及び設計 契約書及び設計図書に示された指示、 契 第 ９条 契約書第１条第５項では「この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行
図書に基づく指示、承 承諾、協議（詳細図の作成を含む）及び 共仕第１編 1 － 1 わなければならない」となっていて、紛争を防止するために「書面主義」を明確に打ち出しているし、共仕
諾、協議、受理等 受理等について、必要により現場状況を － 6 第１編１－１－６でも同様に明示されています。このため時間的余裕のない場合を別として、書面によるこ

把握し適切に行う。 とになっています。
また、こうした書面は契約書第９条第５項の「設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行う」

により実施しなければなりません。
監督職員がその権限を行使する場合、特に注意しなければならないのは次の事項です。

【監督職員の権限行使の時の留意事項】
①請負者の選択に委ねられている施工方法等について、追加や変更の指示は関係法規に対して違法性
が明らかな場合や、契約図書に示される品質が確保できなくなる恐れがある場合に限るものとし、請
負者の責任施工の原則に反するような権限の行使をしてはならない。

②工期の変更等についての協議など契約担当官の権限事項とされているものは、契約担当官が必要と
認めて委任したもののほか、契約図書に定めるところの権限しか監督職員は行使することができな
い。

③監督職員を経由したこれらの発注者あての書面を監督職員が修正することはできない。

【Ｑ＆Ａ】№７
（ 問 ）

契約図書には明記されていない書類の作成を、請負者に指示する場合の留意事項はなんでしょうか。

（ 答 ）
書類は原則的に契約図書に明記されているもの以外は作成する必要はありませんが、工事条件により

突発的に必要になるケ－スもあります。
請負者側からは書類が多すぎるとの意見が多く、徹夜しながら膨大な書類を作成している事例が多く

見受けられます。このことから、むやみに新たなる書類作成を指示することは避けなければなりませ
ん。

【Ｑ＆Ａ】№８
（ 問 ）

工事現場の形状が設計図書と一致しないため、契約書第 18 条に基づいて請負者から通知され、設計
変更が必要になりそうです。この場合の留意事項は何でしょうか。

（ 答 ）
契約書第 18 条では、監督職員が請負者から質問のような通知があった場合は、直ちに調査を行わな

ければなりません。そして、調査の終了後 14 日以内に請負者に通知しなければなりません（やむを得
ない理由があるときは、あらかじめ請負者の意見を聴いた上で、当該期間を延ばすことができる）

こうした手続きをしない場合、請負者は重大な損害を被ることも考えられるため、契約書第４８条
第１項に基づき契約を解除することができることになっており、監督職員は迅速な措置を求められるこ
とになります。
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土 木 工 事 監 督 技 術 基 準 （ 案 ）
監 督 実 施 の 留 意 事 項

項 目 業 務 内 容 関連図書及び条項

【Ｑ＆Ａ】№９
（ 問 ）

初めて直轄工事を担当した現場代理人なので、工事そのものは別として施工管理や提出書類の作成方
法がまったく分からないので、その都度監督職員が指導しておりますが、たいへんな時間を費やします
このような指導をすることは監督基準にないので止めるべきでしょうか。

（ 答 ）
こうした書類作成や施工管理があることを納得した上で契約することになっており、問のような業務

に支障をきたすような状態になるようであれば契約書第 1 ２条により、現場代理人の変更等の措置が考
えられますが、 その前に、監督職員として参考になる関係図書を提供するなどして自助努力を促すこ
とも必要でしょう。

(５)条件変更に関す ① 契約書第１８条第 1 項の第 1 号から 契 第 １８条 契約書 18 条第１項の内容は次のとおりです。
る確認、調査、検 第５号までの事実を発見したとき、又 共仕第１編 1 － 1
討、通知 は請負者から事実の確認を請求された － 3 １．図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優先順位

ときは、直ちに調査を行い、その内容 が定められている場合を除く）
を確認し検討のうえ、必要により工事 ２．設計図書に誤謬又は脱漏があること。
内容の変更、設計図書の訂正内容を定 ３．設計図書の表示が明確でないこと。
める。 ４．工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施

ただし、特に重要な変更等が伴う場 工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
合は、あらかじめ契約担当官等の承認 ５．設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
を受ける。

なお必要に応じて、設計担当者等の
立ち会いを求めることができる。 昭和 62 年５月 27 日に東北地建が建設大臣官房長に照会し回答された、契約変更の手続きの主な内容は次

のとおりです。（出典『工事契約実務要覧』の「設計変更に伴う契約変更の取扱いについて」）
② 前項の調査結果を請負者に通知（指 契 第 １８条

示する必要があるときは、当該指示を 【設計変更の手続き】
含む）する。

①土木工事に係わる設計変更は、その必要が生じた都度、総括監督員がその変更の内容を掌握し、当該
変更の内容が予算の範囲内であることを確認したうえ、文書により、主任監督員を通じて行う。

ただし、変更の内容がきわめて軽微なものは、主任監督員が行うことができる。

②この場合において、当該設計変更の内容が次の各号のひとつに該当するときは、あらかじめ、契約担
担当官等の承認を受ける。

１．変更見込金額が請負代金額の 20 ％（概算数量発注に係わる設計変更にあっては請負代金の 25 ％）
又は 4,000 万円を超えるもの

２．構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの

土 木 工 事 監 督 技 術 基 準 （ 案 ）
監 督 実 施 の 留 意 事 項

項 目 業 務 内 容 関連図書及び条項

【契約変更をめぐるトラブル】
発注者と請負者の間で最もトラブルが発生しやすいのが「契約変更」で、過去に次に掲げるトラブルが多

く発生しております。発注者と請負者の対等性の確保は契約の基本であり、「片務性」の是正が求められて
いるところですが、ややもすると一方的に請負者に不利な扱いとなる事例が見受けられることがあります。
相手の立場になったり、客観的な立場で契約書に基づいた対等性が確保できているか自らを点検することも
必要です。

・口頭での変更指示のため行き違いがあり、契約変更に計上できなかったことがある。

・監督職員に条件変更の調査結果を提出したものの、回答（変更指示）がなかなか出ず工事が長期にわ
たってストップし大きな損害があった。

・設計計算、図面作成、数量計算などの全ての作業を無償で請負者がおこなったが、結局、契約変更に
は至らず、ただ働きになった。

・監督職員と事務所の担当課との見解が異なり、構造物が完成しても契約変更の対象にならなかった。

・設計図書がラフ過ぎて全て変更になったが、作業はすべて請負者まかせだった。
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土 木 工 事 監 督 技 術 基 準 （ 案 ）
監 督 実 施 の 留 意 事 項

項 目 業 務 内 容 関連図書及び条項

【条件変更に伴う設計変更手続きの流れの事例】
発注者側 請負者側

契約書第 18 条第１項に該当する事実を発見

通知

甲：調査の実施 発注者へ条件変更 ※現場地形図
乙：立会い の事実を通知し、そ 設計図との対

の確認を請求する。 比図、取り合
い図、施工図
を提出し確認

調査結果のとりまとめ 意 見 を求める。（
（協議開始の日に 共仕第１編１－

ついて意見を聴 １－３）
く）

調査結果の通知（とるべき措置の指示 指 示 受 理 ※再調査や応
含む） （調査の終了後 急処置などの

１４日以内） 指示。ない場
合は不要。

必要があると認められるときは、設計図
書の訂正又は変更

工事目的物の変 NO
更を伴うか 協 議

YES

設計図書の訂正 設計図書の変更

必要があると認められるときは工期もし
くは請負代金額を変更。

協 議
① 工期の変更
② 請負代金額の変更 ※変更契約

土 木 工 事 監 督 技 術 基 準 （ 案 ）
監 督 実 施 の 留 意 事 項

項 目 業 務 内 容 関連図書及び条項

(6) 変更設計図面及 一般的な変更設計図面及び数量につい 契 第 １８条 設計変更に係わる作業分担は次のとおりです。
び数量等の作成 て、請負者からの確認資料等をもとに作 契 第 １９条 【請負者】

成する。 共仕第１編 1 － 確認資料（地形図、施工図、取り合図等）を作成します。
1 － 14 【監督職員】

請負者から提出された確認資料に基づいて、変更設計図面を作成しなければなりません。
なお、確認資料は下図を参照にしてください。

【契約変更の確認資料（施工図）の例】

(7) 関連工事との調 関連する２以上の工事が施工上密接に 契 第 ２条 調整の内容は工事の関連する態様により多様ですが、単純にいえば請負者及び他の工事の細かな工程、施
整 関連する場合は、必要に応じて施工につ 工方法等について責任施工の原則に抵触しない範囲で調整します。

いて調整し、必要事項を請負者に対し指 なお、労働安全衛生法第３０条第２項では、同一場所でにおいて分割発注された場合には、監督職員（発
示を行う。 注者）が請負者の中から統括安全衛生責任者を指名することを規定しています。

(8) 工程把握及び工 請負者からの履行報告又は実施工程表 契 第 ９条 契約書第１１条に基づく履行報告により、工事が遅れている場合は理由等を報告させるとともに、必要に
事促進指示 に基づき工程を把握し、必要に応じて工 契 第 １１条 より工事促進の指示を行います。契約書第９条２項三で、監督職員は「設計図書に基づく工程の管理」を行

事促進の指示を行う。 共仕第１編 1 － 1 うことになっています。
－ 24 また、地方建設局請負工事監督検査事務処理要領第４でも同様に、工程の管理が監督職員の業務として

規定されています。

【Ｑ＆Ａ】№１０
（ 問 ）

工程を把握するために請負者に対して「週間予定工程表」を毎週提出させたいのですが、請負者から
「余計な書類」と反発されそうです。

（ 答 ）
契約図書では「週間工程表」の請負者からの提出は義務付けられておりませんが、監督職員が段階確

認や立会いを行うための日程調整等に必要となる場合は、提出を指示することが可能です。また、請負
者が自主的に提出する場合は指示する必要はありません。

なお、必要がないのに漫然と提出させることは避けるべきです。

(9) 工期変更の事前 契約書第１５条第７項、第１７条第１ 共仕第１編 1 － 1 契約書第２３条の工期変更協議の対象であるか否かを、共仕第１編１－１－１５に基づき監督職員と請負
協議及びその結果 項、第１８条第５項、第１９条、第２０ － 15 者との間で確認するものとし、監督職員はその結果を請負者に通知する必要があります。
の通知 条第３項、第２１条び第４３条第２項の

規定に基づく工期変更について、事前協
議及びその結果の通知を行う。
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土 木 工 事 監 督 技 術 基 準 （ 案 ）
監 督 実 施 の 留 意 事 項

項 目 業 務 内 容 関連図書及び条項

(10) 契約担当官等へ ① 工事の全部若しくは一部の施工を一 契 第 ２０条 工期変更は「自然的又は人為的な事象であって乙の責に帰すことができない事由」の場合に行われますが
の報告 時中止する必要があると認められると 共仕第１編 1 － 1 監督職員には契約書第９条（監督職員）の規定で工期の決定に関する権限を与えていないことから、自然的

1) 工事の中止及び きは、中止期間を検討し、契約担当官 － 13 又は人為的な事象で工事の中止等が必要な場合は、契約担当官へ一時中止期間が必要となった理由や必要な
工期の延長の検討 等へ報告する。 期間などを検討し報告することになります。
及び報告

② 請負者から工期延長の申し出があっ 契 第 17 ～ 21 条
た場合は、その理由を検討し契約担当 契 第 ４３条
官等へ報告する。

2) 一般的な工事目 一般的損害について、請負者から通知 契 第 ２７条
的物等の損害の調 を受けた場合は、その原因、損害の状況
査及び報告 等を調査し、発注者の責に帰する理由及

び損害額の請求内容を審査し、契約担当
官等へ報告する。

3) 天災その他の不 ① 天災等の不可抗力により、工事目的 契 第 ２９条
可抗力による工事 物等の損害について、請負者から通知 共仕第１編 1 － 1
出来形部分等の損 を受けた場合は、その原因、損害の状 － 38
害の調査及び報告 況等を調査し確認結果を契約担当官等

へ報告する。
② 損害額の負担請求内容を審査し、契 契 第 ２９条

約担当官へ報告する。

4) 第三者に及ぼし 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼ 契 第 ２８条 通常、避けることが可能でありながら第三者に与えた損害については、請負者が損害を賠償するというの
た損害の調査及び したときは、その原因、損害の状況等を が基本ですが、監督職員の指示などにより損害が発生した場合で発注者に責任を帰すべき事由があるときは、
報告 調査し、発注者が損害を賠償しなければ 発注者の負担になります。責任の所在が曖昧なケ－スが多くあり、前例や判例などを参考に検討しなければ

ならないと認められる場合は、契約担当 ならないので、速やかに契約担当官（契約担当課）へ報告する必要があります。
官等へ報告する。

5) 部分使用の確認 部分使用を行う場合の品質及び出来形 契 第 ３３条
及び報告 の確認を行い契約担当官へ報告する。 共仕第１編 1 － 1

－ 22
6) 中間前金払請求 中間前金払の請求があった場合は、工 契 第 ３４条 工事出来高報告書に基づき監督職員が出来高を確認し、契約担当官へ報告します。

時の出来高確認及 事出来高報告書に基づき出来高を確認し
び報告 契約担当官等へ報告する。

7) 部分払請求時の 部分払の請求があった場合は、工事出 契 第 ３７条 請負者から提出される工事出来高内訳書に基づき、監督職員が内容を審査して既済部分出来高対照表（地
出来高の審査及び 来高内訳書の審査及び既済部分出来高対 整によっては工事出来高報告書）を作成し、契約担当官等へ報告します。
報告 照表の作成を行ない、契約担当官等へ報

告する。
8) 工事関係者に関 現場代理人がその職務の執行につき著 契 第 １２条 例えば単に品行が悪いというだけでは、監督職員の主観によるものであり「著しく不適当と認められる」

する措置請求 しく不適当と認められる場合及び主任技 ということにはなりません。工事現場周辺に悪影響を及ぼし、ひいては工事の施工に有形無形の影響を受け
術者若しくは監理技術者又は専門技術者 る場合などが当たります。また、現場代理人が日本語の能力に問題があり、通訳が常時同伴していない場合
下請負人等が工事の施工又は管理につき などが「著しく不適当」と認められることがあります。
著しく不適当と認められる場合は、契約 なお、契約書第 12 条では監督職員に対して請負者から措置請求もできることとなっており、職務の執行
担当官等への措置請求を行う。 が

著しく不適当の場合や、行うべき職務を実施しない場合で、その理由に客観性があった場合には、請負者の
権利が執行されることとなっています。

9) 契約解除に関す ① 契約書第 46 条第 1 項及び第 47 条第 契 第 ４６条
る必要書類の作成 １項に基づき契約を解除する必要があ 契 第 ４７条
及び措置請求又は ると認められる場合は、契約担当官等
報告 に対して措置請求を行う。

土 木 工 事 監 督 技 術 基 準 （ 案 ）
監 督 実 施 の 留 意 事 項

項 目 業 務 内 容 関連図書及び条項

② 請負者から契約の解除の通知をうけ 契 第 ４８条
たときは、契約解除要件を確認し、契
約担当官等へ報告する。

③ 契約が解除された場合は、既済部分 契 第 ４９条 請負者から提出される工事出来高内訳書に基づき、監督職員が内容を審査して既済部分出来高対照表（地
出来高の調査及び出来高対照表の作成 整によっては工事出来高報告書）を作成し、契約担当官等へ報告します。
を行い、契約担当官等へ報告する。

２ 施工状況の確認等 下記の事前調査業務を必要に応じて行う
(1) 事前調査等 共仕第 1 編 1 － 1

①工事基準点の指示 － 37 あらかじめ設計図書に明記させるべきですが、明記していない場合は指示をします。

②既設構造物の把握

③支給（貸与）品の確認 契 第 １５条 仕様書の規格、数量の確認を行います。
共仕第１編 1 － 1 － 16

④事業損失防止家屋調査の立会 請負者とともに調査の立会を行うことを基本とするが、監督職員が必要に応じて行うことが可能です。

⑤請負者が行う官公庁等への届出の把握 共仕第１編 1 － 1 － 35 請負者からの届出の報告を受けて把握します。

⑥工事区域用地の把握 契 第 １６条 工事区域用地に関することを把握し、請負者に対し適切に対応する。
共仕第１編 1 － 1 －７

⑦その他必要な事項

(2)指定材料の確認 設計図書において、監督職員等の試験 契第１３～１４条 【Ｑ＆Ａ】№１１
若しくは確認を受けて使用すべきものと 共仕第２編第１章
指定された工事材料、又は監督職員の立 第２節 （問）
会いのうえ調合し、又は調合について見 指定された材料の確認の頻度は全数でしょうか。また、確認するのは品質規格だけで、数量はいらな
本の確認を受けるものと指定された材料 いということでしょうか。
の品質・規格等の試験、立会い、又は確
認を行う。 （答）

設計図書で指定されている以外は、全数を確認する必要はありません。
指定材料の確認は、発注者が求める品質規格と、請負者が契約図書から解釈される材料の品質規格の

照合を図る行為です。このため確認は一部の材料かサンプルと品質証明書等をもとに、指定された材料
の品質と規格が発注者が要求するものに適しているかを確かめます。したがって全数が対象にはなりま
せん。

ただし、設計図書等で数量の確認まで明記している場合は別です。

(3) 工事施工の立会 設計図書において、監督職員の立会い 契 第 １４条
い のうえ施工するものと指定された工種に

おいて、設計図書の規定に基づき立会い
を行う。

(4) 工事施工状況の 設計図書に示された施工段階において 共仕第３編 1 － 1 【段階確認の目的】
確認（段階確認） 別表１に基づき、臨場等により確認を －６ 完成検査では確認できない部分（不可視部分）や工程については、その確認を監督職員が行うことで、品

行う。 質の確保に努めることが重要です。契約書第１４条では「立ち会い」という用語で、共仕では「段階確認」
という言葉に置き換えて、重要な部分や不可視部分を、工程の途中段階で確認することとしています。
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土 木 工 事 監 督 技 術 基 準 （ 案 ）
監 督 実 施 の 留 意 事 項

項 目 業 務 内 容 関連図書及び条項

【段階確認の留意事項】
共仕第３編１－１－６の６、７項では次のように定めています。

・請負者は、表１－１段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。
・請負者は、事前に段階確認に係わる報告（種別、細別、施工予定時期等）を所定の様式により監督職員
に提出しなければならない。
・段階確認は請負者が臨場するものとし、確認した箇所に係わる監督職員が押印した書面を、請負者は保
管し検査時までに提出しなければならない。
・請負者は、監督職員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとす
る。
・監督職員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合におい
て、請負者は、施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督職員にこれらを提示し確認を受けなければな
らない。

前述のとおり段階確認は臨場するのが基本ですが、監督職員のスケジュ－ルなどの都合により、場合によっ
ては机上で行うこともありますが、机上の段階確認は多くの資料作成が必要になり作成の労力を要することと、
確実性の面でも問題があるので極力臨場することがお互いに望ましいと言えます。

なお、契約書第 14 条では立会い等を請求された場合、監督職員は原則として７日以内に応じなければなら
ず、応じない場合は請負者から契約書第２１条に基づき工期の延長を請求されたり、段階確認を受けないまま
工事を継続してよいこととなるので、迅速な対応をしなければなりません。

【Ｑ＆Ａ】№１２
（問）

現場技術員は確認する権限がないので、段階確認ができないことになるのでしょうか。

（答）
設計図書（共仕第３編１－１－４）で監督職員が現場技術員（監督補助員）を通じて指示や通知等が行

えることになっており段階確認も同様です。ただし現場技術員が確認し直接適否を判断することはできま
せん。監督職員が現場技術員の報告等により適否を判断しなければなりません。

【Ｑ＆Ａ】№１３
（問）

段階確認を受けた部分は完成検査の対象外になるのでしょうか。

（答）
完成検査は監督職員が実施した段階確認資料や、記録写真等がある場合はそれが検査対象となります。

【Ｑ＆Ａ】№１４
段階確認の中で「使用材料」を確認する場合、指定材料の確認と同様の行為をするのでしょうか。

（答）
指定材料の品質確認は、請負者が外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資料に基づき良否を確

認しますが、段階確認の「使用材料」は、材料が適切に使用されているかどうかを確認します。
例えば段階確認の「置換工」の「使用材料」は、置換材である岩砕ずりに粘土や土が混入していな

いか、岩砕ずりが吸水性が高く泥軟化の恐れがないかなどを手に触れたり観察して確認します。また
特記仕様書で置換材の成績証明書等を提出されている場合は、それとの整合を確認します。

土 木 工 事 監 督 技 術 基 準 （ 案 ）
監 督 実 施 の 留 意 事 項

項 目 業 務 内 容 関連図書及び条項

(5)工事施工状況の把 主要な工種について、別表２に基づき 施工管理等が適切に実施されているか施工方法が施工計画書と合致しているかなどの施工状況全般につい
握 適宜臨場等により把握を行い（別紙）に て把握し、不適合などを発見した場合には是正の指示を行う必要があります。

記録する。 把握は段階確認と異なり、共仕に定義などは明記されていないため、請負者の立会いの義務がないので監
督職員が単独で把握をします。

(6) 建設副産物の適正 建設副産物を搬出する工事にあっては 共仕第１編 1 － 1
処理状況等の把握 産業廃棄物管理票（マニフェスト）等に － 18

より適正に処理されているか把握する。
また、建設資材を搬入又は建設副産物

を搬出する工事にあっては、請負者が作
成する再生資源利用計画書及び再生資源
利用促進計画書により、リサイクルの実
施状況を把握する。

(7)改善請求及び破壊 ① 工事の施工部分が契約図書に適合し 契 第 ９条 請負者が契約の履行に関し設計図書に従わなければならないことは、契約書第１条第１項に規定されてお
による確認 ない事実を発見した場合で、必要がある 契 第 １７条 り当然のことです。

と認められるときは、改善の指示又は改 しかし、設計書との不適合などを監督職員の指示が原因で発生した場合は、一方的に請負者の責任で改造
善請求を行う。 するのは合法的ではありません。監督職員は不適合を発見した場合は、その原因を確認し請負者に責任があ

る場合は改造の指示を行い、監督職員に責任がある場合は、必要に応じて工期や請負代金の変更の手続きを
することとなります。

この場合、契約書第 18 条第５項に基づき、請負者が受けた損害に必要な費用を、発注者が負担すること
となります。

② 契約書第 13 条第 2 項若しくは第 14 契 第 １７条
条第１項から第３項までの規定に違反
した場合、又は工事の施工部分が設計
図書に適合しないと認められる相当の
理由がある場合において、必要がある
と認められる場合は、工事の施工部分
を破壊して確認する。

(8)支給材料及び貸与 ① 設計図書に定められた支給材料及び 契 第 １５条
品の確認、引渡し 貸与品については、契約担当官等が立 共仕第１編 1 － 1

会う場合を除き、その品名、数量、品 － 16
質、規格又は性能を設計図書に基づき
確認し、引渡しを行う。

② 前項の確認の結果、品質又は規格若 契 第 １５条
しくは性能が設計図書の定めと異なる 共仕第１編 1 － 1
場合、又は使用に適当でないと認めら － 16
れる場合は、これに代わる支給材料若
しくは貸与品を契約担当官等と打ち合
わせのうえ引渡し等の措置を行う。

３ 円滑な施工の確保 地元住民等からの工事に関する苦情、 共仕第１編 1 － 1 工事発注後に、地元住民等からの工事に関する苦情要望が出された場合の処置で、工事に起因するものに
(1) 地元対応 要望等に対し必要な措置を行う。 － 35 ついては、契約図書と照らし合わせ次の対応が必要です。

① 契約範囲内：乙に必要な措置を求める。
② 契約範囲外：甲が必要な措置を行う。

（例）
民家出入り口の構造に関する苦情があった場合は、
→ 設計図書との比較、過去の協議経緯の確認等を行い、①②の処置を講じます。
工事発注後に、着手時期、施工方法、供用開始時期及び規制等の工事施工に関して、関係機関（県、市町

村、その他機関）と協議・調整を行い、必要な場合は事務所担当課と打合せを行います。
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土 木 工 事 監 督 技 術 基 準 （ 案 ）
監 督 実 施 の 留 意 事 項

項 目 業 務 内 容 関連図書及び条項

(2) 関係機関との協 工事に関して、関係機関との協議・調整 共仕第１編 1 － 1 （例）
議・調整 等における必要な措置を行う。 － 35 現道上で交通規制を伴った工事→ 関係自治体（工事規制、残土処理等）、警察（交通処理等）、ＮＴＴ、

電力、上下水道（占用物件）等と協議・調整を行います。契約履行の確保に係わる問題が生じた場合は事務
所担当課と協議を行う必要があります。

４ その他
(1) 現場発生品の処 工事現場における発生品について、規 共仕第１編 1 － 1

置 格、数量等を確認しその処理方法につい － 17
て指示する。

(2) 臨機の措置 災害防止、その他工事の施工上特に必 契 第 ２６条
要があると認められるときは、請負者に 共仕第１編 1 － 1
対し臨機の措置を求める。 － 41

(3) 事故等に対する 事故等が発生した時は、速やかに状況 共仕第１編 1 － 1
措置 を調査し、事務所担当課に報告する － 29

(4) 工事成績の評定 総括監督員及び主任監督員は、工事完 共仕第１編 1 － 1
成のとき請負工事成績評定要領に基づき － 20-4
工事成績の評定を行う。

(5) 工事完成検査等 原則として主任監督員、監督員は工事 共仕第１編 1 － 1
の立会 の完成、既済、完済、中間技術の各段階 － 20-4

における工事検査の立会いを行う。

(6) 検査日の通知 工事検査に先立って契約担当官等の指 共仕第１編 1 － 1
定する検査日を請負者に対して通知する － 20-3
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２－４ 設計変更等の円滑化関係

設計変更円滑化プロジェクト設計変更円滑化プロジェクト

着 工前 の 設計 思 想共 有

変 更 基 準 の 明 確 化

意 思決 定 過程 の 透明 化

工 事 書 類 の 簡 素 化

コミュニケーションの円滑化

三 者 会 議 の 実 施

設 計 変 更 審 査 会 の 設 置

ワンデーレスポンスの実施

設計変更ガイドラインの作成

（地方整備局）

全 工 事 に お い て 実 施

重要構造物工事すべてで実施

特記仕様書に記載（義務化）

対 象 工 事 を 拡 大

・パッケージでの取組

・ＡＳＰの導入（情報共有支援ツール）

施工効率向上プロジェクト

三者会議

設計変更ガイドライン

ワンデーレスポンス

設計変更審査会

工事書類作成マニュアル（案）

工事一時中止基準の明確化
工事 一 時 中止 に 係 る

ガ イ ド ラ イ ン の 作 成 特記仕様書に記載（義務化）

工事一時中止に係るガイドライン（案）

工 事書類ﾏ ﾆ ｭｱ ﾙの作 成

（地方整備局）

発注者と請負者のコミュニケーション向上施策を

建設業の生産性効率化につなげるための総合的な取組

三者会議
ワンデー

レスポンス

設計変更

審査会
電子納品

トータルプロセスを情報共有システム（建設系ＡＳＰ※）で効率的に実施

変
更
契
約

当
初
契
約

スケジュールの共有 工事書類の作成・提出・検索・閲覧

ファイルの一括管理

掲示板（協議内容の共有） ワークフロー（決裁迅速化、明確化）

電子納品データの作成支援

※ アプリケーション・サービス・プロバイダ

公共工事の施工中における、スケジュールや工事書類管理
共有機能、決裁機能（ワークフロー）、電子納品データの作
成支援機能を備えたアプリケーションソフトをインターネットを
通じて公共工事の受発注者にレンタルする事業者。

・工事書類のやりとりの効率化
・意思決定過程の明確化
・電子納品の編集の円滑化
・新しい現場関係の再構築

情報共有システムの活用や工事書類の簡素化など負担の軽減
（公共工事総合プロセス支援システム）
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土木工事における設計者、施工者及び発注者間の情報共有等について

国 官 技 第 ３ ７ 号

平成２１年５月２５日

北海道開発局事業振興部長

各 地 方 整 備 局 企 画 部 長 あて

沖縄総合事務局開発建設部長

大臣官房 技術調査課長

土木工事における設計者、施工者及び発注者間の情報共有等について

土木工事においては、設計者、施工者及び発注者が各種情報を共有し、設計意図を詳細

に伝達することにより、現場における課題を早期に把握し、当該工事の品質確保を図るこ

とが重要である。

この実現に向けて、設計者、施工者及び発注者が一堂に会する会議（以下、「三者会議」

という。）の活用が、試行の結果、有効であったことから、引き続き本格実施として三者

会議を活用するに当たっては、下記に留意されたい。

記

１．三者会議の活用が有効な工事

現場条件が特殊である、施工に要する技術が新規又は高度である等、設計時の設計意

図を詳細に伝達する必要があると認められる工事。

２．三者会議の概要

（１）開催時期

三者会議は、施工者が設計図書を照査した後に開催するものとする。

なお、現場条件の特殊性等に応じ、複数回開催することができる。

（２）参加者

設計者（管理技術者等）、施工者（現場代理人等）及び発注者とし、発注者は設

計、工事発注、工事監督の各担当の出席を基本とする。なお、必要に応じて専門の

工事業者等を参加させることができる。

（３）参加者の主な役割

以下①～④に関する質疑応答を通じて、参加者間の情報共有を図る。

①設計者から、設計業務の成果品により設計意図の説明を行う。

②発注者（設計担当）から、施工上の留意事項等の説明を行う。

③発注者（工事発注及び工事監督担当）から、工事着手に当たっての協議調整状況

や現地条件等の説明を行う。

④施工者から、設計図書の照査を踏まえた現場条件に適した技術提案等の説明を行

う。
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３．費用の負担

１）三者会議の開催に係る費用は、発注者が負担する。

①施工者に対する費用：工事打合せに含まれるため、計上しない。

②設計者に対する費用：２）による。

２）当該工事に係る設計業務を受注した設計者に対する費用の積算方法

①打合せ 主任技師０．５人／回、技師Ａ０．５人／回を標準とする。

②旅費交通費 実費

※諸経費、技術経費は計上しない。

※その他、三者会議で使用する追加資料の作成等が必要となる場合は、必要な額を

適宜計上する。
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工事監督におけるワンデーレスポンスの実施について

事 務 連 絡

平成 19 年 3 月 22 日

北海道開発局事業振興部 技術管理課長補佐

各 地 方 整 備 局 企 画 部 技 術 管 理 課 長 あて

沖縄総合事務局開発建設部 技 術 管 理 課 長

大臣官房技術調査課

工 事 監 視 官

工事監督におけるワンデーレスポンスの実施について

国土交通省直轄工事等において、発注者は社会資本整備にあたって社会経済情勢の動向

や国民ニーズを的確に把握し明確化したうえで実現する責任と良好な社会資本を適正な費

用で整備・維持し適正な方法で調達する責任があり、この発注者責任に対する建設生産シ

ステムのあり方の基本的な方向を示すものとして、「国土交通省直轄事業の建設生産シス

テムにおける発注者責任に関する懇談会」において各種取組実施について検討されている。

この各種取組の一環として「現場の問題発生に対する迅速な対応（以下、ワンデーレス

ポンスという）」の実施により、問題解決の迅速化を図る必要性が検討されており、迅速

な対応をすることにより効率的及び効果的な事業執行に努めることを目的としている。

つきましては、下記のとおり各地方整備局等で実施する工事において、このワンデーレ

スポンス実施するよう取り図られたい。

記

１ 実施方法

別紙「工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領」による。

なお、詳細な実施方法（運用）については、各地方整備局等にて組織体制や監督業務

内容を勘案した「手引き」等を作成し、実施するものとする。

２ 実施について

地方整備局等の実施計画に基づき、実施するものとする。

３ 適用時期

平成１９年４月１日から実施するものとする。

（平成１８年度以前発注の０国、翌債工事も含まれる。）

第２編．監督について

64



（別紙）

工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領（案）

第１編 目 的

国土交通省直轄工事等の発注者は、社会資本の整備にあたって社会経済情勢の動向や

国民ニーズを的確に把握し明確化したうえで実現する責任と、良好な社会資本を適正な

費用で整備・維持し、適正な方法で調達する責任がある。

国土交通省直轄工事における発注者の責任と建設生産システムのあり方の基本的な方

向を示すものとして、平成１８年９月「国土交通省直轄事業の建設生産システムにおけ

る発注者責任に関する懇談会」において「中間とりまとめ」（以下、「発注懇中間とり

まとめ」という。）が報告されている。

この「発注懇中間とりまとめ」では、各種取組について具体化したものから順次実現

させることとされており、小循環（個々の工事において品質の高い成果が確実に得られ

る仕組み）を構築するための具体的な取組の一項目として「現場の問題発生に対する迅

速な対応（以下、ワンデーレスポンスという）の実施により、問題解決の迅速化を図る

必要性が明記されている。

ワンデーレスポンスは、監督職員個々おいて実施していた「現場を待たせない」「速

やかに回答する」という対応をより組織的、システム的なものとし、工事現場において

発生する諸問題に対し迅速な対応を実現するものである。

１ 品質確保への取組強化の一方策

「発注懇中間とりまとめ」の中では、発注者の品質確保への取組強化として、①施

工プロセスを通じた検査への転換、②現場の問題発生に対する迅速な対応、③適切な

ペナルティの検討、の３項目が掲げられている。

工事現場において、発注段階では予見不可能であった諸問題が発生した場合、対処

に必要な発注者の意思決定に時間を費やす場合があるため、実働工期が短くなり工事

等の品質が確保されないケースが発生していると指摘されている。そのため、発注者

は「ワンデーレスポンス」の実施等、問題解決のための行動の迅速化を図る必要があ

る。

２ 工事の効率化

公共事業の受注者、発注者に課せられた使命は「良いものを、早く、安全に、適正

な価格で国民に提供すること」といえる。個々の公共工事現場において、受注者、発

注者それぞれにメリットがあり、かつ誰でも取り組むことができる共通目標のひとつ

に、「速やかに工事を完成させる」ことがあげられる。

安全と品質を確保したうえで、受注者と発注者が協力して適切な工程管理をおこな

うことにより、速やかに工事を完成させ、早期に供用開始をおこなうことでメリット

が発生する。

第２編 実施における対象工事の範囲

工事種別について特に設けないが、広範な問題課題が把握できるように計画的に実
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施すること。

第３編 実施方法

１ 基本は「即日対応」

ア 受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうちに」とする。

イ 即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者に確認のうえ「回

答期限」を予告するなど、次の段取りができるような回答をその日のうちにする。

ウ 予告した「回答期限」を超過する場合は、明らかになった時点で速やかに受注者

に新たな「回答期限」を連絡する。

エ 措置し得ない事項や判断が困難な場合は、上司に相談し回答する。

オ 受注者から的確な状況の資料等により報告を早期に受けることが前提となるた

め、受注者に対しても「ワンデーレスポンス」の意義と目的を周知することとする。

２ 組織体制に即した方法での実施

ア 事業部門、現場担当組織により現場監督体制が異なる場合があるため、組織体制

に即した方法を検討し、ワンデーレスポンスを実施する。

第４編 実施における留意点

ワンデーレスポンスは基本的に、工事施工の中で発生する諸問題に対し迅速に対応

し効率的な監督業務をおこなうための取組であり、工事の監督及び検査の実施に関す

る取扱いや要領等を変更するものではない。

ただし、受注者にも現場の問題点、協議事項等のすばやい提出を求めるため以下の

点に留意して実施すること。

１ 特記仕様書への記載

特記仕様書に次の文を記載すること。

（特記仕様書 記載例）

第○条

１ この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。

・「ワンデーレスポンス」とは

受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応する。

ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答

期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。

２ 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を

把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。

３ 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比

較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

４ 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合

があるため、協力すること。
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第５編 その他

１ 本取組の円滑な実施

発注者及び受注者は、ワンデーレスポンスの主旨を十分に踏まえつつ、その円滑な

実施に努めものとする。

２ 効果の検証

今後の一層効率的かつ効果的な実施方策検討に資するよう、効果及び課題の把握等

をおこなうものとする。
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【参考資料】

～期待される効果～

１ 手待ちの減少による効率的な現場施工の実現

現場施工の中で発生する受注者からの質問や協議等に対し、速やかに回答すること

により現場での手待ちが減少し、効率的な現場施工が可能となる。

また、即日回答が困難な案件についても、いつまでに回答が必要なのかを受注者に

確認し、回答日を予告することにより、現場では次の段取りが可能となる。

２ コミュニケーションの向上による経験・技術力・判断力などの伝承

受注者からの質問や協議に対し、判断材料が揃っていれば現場の担当者はすぐに上

司に相談できるため、発注者内部での意思決定も速やかにおこなわれる。また、発

注者側の意思決定を効率的におこなうことは、それに要するマンパワーが少なくて

済むほか、内部のコミュニケーションが活発化することになる。

基本は、すばやい「報告・連絡・相談」であるため、相談された上司もすばやいレ

スポンスが要求される。部下はその様を目のあたりにすることにより自発的なＯＪ

Ｔ（職場内訓練）が実践され、コミュニケーションの向上や技術の伝承につながる。

３ 報告・連絡・相談による情報共有の実現

受注者と発注者、あるいは監督職員間で頻繁に報告・連絡・相談等がおこなわれる

ことから、現場の問題点や進捗状況等の情報が共有され、様々な視点からの把握が

可能となる。

受注者から工事全体の綿密な施工計画が示され、事前に問題点等の抽出がおこなわ

れることにより、現場マネジメントの詳細を受注者と共有することができ、先を見

越した打ち合わせが可能となる。

また、工事の進捗管理と発注者の役割分担（いつ何をしなければならないか）を具

体的に把握することができる。

４ スピード感を要求されることによる緊張感や意識改革

効率的な現場施工により各作業の工期がタイトになれば、下請を含む関係者は一日

一日の仕事に対し、緊張感を持って段取りよくコミュニケーションを図りながらお

こなう必要があるため、効率的な作業が期待できる。

ワンデーレスポンスを実践するためには、発注者の「技術力」も必要となるため、

学習や知識の蓄積が不可欠となり、すばやい対応を要求されることから緊張感が生

じ、業務に対する意識の改革につながる。

５ 現場トラブル拡大の防止

受注者が綿密な施工計画に基づいて工程管理をおこなうことは、工事の先々を予測
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し見通しながら先手の対応を可能とし、不測の事態が発生した際の対応が適切にお

こなわれることが期待できる。

また、受注者からの質問や指示依頼が速やかに、かつ適切におこなわれることによ

り回答を早く返すことができる。このことは、トラブル発生の際のレスポンスタイ

ムを短縮するばかりでなく、トラブルの拡大を防ぐことにもつながる。

６ 行政サービスの向上

工事目的物が早期に完成することは、その効果を早く国民に提供できると同時に、

工事現場周辺の住民への影響を少なくできるため、行政サービスの向上という発注

者責任を果たすことになる。
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２－５ 低入札価格調査制度調査対象工事に係る監督体制等の

強化について

建設省厚発第 126 号

建設省技調発第 72 号

建設省営監発第 13 号

平成 6 年 3 月 30 日

各地方建設局総務部長

各地方建設局企画部長 あて

各地方建設局営繕部長

建設大臣官房地方厚生課長

建設大臣官房技術調査室長

建設大臣官房官庁営繕部監督課長

低入札価格調査制度調査対象工事に係る監督体制等の強化について

予算決算及び会計令第 85 条の基準の運用に関しては、「予算決算及び会計令第 85 条の

基準の取扱いについて」(昭和 62 年 2 月 2 日付け建設省会発第 70 号。以下「官房長通達」

という。)及び「予算決算及び会計令第 85 条の基準の取扱いに関する事務手続きについて」

(昭和 51 年 3 月 19 日付け建設省会発第 248 号。以下「会計課長通達」という。)により通

知されているところであるが、近年、低入札価格調査制度による調査（以下「調査」とい

う。)の対象となる工事が大幅に増加していることに鑑み、官房長通達及び会計課長通達

に基づく調査の実施に加えて、調査の対象工事に係る監督体制等を下記のとおり強化する

こととし、平成６年４月１日以降に執行する入札に係る調査及び当該調査の対象となった

工事に係る請負契約について適用することとしたので、遺憾のないよう措置されたい。

なお、この件については、建設大臣官房会計課長とも協議済であるので、念のため申し

添える。

記

１ 下請契約予定者名等の提出

契約担当官等は、会計課長通達第 4 による調査を行うに当たり、調査対象者に対して、

調査対象予定工事における第 1 次下請契約予定者名及びその契約予定金額を記載した書

面の提出を求めるものとする。書面については、「施工体制台帳の整備について」(平

成 3 年 2 月 5 日付け建設省経構発第 3 号の 3）に規定する施工体制台帳（以下「施工体

制台帳」という。)のうち下請契約台帳の様式を参考として作成させるものとする。

２ 監督体制の強化等

調査の結果、調査対象者が落札した場合においては、次に掲げる措置をとるものとす

る。

(1) 施工体制台帳の提出及びその内容のヒアリング
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当該工事を所掌する工事事務所の長又は本局営繕部営繕監督室長（以下「事務所長

等」という。)は、請負業者に対して、施工体制台帳の提出を求めるものとする。施

工体制台帳の提出に際しては、必要に応じて請負業者の支店長、営業所長等からその

内容についてヒアリングを行うものとする。

(2) 施工計画書の内容のヒアリング

事務所長等は、共通仕様書に基づき施工計画書を提出させるに際して必要があると

認めるときは、請負業者の支店長、営業所長等から、その内容についてヒアリングを

行うものとする。

(3) 重点的な監督業務の実施

監督職員は、当該工事に係る監督業務において段階確認、施工の検査等を実施する

に当たっては、立会することを原則として、入念に行うものとする。また、あらかじ

め提出された施工体制台帳及び施工計画書の記載内容に沿った施工が実施されている

かどうかの確認を併せて行うものとし、実際の施工が記載内容と異なるときは、その

理由を現場代理人から詳細に聴くものとする。

(4) 労働安全担当部局との連携

事務所長等は、安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保の観点か

ら必要があると認めるときは、労働基準監督署の協力を得て、施工現場の調査を行う

ものとする。

(5) 厳格な検査の実施

検査は、本官契約及び分任官契約ともに、原則として、主任工事検査官又は工務検

査課長が行うものとする。

３ 特記仕様書への明示等

2(1)及び(2)に掲げる措置を講ずることに伴い、次に掲げる事項を特記仕様書におい

て明示するものとする。

なお、2(1)及び(2)は、特記仕様書へ記載することにより、契約の一部となるものであ

り、請負者が 2(1)及び(2)に違反して、施工体制台帳を提出せず、又はヒアリングに応

じなかった場合には、地方支分部局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭

和 59 年 3 月 29 日建設省厚第 91 号）別表第 1 第 3 号に該当することがあるものである。

(1) 施工体制台帳の提出及びその内容のヒアリング

① 予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合に

おいては、請負者は、事務所長等の求めに応じて、「施工体制台帳の整備について」

(平成 3 年 2 月 5 日付け建設省経構発第 3 号の 3）に規定する施工体制台帳を事務

所長等に提出しなければならないこと。

② ①の書類の提出に際して、その内容のヒアリングを事務所長等から求められたと

きは、請負者の支店長、営業所長等は応じなければならないこと。

(2) 施工計画書の内容のヒアリング

予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合にお

いては、共通仕様書に基づく施工計画書の提出に際して、その内容のヒアリングを事

務所長等から求められたときは、請負者の支店長、営業所長等は応じなければならな
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いこと。

４ 閲覧に供する書面への特記

低入価格調査の対象となった入札については、当該工事に係る入札結果等を公表する

際に、閲覧に供する入札調書の写しの摘要欄等に「低入札価格調査実施」と記載するも

のとする。（平成１０年３月２７日 一部改正）

【調査基準価格】

予算決算及び会計令第 85 条の基準の取扱いについて

平成 16 年 6 月 10 日、国官会第 367 号

（一部改正）平成 20 年 3 月 31 日、国官会第 2051 号

（一部改正）平成 21 年 4 月 3 日、国官会第 2464 号

国土交通省大臣官房長から

内部部局の長、施設等期間の長、国土地理院長、地方支分部局の長、外局の長、沖縄

総合事務局長あて

本文省略

１ 本基準の運用の基本方針について

(1) 本基準は、「当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあ

ると認められる場合」の基準を定めたものであり、本基準に該当する場合には、落

札の決定を保留し、契約担当官等が予算決算及び会計令第 86 条の調査を行うもの

であること。

(2)～(3)省略

２ 本基準の運用について

(1) 工事の請負契約の場合

省略

イ 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100 分の 105 を乗じて得

た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が 10 分の 9 を超える場

合にあっては 10 分の 9 と、10 分の 7 に満たない場合にあっては 10 分の 7 とする。

① 直接工事費の額に 10 分の 9.5 を乗じて得た額

② 共通仮設費の額に 10 分の 9 を乗じて得た額

③ 現場管理費の額に 10 分の 7 を乗じて得た額

④ 一般管理費等の額に 10 分の 3 を乗じて得た額

以降省略
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【低入札価格調査制度】

予算決算及び会計令第 85 条の基準の取扱いに関する事務手続について

平成 16 年 6 月 10 日、国官会第 368 号

（一部改正）平成 19 年 10 月 5 日、国官会第 946-3 号

国土交通省大臣官房会計課長から

内部部局の長、施設等機関の長、国土地理院長、地方支分部局の長、外局の長、沖縄

総合事務局長あて

（抜粋）

第４ 調査の実施

契約担当官等は、基準価格を下回る価格で入札を行った者によりその価格によって

は契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについ

て、次のような内容により入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う

ものとする。

イ 工事の請負契約の場合

① その価格により入札した理由、必要に応じ、入札価格の内訳書を徴する。

② 契約対象工事付近における手持工事の状況

③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況

④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）

⑤ 手持資材の状況

⑥ 資材購入先及び購入先と入札者の関係

⑦ 手持機械数の状況

⑧ 労務者の具体的供給見通し

⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者

⑩ 経営内容

⑪ ①から⑩までの事情聴取した結果についての調査確認

⑫ ⑨の公共工事の成績状況

⑬ 経営状況 取引金融機関、保証会社等への照会

⑭ 信用状況 建設業法違反の有無

賃金不払いの状況

下請代金の支払遅延状況

その他

⑮ その他必要な事項
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２－６ 品質の確保等を図るための著しい低価格による受注へ

の対応について

品質の確保等を図るための著しい低価格による受注への対応について

国官総第５９８号

国官会第２２２０号

国地契第８３号

国官技第２８９号

国営計第１５７号

国総入企第４７号

平成１５年２月１０日

各地方整備局長 あて

国土交通省大臣官房長

国土交通省総合政策局長

公共工事に係るいわゆるダンピング受注は、公共工事の品質の確保に支障を及ぼしかね

ないだけでなく、下請へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながるも

のであり、建設業の健全な発展を阻害するものである。

したがって、いわゆるダンピング受注は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に

関する法律」（平成１２年法律第１２７号）（以下、「入札契約適正化法」と言う。）に基

づく、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」（平成１３年

３月９日閣議決定）においても定められているとおり、排除を図る必要がある。

こうした観点から、いわゆるダンピング受注に関して、当面緊急に講ずべき措置につい

て、下記のとおり定めたので遺憾のないよう措置されたい。

本措置については、平成 15 年度当初までに実施することとし、実施状況を踏まえ、適

宜見直しを行うものとする。

なお、低入札価格調査制度調査対象工事における契約の保証の額、経営事項審査の虚偽

申請における資格認定の取り消し等及び公共工事に係る監督・検査の充実に係る措置につ

いては、別途通知することとしており、当該通知を踏まえ適切に対処されたい。

記

第１ 体制等の整備

１．ダンピング受注対策地方協議会の設置

(1) 地方整備局の管轄区域を基本として、地方整備局の発注部局及び建設業担当部局が

中心となって、管内都道府県、政令市等からなる、ダンピング受注対策地方協議会（以

下、「協議会」という。）を設置することとする。

(2) 協議会においては、協議会参加の各発注機関において発生した低入札価格調査等に
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係る情報（落札率、受注業者名、施工状況等）や、記第１．２以降に記す具体的な取り

組みについて、意見交換を行うことを基本とする。

２．低入札価格調査等に係る情報の公表

国土交通省直轄工事における低入札価格調査に係る情報（工事件名、予定価格、調査

基準価格、落札価格、落札業者等）については、当該低入札価格調査制度調査対象工事

を発注した地方整備局又は事務所において閲覧及びインターネットにより公表を行うこ

ととする。

３．低入札価格調査制度調査対象工事の契約審査委員による審査

契約担当官等は、低入札価格調査制度調査対象工事について、予算決算及び会計令（昭

和２２年４月３０日勅令第１６５号。以下「令」という。）第８６条第２項に規定する

ものの他、「低入札価格調査制度対象工事に係る重点調査の試行について」（平成１２

年１２月１２日付け建設省会発第７７３号、建設省厚契発第４４号、建設省技調発第１

９３号、建設省営計発第１５９号）に規定する重点調査の対象となったもののうち特に

重要なもの、その他、低入札価格調査制度調査対象工事のうち契約担当官等が必要と認

める工事について、その調査の概要を記載した書面を契約審査委員（令第６９条に規定

する契約審査委員をいう。）に提出し、その意見を求めることとする。

第２ 適正な施工の確保の徹底

１．受注者側技術者の増員

国土交通省直轄工事のうち、専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事にお

いて、調査基準価格を下回って落札した者と契約する場合において、当該業者が当該地

方整備局管内で過去２年以内に竣工した工事、あるいは契約時点で施工中の工事に関し

て、以下のいずれかの要件に該当する場合には、監理技術者とは別に、同等の要件を満

たす技術者を、専任で１名現場に配置を求めるものとする。

① 65 点未満の工事成績評定を通知された企業

② 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠

償を請求された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。

③ 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面に

より警告若しくは注意の喚起を受けた企業

④ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた企業

２．施工体制や技術者の専任制等に関する点検の実施

国土交通省直轄工事の工事現場における施工体制や監理技術者の専任制等の把握確認

については、入札契約適正化法により、発注者が点検その他の必要な措置を講じること

が義務づけられ、「工事現場における適正な施工体制の確保等について」（平成１３年

３月３０日付け国官地第２２号、国官技第６８号、国営計第７９号）及び「工事現場に

おける適正な施工体制の確保等について」（平成１３年３月３０日付け国港管第６０３

号、国港建第１０８号）における「工事現場等における施工体制の点検要領」（以下、
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「要領」という。）に基づき措置されているところであるが、特に低入札価格調査制度

調査対象工事については、要領に基づく点検の徹底を図ることとする。

また、各工事の監督職員は、要領に基づくもののほか、当該工事の施工状況を踏まえ、

随時点検を実施するものとする。

３．下請業者への適正な支払確認等の実施

(1) 地方整備局の建設業担当官等は、国土交通省直轄工事における低入札価格調査に係

る情報 を踏まえ、下請代金支払状況等実態調査を活用して、低入札価格調査制度調査

対象工事において、下請代金の不払いや支払い期間が不適切でないか等元請下請双方に

調査の上、指導が必要と考えられる者に対して随時立入調査等を行う。

(2) さらに、地方公共団体に対しても「地方公共団体発注工事における不良・不適格業

者の排除の徹底について」（平成１４年１１月１５日付け総行行第２１９号、国総入企

第３７号）において、下請業者に著しい低価格受注のしわ寄せを不当に行っている受注

者に対して改善指導を行うよう通知しているところであり、調査の結果を地方公共団体

に通知し、適正化を徹底し、再発防止に努めることとする。

４．工事コスト調査の実施の徹底

国土交通省直轄工事における工事コスト調査については、低入札価格調査制度調査対

象工事について、実態と官積算との乖離、当該工事が低価格で施工可能な理由等、工事

コスト構造を詳細に把握することを目的として、「工事コスト調査について」（平成１

４年２月１２日付け国地契第５４号、国官技第３１６号、国営計 第１８９号）及び「工

事コスト等調査について」（平成１４年２月１２日付け国港管第１１３５号、国港建第

２５６号）により措置されているところであるが、引き続きその厳格な実施に努めるこ

ととする。
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いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せ

の排除等の対策について

国官総第３３号

国官会第６４号

国地契第１号

国官技第８号

国営計第６号

国総入企第２号

平成１８年４月１４日

国官総第４４５号

国官会第１１６２号

国地契第２９号

国官技第１５６号

国営計第５４号

国総入企第１１号

（一部改正）平成２０年１０月３日

各地方整備局長 あて

官房長

総合政策局長

昨今、大規模工事において低入札価格調査制度調査対象工事の増加傾向が見受けられる

が、いわゆるダンピング受注については、公共工事の品質の確保に支障を及ぼしかねない

だけでなく、下請けへのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながるもの

であり、国民の安心・安全の確保や建設業の健全な発展を阻害するものである。このこと

から、「品質の確保等を図るための著しい低価格による受注への対応について」（平成１

５年２月１０日付け国官総第５９８号、国官会第２２２０号、国地契第８３号、国官技第

２８９号、国営計第１５７号、国総入企第４７号）に定められた措置等に加え、今般、下

記のとおり、主に大規模工事を中心として、低入札価格調査制度対象工事に対する対策を

実施することとしたので遺漏のないよう措置されたい。

記

第１ 適正な施工の確保の徹底

１．低入札価格調査制度調査対象工事に係る重点調査の対象拡大及び調査結果のホーム

ページにおける公表

「低入札価格調査制度対象工事に係る重点調査の試行について」（平成１２年１２

月１２日付け建設省会発第７７３号、建設省厚契発第４４号、建設省技調発第１９３
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号、建設省営計発第１５９号。以下「重点調査試行通知」という。）に基づき試行し

ている重点調査について、予定価格１億円以上の低入札価格調査制度調査対象工事は

全て当該重点調査を実施し、調査結果については各地方整備局ホームページにおいて

公表することとする。また、予定価格１億円未満の場合においても積極的に試行する

ものとする。

２．下請業者への適正な支払確認等のための立入調査の強化等

地方整備局等の建設業担当部局等は、一般競争入札における低入札価格調査制度調

査対象工事を中心に、下請業者も含め緊急立入調査を実施し、契約の締結状況、下請

代金の支払い状況等について、より詳細な実態把握を行うとともに、必要に応じフォ

ローアップのための追加調査を行うこととする。

また、調査の結果、改善が必要な場合には、建設業法に基づく勧告、監督処分等の

措置を講じるほか、必要に応じて関係機関への通報を行うものとする。

なお、建設業法に基づく監督処分が行われた場合には、これと連動して、発注部局

においても指名停止等の措置を実施することとする。

３．工事コスト調査の内訳の公表

国土交通省直轄工事における工事コスト調査については、低入札価格調査制度調査

対象工事において、「工事コスト調査について」（平成１４年２月１２日付け国地契

第５４号、国官技第３１６号、国営計第１８９号）及び「工事コスト等調査について」

（平成１４年２月１２日付け国港管第１１３５号、国港建第２５６号）により措置さ

れているところであるが、工事施工後に行う工事コスト調査の内訳及び上記低入札価

格調査制度調査対象工事に係る重点調査における資料等との整合性などについての分

析結果を各地方整備局ホームページにおいて公表することとする。

４．発注者の監督・検査等の強化

予定価格１億円以上の低入札価格調査制度調査対象工事について、モニターカメラ

を工事現場に設置し、監督業務において補助的に活用することにより、工事全体の施

工状況を把握することとする。また、発注者の指定する不可視部分の出来高管理を、

受注者がビデオ撮影により行い、検査時等において発注者に提出することを契約上義

務付けることとする。

「政府調達に関する協定」（平成７年条約第２３号）の適用を受ける工事における

低入札価格調査制度調査対象工事については、契約図書に示された施工プロセスで施

工管理が適切に行われているかを発注者が常時確認し、工事成績評定にも反映させる

こととする。

５．受注者側技術者の増員の対象拡大

「品質の確保等を図るための著しい低価格による受注への対応について」（平成１

５年２月１０日付け国官総第５９８号、国官会第２２２０号、国地契第８３号、国官

技第２８９号、国営計第１５７号、国総入企第４７号）第２の１．①に規定する要件

については、予定価格１億円以上の工事の場合には、「７０点未満の工事成績評定を

通知された企業」を要件とし、対象を拡大することとする。

６．指名停止措置の強化

低入札価格調査制度調査対象工事において、粗雑工事が生じた場合は、指名停止期
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間につき最低限３ヵ月とするための指名停止措置運用基準の改正を行うこととする。

第２ 適正な競争環境の整備

１．前工事の単価による後工事の積算

大規模工事における国庫債務負担行為の設定を再検討し、可能な限り分割発注を行

わないよう事業計画を設定することとする。

また、前工事と後工事の関係にある工事のうち、「政府調達に関する協定」の適用

を受ける前工事が、低入札価格調査制度調査対象となった場合については、前工事で

単価等の合意を行い、後工事に係る随意契約を行う場合は、前工事において合意した

単価等を後工事の積算で使用するものとし、その旨を入札説明書等で明記するものと

する。

第３ ダンピング受注対策地方協議会の開催

地方整備局の管轄区域を基本として、地方整備局の発注部局及び建設業担当部局が

中心となって、管内都道府県、政令市等から設置されている、ダンピング受注対策地

方協議会を本年度早期に開催し、低入札価格調査等に係る情報（落札率、受注業者名、

施工状況等）の集約を行うとともに、必要な取り組みについて、意見交換を行うこと

とする。

【重点調査】

予定価格１億円以上の低入札価格調査制度調査対象工事は全て当該重点調査を実施

する。また、予定価格１億円未満の場合においても積極的に試行するものとする。

低入札価格調査制度対象工事に係る重点調査の試行について

平成 12 年 12 月 12 日、建設省会発第 773 号、建設省厚契発第 44 号、建設省技調発第

193 号、建設省営計発第 159 号

建設大臣官房会計課長、建設大臣官房地方厚生課長、建設大臣官房技術調査室長、建

設大臣官房官庁営繕部営繕計画課長から

建設大臣官房官庁営繕部管理課長・営繕計画課長、各地方建設局総務部長・企画部長

・営繕部長あて

省略

低入札価格調査マニュアル

－重点調査用－

省略
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緊急公共工事品質確保対策について

国官総第６１０号

国官会第１３３４号

国地契第７１号

国官技第２４２号

国営計第１２１号

国総入企第４６号

平成１８年１２月８日

国官総第４４５号

国官会第１１６２号

国地契第２９号

国官技第１５６号

国営計第５４号

国総入企第１１号

（一部改正）平成２０年１０月３日

各地方整備局長 あて

官房長

総合政策局長

公共工事において極端な低価格による受注が行われた場合、工事品質の確保に支障を及

ぼしかねないだけでなく、下請業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等

の悪影響が懸念される。

このため、先般、主に大規模工事の施工段階における監督・検査、立入調査等の強化を

中心とした「いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄

せの排除等の対策について」（平成 18 年４月 14 日付け国官総 33 号、国官会第 64 号、国

地契第１号、国官技第８号、国営計第６号、国総入企第２号）を通知したところであるが、

依然として低価格による入札案件が高水準を推移しており、国民の安全・安心に直結する

公共工事の品質確保に支障が及ぶおそれが一層高まっていることから、今般、下記のとお

り、入札段階を中心とした新たな対策を緊急的に実施することとしたので遺漏のないよう

措置されたい。なお、詳細については、別に通知することによるものとする。

記

１ 総合評価落札方式の拡充（施工体制の確認を行う方式の試行実施）

原則として、予定価格が１億円以上の工事を対象に、品質確保のための体制その他の

施工体制の確保状況に応じ、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるか

どうかを評価して技術評価点を付与する新たな総合評価落札方式を試行的に導入するこ
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ととする。なお、その他の工事についても試行できるものとする。

また、施工体制の確認を行う総合評価落札方式の試行に当たっては、技術提案加算点

の配点を高めることにより、企業の技術力等価格以外要素が十分に評価されるようにす

るものとする。

２ 品質確保がされないおそれがある場合の具体化（特別重点調査の試行実施）

予定価格１億円以上の工事において、予算決算及び会計令第 86 条の調査対象者のう

ち各費目毎の積算が別に定める基準を下回る者を対象に、入札参加者が作成した工事費

内訳書が、品質の確保がされないおそれがある極端な低価格での資材・機械・労務の調

達を見込んでいないか、品質管理体制、安全管理体制が確保されないおそれがないかな

どを厳格に調査する特別重点調査を試行することとする。なお、１億円未満の工事につ

いても、試行できるものとする。

品質が確保された取引実績を過去の契約書等で証明できない場合、交通誘導員の確保

や品質確保に関する各種試験等に要する費用・体制を見込んでいない場合など、契約の

内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める場合をあらかじめ具体化してお

き、調査の結果、これらに該当すると認める場合は、会計法第 29 条の６ただし書の規

定により次順位者を契約の相手方とするものとする。

なお、従来から行ってきた重点調査は、特別重点調査を試行実施する間は、原則とし

て、これを行わないものとする。

３ 一般競争参加資格として必要な同種工事の実績要件の緩和

一般競争入札の参加資格の一つとして入札参加企業及び配置予定の技術者に求められ

る過去の同種工事の施工実績は、「「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計

画」運用指針」（平成８年６月 17 日事務次官等会議申合せ）記１(２)(ロ)①において、

少なくとも 10 年とするとされているところであるが、実績づくりのために無理な低入

札を行わなくてもすむよう、当面、地域の特性を踏まえつつ、実績として認める対象期

間が延伸されるように措置するものとする。

４ 「入札ボンド」の導入対象拡大

下請業者への不当なしわ寄せやそれに伴う手抜き工事につながりかねない無理な低価

格受注が、市場の与信審査機能を通じて的確に排除されるよう、現行、予定価格が７億

９千万円以上の工事で試行導入している「入札ボンド」について、地方公共団体等にお

ける導入状況を踏まえた対象拡大を図るものとする。

５ 公正取引委員会との連携強化

独占禁止法違反行為である不当廉売に該当するような受注活動や、元請業者としての

優越的地位の濫用に該当するような下請取引の排除を徹底するため、本省において公正

取引委員会との連絡会議を開催するほか、公正取引委員会に対し、低価格入札情報等を

通報するものとする。
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６ 予定価格の的確な見直し

最近の平均的な落札率の低下を踏まえ、実態調査の結果を迅速かつ的確に予定価格（積

算基準）に反映させるための措置を講じるものとする。

【特別重点調査】

予定価格１億円以上の工事において、予算決算及び会計令第 86 条の調査対象者

のうち各費目毎の積算が別に定める基準を下回る者を対象に、入札参加者が作成し

た工事費内訳書が、品質の確保がされないおそれがある極端な低価格での資材・機

械・労務の調達を見込んでいないか、品質管理体制、安全管理体制が確保されない

おそれがないかなどを厳格に調査する特別重点調査を実施する。なお、１億円未満

の工事についても、試行できるものとする。

低入札価格調査制度対象工事に係る特別重点調査の試行について

平成 18 年 12 月 8 日、国地契第 76 号、国官技第 245 号、国営計第 123 号

（一部改正）平成 21 年 4 月 3 日、国地契第 62 号、国官技第 342 号、国営計第 115
号

大臣官房地方課長、大臣官房技術調査課長、大臣官房官庁営繕部計画課長から

各地方整備局総務部長・企画部長・営繕部長あて

（抜粋）

１ 特別重点調査の実施対象

(1) 特別重点調査は、予定価格が１億円以上の工事（港湾空港関係を除く。）に

おいて、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者のうち、その者の申込み

に係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げ

る率を乗じて得た金額に満たないもの及びこれと同等と認めて別に定める者に

対して行うものとする。

直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等

７５％ ７０％ ７０％ ３０％

(2) 予定価格が１億円未満の工事（港湾空港関係を除く。）において、地方整備

局長等（地方整備局長及び事務所長をいう。）が必要と認めて試行することと

した場合についても同様とする。
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２－７ 中間前金払の出来高認定

公共工事の代価については、「会計法」、「予算決算及び会計令」、「予算決算及び会計令

臨時特例」、「公共工事の前払金保証事業に関する法律」、「工事請負契約書」等によって

定められているほか、国土交通省の実施要領等により運用されている。

会計法では、「前金払又は概算払をすることができる。」こととされ、工事着手時点に

おいて給付ができる旨が定められており、その経費は、予算決算及び会計令臨時特例で、

公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する前払金の保証がされた公共工事の代価

とされている。

１．法的位置づけ

（１）会計法

会計法

（昭和２２年３月３１日法律第３５号）最終改正:平成１８年６月７日法律第５３号

（前金払及び概算払）

第２２条 各省各庁の長は、運賃、傭船料、旅費その他経費の性質上前金又は概算を

以て支払をしなければ事務に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについて

は、前金払又は概算払をすることができる。

（２）予算決算及び会計令

予算決算及び会計令

（昭和２２年４月３０日勅令第１６５号）最終改正:平成２１年４月３０日政令第１３０号

（部分払の限度額）

第１０１条の１０ 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る

既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価

の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他につ

いての請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の１０分の９、物件の買入契

約にあつてはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上

可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあつては、その代

価の全額までを支払うことができる。

（３）予算決算及び会計令臨時特例

予算決算及び会計令臨時特例

（昭和２１年１１月２２日勅令第５５８号）最終改正:平成２０年９月１２日政令第２８１号

（前払金）

第２条 各省各庁の長は、当分の間、法第２２条の規定により、次に掲げる経費につ

いて、前金払をなすことができる。

１～２の２略

３ 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第

４項に規定する保証事業会社により前払金の保証がされた同条第１項に規定する公

共工事の代価

４～７略

第３条 各省各庁の長は、当分の間、法第２２条の規定により、次に掲げる経費につ

いて、概算払をすることができる。

１ 前条各号に掲げるもの

２～７略
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（前金払又は概算払のできる範囲等）

第４条 第２条第２号から第６号の２まで又は前条第１号から第６号までに掲げる経

費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなすことができる範囲及び第２

条各号又は前条第１号から第６号までに掲げる経費についてこれらの規定により前

金払又は概算払をなす場合における当該前金払又は概算払の金額の当該経費の額に

対する割合については、各省各庁の長は、あらかじめ財務大臣に協議しなければな

らない。

（４）公共工事の前払金保証事業に関する法律

公共工事の前払金保証事業に関する法律

（昭和２７年６月１２日法律第１８４号）最終改正:平成１９年３月３０日法律第６号

（定義）

第２条 この法律において「公共工事」とは、国又は地方公共団体その他の公共団体

の発注する土木建築に関する工事（土木建築に関する工事の設計、土木建築に関す

る工事に関する調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械

類の製造を含む。以下この項において同じ。）又は測量（土地の測量、地図の調製

及び測量用写真の撮影であつて、政令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。）

をいい、資源の開発等についての重要な土木建築に関する工事又は測量であって、

国土交通大臣の指定するものを含むものとする。

以降略

２．契約上の位置づけ

（１）工事請負契約書

（請負代金の支払い）

第３２条 乙は、前条第２項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求するこ

とができる。

（前金払）

第３４条 乙は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公

共工事の前払金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保

証契約」という｡）を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の１０分

の４以内の前払金の支払を甲に請求することができる。

中略

３ 乙は、第１項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金

に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保

証証書を甲に寄託して、請負代金額の１０分の２以内の前払金の支払を甲に請求す

ることができる。前項の規定は、この場合について準用する。

４ 乙は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲又は

甲の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合におい

て、甲又は甲の指定する者は、乙の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該

認定の結果を乙に通知しなければならない。

５ 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額

の１０分の４（第３項の規定により中間前払金の支払を受けているときは１０分の

６）から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払

を請求することができる。この場合においては、第２項の規定を準用する。

以降略

（部分払）

第３７条 乙は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料
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及び製造工場等にある工場製品（第１３条第２項の規定により監督職員の検査を要

するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあ

っては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る｡） に相応する請

負代金相当額の１０分の９以内の額について、次項から第７項までに定めるところ

により部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中○回を超える

ことができない。

２ 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部

分又は工事現場に搬入済みの工事材料又は製造工場等にある工場製品の確認を甲に

請求しなければならない。

３ 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から１４日以内に、乙の立会い

の上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該

確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要がある

と認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検

査することができる。

４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

５ 乙は、第３項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。

この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から１４日以内に部分払金を支払

わなければならない。

６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の請負代金相

当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が第３項前段の通知をした日から○日以

内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額×（9 ／ 10 －前払金額／請負代金額）

７ 第５項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合に

おいては、第１項及び第６項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額か

ら既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

（国債に係る契約の前金払の特則）

第４０条 国債に係る契約の前金払については、第３４条中「契約書記載の工事完成

の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期（最終の会計年度以外の会計年

度にあっては、各会計年度末）」と、第３４条及び第３５条中「請負代金額」とあ

るのは「当該会計年度の出来高予定額（前会計年度末における第３７条第１項の請

負代金相当額（以下本条及び次条において「請負代金相当額」という｡）が前会計

年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をし

たときは、当該超過額を控除した額）」と読み替えて、これらの規定を準用する。

ただし、この契約を締結した会計年度（以下「契約会計年度」という｡）以外の会

計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求

することはできない。

以降略

（国債に係る契約の部分払の特則）

第４１条 国債に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計

年度までの出来高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に当

該超過額（以下「出来高超過額」という｡） について部分払を請求することができ

る。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能と

なる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。なお、中間前払金制度を

選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。

２ この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、

第３７条第６項及び第７項の規定にかかわらず、次の式により算定する。

（a） 部分払金の額≦請負代金相当額× 9 ／ 10 －（前会計年度までの支払金額

＋当該会計年度の部分払金額）－{請負代金相当額－（前年度までの出来高予定

額＋出来高超過額）}×当該会計年度前払金額／当該会計年度の出来高予定額

（b） 部分払金の額≦請負代金相当額× 9 ／ 10 －前会計年度までの支払金額－（請
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負代金相当額－前年度までの出来高予定額）×（当該会計年度前払金額＋当該会

計年度の中間前払金額）／当該会計年度の出来高予定額

[注]（b）は、中間前払金を選択した場合。

以降略

（２）関連通知等

① 予算決算及び会計令臨時特例第４条の規定により当該経費の額に対する割合につ

いて当該予算年度毎に協議する。

公共工事の代価の前金払について

（平成２１年３月２４日、国官会第２３３１号、国土交通大臣から財務大臣あて）

範 囲 割 合

（工事）

１件の請負代価が３００万円以上の土木建築 請負代価の１０分の４以内。

に関する工事（土木建築に関する工事の設計及 ただし、前金払をした後に

び調査並びに土木建築に関する工事の用に供す おいて、請負代価を減額した

ることを目的とする機械類の製造を除く。）に 場合は、当該前金払の額を超

おいて、当該工事の材料費、労務費、機械器具 えない範囲内において、改定

の賃借料、機械購入費（当該工事において償却 請負代価の１０分の５以内。

される割合に相当する額に限る。）動力費、支

払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険

料及び保証料に相当する額として必要な経費。

（設計又は調査）

略

（測量）

略

（機械類の製造）

契約価格が３，０００万円以上で納入までに

３か月以上の期間を要する土木建築に関する工

事の用に供することを目的とする機械類（本項

中「工事用機械類」という。）の製造に必要な 製造代価の１０分の３以内。

経費（契約価格が３，０００万円未満であって

も、当該契約中に単価１，０００万円以上で、

納入までに３か月以上の期間を要する工事用機

械類の製造を含む場合は、当該工事用機械類の

製造に必要な経費を含む。）。

② 国庫債務負担行為に基づく契約における前金払等の取扱について

（昭和３６年７月１日、建設省発会第１９９号、官房長から各地方建設局長・北海道開発局長あて）

１ 前金払について

（１）範囲及び割合

各年度の国庫債務負担行為の年割額に応ずる各年度の工事又は製造の出来高予定額

について、当該契約を締結する年度に建設大臣が大蔵大臣に協議して定めた前金払の

範囲及び割合で、おのおのの年度に支払う旨の定めを契約締結の際に定めることがで

きるものとする。ただし、年度末において契約を締結する場合には、その年度の国庫

債務負担行為の年割額の範囲内で支払ができる場合に限り、契約を締結した年度にお
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いて、当該年度及び翌年度の出来高予定額に対して前払金を支払うことができる旨の

定めができるものとする。

以降略

③ 公共工事の代価の中間前金払いについて

（昭和４７年７月２５日、建設省会発第６３３号、改正平成１１年４月１日、建設省会発第２６８

号、建設事務次官から官庁営繕部長・会計課長・各付属機関の長・各地方建設局長・北海道開発局

長・沖縄総合事務局長）あて

１ 対象公共工事

（１）直轄事業に係る土木建築に関する工事（土木建築に関する工事の設計及び調査

並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類に製造を除

く。）であって、原則として年度内完成工事に係るものとする（従って、繰越明

許費に指定された経費で翌年度にわたって債務を負担することとした工事につい

ては、この対象としない。）

（２）契約にあたり既済部分払をすることを選択した工事にあっては、中間前金払を

行わないこととする。

２ 中間前金払の対象となる経費の範囲

１件の請負代価が１，０００万円以上であって、かつ、工期が１５０日をこえる

工事について、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（当該

工事において償却される割合に相当する額に限る。）動力費、支払運賃、修繕費、

仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

３ 中間前金払の割合

請負代価の１０分の２以内とする。ただし、中間前金払をした後の前払金の合計

額が請負代価の１０分の６をこえてはならないものとする。

４ 国庫債務負担行為に係る特例

（１）国庫債務負担行為に係る契約分については、その年割額が当該年度内に支出で

きる見込みのものについて、当該年割額を対象として中間前金払をすることがで

きるものとする。

（２）国庫債務負担行為の年割額（最終年度に係るものを除く。）に係る既済部分払

については、その年割額に対応する工事の既済部分の額が当該年割額の９分の１

０を超えた場合（可分の工事にあっては、当該年割額に達した場合）は、当該年

割額を単年度予算とみなし、既済部分払をすることができることとする。

５ 認定の方法

（１）支出負担行為担当官（代理官を含む。以下「本官」という。）又は分任支出負

担行為担当官（代理官を含む。）は、請負者から中間前金払に係る認定の請求が

あったときは、当該契約に係る工期の２分の１（国庫債務負担行為にあっては、

当該年度の工事実施期間の２分の１）を経過し、かつ、おおむね工程表によりそ

の時期までに実施すべき工事が行われ、その進捗が金額面でも２分の１（国庫債

務負担行為にあっては、年割額の２分の１）以上であるかどうかを調査するもの

とする。

（２）前号の調査は、本官契約にあっては、当該工事を担当する事務所長（官庁営繕

工事にあっては、営繕監督室長及び本官が指定する官職にある者を含む。）が本

官に代って行うことができるものとする。

（３）認定権者（前２号の規定により調査する者をいう。）は、その結果が妥当と認

めるときは認定調書（別記様式）を２部作成し、１部を請負者に交付し、他の１

部を請負者の提出する請求書に添えて支出官に送付するものとする。

以降略
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④ 公共工事の代価の中間前金払及び既済部分払等の手続の簡素化・迅速化の促進に

ついて

（平成１０年１１月２７日、建設省厚発第４７号、建設省技調発第２２７号、建設省営監発第８４

号、大臣官房地方厚生課長、大臣官房技術調査室長、大臣官房官庁営繕部監督課長から各地方建設

局総務部長、企画部長、営繕部長あて）

１．中間前金払に係る認定の簡素化・迅速化

（１）「公共工事の代価の中間前金払に係る認定等の取扱について」（昭和４７年７

月２５日建設省会発第６３４号）における認定資料としては、工事請負契約書に

基づく履行報告書をもって足りることとする。

（２）設計図書の変更指示書に基づき、新規工種等の追加指示が行われていれば、当

該新規工種等の追加に係る契約書の変更が行われていなくても、当該新規工種等

に係る出来高を、認定対象とする出来高に含めることができるものとする。

（３）工事請負契約書第３４条第４項に基づく中間前払金に係る認定の請求があった

場合は、直ちに認定を行い、結果を通知することとしているが、当該認定に係り

請負者が提出する資料について内容の不備若しくは提出の遅滞があったとき又は

連休期間前その他特別の事情があるときを除き、当該請求を受けた日から遅くと

も７日以内に当該通知を行うこととする。また、工事請負契約書第３４条第３項

に基づく中間前払金の支払請求があったときは、当該支払請求を受けた日から１

４日以内に当該支払を行うことと定めているところであるが、現下の景気対策の

必要を考慮し、その一層の迅速化に努めること。

２．既済部分検査等の簡素化

（１）中間技術検査を実施済みの工事目的物の部分については、当該中間技術検査結

果をもって、既済部分検査結果とみなすことができるものとする。

（２）既済部分検査等を実施済みの工事目的物の部分については、工事の完成を確認

するための検査を、当該既済部分検査後の変状を目視により確認すること等によ

り行うことができるものとする。

（３）既済部分検査等に際しては、現場の清掃、片づけ等の実施を請負者に求めない

ものとする。なお、これらの措置は、障害物の存在等により検査の実施に支障が

生じる場合に、障害物の移動等を適宜求めることを妨げるものではない。

（４）既済部分検査等においては、工事写真について、ネガ等原本の整備状況や提出

対象とするもの以外の写真の整理状況を問わないものとする。

（５）既済部分検査等の対象資料として準備を求めるもののうち、別途定めるものに

ついて、当該対象資料の準備が検査の実施日までに困難な場合等には、代替する

方法をもって検査を行うことができるものとする。

（６）検査を実施する際には、契約書及び設計図書のいずれにも準備の必要の根拠を

持たない必要以上の関連資料の準備を求めないものとする。

（７）前４項の簡素化措置の適用を請負者が求めた場合等に、その事実をもって工事

成績に係るマイナス要因として評価しないこと。

以降略
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３．代価の給付方式区分

支払方式の区分

支払方式 前払金 中間前払金 部分払金 請求方法 検査 特徴 備考

なし なし

１件の請負代価が３
００万円以上の土木
建築に関する工事

前金払をした後におい
て、請負代価を減額し
た場合は、当該前金払
の額を超えない範囲内
において、改定請負代
価の１０分の５以内

・１件の請負代価が
１，０００万円以上
で、かつ、工期が１５
０日以上の土木建築
に関する工事。
・土木建築に関する
工事であって、原則
として年度内完成工
事に係るものとする
（従って、繰越明許
費に指定された経費
で翌年度にわたって
債務を負担すること
とした工事について
は、この対象としな
い。）。
・出来高部分払を選
択工事は対象外。

・前年度における国庫
債務負担行為の年割額
に応ずる出来高予定額
の繰越があった場合に
おいては、当該繰越分
に係る前払金を全部償
却した後に当該年度の
前払金を支払う。
・前金払をした後におい
て、請負代価を減額し
た場合は、当該前金払
の額を超えない範囲内
において、改定請負代
価の１０分の５以内

・工期の２分の
１を経過し、か
つ、工程表によ
りその時期まで
に実施すべき
工事が行われ
ていること。
・工事の進捗額
が当該契約額
の２分の１以上
であること。
・前払金の合計
額が請負代価
の１０分の６を
こえてはならな
い。
（国庫債務負担
行為の工事は
年割額を対
象。）。

【特例】中間前金払をし
た工事が、請負金額の
３分の２以上に相当す
る工事出来高がある場
合において、請負人の
責によらない正当な事
由により繰り越しが予
想されるもの。
【国庫債務負担行為に
係る特例】国庫債務負
担行為の年割額（最終
年度に係るものを除く）
に係る既済部分払につ
いては、その年割額に
対応する工事の既済部
分の額が当該年割額の
９分の１０をこえた場合
は、当該年割額を単年
度予算とみなし、既済
部分払をすることができ
る。

認定資
料（工事
請負契
約書に
基づく履
行報告
書）

特例に
よる既
済部分
払をす
るとき
は既済
部分検
査を受
ける。

工事請負業者選定
事務処理要領第３に
規定する工事種別
において、一般土
木、アスファルト舗
装、鋼橋上部、セメ
ント・コンクリート舗
装、ＰＣ、法面処理、
塗装、維持修繕、河
川しゅんせつ、グラ
ウト、杭打、さく井の
各工事のうち地方整
備局長が認めるもの
で工期が１８０日を
超えるものに係るも
の

・当初請負代金額の１０
分の２に相当する額
・工事の進捗額が請負
代金額の１０分の２以
上であることについて認
定を受ける、若しくは、
工期が１２１日以上（た
だし、工期２７０日以下
の工事については、６１
日以上）経過している場
合、残りの請負代金額
の１０分の２に相当する
額の前払金を支払う。
（国債工事の初年度と
最終年度で当該年度の
工期が180日以下の場
合、並びに国債工事の
中間年度の場合につい
ては、工期が61日以上
経過）

・部分払請求の上限回
数＝各会計年度の工期
／９０（端数切捨て）
　ただし、初年度におい
ては年度末の部分払い
を考慮して、算定した上
限回数が４になる場合
を除き、上限回数に１を
加える。
・新工種に係る部分及
び変更減が予定されて
いる部分については、
変更契約により当該工
種の追加・変更がされ
るまではその部分を部
分払いの対象とするこ
とができない。

出来高
報告と請
負工事
既済部
分検査
請求書を
提出

・部分
払の都
度既済
部分検
査が必
要

契
約
時
に
請
負
者
選
択

請負代価の１０分の４以内
を分割払

請負工事既
済部分検査
請求書

予算決算及び会計令臨時特
例第４条の規定により当該
経費の額に対する割合につ
いて当該予算年度毎に協議
する。

・予算決算及び会計令臨時
特例第４条の規定により当
該経費の額に対する割合に
ついて当該予算年度毎に協
議する。
・「国庫債務負担行為に基づ
く契約における前金払等の
取扱について」昭和36年7月
1日建設省会発第199号
・「公共工事の代価の中間前
金払について」昭和47年7月
25日建設省会発第633号、改
正平成11年4月1日建設省会
発第268号
・「中間前金払をした工事に
ついて既済部分払いができ
ることの特例について」昭和
48年3月22日建設省会発第
1279号
・「公共工事の代価の中間前
金払及び既済部分払等の手
続の簡素

・「出来高部分払方式の実施
について」平成18年4月3日
国地契第1-2号、国官技第1-
2号
・「公共工事の代価の中間前
金払及び既済部分払等の手
続の簡素化・迅速化の促進
について」平成10年11月27
日建設省厚発第47号、建設
省技調発第227号、建設省営
監発第84号

・請求可能額
＝請負代価
の１０分の４
以内

・中間技術検
査を実施して
も部分払いは
できない。
・設計図書の
変更指示書
に基づき、新
規工種等の
追加指示が
行われていれ
ば、契約書の
変更が行わ
れていなくて
も、認定対象
とする出来高
に含めること
ができる。
・請求可能額
＝請負代価
の１０分の６
以内

・中間技術検
査を実施済み
の工事目的
物の部分につ
いては、当該
中間技術検
査結果をもっ
て、既済部分
検査結果とみ
なすことがで
きる。
・請求可能額
＝請負代価
の１０分の９
以内

前金払 請負代価の１０分の４以内
前払金請求
書

なし

中間前金払 請負代価の１０分の４以内
請負代価の１０分
の２以内

特例により可能な場合有
り

認定請求書 なし

出来高部分払 なし 工期／９０（端数切捨て） あり

工事価格 ランク（一般土木の場合）

７．９億円

７．２億円

３億円

１億円

６千万円

１千万円
0

１５０日 １８０日 １２箇月 ２４箇月
工期

Ｄ

Ａ

Ｗ
Ｔ
Ｏ

Ｂ

Ｃ

①

①
又
は
②

①
又
は
②
又
は
③

①
通常の
前金払

支払方式

前金２割、前金２割、
部分払い・・・・・
完成残

③
出来高
部分払

②
中間
前金払

支払内容

前金４割、
完成６割

前金４割、中間前金２割、
完成４割
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中間前金払方式と出来高部分払方式の比較

注１）請負代価を１００百万円とし、２７１日以上の工期で、毎月１０％の出来高があると仮定して試算したもの。

注２）中間前金払のグラフでは、当初で１０分の４の前払金を支払い、工事進捗率５０％となる１０月に中間前金払

（１０分の６まで）を支払っている。

中間前金払の出来高（１０月時点）は、工事請負契約書に基づく「履行報告書」（監督の書類）により認定さ

れる。

注３）出来高部分払のグラフでは、当初で１０分の２の前払金を支払い、工事進捗率２０％となる７月に前払金（１

０分の４まで）を支払っている。

（７月の時点では出来高の認定が行われ、請負代金額の１０分の２以上の出来高が確認される。この試算例で

は、２０％以上の出来高が確認された場合について取りまとめているが、２０％以上の出来高が認定されなかっ

た場合には、前払金（１０分の４まで）の支払いは、工期が１２１日以上経過してからとなる。）

更に、出来高部分払のグラフでは、工事進捗率が５０％となる１０月と、工事進捗率が８０％となる１月に既

済部分検査が実施され、出来高に応じた工事代金が支払われている。

○ 中間前金払の出来高を認定する資料
・ 中間前金払の出来高は、工事請負契約書に基づく「履行報告書」により認定される。
・ 工事の変更契約をしていなくても、新規工種等の出来高を含めることが出来る。（詳しくは、

Ｈ１０．１１．２７建設省技調発第２２７号、記１．中間前金払に係る認定の簡素化等による。）
・ 「履行報告書」の様式は、土木工事共通仕様書「様式（５）工事履行報告書」のとおりであり、

主任監督員が決済する様式である。

○ 既済部分検査の出来高
・ 検査官による検査が実施されて出来高が確認される。（詳しくは、Ｈ１８．４．３国官技第１

－３号「既済部分検査検査技術基準（案）」※による。）
※（http://www.mlit.go.jp/tec/nyuusatu/keiyaku.html）

・ 既済部分検査では、新工種に係る部分及び変更減が予定されている部分については、変更契約
により当該工種の追加・変更がされるまではその部分の部分払いの対象とすることができないた
め、留意が必要である。

※参考
もともとは、中間前金払をしようとする工事の進捗額を認定する資料は、工事出来高報告書、工

事実施状況報告書、工事旬報等とされていた。（Ｓ４７．７．２５建設省会発弟６３４号）
その後、Ｈ１０．１１．２７建設省厚発第４７号、建設省技調発第２２７号により、工事請負契

約書に基づく「履行報告書」で認定できるようになっている。
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２－８ 工事における ISO9001 認証取得を活用した監督業務

等の取扱いについて

国 地 契 第 ２ １ 号

国官技第１１７号

国 営 計 第 ６ ５ 号

平成１６年９月１日

各地方整備局総務部長

各地方整備局企画部長 あて

各地方整備局営繕部長

国 土 交 通 省 大 臣 官 房 地 方 課 長

国 土 交 通 省 大 臣 官 房 技 術 調 査 課 長

国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課長

工事における ISO9001 認証取得を活用した監督業務等の取扱いについて

工事の品質確保と事業実施の一層の効率化を図る観点から、ISO9001 認証を取得してい

る請負者の品質マネジメントシステム（下記において単に「品質マネジメントシステム」

という。）を活用した工事における監督業務等の取扱いについて下記のとおり定めたので、

遺憾のないよう措置されたい。

なお、「公共工事等への ISO9000 シリーズの適用について」（平成１３年４月２４日付

け国地契第５号、国官技第２０号、国営計第１３号）は、廃止する。

資料については、国土交通省のホームページで確認できます。

http://www.mlit.go.jp/tec/nyuusatu/iso.html
または

http://www.mlit.go.jp/tec/nyuusatu/ISO9001/pdf/index.html
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事 務 連 絡

平成１６年９月１日

各 地 方 整 備 局 総 務 部 契 約 課 長

各地方整備局企画部技術管理課長 あて

各地方整備局営繕部技術・評価課長

大 臣 官 房 地 方 課 企 画 専 門 官

大 臣 官 房 技 術 調 査 課 課 長 補 佐

大臣官房官庁営繕部計画課課長補佐

ISO9001 認証取得を活用した監督業務等の承認に当たって

の「工事成績が全般的に良好であること」の運用について

「工事における ISO9001 認証取得を活用した監督業務等の取扱い」については、平成

１６年９月１日付け国地契第２１号、国官技第１１７号、国営計第６５号をもって地方課

長、技術調査課長、官庁営繕部計画課長から総務部長、企画部長、営繕部長あて通知され

たところであるが、同通知（１(2)②及び(4)において「課長通知」という。）の記４(2)②
ロの「工事成績が全般的に良好であること」については、次に掲げるところによることと

されたい。

資料については、国土交通省のホームページで確認できます。

http://www.mlit.go.jp/tec/nyuusatu/iso.html
または

http://www.mlit.go.jp/tec/nyuusatu/ISO9001/pdf/index.html
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工事における ISO9001 認証取得を活用した

監督業務等マニュアル（案）

平成１７年 ２月

資料については、国土交通省ホームページで確認できます。

http://www.mlit.go.jp/tec/nyuusatu/ISO9001/pdf/index.html
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３－１ 検査の実施にあたって

１．工事検査の目的

工事検査には、「会計法」第２９条の１１第２項に基づく会計法上の検査（給付の完

了の確認）と、「公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法）」第６条第１項に

基づく工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価を目的とする技術検査がある。

① 請負工事の工事目的物が契約図書に定められた出来形や品質等を確保していて、

発注者として、受け取り、その代価を支払ってよいことを確認する。（給付の完了

の確認（給付の完了の前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若

しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。））

② 公共工事の品質が確保されるよう、適正かつ能率的な施工を確保するとともに、

工事に関する技術水準の向上に資する。（技術検査）

③ 工事成績を評定することにより、工事の入札契約において、企業の技術力が総合

的に評価される。（技術検査）

２．「会計法」による給付の完了を確認する検査（給付の検査）の技術的基準

「会計法」第２９条の１１第２項に規定された工事の請負契約についての給付の完了

の確認のための検査（給付の完了の確認）が、「地方建設局請負工事監督検査事務処理

要領」（平成６年３月３１日、建設省厚第１２０号）（以下「事務処理要領」という。）

により定められており、事務処理要領第１８（検査の技術的基準）については次の基準

による。

① 「地方整備局土木工事検査技術基準（案）」（平成１８年３月３１日、国官技第２

８４号）（以下「検査技術基準」という。）

② 「既済部分検査技術基準（案）」（平成１８年４月３日、国官技第１－３号）（以下

「既済部分技術基準」という。）

３．「品確法」による技術検査の技術的基準

「公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法）」第６条第１項に規定された工

事中及び完成時の施工状況の確認及び評価のための検査が、「地方整備局工事技術検査

要領」（平成１８年３月３１日、国官技第２８２号）（以下「技術検査要領」という。）

により定められており、技術検査要領第４（技術検査の方法）については次の基準によ

る。

① 「地方整備局土木工事技術検査基準（案）」（平成１８年３月３１日、国官技第２

８３号）（以下「技術検査基準」という。）

４．工事成績評定

「技術検査要領」第６の規定に基づき、「請負工事成績評定要領」（平成１９年３月

３０日、国官技第３５８号）、「地方整備局工事成績評定実施要領」（平成２１年３月２

４日、国官技第２９３号）が定められている。
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３－２ 工事検査の種類

検査の位置付け
種 類 目 的 適 用

給付の完 技術検査
了の確認

工事の完成を確認するための検査。
完 請負者からの完成通知を受けた日から１４日以 契約書第３１条

内(民法上は起算日不算入の原則があるが、検査
成 の時期については起算日算入となっている)に行

う｡ ○ ○ 技術検査要領
検 会計法上の検査と技術検査の両方を行う。 第２第２項

この検査に合格すれば、発注者から受注者へ請
査 負代金の支払いが行われ、工事目的物が発注者に

引き渡される。

工事の完成前に代価の一部を支払う必要が 契約書第３７条
既 ある場合において、工事の既済部分を確認す ※ ４１条
済 るための検査。 ○ 既済部分技術基

既 部 請負者から出来形部分等の確認の請求を受けた 準
分 日から１４日以内に行う。 （※中間技術検

済 検 会計法上の検査を行う。 査と兼ねること
査 この検査に合格すれば、部分払い金の支払いは ができる。）

部 行うが、部分払い相当部分の引渡しは行わない。

分 完 工事の完成前に設計図書で予め指定された部分
済 （以下「指定部分」という。）の工事目的物が完 契約書第３８条

検 部 成した場合に当該部分を確認するための検査。
分 請負者から指定部分の完成通知を受けた日から

査 検 １４日以内に行う。 ○ ○ 技術検査要領
査 会計法上の検査と技術検査の両方を行う。 第２第２項

この検査に合格すれば、部分払い金の支払いを
行い、部分指定部分の引渡しが行われる。

当該工事の主要工種を考慮（不可視となる工事 技術検査要領
中 の埋戻しの前等、設計図書との整合を確認してお 第２第３項

き、できるだけ手戻りを少なくする等の目的で、
間 請負者に対する中間時点における"技術指導"の意 （※既済部分検

味合いを持つ）し、工事施工の途中段階で行われ 査と兼ねる場合
技 る検査。 は会計法上の検

会計法上の検査は行わず、技術検査のみを行う。 査も行う。）
術 検査結果が設計図書と適合するものであって ※ ○ （検査技術基準）

も、代価の支払いや引渡しはない。
検 当該検査は、契約図書で予めこの検査を実施す

る旨を明記しておき、発注者が必要と判断した時
査 に行うものである。（ただし、検査日については

工事工程との調整もあることから請負者の意見も
聞いて決めることとなる。

完 総合評価方式やＶＥ提案方式など性能規定発注
方式等による提案事項について、工事完成後一定

成 期間経過後に、契約に基づく性能規定、機能が確
保されているか どうかを確認する検査。

後 性能規定等による契約では、完成検査時にその
性能・機能等を確認することはできないため、工

技 事完成後一定期間経過後の時点で契約に基づき性 ○ 技術検査基準
能規定の検査（履行の確認）を行うことになる。 第５条

術 ただし、工事目的物そのものは工事完成後に通
常の完成検査（性能規定部分を除く）を行い、引

検 き渡し、対価の支払いは行われる。検査結果が適
合しない場合には、性能規定部分に関し契約違反

査 としてペナルティが課せられる。

【監督職員による検査（確認を含む）】
部 工事目的物の全部または一部の完成前におい
分 て、発注者がこれを使用する必要が生じた場合に 契約書第３３条
使 行う検査。 － ※
用 検査の結果、適合が確認されれば、発注者は請 （※中間技術検
検 負者の承諾を得て部分使用することになる。この 査による検査
査 場合、使用部分は引き渡しを行わないので、代価 （確認）でも良

の支払いはないが使用部分に関して双方で文書に い。
よる確認をしておく必要がある。
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３－３ 公共工事における技術検査の解説

【解説の構成】

１．監督・検査の現状

①体系

②監督について

③給付の検査と技術検査について

２．「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の制定

３．技術検査に係わる課題とその対応

４．工事技術検査要領及び土木工事技術検査基準のポイント

①技術検査の目的

②検査の種類

③技術検査を行う者

④中間技術検査

⑤技術検査結果の復命（通知）

（参考）監督・検査の基準体系
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【公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針について】
５ 工事の監督・検査及び施工状況の確認・評価に関する事項
公共工事の品質が確保されるよう、発注者は、監督及び給付の完了の確認を行うための検査並びに適正かつ能率的な施工を確

保するとともに工事に関する技術水準の向上に資するために必要な技術的な検査（以下「技術検査」という。）を行うとともに、
工事成績評定を適切に行うために必要な要領や技術基準を策定するものとする。
特に、工事成績評定については、公正な評価を行うとともに、評定結果の発注者間での相互利用を促進するため、国と地方公

共団体との連携により、事業の目的や工事特性を考慮した評定項目の標準化に努めるものとする。
（中略）
技術検査については、工事の施工状況の確認を充実させ、施工の節目において適切に実施し、施工について改善を要すると認

めた事項や現地における指示事項を書面により受注者に通知するとともに、技術検査の結果を工事成績評定に反映させるものと
する。

１．監督・検査の現状

①体系
現在行っている検査には、会計法で定められた工事費用を支払うための検査（以下、「給付の検査」）と、
受注者の技術の向上や指導・育成等を図るための技術的検査（以下「技術検査」とする）がある。

監督・検査の位置付け

監督
【会計法 第２９条の１１】契約担当官等は、工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合においては、政令の定める
ところにより、自ら又は補助者に命じて、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。

検査
【会計法 第２９条の１１②】契約担当官等は、前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、政令の定め
るところにより、自ら又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認（給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合に
おいて行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。）をするため必要な検査をしなければならない。

技術
検査
・

工事
成績
評定

【公共工事の品質確保の促進に関する法律 第６条】公共工事の発注者（以下「発注者」という。）は、基本理念にのっとり、その発注に
係る公共工事の品質が確保されるよう、仕様書及び設計書の作成、予定価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、
工事の監督及び検査並びに工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価その他の事務（以下「発注関係事務」という。）を適切に実施しな
ければならない。

契約上の責任

技術上の責任

【ポイント】

検査には、会計法による給付の完了に必要な確認（給付の検査）と、品確法による受注者の技術
の向上や指導・育成等を図るための技術検査の両者があることを理解

【解 説】

1. 会計法では、「契約の適正な履行の確保」のための監督と、工事費用の支払いのための「給付の
完了の確認」のための検査（給付の検査）が規定されている。

2. 国土交通省は行政的責任の観点から請負業者の技術の向上、業者育成・指導、業者選定の合理化
等が求められていることから、工事の適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する技術
水準の向上に資するために必要な技術検査を昭和42年から実施してきている。

3. 平成１７年4月1日施行の公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法）では、「工事の検
査」と「工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価」が規定されている。

4. また、公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針では、
「給付の完了の確認を行うための検査」と「技術水準の向上に資するために必要な技術的な検査」
が規定されると同時に、「技術検査の結果を工事成績評定に反映させる」ことが規定された。

5. これにより技術検査は「地方整備局工事技術検査要領（一部改正 国官技第282号 平成18年3
月31日）」に基づいて実施している。
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評定を行う者
：「技術評価官」

工事中の施工状況等を把握する者
（＝監督職員を任命）

【地方整備局工事技術検査要領・
請負工事成績評定要領より】

監督の定義
【地方建設局請負工事監督検査事務処理要領】
第２ 部局長（地方建設局の長をいう。以下同じ。）は、規程第36条の7第1項の規定により法律第29条の11第1項に規定する工事の請負契約の
適正な履行を確保するために必要な監督（以下「監督」という。）及び同条第2項に規定する工事の請負契約についての給付の完了の確認（給付
の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事の既済部分の確認を含む。）をするため必要な検査（以下「検査」という。）
の実施についての細目を定めるときは、次章及び第3章によるものとする。

【土木工事監督技術基準（案）】
（用語の定義）第２条 (1)監督：契約図書における発注者の責務を適切に遂行するために、工事施工状況の確認及び把握等を行い、契約の適

正な履行を確保する業務をいう。

・契約の履行の確保
・施工状況の確認等
・円滑な施工の確保
・その他

【土木工事監督技術基準（案）より】

１．監督・検査の現状
②監督について

監督は、契約の履行の確保のために、工事施工状況の確認及び把握等を行うものである。

また、工事成績評定は、会計法で規定された監督業務で実施しているものではない。

会計法 品確法

工事成績評定は、
監督業務として
実施しているも

のではない

【ポイント】

監督職員が行う工事成績評定は会計法で規定された監督業務で実施しているものではないこと
を理解

【解 説】

1. 監督は、会計法第２９条の１１に規定されており、契約の履行の確保のために工事の施工状況
の確認及び把握を行うものである。

2. また、監督職員が行う工事成績評定は、「地方整備局工事技術検査要領」（事務次官通達 国
官技第２８２号 平成１８年3月31日改正）第６で定める「技術評価官」が工事成績を評定する
という規定があり、「技術評価官」は監督職員を任命して行われているものである。

3. 即ち、工事成績評定は、会計法に規定された監督業務としてではなく、「地方整備局工事技術
検査要領」に基づく「技術評価官」としての業務で行っている。
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【ポイント】

給付の検査と技術検査とは検査項目はほぼ重なるが、その観点は異なるものであることを理解

【解 説】

1. 給付の検査と技術検査の検査項目（工事実施状況等）は、検査項目としてはほぼ重複しているが、検
査の観点は異なっている。

2. 検査項目を概念的に表したものを、上（確認事項の観点）から見ると楕円に見え、横（評価事項の観
点）からみるとT字型にみえる。これは、検査項目は同じであるが、検査の観点が給付の検査と技術検査
が異なるためである。

3. 例えば、工事実施状況について着目すると、以下のように検査の観点は異なっている。

給付の検査：契約図書と対比してその実施状況の適否を判断

技術検査 ：工事実施状況の的確性について技術評価

4. 給付の検査とは適否の判断を行うものであり、その結果は（○）か（×）の何れかとなる。

5. 一方技術検査で行う評価とは、その程度（点数）の判断を行うものであり、その結果は工事成績評定
（点数）として個々の工事毎に示されるものである。

6. 更に、「給付の検査」は当該工事のみを対象に行われるが、「技術検査」は当該工事の品質向上のみ
ならず成績評定を通して当該施工者が将来受注する工事の品質向上も期待して行われる。

「給付の検査」と「技術検査」の関係整理１．監督・検査の現状
③給付の検査と技術検査について

給付の検査
○工事費用を支払うための確認

技術検査
○企業・技術者の技術力を評価
工事の適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する技
術水準の向上に資することを目的

工事成績評定をつける

①工事実施状況②出来形③品質

●「検査項目概念図」を横から見ると
（評価事項）

①工事実施状況
②出来形
③品質

④出来ばえ

●「検査項目概念図」を上から見ると
（確認事項）

①工事実施状況の検査
契約書等の履行状況、工程管理、安全管理、工事施工状況及び
施工体制等の工事管理状況に関する各種の記録と契約図書とを
対比し以下の事項に留意して行う。

②出来形の検査
③品質の検査・契約書等の履行状況

・工事施工状況
・工程管理
・安全管理
・施工体制

④出来ばえの検査

検査項目概念図
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２． 「公共工事の品質確保の促進に関する法律」 の制定

「公共工事の品質確保の促進に関する法律（以下「品確法」という）」の制定により、工事中及び完成時の施工状況
の確認及び評価を適切に実施することが発注者の責務として法的に義務づけられた。

【品確法：（第六条 発注者の責務） 】
公共工事の発注者（以下「発注者」という。）は、基本理念にのっとり、その発注に係る公共工事の品質が確保されるよう、仕様書

及び設計書の作成、予定価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、工事の監督及び検査並びに工事中及び完成時
の施工状況の確認及び評価その他の事務（以下「発注関係事務」という。）を適切に実施しなければならない。

【５ 工事の監督・検査及び施工状況の確認・評価に関する事項】

公共工事の品質が確保されるよう、発注者は、監督及び給付の完了の確認を行うための検査並びに適正かつ能率的な施工を確保する
とともに工事に関する技術水準の向上に資するために必要な技術的な検査（以下「技術検査」という。）を行うとともに、工事成績評
定を適切に行うために必要な要領や技術基準を策定するものとする。

特に、工事成績評定については、公正な評価を行うとともに、評定結果の発注者間での相互利用を促進するため、国と地方公共団体
との連携により、事業の目的や工事特性を考慮した評定項目の標準化に努めるものとする。

監督についても適切に実施するとともに、契約の内容に適合した履行がなされない可能性があると認められる場合には、適切な施工
がなされるよう、通常より頻度を増やすことにより重点的な監督体制を整備するなどの対策を実施するものとする。

技術検査については、工事の施工状況の確認を充実させ、施工の節目において適切に実施し、施工について改善を要すると認めた事
項や現地における指示事項を書面により受注者に通知するとともに、技術検査の結果を工事成績評定に反映させるものとする。

『公共工事の品質確保の促進に関する法律』（平成17年4月1日施行）

『公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針について』
（平成17年8月26日閣議決定）

【ポイント】

技術検査および工事成績評定を行うことが品確法により法的に義務づけられたことを理解

【解 説】

1. 発注者の責務として法的に義務づけられた「工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価の実
施」とは、「適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に資するため
に必要な技術検査の実施と工事成績評定」であることが基本方針において示されている。

2. すなわち、技術検査および工事成績評定を行うことが発注者の責務として品確法により義務づけ
られた。

3. 基本方針においては、以下の３つのことが求められている。

イ．技術検査および工事成績評定を適切に行うために必要な要領や技術基準の策定

ロ．技術検査における工事の施工状況の確認の充実と、その結果の工事成績への反映

ハ．技術検査を行う場合、施工について改善を要すると認めた事項や現地における指示事項に
関する書面による受注者への通知

4. なお、今後さらに工事成績が入札要件などへ活用されることに伴い、工事成績評定が企業活動に
影響することから、技術検査および工事成績評定をより適切に行う必要がある。
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３．技術検査に係わる課題とその対応

品確法及び基本方針の策定趣旨を踏まえ、技術検査を適切かつ的確に実施するため、要領・基準の策定・改定等を行
う必要がある。

地方整備局工事技術検査要領（事務次官通達）の一部改正〔H18.3.31〕

技術検査の結果を受注者に文書通知（第5条の修正）

総括監督員、主任監督員をそれぞれ総括技術評価官、主任技術評価官に任命し、成績評定を実施する旨を新
たに規定（第6条の3の追加）。

『公共工事の品質確保の促進に関する法律』（平成17年4月1日施行）

『公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針について』
（平成17年8月26日閣議決定）

※従前の「中間技術検査実施細則」を発展的解消し基準として新たに策定。

技術検査（中間技術検査）の充実
〔実施回数〕 ①１億円～２億円の工事〔従前１回を２回に変更〕

②２億円以上の工事〔２回を原則化〕

技術検査の対象を規定（「出来ばえの技術検査」等）

地方整備局土木工事技術検査基準（案）（技術審議官通達）の新規策定〔H18.3.31〕

地方整備局土木工事検査技術基準（案）（技術審議官通達）の一部改正〔H18.3.31〕

第6条（出来映えの検査）を削除 →「②技術検査基準」に規定（給付の検査と技術検査の分離）

【ポイント】

技術検査の適正な実施に向けての課題への対応を理解

【解 説】

（１）従前の技術検査

1. 給付の検査のための技術基準に一時間借りしている状況で、実質の検査項目および内容は請負工
事成績評定要領の評価項目を参考にして実施している。

2. 中間技術検査の頻度等が不明確であり、工事の施工状況の確認を充実させるための方策が必ずし
も確立していない。

3. 技術検査結果の通知に関して、地方整備局工事技術検査要領中には特に規定がない。

4. 監督業務に規定されていない工事成績評定を、監督職員が実施している状況である。

（２）課題への対応

1. 技術検査を適切に実施するため、地方整備局工事技術検査要領を改定するとともに、新たに技術
検査のための技術基準（地方整備局工事技術検査基準）が策定された。

2. 中間技術検査の実施頻度等が不明確な点に関しては、地方整備局工事技術検査基準において実施
頻度等が規定された。

3. 当該技術検査の結果について受注者へ書面により通知することについて地方整備局工事技術検査
要領に規定された。

4. 基本方針には示されていない課題である、施工中の工事成績の評定を実施する者に関する規定が
無い点については、改定を行う地方整備局工事技術検査要領中に技術評価官が規定された。

5. 基本方針には示されていない課題である、総合評価落札方式等の増加にともなう契約事項となっ
た性能等の工事完成後の評価については、完成技術検査の一環として技術検査を実施する旨を地方
整備局工事技術検査基準に「完成後技術検査」として規定された。
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地方整備局工事技術検査要領

４．工事技術検査要領及び土木工事技術検査基準のポイント
①技術検査の目的

第１ この要領は、地方整備局の所掌する工事について行う技術的検査（以下「技術検査」という。）に関し必要な事項を定め、もつて工事の適正かつ能率
的な施工を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に資することを目的とする。

技術検査の目的

技術検査の目的

適正かつ能率的な施工の確保

技術的水準の向上

【ポイント】

技術検査の目的を理解

【解 説】

1. 技術検査の目的は、「適正かつ能率的な施工の確保」と「技術的水準の向上」である。

2. 「適正かつ能率的な施工の確保」とは、主として当該工事の施工に関して、改善を要すると認め
た事項および請負業者へ通知等を行うことにより、当該工事の施工技術や品質の向上及び工期の短
縮等を図るものである。

3. また、「技術的水準の向上」とは、主として当該工事以降における請負業者の技術的水準の向上
を期待し、当該工事の成績評定を行い請負者に評定結果等を通知することにより図るものである。
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検査の種類

地方整備局工事技術検査要領

（技術検査の実施）

第2 技術検査は、技術的な観点から工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価を行うことをいう。

２ 技術検査は、原則として請負工事において会計法（昭和22年法律第35号）第29条の11第2項の検査を実施するときに行うものとする。

３ 前項の規定にかかわらず、工事の施工の途中等において地方整備局長（以下「局長」という。）及び事務所の長（以下「事務所長」という。）が必要と認めた
ときは、技術検査を行うことができるものとする。

地方整備局土木工事技術検査基準(案)

（目 的）

第１条 本技術基準は、「地方整備局工事技術検査要領（平成18年3月31日国官技第282号。（以下、「技術検査要領」という。）の技術的な事項を定めることによ
り、技術検査の適切な実施を図ることを目的とする。

（技術検査の内容）

第２条 技術検査は、当該工事を対象として、実地において行うものとし、工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて技術的な評価を行い、施工につい
て改善を要する事項及び現地における指示事項を把握するものとする。

（技術検査の種類）

第３条 技術検査は、工事の施工期間中（以下、「中間技術検査」という。）及び完成時（以下、「完成技術検査」という）において実施するものとする。

４）工事技術検査要領及び土木工事技術検査基準のポイント
②検査の種類

技術検査

完成技術検査

工事の施工期間中に実施

既済部分検査実施時

完成検査実施時

技術検査要領
の第２の２項の
規定による

技術検査要領
の第２の３項の
規定による

中間技術検査

既済部分検査

中間技術＋既済部分検査

完済部分検査 指定部分の工事が完了したとき

工事の施工期間中に実施

給付完了確認
既済部分検査
技術基準による

検査

【ポイント】

技術検査の種類について理解

【解 説】

1. 技術検査にはその実施時期により工事中に行う検査（中間技術検査）と完成時に行う検査（完成
技術検査）の２種類の検査がある。

2. 工事の施工途中等に行う中間技術検査は、施工途中における施工上重要な時期に実施するものと
、工事の既済部分（性質上可分の工事の完済部分を含む。）を確認するための検査があり、前者は
地方整備局工事技術検査要領の第２の３項に基づき、後者は同要領の第２の２項に基づいている。

3. 完成技術検査は、給付の検査（完成検査）実施時に行うもので、地方整備局工事技術検査要領の
第２の２項に基づいている。
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技術検査を行う者

地方整備局工事技術検査要領

（技術検査を行う者）

第3 技術検査は、次の各号に掲げる者が行うものとする。

一 支出負担行為担当官若しくは契約担当官又はこれらの代理官が契約した工事にあっては、工事検査官、技術・評価課長その他当該技術検査を厳正かつ的確に行
うことができると認められる者（以下「技術検査適任者」という。）のうちから、その都度、局長が命ずる者。

二 分任支出負担行為担当官又は分任契約担当官が契約した工事にあっては、当該工事を所掌する地方整備局の事務所長又は事務所長が技術検査適任者のうちから、
その都度、命ずる者。

（工事成績の評定）

第6 技術検査官は、請負工事について技術検査を完了した場合に、並びに、工事中の施工状況等を把握する者（以下、「技術評価官」という。）は、工事が完成
したときに、別に定めるところにより、工事成績を評定しなければならないものとする。

2 技術評価官は、総括的な技術評価を行うもの（以下、「総括技術評価官」という。）及びその他評価を行うもの（以下、「主任技術評価官」という。）とする。
（以下、省略）

４．工事技術検査要領及び土木工事技術検査基準のポイント
③技術検査を行う者

技術検査官・技術評価官の業務 技術検査官・技術評価官を行う者

総括監督員

主任監督員

検査職員

会計法

総括監督員

主任監督員

会計法

•技術検査•官•技術検査•官

•技術•評価官•技術•評価官

•技術検査•の実施
•結果の通知

•技術検査•の実施
•結果の通知

•工事成績評定•工事成績評定

•工事成績評定•工事成績評定

•・
・工事の施工状況、出来形、品質及び
出来映えについて技術的な検査を実施

技術的な検査を実施

・技術検査の結果について通知。

・工事成績評定の実施

・工事成績評定の実施

従来と同様に成績評定を実施
（評定を行う者も実質これまで同様）

結果の通知

工事成績評定

工事成績評定

技術検査官

技術評価官

（主任監督員）

•会計法

（総括監督員）
監督段階

技術検査官検査段階

技術検査（成績評定）

（従前）

総括技術評価官

主任技術評価官

•会計法

監督段階

（改定後）

同一職員を任命

「技術評価官」として新たに任命

同一職員を任命

技術検査（成績評定）

同一職員を任命

検査段階 技術検査官 同一職員を任命検査職員

【ポイント】

技術検査は「技術検査官」が行うこと、また、工事成績の評定については「技術検査官」及び
「技術評価官」が行うことを理解

【解 説】

1. 技術検査（中間技術検査及び完成技術検査）は、局長若しくは事務所長が任命した技術検査官が
実施する。
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中間技術検査

地方整備局土木工事技術検査基準(案)

（中間技術検査）

第４条 中間技術検査は、当初契約金額１億円以上かつ工期が6ヶ月以上の工事、或いは局長又は分任官工事にあっては事務所長が必要と認めた工事を対象として
実施する。ただし、単純工事（維持、除草、除雪、区画線、植樹管理等）は実施しない。

２ 中間技術検査の実施は、完成、既済（完済を含む）部分の検査時期、及び当該工事の主要工種を考慮し、施工上の重要な変化点である段階確認の実施時期等で
行うことを原則とする。

３ 実施回数は、原則２回実施するものとし、その工事の重要度に応じて実施頻度を増減できるものとする。なお、既済部分検査を兼ねることができるものとする。

４ 実施時期は、監督職員が、工事の実施状況、出来形、品質及び出来映えの技術的評価を適切に実施できる施工段階を選定し、本官契約工事は総括監督員が局
長に、分任官契約工事にあっては主任監督員が当該事務所長に申請するものとする。

（以下省略）

４．工事技術検査要領及び土木工事技術検査基準のポイント
④中間技術検査

【ポイント】

中間技術検査の実施の内容（対象工事、実施頻度、実施時期等）を理解

【解 説】

1. 中間技術検査は、施工上の重要な変化点等において適切に実施する必要がある。

2. そのため、中間技術検査は、現状での技術検査の実施頻度、受発注者間の意思疎通の促進効果
（出来高部分払い方式アンケート結果より）等を踏まえ、当初契約金額1億円以上かつ工期が6ヶ
月以上の工事において原則２回実施するものとする。

3. １億円から２億円の工事においては、従前１回を２回に変更、２億円以上の工事においては、従
前と同じ２回を原則とするもので大幅に頻度が増加するものではない。（北陸地方整備局及び関東
地方整備局における試算では、中間技術検査の実施回数の見直しに伴い中間技術検査の業務量は増
加するが、監督業務軽減策（書類の簡素化）による業務減少と合わせて考えると、全体としての業
務量は減少することが把握されている。）

4. 中間技術検査の実施時期は、出来形など評価事項の確認・評価が可能となるよう工事進捗状況を
踏まえつつ、基準に定められた頻度を原則として施工上重要な時期に、本官契約工事は総括監督員
が局長に、分任官契約工事にあっては主任監督員が当該事務所長に申請する。

5. 中間技術検査は、すべての工事で実施するものではなく、単純工事については中間技術検査の対
象外としている。
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技術検査結果の復命（通知）

地方整備局工事技術検査要領

（技術検査の結果の復命）

第5 技術検査官は、技術検査を完了した場合は、遅滞なく、当該技術検査の結果について別記様式の技術検査復命書により、第3第一号に該当する者にあつ
ては局長に、第3第二号に該当する者にあつては事務所長等にそれぞれ復命するものとする。局長または事務所長は、復命書のうち必要な事項について、別に定
めるところにより、請負者に通知するものとする。

技術検査の通知事項

技術検査結果
工事の施工状況、出来形、品質及び出来映え
について把握を行った上、その内容を技術的
に評価した結果

施工について改善を要する事項

現地における指示事項
技術検査結果から予測すると、当該工事にお
いて、契約事項を満足しなくなる可能性があ
ると判断される事項

技術検査結果から、当該工事及び当該工事以
降の工事の施工において、改善を行うことで
品質等の向上に寄与すると考えられる事項

４．工事技術検査要領及び土木工事技術検査基準のポイント
⑤技術検査結果の復命（通知）

【ポイント】

技術検査結果等を書面により通知することとしたことを理解

通知する内容とその位置づけについて理解

【解 説】

1. 従来より、技術検査を通じて把握された改善事項等については、口頭で請負者に伝えていたが、
口頭による伝達では正確に伝達出来ない可能性があること、臨場していない関係者に周知をはかる
ことが困難であることなどから、より一層透明性を確保し、また説明責任の向上を図るため請負者
に文書により通知することが必要である。

2. 技術検査の目的である「工事の適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する技術水準
の向上」をより一層促進するために、改善を要すると認めた事項と現地における指示事項を書面に
より通知することとした。

3. 完成技術検査及び中間技術検査で通知する事項は、①技術検査結果、②施工について改善を要す
る事項、③現地における指示事項（除く完成技術検査）からなる。

4. 技術検査結果は、工事の施工状況、出来形、品質及び出来映えについて把握を行った上、その内
容を技術的に評価した結果である（例：ひび割れが多少多い）。

5. 施工について改善を要する事項は、技術検査結果から当該工事及び当該工事以降の工事の施工に
おいて、改善を行うことで品質等の向上に寄与すると考えられる事項である（例：養生の方法を工
夫することが望ましい。）。

6. 現地における指示事項は、技術検査結果から予測すると、当該工事において、契約事項を満足し
なくなる可能性があると判断される事項である（例：現状の施工状況であれば受取ができない状況
にはならないので、指示事項は無い。）。

7. 完成技術検査においては、現地における指示事項は無い。

8. 技術検査による通知事項に関して、その履行は請負者の任意であり履行をしなくとも当該工事の
工事目的物の受取りを拒否されることは無い（会計法に基づく給付の検査、監督行為とはこの点が
異なる。）。言い換えれば、その後の技術検査の際、通知された事項についてその履行状況を確認
する必要は無い。
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【会計法 29 条の 11 第 2 項】

給付の完了の確認

【会計法 29 条の 11】
契約の適正な履行の確保

公共工事の入札及び契約の適正化
の促進に関する法律 （制定：平成 12 年 11 月）

公共工事の入札及び契約の適正化を図るため

の措置に関する指針 （閣議決定：平成 13 年 3 月）

会計法 （最終改正：平成 14 年 12 月 ）

予算決算及び会計令
（最終改正：平成 16 年 4 月）

【適正化法 第 14 条】

施工体制の適正化

監督 検査

地方建設局請負工事監督検査事務処理要領
（事務次官通達：平成 6 年 3 月）

第 2 章 監督

第 3 監督の体制

第 4 監督業務の分類

第 5 監督職員の担当業務等

第 11 監督の技術的基準

第 12 監督に関する図書

第 3 章 検査

第 13 検査の種類

第 14 検査の体制

第 18 検査の技術的基準

第 19 検査調書

土木工事
監督技術基準（案）

（技術審議官通達：平成 15 年3 月）

第 3 条 監督の実施

1. 契約の履行の確保

2. 施工状況の確認等

3. 円滑な施工の確保

4. その他

地方整備局土木工事
検査技術基準（案）

（技術審議官通達：平成 15 年 3 月）

第 3 条 工事実施状況の検査

第 4 条 出来形の検査

第 5 条 品質の検査

第 6 条 出来ばえの検査

【適正化法指針 4(1)】
工事成績評定の実施に努める

工事成績評定

請負工事成績評定要領

地方建設局工事
技術検査要領

（事務次官通達：昭和63年5月)

第 2 技術検査の実施

第 3 技術検査を行う者

第 4 技術検査の方法

第 6 工事成績の評定

（従来）

中間技術検査の積極的
活用について

（技術調査室長通達：平成7年3月）（事務次官通達： 平成13年 3月）

（参考）監督・検査の基準体系

（改正後）

【会計法 29 条の 11 第 2 項】

給付の完了の確認

【会計法 29 条の 11】
契約の適正な履行の確保

公共工事の入札及び契約の適正化
の促進に関する法律 （制定：平成 12 年 11 月）

公共工事の入札及び契約の適正化を図るため

の措置に関する指針 （閣議決定：平成 13 年 3 月）

会計法 （最終改正：平成 18 年 6 月）

予算決算及び会計令
（最終改正：平成 21 年 4 月）

【適正化法 第 14 条】

施工体制の適正化

監督 検査

地方建設局請負工事監督検査事務処理要領
（事務次官通達：平成 6 年 3 月）

第 2 章 監督

第 3 監督の体制

第 4 監督業務の分類

第 5 監督職員の担当業務等

第 11 監督の技術的基準

第 12 監督に関する図書

第 3 章 検査

第 13 検査の種類

第 14 検査の体制

第 18 検査の技術的基準

第 19 検査調書

土木工事
監督技術基準（案）

（技術審議官通達：平成 15 年 3月）

第 3 条 監督の実施

1. 契約の履行の確保

2. 施工状況の確認等

3. 円滑な施工の確保

4. その他

地方整備局土木工事
検査技術基準（案）

（技術審議官通達：平成 15 年 3月）

第 3 条 工事実施状況の検査

第 4 条 出来形の検査

第 5 条 品質の検査

第 6 条 出来ばえの検査

工事成績評定の実施に努める

工事成績評定

請負工事成績評定要領

地方整備局土木工事
技術検査基準（案）

（新規策定）

第1条 目的

第2条 技術検査の内容

第3条 技術検査の種類
第4条 中間技術検査

第5条 完成技術検査
第6条 工事実施状況の技術検査

第7条 出来形の技術検査

第8条 品質の技術検査
第9条 出来ばえの技術検査

公共工事の品質確保の
促進に関する法律
（制定：平成 17 年 3 月）

【品確法 6 条】
発注者の責務

地方整備局工事
技術検査要領

第 2 技術検査の実施

第 3 技術検査を行う者

第 4 技術検査の方法

第 5 技術検査結果の復命

第 6 工事成績の評定

【品確法 6 条】

発注者の責務

（一部改定）

公共工事の品質確保の促進に関
する施策を総合的に推進するた
めの基本的な方針について

（一部改定：平成18年3月）

【本改定のポイント】
◇技術検査結果の通知（要領第5の修正）

→改善を要すると認めた事項等を書面で請負者に通知
◇技術評価官の通知（要領第6条の3の追加）

→監督時の成績評定を行う者を技術評価官（主任・総括）として任命
◇中間技術検査の実施回数の規定（基準第4条の1～3）

→2回を原則化（現状細則では①1億～2億円→1回程度②2億円以上→2回程度）

（事務次官通達：平成 18 年 3 月）

（技術審議官通達：平成 18 年 3 月）

（閣議決定：平成 17 年 月）8

請負工事成績評定要領の運用

（一部改正：平成22年3月）

給付の完了

（一部改正：平成22年3月）

（技術審議官通達：平成13年3月）

（事務次官通達：平成13年3月）

【適正化法指針4(1)】
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３－４ 給付の検査の基準

（１）検査の事務処理

昭和４２年３月（平成６年３月一部改正）に定められた「地方建設局請負工事監督検

査事務処理要領」では、地方整備局が所掌する工事の請負契約の履行の監督及び検査の

実施に関する事務の取扱いについて定めている。

そのうち、以下に示すとおり、第３章として検査に関する項目を規定している。

地方建設局請負工事監督検査事務処理要領

建設省厚第 21 号 昭和 42 年 3 月 30 日

（一部改正）建設省厚発第 208 号 昭和 48 年 6 月 26 日

（一部改正）建設省厚発第 120 号 平成 6 年 3 月 31 日

建設事務次官から各地方建設局長あて

第１章 総則

省略

第２章 監督

省略

第３章 検査

（検査の種類）

第１３ 検査の種類は、次に掲げるとおりとするものとする。

一 完成検査 工事の完成を確認するための検査

二 既済部分検査 工事の完成前に代価の一部を支払う必要がある場合において、工事

の既済部分（性質上可分の工事の完済部分を含む。以下同じ。）

（検査の体制）

第１４ 検査は、原則として、本官契約にあつては当該本官以外の検査職員（規則第 19
条第１項に規定する検査職員をいう。以下同じ。）が、分任官契約にあつては分任官が

自ら行なうものとする。

２ 分任官契約について、特別の技術を要する検査であるとき、同一の時期に多数の検査

が競合するときその他分任官が自ら検査を行なうことが困難又は不適当と認められる特

別の理由があるときは、分任官及びその他の検査職員又は分任官以外の検査職員のみに

より検査を行なうことができるものとする。

３ ２人以上の検査職員により検査を行なう場合において、必要があるときは、それぞれ

の検査職員の検査の対象を工事の施工区間、工事の種別等により定め、又は他の検査職
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員を指揮監督して検査を行ない、その結果を総括する検査職員を定めることができるも

のとする。

（検査職員の任命基準）

第１５ 本官契約の検査職員は、次に掲げる者を任命するものとする。

一 営繕工事以外の工事 工事検査官

二 営繕工事 工務検査課長

２ 本官契約の検査を行なう場合において、特別の技術を要する検査であるとき、同一の

時期に多数の検査が競合するとき又は前項各号に掲げる者に事故があるときは、前項の

規定にかかわらず、検査を厳正かつ適確に行なうことができると認められる者（以下「検

査適任者」という。）を検査職員に任命することができるものとする。

３ 第１４第２項の規定により検査職員により検査を行うときは、検査適任者を検査職員

に任命するものとする。

（検査職員の任命）

第１６ 検査職員の任命は、検査ごとに行なうものとする。

（監督の職務と検査の職務の兼職）

第１７ 令第１０１条の７の特別の必要がある場合は、次の各号の一に該当する検査を行

なう場合とするものとする。

一 検査の時期における災害その他異常な事態の発生によつて検査を行なう工事現場へ

の交通が著しく困難であるため監督職員以外の職員により行なうことが著しく困難な

検査

二 検査を行なうために特別の技術を要するため監督職員以外の職員により行なうこと

が著しく困難な検査

三 維持修繕に関する工事で、当該工事の施工後直ちに行わなければ給付の完了の確認

が著しく困難な検査

（検査の技術的基準）

第１８ 検査職員が検査を行なうにあたつて必要な技術的基準は、別に定めるところによ

るものとする。

（検査調書）

第１９ 検査職員が検査を行つた結果給付が完了していることを確認した場合に作成する

工事検査調書は、別記様式第２によるものとする。

２ 検査職員が検査を行つた結果、給付が工事の請負契約の内容に適合しないことを確認

した場合は、別記様式第３による工事検査調書を作成するものとする。
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既済部分検査技術基準（案）

国官技第 1-3 号

平成 18 年 4 月 3 日

各 地 方 整 備 局 企 画 部 長
あて

北海道開発局事業振興部長

国土交通省大臣官房技術調査課長

既済部分検査技術基準について

標記について、「既済部分検査技術基準（案）」を別紙のとおり定めたので、遺憾のな

いよう実施されたい。

なお、「出来高部分払方式適用工事既済部分検査技術基準（案）の制定について」（平

成 16 年 3 月 30 日付け国官技第 352 号)は、廃止する。
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別紙

既済部分検査技術基準（案）

（目的）

第１条 この技術基準は、既済部分検査に必要な技術的事項を定めることにより、検査の

効率的な実施を図ることを目的とする。

（検査の内容）

第２条 検査は、原則として当該工事の既済部分のうち、既に既済部分検査を実施した部

分を除いた部分を対象として行うものとし、契約図書に基づき、工事の実施状況、

出来形及び品質について、検査対象部分を出来高と認めるのに必要な確認を行うも

のとする。

なお、検査の実地において行うのを原則とし、机上において行うこともできる。

（工事実施状況の検査）

第３条 工事実施状況の検査は、契約書等の履行状況及び工事施工状況等の工事管理状況

に関する各種の記録（写真・ビデオによる記録を含む。以下「各種の記録」という。）

と、契約図書とを対比し、別表第１に掲げる事項に留意して行うものとする。

（出来形の検査）

第４条 出来形の検査は、位置、出来形寸法及び出来形管理に関する各種の記録と設計図

書とを対比し、別表第２に基づき行うものとする。ただし、外部からの観察、出来

形図、写真等により確認するのが困難な場合は、検査職員は契約書の定めるところ

により、必要に応じて破壊して確認を行うものとする。

（品質の検査）

第５条 品質の検査は、品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書とを対比し、別

表第３に基づき行うものとする。ただし、外部からの観察、品質管理の状況を示す

資料、写真等により確認するのが困難な場合は、検査職員は契約書の定めるところ

により、必要に応じて破壊して確認を行うものとする。

附 則

この技術基準は、平成 18 年４月３日から適用とする。
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別表第１　工事の実施状況の検査留意事項

関係書類 内　　容

１ 契約書等の履行状況

契約書・仕様書 指示・承諾・協議事項等の処理内容、そ
の他契約書等の履行状況（他に掲げるも
のを除く。）

２ 工事施工状況
施工計画書、工事打合簿、そ
の他関係書類

施工方法及び手戻り（災害）に対する処
理状況、現場管理状況

項　　　目
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別表第２　出来形寸法検査技術

（１／２）

検査内容 検査密度

矢板工 基準高、変位、根入長、延長 検査対象物につき２箇所以上

法枠工 厚さ、法長、間隔、幅、延長 検査対象物につき２箇所以上

吹付工

植生工

基準高、根入長、偏心量 以下のうち少ない箇所数以上

基礎工 ・１基又は１目地間当たり１箇所

・検査対象物につき２箇所

基準高、法長、厚さ、延長 検査対象物につき２箇所以上

基準高、幅、厚さ
基準高及び幅は、検査対象物につき２箇所
以上

路盤工 厚さは、以下のうち少ない箇所数以上

・1kmにつき１箇所

・検査対象物につき２箇所

基準高、幅、厚さ、横断勾配、
平坦性

基準高及び幅は、検査対象物につき２箇所
以上

厚さは、検査対象物につき２箇所以上コ
アーにより検査

地盤改良工 基準高、幅、厚さ、延長 検査対象物につき２箇所以上

土　　工 基準高、幅、法長 検査対象物につき２箇所以上

基準高、幅、厚さ、高さ、法
長、延長

検査対象物につき２箇所以上

浚渫（川） 基準高、幅、深さ、延長

樋門・樋管

水門

函渠は同種構造物ごとに２箇所以上

堤防護岸 検査対象物につき２箇所以上

突堤・人工岬

海岸堤防

浚渫（海） 基準高、幅、深さ、延長

河

川
基準高、幅、厚さ、高さ、法
長、延長

水門、樋門、樋管は本体部、呑口部につき
構造図の出来高対象部分の寸法表示箇所の
任意部分

基準高、幅、厚さ、高さ、法
長、延長

工　　種

海

岸

石・ブロック積
（張）工

共
通
的
工
種

舗装工

一
般
舗
装
工

共

通

築堤護岸
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別表第２　出来形寸法検査技術

（２／２）

検査内容 検査密度

基準高、幅、厚さ、延長 構造図の出来高対象部分の寸法表示箇所の
任意箇所

基準高、幅、厚さ、高さ、延長 検査対象物につき２箇所以上

基準高、幅、厚さ、高さ、延長 検査対象物につき２箇所以上

基準高、幅、ジョイント間隔、
延長

５ジョイントにつき１箇所以上

フィルダム 基準高、外側境界線 ５測点につき１箇所以上

基準高、幅、厚さ、高さ、延長 検査対象物につき２箇所以上

スパン長は、各スパンごと

部材寸法、基準高、支間長、 部材寸法は主要部材について、出来高

中心間距離、キャンバー 対象部分の寸法表示箇所の任意部分

その他は５径間未満は２箇所以上

５径間以上は２径間につき１箇所以上

部材寸法、基準高、幅、高 部材寸法は主要部材について、寸法表

さ、厚さ、キャンパー 示箇所の任意部分

その他は５径間未満は２箇所以上

５径間以上は２径間につき１箇所以上

基準高、幅、厚さ、高さ、深 検査対象物につき２箇所以上（ただ

トンネル さ、間隔、延長 し、坑口部を含む場合は、坑口部を含

まないで２箇所以上）

工種に応じ、基準高、幅、厚 同種構造物ごとに適宜決定する。

さ、高さ、深さ、法長、長さ

等

備考 　（１）検査は実地のおいて行うことを原則とするが、各種の記録により必要な確認が可

　　　能であれば、机上で行うことができる。

　（２）施工延長とは施工延べ延長をいう。

基準高、幅、厚さ、高さ、スパ
ン長、変位

その他は同種構造物ごとに１基以上につき
構造図の出来高対象部分の寸法表示箇所の
任意部分

砂

防

砂防ダム

流路

斜面対策

工　　種

道路改良

ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部工

道

路

その他の構造物

コンクリートダムダ

ム

橋梁下部

橋梁上部
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別表第３　品質確認項目一覧

種別 品質管理項目

材料 アルカリ骨材反応対策

塩化物総量規制

スランプ試験

コンクリートの圧縮強度試験

空気量測定

外観検査

超音波探傷検査

材料 外観検査（鋼管杭・コンクリート杭・Ｈ鋼杭）

外観検査（鋼管杭）

既製杭工 鋼管杭・コンクリート杭・Ｈ鋼杭の現場溶接浸

透探傷試験（溶剤除去性染色浸透探傷試験）

鋼管杭・Ｈ鋼杭の現場溶接放射線透過試験

下層路盤 施工 プルーフローリング

上層路盤 施工 現場密度の測定

温度測定（初期締固め前）

外観検査（混合物）

セメント安定処理路盤 施工 現場密度の測定

温度測定（初期締固め前）

外観検査（混合物）

転圧コンクリート 施工 コンクリートの曲げ強度試験

グースアスファルト舗装 舗設現場 温度測定（初期締固め前）

路床安定処理工 施工 プルーフローリング

表層安定処理工（表層混合処理） 施工 プルーフローリング

固結工 施工 土の一軸圧縮試験

多サイクル確認試験

１サイクル確認試験

補強土壁工 施工 現場密度の測定

現場吹付法枠工 施工 コンクリートの圧縮強度試験

材料 土の締固め試験

施工 現場密度の測定

土の締固め試験

道路土工 ＣＢＲ試験（路床）

施工 現場密度の測定

岩石の見掛比重

捨石工 施工 岩石の吸水率

岩石の圧縮強さ

コンクリートダム 施工 コンクリートの圧縮強度試験

吹付けコンクリート（ＮＡＴＭ） 施工 コンクリートの圧縮強度試験

ロックボルト（ＮＡＴＭ） 施工 ロックボルトの引抜き試験

路上再生路盤工 施工 ＣＡＥの一軸圧縮試験

路上表層再生工 施工 現場密度の測定

温度測定（初期締固め前）

排水性舗装工 舗設現場 現場透水試験

現場密度の測定

プラント再生舗装工 舗設現場 外観検査（混合物）

舗設現場

施工

施工

アスファルト舗装

アンカー工

河川・海岸土工

工種

施工

アスファルト安定処理路盤 舗設現場

セメント・コンクリート（転圧コ
ンクリート・コンクリートダム・
履工コンクリート・吹付けコンク
リートを除く）

施工

施工後試験ガス圧接
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既済部分検査技術基準（案）・同解説

事務連絡

平成 18 年 10 月 10 日

各地方整備局企画部 技術管理課長あて

北海道開発局事業振興部 技術管理課長補佐あて

沖縄総合事務局開発建設部 技術管理課長あて

大臣官房技術調査課

工事監視官

既済部分検査技術基準（案）・同解説について

既済部分検査技術基準（案）については、「既済部分検査技術基準について（平成 18
年 4 月 3 日付け国官技第 1-3 号）にて通知したところであるが、既済部分検査の効率的

な実施を図るため、「既済部分検査技術基準（案）・同解説」を別添の通り定めたので通

知する。
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既済部分検査技術基準（案）・同解説

（目的）

第１条 この技術基準は、既済部分検査に必要な技術的事項を定めることにより、検査の効率的

な実施を図ることを目的とする。

【解説】

本基準（案）・同解説は既済部分検査（完済部分検査は含まない）を効率化すること

を目的に作成した。

（検査の内容）

第２条 検査は、原則として当該工事の既済部分のうち、既に既済部分検査を実施した部分を除

いた部分を対象として行うものとし、契約図書に基づき、工事の実施状況、出来形、品質

について、検査対象部分を出来高と認めるのに必要な確認を行うものとする。

なお、検査は実地において行うのを原則とするが、机上において行うこともできる。

【解説】

(１) 検査対象部分については、複数回の既済部分検査で重複しないよう、検査済部分

を除くことを原則とした。ただし、複数回の既済部分検査において、同一の検査職

員が検査を実施できない場合等にあっては、この限りでない。

(２) 工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについては、完成検査もしくは完済

部分検査において適否の判断がなされることを前提に、検査対象を出来高と認める

のに必要な最低限の確認を行うこととした。

なお、既済部分検査を行った場合には原則として中間技術検査（工事成績評定）

を実施（「地方整備局技術検査要領」（H18.3.31）の第２の２参照）する。ただし、

「原則実施」の例外として、既済分検査対象が材料の検収や単純工事等の出来高確

認等の場合には、中間技術検査を省略するこができる。

(３) 検査場所については、原則として実地とするが、契約書等の履行状況及び工事施

工状況等の工事管理状況に関する写真管理基準（案）に基づく写真などの各種の記

録により必要な確認が可能であれば、机上でもよいこととした。

(４) 既済部分検査の効率化を図るため、本要領の各条文を適用するほか、併せて次の

各項を実施するのが望ましい。

１） 同一検査職員による既済部分検査の実施

既済部分検査の検査職員が毎回同一であれば、既検査部分の内容や工事の進捗、

請負者の工程管理や施工管理能力等を勘案した検査の重点化が可能となる。

２） 工事報告書及び出来高図による出来高の確認
従来、出来形数量計算書等の出来形管理資料で行っていた出来高確認を、工事

出来高報告書及び出来高図（一般図等に対象となる出来高範囲を着色又はハッチ
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ングで表示し既済部分検査毎に追加着色する）を用いて行うことにより、検査の

簡素化を図ることが可能となる。

なお、出来形数量計算書等の出来形管理資料については、出来形検査のため作

成しておくことが必要である。但し、資料整理については検査に必要な情報が確

認できる程度の整理とすることにより、検査準備の簡素化が可能となる。

３） 同一工種の検査の簡略化

同一工種が複数の既済部分検査に跨って検査対象となる場合において、施工条

件、品質管理方法等に変化がなく同等の品質が確保されると判断される場合、当

該工種に係る２回目以降の検査にあっては、監督職員の立会検査記録の確認をも

って検査とする等により、検査の簡素化が可能となる。

（例）アスファルト舗装工事において、気象条件、材料プラント等の施工条件に変化がな

く、工区割により表層工等複数の工種が数回の既済部分検査対象となる場合。

４） 既存資料による確認

既済部分検査において参照する、契約書等の履行状況及び工事施工状況等の工

事管理状況に関する各種の記録は、本来、工事の進捗に応じ請負者により日常的

に作成されているが、出来高部分払方式適用工事の既済部分検査においては、野

帳、メモなどの現場等で作成した既存の資料により必要な事項が確認できる場合

は、これらを用いることにより検査準備の簡素化が可能となる。

ただし、出来高確認に必要な資料をはじめ、検査に直接供する資料については

必ず作成しておくことが必要である。

（工事実施状況の検査）

第３条 工事実施状況の検査は、契約書等の履行状況及び工事施工状況等の工事管理状況に関す

る各種の記録（写真・ビデオによる記録を含む。以下「各種の記録」という。）と、契約図

書とを対比し、別表第１に掲げる事項に留意して行うものとする。

【解説】

本条文については、地方整備局土木工事検査技術基準（案）をほぼそのまま引用した。

ただし、別表第１に掲げる事項を修正している。

（出来形の検査）

第４条 出来形の検査は、位置、出来形寸法及び出来形管理に関する各種の記録と設計図書とを

対比し、別表第２に基づき行うものとする。ただし、外部からの観察、出来形図、写真等

により確認するのが困難な場合は、検査職員は契約書の定めるところにより、必要に応じ

て破壊して確認を行うものとする。
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【解説】

本条文については、地方整備局土木工事検査技術基準（案）をほぼそのまま引用して

いるが、別表第２の検査密度を修正している。ただし、中間技術検査を同時に実施する

場合は、本別表第２によらず地方整備局土木工事検査技術基準（案）の別表第２による

ものとする。

出来形管理基準に測定項目がある工種については、出来形寸法と設計値との対比によ

り規格値内であることを確認することを基本とする。ただし、出来形管理基準に規定さ

れていない工種及び完成時に規格値が満足されていればよい測定項目にあっては、出来

高対象となる数値以上であることを確認することにより、支払対象となる出来高に達し

ているものとすることができる。

例）橋脚躯体工の高さ、舗装工の面積、等

（品質の検査）

第５条 品質の検査は、品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書とを対比し、別表第３

に基づき行うものとする。ただし、外部からの観察、品質管理の状況を示す資料、写真等

により確認するのが困難な場合は、検査職員は契約書の定めるところにより、必要に応じ

て破壊して確認を行うものとする。

【解説】

本条文については、地方整備局土木工事検査技術基準（案）をほぼそのまま引用して

いるが、次の点を考慮して別表第３を品質確認項目一覧表として修正している。

・ 既済部分検査における品質検査項目の絞込みは、要領化により可能

・ 品質については、完成検査もしくは完済部分検査において適否の判断が行われるの

を前提に、既済部分検査では検査対象を出来高と認めるのに必要な最低限の項目を

確認

なお、コンクリート構造物においては、クラック等の有害性の有無について目視、確

認を行うことを基本とする。有害性が認められる場合は、手直しを完了しなければ部分

払の対象とできないものとする。

附 則

この技術基準は、平成 18 年４月３日から適用する。
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（参考１）

別表第２の検査密度の考え方について

既済部分検査① 既済部分検査② 完成検査
給付の検査 ▼

技術検査

中間技術検査 完成技術検査

適用される検査技術基準（別表第２）

既済部分検査①（中間技術検査（成績評定）を実施しない※）・ 既済部分検査技術基準（案）の別表第２

既済部分検査②（中間技術検査（成績評定）を実施する）・・・・・地方整備局土木工事検査技術基準（案）の別表第２

完成検査（完成技術検査（成績評定）を実施する）・・・・・・・・・・・地方整備局土木工事検査技術基準（案）の別表第２

※出来形や試験結果などについて、技術的評価が適切に実施出来ない場合は、次回以降の検査に合わせて実施

例：

の範囲は、数量にかかわらず２カ所以上で出来形検査を実施する。

（既済部分検査技術基準（案）別表第２より）

の範囲は、100mに１カ所以上で出来形検査を実施する。（例の場合５箇所以上必要）

（地方整備局土木工事検査基準（案）別表第２より）

５００ｍのうち１００ｍ分が既済検査済みの場合

既済部分検査① 既済部分検査② 完成検査
給付の検査

技術検査

△
出来形検査箇所 中間技術検査 完成技術検査

◇ 既済部分検査①の100m部分は前回検査結果を活用し、残りの400m区間で４カ所実施する。

５００ｍのうち２００ｍ分が既済検査済みの場合

既済部分検査① 既済部分検査② 完成検査
給付の検査

技術検査

中間技術検査 完成技術検査

◇ 既済部分検査①の200m部分は前回検査結果を活用し、残りの300m区間で３カ所実施する。

５００ｍのうち４００ｍ分が既済検査済みの場合

既済部分検査① 既済部分検査② 完成検査
給付の検査

技術検査

中間技術検査 完成技術検査

◇

※測定は手戻りを考え検査密度ｍａｘ（中間技術検査、既済）実施しておくことも考えられる

既済部分検査時に技術検査（成績評定）を実施しない場合は、既済部分検査技術基準（案）の別表
第２によるものとし、既済部分検査時に技術検査（成績評定）実施する場合は地方整備局土木工事
検査基準（案）別表第２によるものとする。

既済部分検査①の範囲も含め検査箇所を選定する。

既済部分検査②（中間技術検査（成績評定）を実施）を実施する際は、それ以前の既済部分検査①
の範囲も含めて検査密度を決定するものとしする。

パターン１　

パターン２

パターン３

既済部分検査①の対象範囲

中間技術検査の対象範囲

既済部分検査②実施時に、ブロック積み５００ｍが中間技術検査（成績評定）の対象となる場合の出来形
検査密度

既済部分検査①の対象範囲 既済部分検査②の対象範囲

中間技術検査の対象範囲

※　　　
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地方整備局土木工事検査技術基準（案）

（制定）建設省官技発第１４号 昭和４２年３月３０日

（全面改正）建設省官技発第３１９号 昭和６３年５月３１日

（改定）建設省技調発第１２２号 平成７年９月２９日

（改定）建設省技調発第９１号 平成９年３月３０日

（改定）国土交通省技調発第３４４号 平成１５年３月３１日

（改定）国官技第２８４号 平成１８年３月３１日

各地方整備局長
あて

北海道開発局長

国土交通省大臣官房技術審議官

地方整備局土木工事検査技術基準（案）の改定について

標記について、「地方整備局土木工事検査技術基準（案）（平成１５年３月３１日付け

国土交通省技調発第３４４号）」を別添のとおり改正したので通知する。

第３編．検査について

125



地方整備局土木工事検査技術基準（案）

（目的）

第１条 この技術基準は、地方整備局の所掌する土木工事の検査に必要な技術的事項を定

めることにより、検査の適切な実施を図ることを目的とする。

（検査の内容）

第２条 検査は、当該工事の出来高を対象として、実地において行うものとし、契約図書

に基づき、工事の実施状況、出来形、品質について、適否の判断を行うものとする。

（工事実施状況の検査）

第３条 工事実施状況の検査は、契約書等の履行状況、工程管理、安全管理、工事施工状

況及び施工体制等の工事管理状況に関する各種の記録（写真、ビデオによる記録を含む。

（以下「各種の記録」という。））と、契約図書とを対比し、別表第１に掲げる事項に

留意して行うものとする。

（出来形の検査）

第４条 出来形の検査は、位置、出来形寸法及び出来形管理に関する各種の記録と設計図

書とを対比し、別表第２に基づき行うものとする。ただし、外部からの観察、出来形図、

写真等により当該出来形の適否を判断することが困難な場合は、検査職員は契約書第３

１条第２項の定めるところにより、必要に応じて破壊して検査を行うものとする。

（品質の検査）

第５条 品質の検査は、品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比し、別表

第３に基づき行うものとする。ただし、外部からの観察、品質管理の状況を示す資料、

写真等により当該品質の適否を判定することが困難な場合は、検査職員は契約書第３１

条第２項の定めるところにより、必要に応じて破壊して検査を行うものとする。

第３編．検査について

126



別表第１ 工事の実施状況の検査留意事項

項 目 関係書類 内 容

１ 契約書等の履行状況 契約書、仕様書 指示・承諾・協議事項等の処

理内容、支給材料・貸与品及

び工事発生品の処理状況その

他契約書等の履行状況（他に

掲げるものを除く。）

２ 工事施工状況 施工計画書、工事打合せ簿、 工法研究、施工方法及び手戻

その他関係書類 りに対する処理状況、現場管

理状況

３ 工程管理 実施工程表、工事打合せ簿 工程管理状況及び進捗内容

４ 安全管理 契約図書、工事打合せ簿 安全管理状況、交通処理状況

及び措置内容、関係法令の遵

守状況

５ 施工体制 施工計画書、施工体制台帳 適正な施工体制の確保状況
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別表第２ 出来形寸法検査基準

工 種 検査内容 検査密度

共 共 矢板工 基準高、変位、根入長、 250 枚につき１箇所以上（ただし、施工
通 通 延長 延長 250 枚以下の場合は２箇所以上）

的
工 法枠工 厚さ、法長、間隔、幅、 200m につき１箇所以上（ただし、施工
種 吹付工 延長 延長 200m 以下の場合は２箇所以上）

植生工

基礎工 基準高、根入長、偏心量 １基または１目地間当たり１箇所以上

石・ﾌﾞﾛｯｸ 基準高、法長、厚さ、延 100m につき１箇所以上（ただし、施工
積(張)工 長 延長 100m 以下の場合は２箇所以上）

一 路盤工 基準高、幅、厚さ 基準高、幅は 200m につき１箇所以上（た
般 だし、施工延長 200m 以下の場合は２箇
舗 所以上）厚さは、１ km につき１箇所以
装 上（ただし１ km 以下は２箇所以上）
工

舗装工 基準高、幅、厚さ、横断 基準高、幅は 200m につき１箇所以上（た
勾配、平坦性 だし、施工延長 200m 以下の場合は２箇

所以上）厚さは、施工面積 10,000m2 に
つき１箇所以上コアーにより検査（ただ
し、施工面積 10,000m2 以下の場合は２
箇所以上）

地盤改良工 基準高、幅、厚さ、延長 200m につき１箇所以上（ただし、施工
延長 200m 以下の場合は２箇所以上）

土工 基準高、幅、法長 200m につき１箇所以上（ただし、施工
延長 200m 以下の場合は２箇所以上）

河 築堤護岸 基準高、幅、厚さ、高さ、
川 法長、延長 200m につき１箇所以上（ただし、施工

延長 200m 以下の場合は２箇所以上）
浚渫（川） 基準高、幅、深さ、延長

樋門・樋管 水門・樋門・樋管は本体部、呑口部につ
基準高、幅、厚さ、高さ、 き構造図の寸法表示箇所の任意部分

水門 延長 函渠は同種構造物ごと２箇所以上

海 堤防護岸
岸

突堤・人工 基準高、幅、厚さ、高さ、
岬 法長、延長 200m につき１箇所以上（ただし、施工

延長 200m 以下の場合は２箇所以上）
海岸堤防

浚渫（海） 基準高、幅、深さ、延長
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別表第２ 出来形寸法検査基準

工 種 検査内容 検査密度

砂 砂防ダム 基準高、幅、厚さ、延長 構造図の寸法表示箇所の任意箇所（３箇
防 所以上）

流路 基準高、幅、厚さ、高さ、 200m につき１箇所以上（ただし、施工
延長 延長 200m 以下の場合は２箇所以上）

斜面対策 基準高、幅、厚さ、高さ、 100m につき１箇所以上（ただし、施工
延長 延長 100m 以下の場合は２箇所以上）

ダ ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 基準高、幅、ジョイント ５ジョイントにつき１箇所以上
ム 間隔、堤長

フィルダム 基準高、外側境界線 ５測点につき１箇所以上

道 道路改良 基準高、幅、厚さ、高さ、 100m につき１箇所以上（ただし、施工
路 延長 延長 100m 以下の場合は２箇所以上）

橋梁下部 基準高、幅、厚さ、高さ、 スパン長は各スパンごと。
支間（スパン）長、変位 その他は同種構造物ごとに１基以上につ

き構造物図の寸法表示箇所の任意部分

鋼橋上部 部材寸法 部材寸法は主要部材について、寸法表示
基準高、支間長、中心間 箇所の任意部分
距離、キャンバー その他は５径間未満は２箇所以上。

５径間以上は２径間につき１箇所以上

ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上 部材寸法 部材寸法は主要部材について、寸法表示
部工 基準高、幅、高さ、厚さ、 箇所の任意部分

キャンバー その他は５径間未満は２箇所以上。
５径間以上は２径間につき１箇所以上

トンネル 基準高、幅、厚さ、高さ、 両坑口を含めて、100m につき１箇所以
深さ、間隔、延長 上（ただし、施工延長 200m 以下の場合

は両坑口部を含めて３箇所以上）

その他構造物 工種に応じ、基準高、幅、 同種構造物ごとに適宜決定する。
厚さ、高さ、深さ、法長、
長さ等

備考（１）検査は実地において行うことを原則とするが、特別の理由により実地におい

て検査できない場合、当該工事の主体とならない工種及び不可視部分について

は、出来形管理図表、写真、ビデオ、品質証明書等により、検査することがで

きる。

（２）施工延長とは施工延べ延長をいう。
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別表第３ 品質検査基準

工 種 検査内容 検査方法

共 材料 (1)品質及び形状は、設計図書 (1)観察又は品質証明により検査する。
通 と対比して適切か (2)場合により実測する。

基礎工 (1)支持力は、設計図書と対比 (1)主に施工管理記録及び観察により
して適切か 検査する。

(2)基礎の位置、上部との接合 (2)場合により実測する。
等は適切か

土工 (1)土質、岩質は、設計図書と
一致しているか。

(2)支持力又は密度は設計図書
と対比して適切か

無筋、鉄筋ｺ ｺﾝｸﾘｰﾄの強度、ｽﾗﾝﾌﾟ、塩化物
ﾝｸﾘｰﾄ 総量、ｱﾙｶﾘ骨材反応対策、水ｾ

ﾒﾝﾄ比等は、設計図書と対比し
て適切か

構造物の機 構造物又は付属設備等の性能 主に実際に操作し検査する。
能 は設計図書と対比して適切か

道 舗 路盤工 (1)路盤材料の合成粒度は設計 (1)主に施工管理記録及び観察により
路 装 図書と対比して適切か。 検査する。

(2)支持力又は締固め密度は設 (2)場合により実測する。
計図書と対比して適切か。

ｱｽﾌｧﾙﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ使用量、骨材粒度、密 (1)主に既に採取されたコアー及び現
舗装工 度及び舗設温度は設計図書と 地の観察並びに施工管理資料により

対比して適切か。 検査する。
(2)場合により実測する。
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３－５ 技術検査の基準

地方整備局工事技術検査要領

（策定）建設省官技第１３号 昭和４２年３月３０日

（改正）建設省技調発第３１８号 昭和６３年５月３１日

（改正）国官技第２８２号 平成１８年３月３１日

各地方整備局長
あて

北海道開発局長

国土交通事務次官

地方整備局工事技術検査要領について

地方整備局工事技術検査要領（建設省技調発第 318 号 昭和 63 年 5 月 31 日）の一部を

別添のとおり改正したので、遺憾の無いように実施されたく、命により通知する。
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別添

地方整備局工事技術検査要領

（目的）

第１ この要領は、地方整備局の所掌する工事について行う技術的検査（以下「技術検査」

という。）に関し必要な事項を定め、もつて工事の適正かつ能率的な施工を確保すると

ともに工事に関する技術水準の向上に資することを目的とする。

（技術検査の実施）

第２ 技術検査は、技術的な観点から工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価を行う

ことをいう。

２ 技術検査は、原則として請負工事において会計法（昭和 22 年法律第 35 号）第 29 条

の 11 第 2 項の検査を実施するときに行うものとする。

３ 前項の規定にかかわらず、工事の施工の途中等において地方整備局長（以下「局長」

という。）及び事務所の長（以下「事務所長」という。）が必要と認めたときは、技術

検査を行うことができるものとする。

（技術検査を行う者）

第３ 技術検査は、次の各号に掲げる者が行うものとする。

一 支出負担行為担当官若しくは契約担当官又はこれらの代理官が契約した工事にあつて

は、工事検査官、技術・評価課長その他当該技術検査を厳正かつ的確に行うことができ

ると認められる者（以下「技術検査適任者」という。）のうちから、その都度、局長が

命ずる者。

二 分任支出負担行為担当官又は分任契約担当官が契約した工事にあつては、当該工事を

所掌する地方整備局の事務所長又は事務所長が技術検査適任者のうちから、その都度、

命ずる者。

（技術検査の方法）

第４ 第 3 の規定により技術検査を行う者（以下「技術検査官」という。）が技術検査を

行うに当たつて必要な技術的基準は、別に定めるところによるものとする。

２ 技術検査官は、技術検査を行うため必要があるときは、当該技術検査に係る工事を担

当する職員に対し、当該工事に関する図書若しくは物件の掲示、立会い又は工事に関す

る説明を求めることができるものとする。

（技術検査の結果の復命）

第５ 技術検査官は、技術検査を完了した場合は、遅滞なく、当該技術検査の結果につい

て別記様式の技術検査復命書により、第 3 第一号に該当する者にあっては局長に、第 3
第二号に該当する者にあっては事務所長等にそれぞれ復命するものとする。局長または

事務所長は、復命書のうち必要な事項について、別に定めるところにより、請負者に通

知するものとする。
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（工事成績の評定）

第６ 技術検査官は、請負工事について技術検査を完了した場合に、並びに、工事中の施

工状況等を把握する者（以下、「技術評価官」という。）は、工事が完成したときに、

別に定めるところにより、工事成績を評定しなければならないものとする。

２ 技術評価官は、総括的な技術評価を行うもの（以下、「総括技術評価官」という。）及

びその他評価を行うもの（以下、「主任技術評価官」という。）とする。

３ 技術評価官は、次の各号に掲げる者をあてるものとする。

一 支出負担行為担当官若しくは契約担当官又はこれらの代理官が契約した工事にあつて

は、総括技術評価官は、事務所長が自らこれにあたるものとし、主任技術評価官は、当

該工事を所掌する地方整備局の事務所の出張所の長（以下「出張所長」という。）又は

工事を担当する建設監督官その他当該技術評価を厳正かつ的確に行うことができると認

められる者のうちから、その都度、局長が命ずる者とする。

二 分任支出負担行為担当官又は分任契約担当官が契約した工事にあっては、総括技術評

価官は、事務所長が自ら、もしくはその他当該技術評価を厳正かつ的確に行うことがで

きると認められる者のうちから、その都度、事務所長が命ずる者とし、主任技術評価官

は、出張所長、又は工事を担当する建設監督官その他当該技術評価を厳正かつ的確に行

うことができると認められる者のうちから、その都度、所長が命ずる者とする。

附則

この要領は、平成 18 年 4 月１日から適用する。
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別記様式１

年 月 日

地方整備局長

事務所長

技術検査官

官 職 指 名 印

完 成

請 負 工 事 既済部分 第 回 技術検査復命書

中 間

工 事 名 年度 工事

事 務 所 名

契約の相手方

上記の技術検査の結果について、次のとおり復命する。

１．工事の概要

請 負 金 額

工 事 場 所

工 事 内 容

契 約 年 月 日 年 月 日

工 期 自 年 月 日

至 年 月 日

完 成 年 月 日

完 成 技 術 検 査 年 月 日

既済部分技術検査 第１回 年 月 日

第２回 年 月 日

第３回 年 月 日

中 間 技 術 検 査 年 月 日

２．技術検査対象工事の設計及び施工について改善を要すると認めた事項

３．現地における指示事項

４．その他
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別記様式２
国○整○○第 号

平成 年 月 日

契約の相手方

所在地

商号又は名称

代表者氏名 殿

○○地方整備局局長

○ ○ ○ ○

又は ○○地方整備局

○○工事事務所長

○ ○ ○ ○

完 成

請負工事 既済部分 第 回 技術検査結果通知書

中 間

平成○年○月○日に実施した（完成、既済部分第 回、中間）技術検査の結果を通知し

ます。

記

１ 工事名 ○ ○ ○ ○ 工 事

２ 工 期 平成 年 月 日～平成 年 月 日

３ 技術検査日 平成 年 月 日

４ 技術検査の結果

５ 問い合わせ先

（本官の場合）〒○○－○○○ ○○県○○市○丁目○番地

国土交通省○○地方整備局技術調整管理官 宛

TEL ○○○－○○○－○○○○（代） 内線○○○

（分任官の場合）〒○○－○○○ ○○県○○市○丁目○番地

国土交通省○○地方整備局○○工事事務所技術担当副所長○○宛

TEL ○○○－○○○－○○○○（代） 内線○○○
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土木工事技術検査基準

国 官 技 第 ２ ８ ３ 号

平成１８年３月３１日

各地方整備局長
あて

北海道開発局長

国土交通省大臣官房技術審議官

土木工事技術検査基準について

標記について、「地方整備局土木工事技術検査基準（案）」を別添のとおり策定したの

で、遺憾なきよう実施されたい。
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地方整備局土木工事技術検査基準（案）

（目 的）

第１条 本技術基準は、「地方整備局事技術検査要領（平成 18 年 3 月 31 日国官技第 282
号）」（以下、「技術検査要領」という。）の技術的な事項を定めることにより、技術検

査の適切な実施を図ることを目的とする。

（技術検査の内容）

第２条 技術検査は、当該工事を対象として、実地において行うものとし、工事の実施状

況、出来形、品質及び出来ばえについて技術的な評価を行い、施工について改善を要す

る事項及び現地における指示事項を把握するものとする。

（技術検査の種類）

第３条 技術検査は、工事の施工期間中（以下、「中間技術検査」という。）及び完成時

（以下、「完成技術検査」という）において実施するものとする。

（中間技術検査）

第４条 中間技術検査は、当初契約金額１億円以上かつ工期が 6 ヶ月以上の工事、或いは

局長又は分任官工事にあっては事務所長が必要と認めた工事を対象として実施する。た

だし、単純工事（維持、除草、除雪、区画線、植樹管理等）は実施しない。

２ 中間技術検査の実施は、完成、既済（完済を含む）部分の検査時期、及び当該工事の

主要工種を考慮し、施工上の重要な変化点である段階確認の実施時期等で行うことを原

則とする。

３ 実施回数は、原則２回実施するものとし、その工事の重要度に応じて実施頻度を増減

できるものとする。なお、既済部分検査を兼ねることができるものとする。

４ 実施時期は、監督職員が、工事の実施状況、出来形、品質及び出来映えの技術的評価

を適切に実施できる施工段階を選定し、本官契約工事は総括監督員が局長に、分任官契

約工事にあっては主任監督員が当該事務所長に申請するものとする。

５ 中間技術検査で確認した出来形部分については、完成検査、既済（完済を含む）部分

検査時の確認を省略することができる。ただし、その後の現場状況の変化や、請負者の

管理状況等から再度の技術的確認が必要な場合はこの限りではない。

６ 局長又は事務所長は、4 号により申請された場合は、請負者に対して中間技術検査を

実施する旨及び技術検査官、検査日等必要な事項を事前に通知するものとする。

７ 中間技術検査の対象工事は特記仕様書で指定するものとする。
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（完成技術検査）

第５条 完成技術検査は、当該工事の完成時に行うものとする。なお、当該工事の工事目

的物の供用後の性能等が設計図書で規定された工事にあっては、予め定められた評価時

期、評価項目、評価基準等により工事完成後に技術検査（以下「完成後技術検査」とい

う。）を実施するものとする。

（工事実施状況の技術検査）

第６条 工事実施状況の技術検査は、工事の施工状況、施工体制等の的確さについて技術

的な評価を行うものとする。

（出来形の技術検査）

第７条 出来形の技術検査は、出来形の精度及び出来形管理等の的確さについて技術的な

評価を行うものとする。

（品質の技術検査）

第８条 品質の技術検査は、品質及び品質管理等の的確さについて技術的な評価を行うも

のとする。

（出来ばえの技術検査）

第９条 出来ばえの技術検査は、仕上げ面、とおり、すり付けなどの程度及び全般的な外

観について技術的な評価を行う。
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３－６ 検査業務の全体フロー

検査業務の全体的な構成及び業務の手順は下記のフローを標準としています。

完 成 通 知 書 指定部分完成通知書 既済部分検査請求書

部分使用をする場合

局長（事務所長）

が必要と認めたとき 検査命令書

(既済部分検査)

中間技術検査 完 成 検 査

完済部分検査 既済部分検査

技術検査あり 給付のみ

NO 監督職員に報告

技術検査 （監督職員によ

る改造請求） 技術検査

YES

YES YES

改造完了 検査結果処置検討会議

給付の確認 (合議が必要なとき)

NO

YES NO

修補指示

YES

期限内修補完了

NO

技術検査 検査確認 検査調書

復命書 通知書 不合格通知書

NO

履行遅延 修補完了届

成績評定 支払請求書

YES 修補放棄 指名停止等措置委員会

成績通知

(完成のみ) 代価の支払 遅延利息請求

否

不問 ペナルティ要否

既済部分は除く

完成後技術検査 要

履行保証要否 ペナルティ通知

技術検査

※完成後技術検査で不合格の場合は性能規定部分に関しペナルティが課せられる。
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３－７ 受検体制

検査の実施にあたっての受検体制は、下記を標準とします。

説 明 者 ･･･主任監督員（不在の時は監督員等）

総 括 説 明

立 会 者 ･･･(必要があるとき積算担当者）

説 明 者 ･･･現場代理人、主任技術者、監理技術者
施工管理者（仕様書に明示されている場合）

資 料 検 査 各担当技術者、社内検査員、
品質証明員（位置付けられている工事の場合）

立 会 者 ･･･主任監督員、監督員、現場技術員
（必要があるとき積算担当者）

１ 契 約 関 係 書 類

２ 施 工 計 画 書

３ 施 工 体 制 関 係

４ 工 事 打 合 せ 簿

５ 材 料 確 認 願

６ 段 階 確 認 書

７ 安 全 管 理 関 係

８ 工 程 管 理 関 係

９ 品 質 管 理 関 係

10 出 来 形 管 理 関 係

11 工 事 写 真

12 完 成 図 書

･･･現場代理人、主任技術者、監理技術者
説 明 者 施工管理者（仕様書に明示されている場合）

各担当技術者、社内検査員
実 地 検 査

品質証明員（位置付けられている工事の場合）

立 会 者 ･･･主任監督員、監督員、現場技術員
（必要があるとき積算担当者）

出 来 形 測 定
：発注者

出 来 ば え 確 認
(工事箇所全般) 等 ：請負者
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３－８ 給付の検査の役割と責任

１．検査の役割

① 会計法に基づいて執行される国の請負工事においては、検査職員が工事目的物の契

約図書との適合を確認して初めて代価の支払いが可能となる。即ち、検査職員以外の

者によって契約図書との適合が確認されても給付の完了の確認にはならない。

工事の施工途中で監督職員による契約図書との適合の確認を一部実施することがあ

るが、これはあくまで土木工事の特性を考慮して行うこととしているものであり、検

査の補完として位置付けられる。

工事目的物を受け取り、代価を支払ってよいかどうかは、検査によって確認されな

ければならず、これが検査の重要な役割の一つである。

② 公共工事の品質確保・向上のためには、工事に関する技術水準の向上や能率的な施

工の確保が重要であり、検査時の指導を通じてこれらに資すること、また工事成績評

定による請負者の適正な選定に資することも検査の重要な役割である。

③ 建設業法及び適正化法（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律）の

趣旨に従い、適正な施工を評価し、建設業の健全な発達を促すことに資する。

２．検査の責任

検査職員は、予責法「予算執行職員等の責任に関する法律」（H11.12.22 法律第 160 号）

上の責任を負う。

・（定義）第２条「予算執行職員」とは

会計法第２９条の１１第４項の規定の基づき契約に係る監督又は検査を行うこと

を命ぜられた職員。

・（予算執行職員の義務及び責任）第３条

１．それぞれの職分に応じ、支出等の行為の実施義務。

２．故意又は重大な過失に因り、前記行為で国に損害を与えたときの弁償の責任。

３．二人以上の予算執行職員により生じた損害は、それぞれの職分に応じた弁償の

責任。

・「故意又は重大な過失」に関して

検査の技術的基準として「地方建設局土木工事検査基準（案）」が定められてお

り、検査はこの基準に基づき適正に実施されることが基本である。

予算執行職員等の責任に関する法律

（目的）

第１条 この法律は、予算執行職員の責任を明確にして、法令又は予算に違反した

支出等の行為をすることを防止し、もって国の予算の執行の適正化を図ることを

目的とする。

（定義）

第２条 この法律において｢予算執行職員｣とは、左に掲げる職員をいう。
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（中略）

十 会計法第二十九条の十一第四項に基づき契約に係る監督又は検査を行うことを

命ぜられた職員

（予算執行職員の義務及び責任）

第３条 予算執行職員は、法令に準拠し、且つ、予算で定めるところに従い、それ

ぞれの職分に応じ、支出等の行為をしなければならない。

２ 予算執行職員は、故意又は重大な過失に因り前項の規定に違反して支出等の行

為をしたことにより国に損害を与えたときは、弁償の責に任じなければならない。

３ 前項の場合において、その損害が二人以上の予算執行職員が前項の支出等の行

為をしたことにより生じたものであるときは、当該予算執行職員は、それぞれの

職分に応じ、かつ、当該行為が当該損害の発生に寄与した程度に応じて弁償の責

に任ずるものとする。

（参考）監督の役割と責任

１．監督の役割

① 会計法には工事契約の適正な履行を確保するため必要な監督の実施が定められてい

る。契約図書には発注者の代行者としての監督職員の執るべき措置が明らかにされて

いるが、この内容は多岐にわたっている。請負者が所定の工期内に契約に適合した工

事目的物を完成させるためには、監督による契約の適正な履行の確保と円滑な施工の

確保が図られることが必要であり、これが監督の重要な役割である。

会計法では検査と監督は明確に区分されており、監督には給付の完了の確認は任さ

れていない。

施工途中において監督職員が行うこととされている段階確認や指定材料の確認等

は、土木工事の性質上、工事完成後に施工の適否を判断することが困難であり、また

仮に不適当であることを発見することが出来ても、それを修復するには相当の費用を

要する場合が多く、施工の段階で逐次監督することが合理的であることを考慮した、

検査の補完としての役割を果たす確認行為である。

② 土木工事の特性から工事目的物が完成するまでのプロセスは重要であり、工事成績

評定において請負者が履行したプロセスについて、適切に反映させる必要がある。監

督は契約から検査に至るまでのプロセス全てにかかわっている。従って、工事成績評

定の相当部分を分担し、請負者の適正な選定に資する重要な役割をもっている。

２．監督の責任

・監督職員は、予責法「予算執行職員等の責任に関する法律」（H11.12.22 法律第 160 号）

上の責任を負う。

・「故意又は重大な過失」に関して

監督の技術的基準として「土木工事監督技術基準（案）」が示されており、監督は

この基準に基づき適正に実施されることが基本である。
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３－９ 検査職員の心得・留意事項

公共工事の検査業務に携わる職員には

・幅広い技術の知識と豊富な技術経験や的確な判断力並びに高い倫理観等が求められ

ている。

・また、技術検査実施後の工事成績評定点は、総合評価での加点など活用の場が拡大

しており、工事成績評定にあたっては、これまで以上に公平性、客観性、説明性の

ある評定を行うことが重要である。

これらを踏まえた上で、検査職員の心得・検査にあたっての留意点等の基本事項を以下

に示します。

① 実施及び資料に基づき事実を正しく判断して厳正に行う。

検査職員としての原点です。疑義が生じた場合は、請負者に的確に質問し納得出来

る事実を確認した上で厳正に対処する必要があります。ただし、あら探し的な検査に

陥ることがないように注意することが大切です。

② 客観的かつ公正な態度と判断で行う。

検査は、工事目的物が設計図書に適合しているか否かを確認するものです。自らの

知識や経験から請負者の対応に感情的になったりすることがないように、常に公正な

態度に心がける必要があります。

③ 請負者との信頼関係を保持し、誠意を持って行う

請負者に対する疑念という先入観を持たずに請負者を信頼して誠意を持って行うこ

とが大切です。ただし、盲目的な信頼は禁物であり、自らの知識・経験に照らして資

するべきは資するという態度が必要です。

④ 請負者とは対等であるとの認識を持って接する

請負者に対して優位であるかのような態度は厳に慎むべきです。立場の違いはあっ

ても、上下の関係はないことを認識する必要があります。

⑤ 工事の目的・内容を把握し主眼点をおき、資料や現場をよく観察する

全数検査ではなく抜き取り方式を基本としていますので、検査の着眼点をいち早く

見抜き、資料や現場での観察を十分行って判断することが大切です。効率的で的確な

検査を行うためには、日頃から技術や知識の研鑽や事前の準備も必要です。

⑥ 質問、指摘、指示等は明確に行う

請負者に対する質問、指摘、指示などはわかりやすい言葉で相手にはっきりと内容

が伝わるように行う必要があります。

請負者が即答できない場合は、調べる時間を与えるなど納得のいく検査を心がける

必要があります。

⑦ 検査時の関係書類は定められた工事関係書類以外については提示等を求めない

書面検査にあたっては、工事関係書類（工事書類の簡素化一覧表（案）、写真管理

基準など）に定められた書類の範囲内で設計図書、関係諸基準等との確認検査や整理

・工夫の状況を検査するものとし、定められた以上の書類・写真の作成などを対象と

した評価は行わないことに留意する必要があります。

⑧ 検査職員としての誇りと信念を持って行う

公共工事の真の発注者である国民の代行者として、工事目的物を引き取るための検

査を行っているという自覚を常に有していなければなりません。

検査職員は、以上の心得を念頭において

・ 検査の開始を明確に宣言した上で的確な検査を実施します。

・ 検査終了時には請負者に対して明確な合否の判定、検査結果についての講評を行

います。
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３－１０ 検査の実施方法

ここでは、検査の一般的な手順及び検査方法を示すが、工事の種類、規模、検査に要す

る時間、検査時の気象状況等により、検査職員が適宜判断し検査を実施する必要がある。

１．工事概要の把握

工事目的物の品質、性能、計上寸法及び施工にあたっての条件等、設計図書の内容、

現地を取り巻く状況、施工の体制などについて把握したうえで検査を実施する。

１）監督職員又は設計担当の立会者から説明を受ける工事概要

・請負契約関係書類

・工事概要（全体事業の概要及び当該工事の概要、設計書、仕様書の内容）

・完成写真（既済部分又は、中間技術検査部分出来高写真）

・イメージアップ、パイロット事業等に対する取り組み

・その他、施工者の熱意、地元等の渉外関係の対応状況

２）請負者から説明を受ける工事概要

・工事の安全に対する取り組み、労働災害の有無

・施工上の創意工夫並びに結果

・工程を含む工事施工上での問題点とその対策

・その他、意見要望等

２．工事実施状況の検査

１）給付の検査においては、土木工事検査技術基準（案）第３条、別表第１により、契

約書等の履行状況、工事施工状況、工程管理、安全管理、施工体制について、工事管

理状況に関する各種の記録と、契約図書とを対比して検査を行う。

・「施工体制」の検査では、表１に示す内容に留意する。

・「契約書等の履行状況」の検査では、表２に示す内容に留意する。

・「工事実施状況」、「工程管理」、「安全管理」の検査では、表３、表４に示す内容に

留意する。

２）技術検査においては、土木工事技術検査基準（案）第６条により、工事の施工状況、

施工体制等の的確さについて技術的な評価を行う。
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表１ 適正な施工体制の確保

種別・検査事項 検査留意事項 検査方法・書類

配 現場代理人 ・現場に常駐している。 施工体制の点検

置 ・監督職員との連絡調整を書面で行っている。

技

術 監理技術者 ・資格者証の確認。 資格者証

者 （主任技術者） ・配置予定技術者、通知による監理技術者、施工体制台帳に 施工体制の点検

記載された監理技術者、管理技術者証に記載された技術者及

び本人が同一である。

・現場に常駐している。

・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的

に係わっている。

・施工に先立ち、創意工夫または提案をもって工事を進めて

いる。

専門技術者 ・専任の技術者を配置している。 施工体制の点検

作業主任者 ・選任し、配置している。

施 施工体制台帳 ・現場に備え付け、かつ同一のものを提出した。 施工体制の点検

工 ・下請契約書（写）及び再下請負通知書を添付している。

体 ・下請負金額を記入している。

制

台 施工体系図 ・現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 施工体制の点検

帳 ・記載のない業者が作業していない。

等 ・記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されてい

る技術者が本人である。

・本請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。

建設業許可標識 ・建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所 施工体制の点検

に設置し、監理技術者を正しく記載している。

下請契約 ・建設業法や他法令を遵守した契約がなされている。 施工体制の点検
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表２ 契約書等の履行状況

種 別 適 用 検査項目 検査留意事項 検査書類、方法

土 木 工 1-1- 設計図書の照査 ・照査体制、照査内容、照査結果 施工体制の点検

事 共 通 1-3

仕様書

1-1- 施工計画書 ・提出時期（工事着手前）

第１編 1-4 ・施工計画書記載事項

共通編

(総則) 1-1- 工 事 カ ル テ作 ・工事請負代金額が500万円以上（単

1-5 成、登録 価契約の場合は契約総額）の全ての工事

について、受注時は契約後、土曜日、日

曜日、祝日及び休日を除き、変更時は変

更があった日から土曜日、日曜日、祝日

及び休日を除き、完成時は工事完成後、

それぞれ10日以内に、訂正時は適宜登

録機関に登録申請する。

1-1- 工事用地等の使 ・工事用地等の復旧状況 写真等

1-7 用

1-1- 工事の着手 ・工事の開始日後30日以内着手 施工体制の点検

1-8

1-1- 施工体制台帳 ・施工体制台帳、施工体系図の監督職員 施工体制の点検

1-10 への提出（下請契約の請負代金額の総額

が3000万円以上）

1-1- 工事の一時中止 ・一時中止理由、請負者へ書面通知

1-13 ・中止期間中の維持・管理に関する基本

計画書を監督職員を通じて発注者に提出

1-1- 工期変更 ・事前協議の実施

1-15 ・工期変更協議の対象の請負者への通知

・工期変更協議書の監督職員への提出

1-1- 支給材料及び貸 ・支給品精算書の監督職員への提出 施工体制の点検

1-16 与物件

1-1- 工事現場発生品 ・現場発生品の監督職員への引渡 現場発生品調書

1-17

1-1- 建設副産物 ・掘削による発生材料を工事に用いる場 施工体制の点検

1-18 合（設計図書に明示がない場合）の監督

職員との協議、承諾

・産業廃棄物を搬出する場合のマニュフ

ェストの監督職員へ提示されているか。

・再生資源利用（促進）計画書（実施書）

の監督職員への提出

1-1- 工事完成検査 ・工事完成通知書の監督職員への提出 工事完成通知書

1-20
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種 別 適 用 検査項目 検査留意事項 検査書類、方法

1-1- 既済部分検査等 ・工事出来高報告書及び工事出来形内訳 工事出来高報告書

1-21 書の監督職員への提出 工事出来形内訳書

1-1- 施工管理 ・出来形・品質管理の記録及び関係書類

1-23 の監督職員への提出 測定表、管理図

・出来形・品質管理基準が定められてい 協議書

ない工種について協議

1-1- 履行報告 ・工事履行報告書の監督職員への提出 工事履行報告書

1-24

1-1- 爆発及び火災の ・関係官公庁の指導についての提示 施工体制の点検

1-27 防止 (1-1-1-35官公庁等への手続等 関連)

1-1- 事故報告書 ・監督職員への通報及び事故報告書の提 工事事故報告書

1-29 出

1-1- 官公庁等への手 ・官公庁等への諸手続きにおいて許可、 施工体制の点検

1-35 続等 承諾等を得たとき監督職員への提示

・地元関係者との交渉内容の文書確認及

び監督職員への報告

1-1- 施工時期及び施 ・官公庁の休日または夜間に、現道上の 施工体制の点検

1-36 工時間の変更 工事または監督職員が把握していない作 休日、夜間作業届

業を行う場合事前に理由を付した書面に

よって監督職員への提出

1-1- 保険の付保及び ・建設業退職金共済制度等への加入義務 施工体制の点検

1-40 事故の補償 （契約締結後１ヶ月以内）

土 木 工 3-1- 請負代金内訳書 ・監督職員への提出（契約締結後14日 施工体制の点検

事 共 通 1-2 及び工事費構成 以内）

仕様書 書

第３編 3-1- 工程表 ・監督職員への提出（契約締結後14日

土 木 工 1-3 以内）

事 共 通

編 3-1- 監督職員による ・立会願の監督職員への提出

(総則) 1-6 検査（確認を含 ・設計図書及び監督職員の定めた工種の

む）及び立会等 施工段階における段階確認の適正な実施

3-1- 数量の算出 ・出来形数量の監督職員への提出 出来形数量の算出資

1-7 料

3-1- 品質証明 ・品質証明員の氏名、資格、経験及び経 施工体制の点検

1-8 歴書

・品質証明書の提出

3-1- 施工管理 ・建設材料の品質記録の監督職員への提 品質記録図、生コン

1-11 出 クリート品質記録表、

コンクリート二次製

品品質記録表

第３編．検査について

147



表３ 施工計画書記載事項

記載事項 検 査 留 意 事 項 備 考

1．工事概要

2．計画工程表 ・施工工程順序は適切か

3．現場組織表 ・現場代理人、主任（監理）技術者、各管理担当（工程、

出来形、品質、機械、安全巡視、事務等）が適切に配置

されているか

4．指定機械 ・設計図書により指定された建設機械に適合しているか

5．主要船舶・機械 ・主要船舶、機械の規格及び確認方法が適切か

6．主要資材 ・品名、規格及び確認方法（承諾、カタログ等）が適切か

7．施工方法（主要 ・契約図書（技術提案等も含む）で指定された工法、対策

機械、仮設備計画、 となっているか

工事用地等を含む）

8．施工管理計画 ・出来形、品質、写真管理の管理項目、基準、方法、処置

が適切か

9．安全管理 ・安全訓練実施計画は適切か

10．緊急時の体制及 ・緊急時の連絡体制は適切か

び対応 ・緊急時の対応組織及び緊急用資機材の確保体制は適切か

11．交通管理 ・過積載による違法運行の防止指導体制及び過積載車両に

対する処置方法は適切か

・交通整理員配置計画は適切か

・現道工事における安全施設配置は適切か

・工事用資材及び機械などの輸送計画は適切か

12．環境対策 ・騒音、振動、塵埃、水質汚濁対策は適切か

・周辺住民への対応及び苦情処理計画は適切か

13．現場作業環境の ・現場作業事務所、作業宿舎、休憩所、作業現場及び現場

整備 周辺の美装化計画は適切か

・地域周辺行事への積極的参加

14．再生資源の利用 ・建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用が図られて

の促進と建設副産 いるか

物の適正処理方法 再生資源利用計画書（実施書）

再生資源利用促進計画書（実施書）

15．その他 必要に応じて
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表４ 工事実施状況

検査項目 検 査 留 意 事 項 検査方法

1．工程管理 ・計画工程と実施工程との整合 実施工程表

・変更指示、一時中止等による適切な工程の見直し

・工程回復努力

2．安全管理 ・安全協議会の活動状況（ＫＹ、ＴＢＭ、安全巡視） 議事録、活動状況写真

・安全訓練の実施状況（及び社内安全巡視状況） 活動状況写真・ビデオ

・過積載運行防止指導状況及び過積載車両に対する処 指導記録写真・ビデオ

理結果

・交通整理員及び安全施設配置状況 写真

3．使用材料 ・適正な試験期間での実施 関係資料

・試験成績表が規格を満足

・２次製品のカタログ、パンフレットの添付

4．施工状況 ・施工計画書どおりの施工方法 写真

5．施工管理 ・適正な試験立会頻度 写真

・社内検査実施状況、結果及び改善処置結果 写真、関係資料

6．緊急時の対応 ・緊急時の対応努力 写真、関係資料

7．環境対策 ・騒音、振動、塵埃、水質汚濁等の適切な処置

・苦情に対する適切な処置

・建設廃棄物の適切な処置 マニュフェスト、写真

・再生資源の適切な処置

8．現場作業環境 ・現地事務所、作業宿舎等の美装化の積極的な実施

・地域周辺行事への積極的な参加

9．書類管理 ・指示、承諾、協議等の適切な処置（区分、時期、内

容）

・管理手法、整理手法の的確性、創意工夫

・安全活動、重機点検記録
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３．出来形検査

検査技術基準第４条、技術検査基準第７条及び請負工事成績評定要領に基づき実施する。

出来形検査は、位置、出来形寸法が設計図書に規定された出来形に適合しているか否か

を確認するものであり、実地において測定可能な出来形については検査職員が実測し出来

形を確認することを原則とする。

また、実測が不可能なものについては書面（出来形管理写真を含む出来形管理資料）に

より確認を行う。

出来形に関する検査の手順は以下のとおりである。

１．出来形管理資料について、出来形管理基準に定められた測定項目、測定頻度並びに

規格値を満足しているか否かを確認するとともに、出来形寸法のバラツキについて把

握する。

なお、一部分を任意に抽出して出来形管理写真との整合についても確認する。

２．検査技術基準に定められた検査頻度以上を原則とし、かつ偏りのないように検測箇

所を選定する。

検査技術基準に記載されていない工種の検査頻度は、工事内容及び検査項目等を考

慮し選定するが、おおむね共通仕様書施工管理基準頻度の２０％程度実施するものと

する。

３．実地において出来形寸法を検測するとともに、ふくらみやくぼみ等の有無について

観測する。

なお、検査時に不可視となる部分については監督職員の段階確認資料及び請負者の

測定結果資料に基づき検査を実施する。

４．出来形確認の結果と規格値の対比並びに観測結果に基づき適否を判断する。

なお、外部からの観察、出来形管理資料等により出来形の適否が判断できない場合

は契約書の定めるところにより、必要に応じて破壊検査を実施する。

４．品質検査

検査技術基準第５条、技術検査基準第８条及び請負工事成績評定要領に基づき実施する。

品質検査は、使用された材料の品質及び施工品質が設計図書に規定された品質に適合し

ているか否かを確認するもので、書面による確認及び現地や施工状況写真の観察により判

断する。

品質検査の手順は以下のとおりである。

１．品質管理資料について、品質管理基準に定められた試験項目、試験頻度並びに規格

値を満足しているか否かを確認するとともに、品質のバラツキについて把握する。

２．現地や施工状況写真等の観察により均等に施工されているか否かを判断する。

３．動作確認が行える施設については、実際に操作し確認を行うとともに、必要により

性能を実測する。

４．品質管理資料の規格値との対比、並びに観察結果により適否を判断する。

なお、品質管理資料、外部からの観察等により品質の適否が判断できない場合は契

約書の定めるところにより、必要に応じて破壊検査を実施する。
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５．出来ばえ検査

技術検査基準第９条及び請負工事成績評定要領に基づき実施する。

６．破壊検査

契約書において、「（工事の完成を確認するための検査において）甲又は検査職員は、

必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊し

て検査することができる。」と定められている。

・最小限度の破壊検査とは

①出来形に関する最小限度の破壊検査の例

構造物の寸法・・・確認の必要な部分の掘り起こし又は抜き取り等の破壊を行

い、実測により確認する。

舗装の厚さ・・・・確認の必要な部分のコアーを採取し実測により確認する。

②品質に関する最小限度の破壊検査の例

コンクリート・・・確認の必要な部分の一部をはつり取り、目視及びシュミット

ハンマー等を利用し確認する。さらに確認が必要な場合は、

コアーを採取し、その試験結果により確認する。

アスファルト・・・確認の必要な部分のコアーを採取し、その試験結果により確

認する。

土工・・・・・・・確認の必要な部分を掘り起こし、密度試験などの試験を行い、

その結果により確認する。
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３－１１ 検査結果の処置

１．検査結果の通知

検査実施の結果、検査の対象出来形部分の完成を確認した場合は、請負者に対して「検

査確認通知書」により通知する。

２．検査結果の復命

完成検査、既済部分検査で給付の完了を確認した場合は「検査調書」及び「技術検査

復命書」により、また、中間技術検査で対象部分の完成を確認した場合は「技術検査復

命書」により、局長または事務所長に復命する。

３．請負工事技術検査結果通知

完成検査、中間技術検査の検査結果の復命を受け、請負者に技術的な検査結果を通知

する。

４．工事成績評定

検査結果について、「請負工事成績評定要領」及び「地方整備局工事成績評定実施要

領」に基づき工事成績評定を行う。

５．修補指示

検査実施の結果、検査職員が修補の必要があると認めた場合は、「修補の指示につい

て」に基づき、請負者に対して修補指示を行う。

なお、修補の規模、期間を考慮し、合議の判断が必要と考えられる場合は、検査結果

処置検討会議をただちに開催し、技術的検討、合否の判断及びペナルティーの検討を行

い、その結果により指示を行うことができる。

また、工事の修補内容のかしの重大性を考慮し、指名停止等の措置要領にもとづき、

指名停止等措置検討委員会に諮り、適正な処置を行う。

検査職員が文書による修補の指示を行った場合は、「文書による修補の手続き」によ

る。
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検査結果処置検討会議（工事検査管理委員会等）

検査結果処置検討会議の構成メンバー

（本官工事） （分任官工事）

議 長：技術調整管理官（地方事業評価管理 議 長：事務所長

官） 副議長：（技）副所長

副議長：総括工事検査官（工事品質調整官） 構成員：（工事施工管理官、事業対策官、

構成員：契約課長、技術管理課長、工事検査 建設専門官のいずれか）、契約

官（必要に応じて）、当該工事発注担 課長、当該工事発注担当課長、

当課長（必要に応じて）、当該工事担 当該工事担当主任監督員、当

当事務所長（必要に応じて）、当該工 該工事担当技術検査官、議長

事技術検査官（必要に応じて）、議長 が指名した者

が指名した者

６．修補指示した場合の合格、不合格

請負者が期限までに修補を完了し、監督職員が修補箇所を確認後、検査職員に報告す

る。検査職員が修補の完了を確認した場合は合格である。

期限までに修補を完了できなければ不合格であり「修補不合格通知書」を請負者に通

知する。また、完成が認められるまでの超過期間について契約書第４５条により損害金

の支払いを請求することになる。

遅延利息の徴収期間については、「契約書第４５条の運用」による。
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３－１２ 修補

１．修補の指示について

（１）指示の必要性

検査時には、検査の結果として、合格、不合格の判断をすることになる。

しかし、検査時不合格であっても、その後修補（補強等も含む）等を実施すれば合格（給

付の完了が確認できる）と判断できるケースが多々生じるものと想定される。このような

場合、修補の要否、期間等の指示が必要となる。

また、一方では技術検査において、技術水準の向上を目的としており、少しの手入れで

工事目的物全体のグレードが上がる場合も多々考えられる。このような場合には指示によ

り手入れを行わせるものとする。

（２）指示の種類と手続

○文書による指示

給付の完了の確認を可能とするために必要な指示（手続き）は、文書による指示

とする。（共通仕様書第１編１－１－２０の規定に基づく修補指示である。）

必要な修補内容により「検査結果処置検討会議（工事検査管理委員会等）」にお

ける合議の必要なものと不要なものに分かれる。

文書による指示 ①合議の必要な修補内容

（指示時点では ・基本的な構造、及び機能の欠如、又は基本事項の間違い

検査不合格） （大規模な修補が必要な場合。不誠実な行為がある場合）

②合議の不要な修補内容

・出来形不足、明らかな品質不良、及び単純な機能不足等

（管理基準からはずれている場合。一部が効用をなして

いない場合等。

（３）修補指示の期限について

完成検査、完済部分検査時の修補期限については、契約書第４５条の運用のＡ、Ｂ（Ａ

≧Ｂ）期間となる。この期間内に給付の完了の確認が認められない場合は不合格（工期内

に完成しなかった）となり、遅延利息の徴収の対象となる。

完成検査、完済部分検査、年度末の既済部分検査で修補の確認が年度を越える場合は繰

越手続きが必要となるので注意すること。

（４）工事完成後の修補指示について

契約書第４４条第２項に規定する工事完成後（引き渡し後）のかしの修補の請求を行う

場合の検査手続きは、期限内に修補が完了しなかった場合の検査業務のフローを準用する。
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※合議の必要な修補の具体例

○大々的な修補が必要な場合。不誠実行為の有る場合。

例・橋脚の位置を間違い上部工に影響する。（位置、高さ）

・基準高を間違い、前後の工事とすりつかない。

・ＰＣ桁に構造的な傷があり検討を要する。

・鋼橋のキャンバーが不足し、コンクリート打設後に逆キャンバーになる恐れ

がある。

・重要構造物に構造的なクラックが発生し、不安全な構造となっている。

・舗装の厚さが大半不足している。（規格値を大きく外れている）

・その他、構造物として致命的な欠陥が有る場合。主要箇所における故意的な

粗雑工事の場合。等

※合議が不要な修補の具体例

○管理基準からはずれているいるような場合。一部が効用をなしていない場合等

例・吹きつけ厚さが部分的に足らないので、増し吹きが必要。

・ガードレールの設置高さが基準と合わない。

・擁壁に大きく豆板（空洞化）が出来ている（表面の荒れ程度ではない）

・一部埋戻しの転圧不足があり、沈下の恐れがある。または、沈下している。

・排水構造物の設置高さの不良。

・収縮クラックの補修（検査時点でクラック調査が完了しているもの）

・クラックの調査指示（調査対象構造物でクラックが発生し、検査時点でクラ

ック調査が行われていないもの及び調査内容が不十分なもの）

・その他これらに類するもの。
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２．文書による修補の手続き

・文書による修補指示が必要な場合は、合議の必要性を判断す

検 査 る。

・合議が必要でない場合は、検査の講評時に修補指示を行う。

・検査結果を報告する。

検査結果処置検討会議

合議の必要性 （工事検査管理委員会

YES 等）

NO

修補指示書 ・修補が何故必要か説明し、修補指示書に修補箇所、期限を記

(様式－１) 入し、記名、捺印のうえ、請負者に渡す。

・修補の工法等の検討及び完了までの処置にあたる。

・期限内に修補完了が認められない

場合、不合格を通知する。

期限内に修補完了報告書 修補不合格通知書

(様式－２) NO （様式ー４）

YES

NO

検査官修補確認 修補完了届

YES （様式－３）

・請負者からの修補完了報告

書を受け、監督職員が修補

箇所を確認後、検査職員に

報告する。請負者からの修

補の完了報告書の日付で検

査確認通知書を請負者に渡 甲 の 検 査

す。 ・修補完了届を受け、甲の検査を

行い、修補完了届の日付で検査 ・完成検査官による

確認通知書を請負者に渡す。

技術検査復命書 完成通知書 検 査 調 書
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３．契約書第４５条の運用

契約書第４５条の履行遅滞の場合における損害金の支払請求に係る遅延日数の考え方は次表

の通りとする。（※「合格」、「不合格」の意味は遅延利息の徴収が「なし」か「あり」か。）

ケ 工 期 内 工 期 外

｜ 考 え 方

ス 完 検 修 完 検 修

成 査 補 成 査 補

ａ ○ ○

ｂ ○ ○ ○ 合格

ｃ ○ ○

修補期間がＡ≧Ｂであれば合格とし、ケースｂと

同じ、Ａ＜Ｂであれば不合格、遅延利息の徴収の対

象となる。

ｄ ○ ○ ○ 完 検※ 期 修完

成 査 成

日 日 限 補日

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝

ｅ ○ ○ ○ 完 期 検※ 修完 対象期間

成 査 成

日 限 日 補日

Ａ Ｂ

不合格、遅延利息を徴収する。

ｆ ○ ○ 期 完 検

成 査

限 日 日

Ｃ＝対象期間

Ｃ

ｇ ○ ○ ○ 期 完 検※ 修完

成 査 成

限 日 日 補日 Ｃ＋Ｂ＝

対象期間

Ｃ Ｂ

注）検査命令書は完成届を受理した時点で発行すべきであるが便宜上工事検査計画表によりあ

らかじめ検査日を決定するので検査職員は事前に当該事務所へ完成か否かを確認のうえ、検

査を行うものとする。（※注）検査日と修補指示日が異なる場合は修補指示日とする。）
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（白紙）
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（白紙）
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４－１ 成績評定について

請負工事の工事成績評定は、工事の適正かつ能率的な施工を確保するとともに、工事に

関する技術水準の向上を図ることを目的として実施されている。

「評定要領」や評定の「実施要領」の見直しの背景には、指名競争入札から一般競争入

札に入札契約の方法が切り替わり受注環境が大幅に変化したことがあり、品質確保の必要

性がより高まったことが強く関わっている。

現在、工事の入札契約においては、ほとんどの工事について総合評価落札方式が導入さ

れており、入札参加要件に工事成績が活用されている。また、落札者の決定にあたっても、

価格と企業の技術力が総合的に評価されており、工事成績は技術力の評価においても重要

な指標のひとつになっている。

平成１３年度から運用されている工事成績評定では、品質、出来形などの評定項目に、

高度技術、創意工夫、社会性（社会貢献等）などの評価を加えるとともに、施工プロセス

についても評価していた。

平成２１年度に改正された現行の工事成績評定では、「高度技術」の評価を見直し、「工

事特性」を評価するように改められた。これにより、特異な技術といった観点ではなく、

施工の困難性等の工事特性への対応が図られた工事を評価できるように改善された。

この他に、総合評価の履行状況を評価するため、履行状況に対する評価項目を新規に設

定している事や、工事間の技術力の差をこれまで以上に明確に評価出来るように改められ

たことなどが、工事成績評定の主要な改正点である。

工事成績評定は、「地方整備局工事技術検査要領」第６条の規定に基づき実施され、検

査の方法である技術的基準は、「地方整備局土木工事技術検査基準（案）」に定められて

いる。

具体的な評定の方法の詳細は、「請負工事成績評定要領」や、「請負工事成績評定要領

の運用」の別添１「地方整備局工事成績評定実施要領」に定められている。

工事成績評定は、これらの内容に沿って粛々と実施される。
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成績評定に関する基準類等一覧（沿革）

１．地方整備局土木工事検査技術基準（案）

平成１８年３月３１日 国官技第２８４号

「第３偏．検査について」を参照

２．既済部分検査技術基準について

平成１８年４月３日 国官技第１－３号

「第３偏．検査について」を参照

３．地方整備局工事技術検査要領

平成１８年３月３１日 国官技第２８２号

「第３偏．検査について」を参照

４．地方整備局土木工事技術検査基準（案）

平成１８年３月３１日 国官技第２８３号

「第３偏．検査について」を参照

５．請負工事成績評定要領の制定について

平成１３年３月３０日 国官技第９２号

平成１９年３月３０日 国官技第３５８号

平成２２年３月３１日 国官技第３２６号

６．請負工事成績評定要領の運用について

平成１３年３月３０日 国官技第９３号

平成１７年６月３０日 国官技第６４号

平成１８年９月２６日 国官技第１７７号

平成１９年３月３０日 国官技第３５９号

平成２１年３月２４日 国官技第２９３号

平成２２年３月３１日 国官技第３２８号

７．請負工事成績評定結果の取り扱いについて

平成１８年７月３１日 国官技第１１３号

８．「請負工事成績評定結果の取扱いについて」の運用について

平成１８年７月３１日 国コ企第４号

平成１９年３月３０日 国コ企第１号

平成２０年６月６日 国シ企第１号
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９．請負工事成績評定結果取扱細則について

平成１８年９月１１日 事務連絡

平成１９年３月３０日 事務連絡
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４－２ 請負工事成績評定要領について

請負工事成績評定要領の基本的解釈と運用方法について（参考）

【基本的解釈と運用方法】

評定における「評価対象項目」は、契約書、特記仕様書、土木工事共通仕様書等に記載

されているいわば契約事項であるものがほとんどであり、実施されなければ契約不履行と

いう前提で解釈できそうです。が、次のように解釈する必要があります。

・ 契約事項は、請負業者の責任において自ら遂行しなければならないものであるが、実

態として監査員としての指導や助言なしでは工事を遂行できない請負業者が見受けられ

ます。評定は、工事を完成させるまでの過程で、監督職員がどの程の指導や助言をしな

ければならなかったのか確認して評価を行うものとなっています。指導や助言が多くな

るにしたがい評価は低くなります。

・ さらに、これらの評価にも「透明性」「客観性」が求められています。したがって、

その工事の評価点に至る過程も明確にしておかなければなりません。それらを[「施工

プロセスの」のチェックリスト]及び「工事打合せ書」に記録することになっています。

なお、工事検査官にとってこれらの記録は、請負業者の各種能力を評価する際の重要な

情報となります。

・ 『工事成績採点表の考査項目の考査項目別運用表』における「評価対象項目」に「レ

点」を付すことができるのは、当該項目に関する業務を請負者が自主的に実施した場合

のみとします。発注者側監査職員の指導や助言があった場合、その結果が合格水準に達

していても「評価項目」に「レ点」を付すことはできません。

・ 『工事成績採点表の考査項目の考査項目別運用表』における「評価対象項目」に「レ

点」を付す場合の条件としては、前項の条件を満たし、かつ、その結果が合格水準以上

であることが必要です。

・ 請負業者の工事履行能力などにより、何らかの契約不履行に至る可能性が認められた

ときは、それを指摘し指導をして改善させることになりますが、評定では指導から改善

に至る過程を打合せ書で記録することになります。指導は２段階となります。一段階の

指導は「打合せ書の通知」で行い、通知により改善されなれければ「打合せ書の指示」

により改善をします。なお、「文書（打合せ書）による改善指示」を行った場合、その

【細別】の評価はｄ、あるは、ｅとなります。「打合せ書の通知」を行う際にはその時

期（タイミング）が重要となります。
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このように、工事遂行能力に欠ける請負者に契約上、不適切な部分が認められた場合に

は、文書による「通知」や「指示」によって改善を求めることになり、契約不履行を容認

するということにはなりません。

【総合評価における技術提案履行確認】

・ 技術提案の履行確認は、総合評価落札方式において技術提案を求めた工事（簡易型タ

イプで施工計画の優劣を評価している工事を含む）を対象に行います。

・ 総合評価の技術提案の「履行」、「不履行」の確認は、総合評価落札方式における技

術提案のすべてを対象に行います。そのため、監督職員は、発注担当者から通知される、

技術提案の内容を工事着手前に十分に把握しておくことが必要となります。

・ 確認の結果については、「工事成績評定通知書」（別紙様式第１）における４ 成績

評定 ② 技術提案履行確認欄に「履行」、「不履行」又は「対象外」を記載し、請負

者に通知するものとします。

・ 「不履行」の場合における減点などの処置については、各地方整備局等の「技術審査

会」などで審議されることになります。

自
主
的
に
履
行

①’（①の内容を）

工事打合せ簿により

改善事項の通知

（1項目でも）

ｄ評価

期限内
※
に

履行報告の提出

（1項目でも）

e評価

第１段階の指導 第２段階の指導

期
限
内
※

に
履
行
し
な
い

監督職員の行為請負者の行為凡例

評
定
段
階

②（ ①’の内容を）
工事打合せ簿による

改善指示

緊急を要する事項や意図的な隠蔽などが確認された場合等。（通常は適用しない）

期限内
※
に履行

期
限
内
※

に
履
行
し
な
い

期
限
内
※

に
履
行
し
な
い

工
事
段
階

※原則７日以内

期限内
※
に

履行報告の提出

①

確認や指摘
（口頭による）
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請負工事成績評定要領について

（制定）平成１３年３月３０日 国官技第９２号

（一部改正）平成１９年３月３０日 国官技第３５８号

（一部改正）平成２２年３月３１日 国官技第３２６号

北 海 道 開 発 局 長

各 地 方 整 備 局 長 あて

内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部長

国土交通事務次官

請負工事成績評定要領の一部改正について

請負工事成績評定要領を別紙のとおり一部改正したので、遺憾のないよう実施されたく

通知する。
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別紙

請負工事成績評定要領

（目 的）

第１ この要領は、地方整備局の所掌する直轄事業（国土交通省組織令（平成１２年政令

第２５５号）第３条第１８号に規定する「直轄事業」をいう。）に係る請負工事の成績

評定（以下「評定」という。）に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、

もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

（評定の対象）

第２ 評定の対象は、原則として１件の請負金額が５００万円を超える請負工事について

行うものとする。

ただし、電気、ガス、水道又は電話の引込工事等で地方整備局長が必要がないと認め

たものについて、評定を省略することができる。

（評定の内容）

第３ 評定は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一 工事成績：工事の施工状況、目的物の品質等を評価

二 工事の技術的難易度：構造物条件、技術特性等工事内容の難しさを評価

（評定者）

第４ 第３の評定を行う者（以下「評定者」という。）は、次の各号に掲げる者とする。

一 工事成績の評定者は、「地方整備局工事技術検査要領」（平成 18 年 3 月 31 日 国

官技第 282 号）第３及び第４で定める「技術検査官」及び第６で定める「技術評価

官」とする。

二 工事の技術的難易度の評定者は、技術評価官とする。

２ 前項各号に掲げる評定者については、別に定めるものとする。

（評定の方法）

第５ 評定は、監督、検査等その他必要な事項について、工事ごと、評定者ごとに独立し

て的確かつ公正に行うものとする。

２ 評定の結果は、別に定める工事成績評定表及び工事の技術的難易度評価表（以下「評

定表等」という。）に記録するものとする。

（評定の時期）

第６ 技術検査官は技術検査を実施したとき、技術評価官は工事が完成したとき、それぞ

れ評定を行うものとする。

２ 工事の技術的難易度の評定は、工事が完成したときに行うものとする。
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（評定表等の提出）

第７ 評定者は、評定を行ったときは、遅滞なく、支出負担行為担当官若しくは契約担当

官又はこれらの代理官（以下「本官」という。）の契約した工事については局長に、分

任支出負担行為担当官又は分任契約担当官（以下「分任官」という。）の契約した工事

については当該工事を担当する事務所長（以下「事務所長」という。）に、評定表等を

提出するものとする。

２ 事務所長は、分任官の契約した工事について、速やかに局長に報告するものとする。

（評定の結果の通知）

第８ 局長又は事務所長は、評定者から評定表等の提出があったときは、遅滞なく、当該

工事の請負者に対して、評定の結果を、別に定めるところにより通知するものとする。

（評定の修正）

第９ 局長又は事務所長は、第８の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認め

られる場合は、修正しなければならない。

２ 局長又は事務所長は、前項の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該工事の

請負者に通知するものとする。

（説明請求等）

第１０ 第８又は第９による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して１４日（「休

日」を含む。）以内に、書面により、通知を行った局長又は事務所長に対して評定の内

容について説明を求めることができる。

２ 局長又は事務所長は、前項による説明を求められたときは、書面により回答するもの

とする。

（再説明請求等）

第１１ 第１０第２項の回答を受けた者は、説明に係る回答を受けた日から起算して１４

日（「休日」を含む。）以内に、書面により、局長に対して、再説明を求めることがで

きる。

２ 局長は、前項による再説明を求められたときは、地方整備局に設けられた工事成績評

定審査委員会の審議を経て書面により回答するものとする。

附 則

この要領は、平成２２年４月１日以降に入札手続を開始する工事から適用する。
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４－３ 請負工事成績評定要領の運用について

平成１３年３月３０日 国官技第９３号

（一部改正）平成１７年６月３０日 国官技第６４号

（一部改正）平成１８年９月２６日 国官技第１７７号

（一部改正）平成１９年３月３０日 国官技第３５９号

（一部改正）平成２１年３月２４日 国官技第２９３号

（一部改正）平成２２年３月３１日 国官技第３２８号

北 海 道 開 発 局 長

各 地 方 整 備 局 長 あて

内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部長

国土交通省大臣官房技術審議官

請負工事成績評定要領の運用の一部改正について

請負工事成績評定要領（以下「要領」という。）の一部改正については、別途事務次官

名をもって通知したところであるが、その運用について下記のとおり一部改正したので留

意されたい。

記

１．評定者

要領第４第二号に規定する「技術評価官」は、総括技術評価官とする。

２．評定の方法

要領第５第１項に規定する評定は、次の各号により行うものとする。

一 要領第５第１項の「工事成績」の評定は、別添１「地方整備局工事成績評定実施要領」

によるものとする。

二 要領第５第１項の「工事の技術的難易度」の評定は、別添２「地方整備局工事技術的

難易度評価実施要領」によるものとする。

３．評定結果の記録

要領第５第２項に規定する評定表等への記録は、次の各号により行うものとする。

一 要領第５第２項の「工事成績評定表」は、別添１「地方整備局工事成績評定実施要領」

の別記様式第３に記録するものとする。

二 要領第５第２項の「工事の技術的難易度評価表」は、別添２「地方整備局工事技術的

難易度評価実施要領」の別記様式第１に記録するものとする。

第４編．成績評定について

171



４．評定結果の通知及び回答

要領第８又は第９の通知並びに要領第 10 及び第 11 の回答は、「工事成績」及び「工事

の技術的難易度」については別添３「地方整備局工事成績評定通知実施要領」によるもの

とする。

５．附則

この通知は、平成２２年４月１日以降に行う技術検査について適用するものとするが、

平成２１年３月３１日以前に完済部分の検査を行った工事で行う技術検査は除くものとす

る。
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別添１

地方整備局工事成績評定実施要領

（目 的）

第１ 本要領は、「請負工事成績評定要領」（平成 13 年 3 月 30 日国官技第 92 号。以下「評

定要領」という。）第３第一号の工事成績の評定に関する事項を定めることにより、

地方整備局が所掌する請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し工事に関する技術水

準の向上に資するとともに、請負業者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的と

する。

（対象工事）

第２ 工事成績の評定（以下「成績評定」という。）の対象とする工事は、評定要領第２

に規定された評定の対象工事のうち、地方整備局が発注する河川工事、海岸工事、砂

防工事、ダム工事、道路工事、公園緑地工事、その他これらに類する工事とする。

（成績評定の時期）

第３ 成績評定の時期は、技術検査官にあっては、技術検査実施のつど、総括技術評価官

及び主任技術評価官にあっては、工事の完成のときとする。

（評定者）

第４ 成績評定を行う者（以下「評定者」という。）は、技術検査官並びに総括技術評価

官及び主任技術評価官とする。

（成績評定の方法）

第５ 成績評定は、工事ごとに独立して行うものとする。

２ 工事成績の採点は、別記様式第１「工事成績採点表」により行うものとする。

３ 細目別評定点の算出は別記様式第２によるものとする。

４ 評定結果は別記様式第３「工事成績評定表」に記録するものとする。

５ 評定にあたっては、別紙－４の「出来形及び品質のばらつきの考え方」及び別紙－

５「施工プロセスのチェックリスト（案）」を考慮するものとする。また、工事にお

ける「創意工夫」、「社会性等」に関しては、請負者は当該工事における実施状況を

提出できるものとし、提出があった場合はこれも考慮するものとする。

（成績評定結果の報告）

第６ 成績評定結果の報告は、工事の完成のときに行うものとし、評定者は、成績評定を

行ったときは、遅滞なく支出負担行為担当官若しくは契約担当官又はこれらの代理官

の契約した工事については、地方整備局長（以下「局長」という。）に、分任支出負

担行為担当官又は分任契約担当官（以下「分任官」という。）の契約した工事につい

ては、当該工事を担当する事務所長（以下「事務所長」という。）に報告するものと
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する。

２ 事務所長は、分任官の契約した工事について、速やかに局長に報告するものとする。

（成績評定結果の通知）

第７ 局長（分任官の契約した工事については、当該工事を担当する事務所長）は、別添

４「地方整備局工事成績評定通知実施要領」の定めるところにより、当該工事の請負

者に通知するものとする。
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①

　
　

　
　

　
　

　
．

　
　

　
　

点

  
  

  
  

 ±
　

　
　

　
　

　
．

　
　

　
点

技
術

検
査

官
（
中

間
）

  
  

  
  

 ±
　

　
　

　
　

　
．

　
　

　
点

  
  

  
  

 ±
　

　
　

　
　

　
．

　
　

　
点

  
  

  
  

 ±
　

　
　

　
　

　
．

　
　

　
点

②
　

　
　

　
　

　
　

．
　

　
　

　
点

　
氏

名

主
任

技
術

評
価

官
総

括
技

術
評

価
官

技
術

検
査

官
（
中

間
）

　
氏

名
　

氏
名

１
．

施
工

体
制

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日
　

か
ら

　
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

細
　

　
別

７
.法

令
遵

守
等

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

＋
7
.0

　
　

　
　

～
　

　
　

0

　
　

評
 定

 点
 計

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
点

　
　

　
○

中
間

技
術

検
査

が
あ

っ
た

場
合

：
（
①

　
　

　
　

　
　

　
点

×
0
.4

＋
②

　
　

　
　

　
　

点
×

0
.2

＋
③

　
　

　
　

　
点

×
0
.2

＋
④

　
　

　
　

　
　

点
×

0
.2

）
＝

　
　

　
　

　
点

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
※

但
し

、
③

中
間

技
術

検
査

が
２

回
以

上
の

場
合

は
平

均
値

④
　

　
　

　
　

　
　

．
　

　
　

　
点

  
  

  
  

 ±
　

　
　

　
　

　
．

　
　

　
点
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別
記
様
式
第
２

工
事

名
：

考
査
項
目

細
 
 
別

細
目

別
評

定
点

得
点

割
合

１
．
施
工
体
制

Ⅰ
．
施
工
体
制
一
般

3
.
3
点

3
.
3
点

3
.
3
点

Ⅱ
．
配
置
技
術
者

4
.
1
点

4
.
1
点

4
.
1
点

２
．
施
工
状
況

Ⅰ
．
施
工
管
理

1
3
.
0
点

4
.
5
点

8
.
5
点

8
.
5
点

8
.
5
点

1
3
.
0
点

Ⅱ
．
工
程
管
理

8
.
1
点

4
.
5
点

3
.
6
点

8
.
1
点

Ⅲ
．
安
全
対
策

8
.
8
点

4
.
9
点

3
.
9
点

8
.
8
点

Ⅳ
．
対
外
関
係

3
.
7
点

3
.
7
点

3
.
7
点

Ⅰ
．
出
来
形

1
4
.
9
点

4
.
4
点

1
0
.
5
点

1
0
.
5
点

1
0
.
5
点

1
4
.
9
点

Ⅱ
．
品
質

1
7
.
4
点

4
.
9
点

1
2
.
5
点

1
2
.
5
点

1
2
.
5
点

1
7
.
4
点

Ⅲ
．
出
来
ば
え

8
.
5
点

8
.
5
点

8
.
5
点

8
.
5
点

8
.
5
点

４
．
工
事
特
性

Ⅰ
．
施
工
条
件
等
へ
の

7
.
3
点

 
 
 
 
対
応

7
.
3
点

7
.
3
点

５
．
創
意
工
夫

Ⅰ
．
創
意
工
夫

5
.
7
点

5
.
7
点

5
.
7
点

６
．
社
会
性
等

Ⅰ
．
地
域
へ
の
貢
献
等

5
.
2
点

5
.
2
点

5
.
2
点

７
．
法
令
遵
守
等

0
.
0
点

1
0
0
.
0
点 1
0
0
.
0
点

８
.
　
総
合
評
価

　
　
 
技
術
提
案

※
中
間
技
術
検
査
が
あ
っ
た
場
合
　
　
　
（

①
＋

②
＋

③
×

0
.
5
＋

④
×

0
.
5
）

＝
細

目
別

評
価

点
（

中
間

技
術

検
査

が
2
回

以
上

の
場

合
は

③
を

平
均

す
る

）
中
間
技
術
検
査
が
な
か
っ
た
場
合
　
　

（
①

＋
②

＋
④

）
＝

細
目

別
評

価
点

※
得
点
割
合
は
、
細
目
評
定
点
の
合
計
に

対
す

る
得

点
の

割
合

を
百

分
率

で
示

す
。

※
総
合
評
価
技
術
提
案
は
、
技
術
提
案
の

履
行

が
確

認
で

き
な

い
場

合
は

、
『

不
履

行
』

を
選

択
す

る
。

履
行

　
 
不

履
行

 
　

対
象

外
技
術
提
案
履
行
確
認

8
.
8
%

3
.
7
%

1
4
.
9
%

1
7
.
4
%

0
.
0
%

8
.
5
%

7
.
3
%

5
.
7
%

5
.
2
%

3
.
3
%

4
.
1
%

1
3
.
0
%

8
.
1
%

④
技

術
検

査
官

（
完

成
）

③
技

術
検

査
官

（
中

間
）

評
定

点
合

計

細
目

別
評

定
点

採
点

表

３
．
出
来
形
及
び

　
　
出
来
ば
え

①
主
任
技
術
評

価
官

②
総

括
技

術
評

価
官

③
技

術
検

査
官

（
中

間
）

(
1
.
0
)
×
0
.
4
+
2
.
9
=

(
3
.
0
)
×
0
.
4
+
2
.
9
=

(
4
.
0
)
×
0
.
4
+
2
.
9
=

(
4
.
0
)
×
0
.
4
+
2
.
9
=

(
7
.
0
)
×
0
.
4
+
2
.
9
=

(
2
.
0
)
×

0
.
2
+
3
.
2
=

(
3
.
0
)
×

0
.
2
+
3
.
3
=

(
2
0
.
0
)
×

0
.
2
+
3
.
3
=

(
5
.
0
)
×
0
.
4
+
2
.
9
=

(
2
.
0
)
×
0
.
4
+
2
.
9
=

(
4
.
0
)
×
0
.
4
+
2
.
8
=

(
5
.
0
)
×
0
.
4
+
2
.
9
=

(
1
0
.
0
)
×

0
.
2
+
3
.
2
=

(
0
.
0
)
×

1
.
0
=

(
5
.
0
)
×

0
.
4
+
6
.
5
=

(
1
0
.
0
)
×

0
.
4
+
6
.
5
=

(
1
5
.
0
)
×

0
.
4
+
6
.
5
=

(
5
.
0
)
×

0
.
4
+
6
.
5
=

(
5
.
0
)
×

0
.
4
+
6
.
5
=

(
5
.
0
)
×

0
.
4
+
6
.
5
=

(
1
0
.
0
)
×

0
.
4
+
6
.
5
=

(
1
0
.
0
)
×

0
.
4
+
6
.
5
=

(
1
5
.
0
)
×

0
.
4
+
6
.
5
=

(
1
5
.
0
)
×

0
.
4
+
6
.
5
=

(
5
.
0
)
×

0
.
4
+
6
.
5
=

(
5
.
0
)
×

0
.
4
+
6
.
5
=
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別記様式第３

工 事 成 績 評 定 表
平成 年 月 日

事務所名： 事務所

工 事 名

契 約 金 額 当初 \ 最終 \

工 期 当初 平成 年 月 日から 最終 平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで 平成 年 月 日まで

完 成 年 月 日 平成 年 月 日

完 成 検 査 年 月 日 平成 年 月 日

中 間 技 術 検 査 年 月 日 第1回: 平成 年 月 日 第2回: 平成 年 月 日

請 負 者 氏 名

現 場 代 理 人 氏 名

主 任 技 術 者 氏 名

監 理 技 術 者 氏 名

総 括 技 術 評 価 官 所 属 ・ 氏 名 印

主 任 技 術 評 価 官 所 属 ・ 氏 名 印

技術検査官（中間）所属・氏名 印

技術検査官（完成）所属・氏名 印

① 主 任 技 術 評 価 官 評 定 点 点

② 総 括 技 術 評 価 官 評 定 点 点

③ 技 術 検 査 官 （ 中 間 ） 評 定 点 点

④ 技 術 検 査 官 （ 完 成 ） 評 定 点 点

⑤ 法 令 遵 守 等 点

⑥ 評 定 点 合 計 点

注１）中間技術検査があった場合

評定点合計 ⑥＝（①×0.4 ＋ ②×0.2 ＋ ③×0.2 ＋ ④×0.2）－⑤

中間技術検査がなかった場合

評定点合計 ⑥＝（①×0.4 ＋ ②×0.2 ＋ ④×0.4）－⑤

２）中間技術検査が２回以上あった場合、評定点は中間技術検査を合わせた平均点を記入する。

３）一部完成の場合は、総括技術評価官、主任技術評価官及び技術検査官が各々評定を行い、完成の際に、完成検

査時の評定点と金額により加重平均を行い記入する。

４）主任技術評価官、総括技術評価官、技術検査官の評定点は小数第１位までとする。

５）評定点合計は、四捨五入により整数とする。

６）⑤法令遵守等は、総括技術評価官が記入する。
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別
紙
－

１
①

 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
主

任
技

術
評

価
官
）

 

考
査

項
目

 
細

別
 

ａ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

適
切
で

あ
る

 
ほ

ぼ
適
切
で
あ
る

 
他
の
評

価
に
該
当
し
な
い

 
や
や
不
適
切
で
あ
る

 
不
適
切
で
あ
る

 
Ⅰ

．
施
工
体
制
一
般

 

●
評
価
対

象
項
目

 

 
「
施
工
プ
ロ
セ

ス
」
の
チ
ェ
ッ
ク
リ

ス
ト
の
う
ち
、
施
工
体
制
一
般

に
つ
い
て

指
示
事
項
が
無

い
。

 
 

施
工
計
画
書
を

、
工
事
着
手
前
に
提

出
し
て
い
る
。

 

 
作
業
分

担
の
範
囲

を
、
施
工

体
制
台
帳
及
び
施
工

体
系
図
に
明
確
に
記
載

し
て
い
る
。

 
 

品
質
証

明
員
が
関
係
書
類
、

出
来
形
、
品
質
等
の

確
認
を
工
事
全
般
に

わ
た
っ
て
実
施

し
て

、
品
質
証
明
に
係
る

体
制
が
有
効
に

機
能
し
て
い
る

。
 

 
元
請
が

下
請
の
作
業
成
果
を

検
査
し
て
い
る
。

 
 

施
工
計

画
書
の
内
容
と
現
場

施
工
方
法
が
一

致
し
て
い
る
。

 

 
緊
急
指

示
、
災
害
、
事
故
等

が
発
生
し
た
場

合
の
対
応
が
速
や
か

で
あ
る
。

 
 

現
場
に

対
す
る
本

店
や
支
店

に
よ
る
支
援
体
制
を

整
え
て
い
る
。

 

 
工
場
製

作
期
間
に
お
け
る
技

術
者
を
適
切
に

配
置
し

て
い
る
。

 

 
機
械
設

備
、
電
気

設
備
等
に

つ
い
て
、
製
作
工
場

に
お
け
る
社
内
検
査

体
制
（
規
格
値
の
設

定
や
確
認
方
法
等
）

を
整
え
て
い
る
。

 
 

そ
の
他

 
理

由
：

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ●
判
断
基

準
 

評
価

値
が

90
%
以
上
・
・
・
・
・
・

・
・
・

a 

評
価

値
が

80
％
以
上

90
%
未
満
・

・
・
・
・

b 
評
価

値
が

80
%
未
満
・
・
・
・
・
・

・
・
・

c 
 

 
施

工
体

制
一

般
に

関
し

て
、

監
督

職
員

が
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

を

行
っ
た
。

 

 
施
工
体
制

一
般
に
関
し
て
、
監
督

職
員

か
ら

の
文

書
に

よ
る

改
善

指
示
に
従

わ
な
か
っ
た
。

 
 

ａ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

適
切
で

あ
る

 
ほ

ぼ
適
切
で
あ
る

 
他
の
評

価
に
該
当
し
な
い

 
や
や
不
適
切
で
あ
る

 
不
適
切
で
あ
る

 

１
．
施
工
体
制

 

Ⅱ
．
配
置
技
術
者

 

（
現
場
代
理
人
等
）

 

●
評
価
対

象
項
目

 

【
全
体
を

評
価
す
る
項
目

】
 

 
「
施
工
プ
ロ
セ

ス
」
の
チ
ェ
ッ
ク
リ

ス
ト
の
う
ち
、
配
置

技
術
者
に
つ
い
て
指

示
事
項
が
無

い
。

 
 

作
業
に
必
要
な
作
業
主
任
者

及
び
専

門
技
術
者
を
選
任
及

び
配
置
し
て
い
る
。

 

【
現
場
代

理
人
を
評
価
す

る
項
目
】

 
 

現
場
代

理
人
が
、
工
事
全
体

を
把
握
し
て
い
る
。

 

 
設
計
図

書
と
現
場
と
の
相
違

が
あ
っ
た
場
合
は
、

監
督
職
員
と
協
議
す

る
な
ど
の
必
要
な
対

応
を
行
っ
て
い

る
。

 

 
監
督
職

員
へ
の
報
告
を
適
時

及
び
的
確
に

行
っ
て

い
る
。

 
【
監
理
（

主
任
）
技
術
者

を
評

価
す
る
項
目
】

 

 
書
類
を

共
通
仕
様
書
及
び
諸

基
準
に
基
づ
き
適
切

に
作
成
し
、
整
理
し

て
い
る
。

 
 

契
約
書

、
設
計
図
書
、

適
用
す
べ
き

諸
基
準
等
を

理
解
し
、

施
工
に
反

映
し
て
い
る
。

 
 

施
工
上

の
課
題
と
な
る
条
件

（
作
業
環
境
、
気
象

、
地
質
等
）
へ
の
対

応
を
図
っ

て
い
る
。

 

 
下
請
の

施
工
体
制
及
び
施
工

状
況
を
把
握
し

、
技
術
的

な
指
導
を
行
っ

て
い
る
。

  

 
監
理
（

主
任
）

技
術
者
が
、

明
確
な
根
拠
に
基
づ
い
て
技
術
的

な
判
断
を

行
っ
て
い
る
。

 
 

そ
の
他

 

理
由
：

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ●
判
断
基

準
 

評
価

値
が

90
%
以
上
・
・
・
・
・
・

・
・
・

a 

評
価

値
が

80
％
以
上

90
%
未
満
・

・
・
・
・

b 
評
価

値
が

80
%
未
満
・
・
・
・
・
・

・
・
・

c 
 

 
配

置
技

術
者

に
関

し
て

、
監

督
職

員
が

文
書

に
よ

る
改

善
指

示
を

行

っ
た
。

 
 

 
配
置
技
術

者
に
関
し
て
、
監
督
職

員
か

ら
の

文
書

に
よ

る
改

善
指

示
に
従
わ

な
か
っ
た
。

 
 

①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」
の

う
ち
、

対
象

と
し
な

い
項
目

は
削
除
す
る
。

 

②
 

削
除
項
目

の
あ
る

場
合
は

削
除
後
の

評
価
項
目

数
を
母

数
と
し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評
価
す
る
。

 

③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝

該
当
項

目
数
（

 
 
）

／
評
価

対
象
項

目
数
（

 
 
）

 
④
 

な
お
、
削

除
後
の

評
価
対

象
項
目

数
が
２

項
目
以

下
の
場

合
は
ｃ

評
価
と

す
る
。

 

①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」
の

う
ち
、

対
象
と
し

な
い
項

目
は
削
除

す
る
。

 

②
 

削
除
項
目

の
あ
る

場
合
は
削

除
後
の
評
価

項
目
数

を
母
数

と
し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評

価
す
る
。

 

③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝
該

当
項
目

数
（
 
 

）
／
評

価
対
象
項

目
数
（

 
 
）

 
④

 
な
お
、
削

除
後
の

評
価
対
象

項
目
数

が
２
項
目
以

下
の
場

合
は
ｃ

評
価
と

す
る
。
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別
紙
－
１

②
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
主

任
技

術
評

価
官
）

 

考
査

項
目

 
細

別
 

ａ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

適
切
で

あ
る

 
ほ
ぼ

適
切
で
あ
る

 
他
の
評
価

に
該
当
し
な
い

 
や
や
不
適
切
で
あ
る

 
不
適
切
で
あ
る

 
Ⅰ

．
施
工
管
理

 

●
評
価
対

象
項
目

 

 
「
施
工
プ
ロ
セ

ス
」
の
チ
ェ
ッ
ク
リ

ス
ト
の
う
ち
、
施
工

管
理
に
つ
い
て
指
示

事
項
が
無

い
。

 
 

施
工
計

画
書
が

、
設
計
図
書

及
び
現
場
条
件
を
反

映
し
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
。

 

 
現
場
条

件
の
変
化

に
対
し
て

、
適
切
に
対
応
し
て

い
る
。

 
 

工
事
材

料
の
品
質
に
影
響
が

無
い
よ
う
保
管
し
て

い
る
。

 

 
日
常
の

出
来
形
管
理
を
、
設

計
図
書
及
び
施

工
計
画
書

に
基
づ
き
適
時

及
び
的
確
に

行
っ
て

い
る
。

 
 

日
常
の

品
質
管
理
を
、
設
計

図
書
及
び
施
工

計
画
書

に
基
づ
き
適
時
及

び
的
確
に

行
っ
て
い

る
。

 

 
現
場
内

の
整
理
整
頓
を
日
常

的
に

行
っ
て
い
る
。

 
 

指
定
材

料
の
品
質
証
明
書
及

び
写
真
等
を
整
理
し

て
い
る
。

 

 
工
事
打

合
せ
簿
を
、
不
足
無
く
整
理

し
て
い
る
。

 

 
建
設
副

産
物
の
再
利
用

等
へ

の
取

り
組
み
を
適
切
に

行
っ
て
い
る
。

  
 

工
事
全

般
に
お
い
て
、

低
騒

音
型
、
低
振
動
型
、

排
出
ガ
ス
対
策
型
の

建
設
機
械
及
び
車
両

を
使
用
し
て
い
る
。

 
 

そ
の
他

 

理
由
：

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ●
判
断
基

準
 

評
価

値
が

90
%
以
上
・
・
・
・
・
・

・
・
・

a 
評
価

値
が

80
％
以
上

90
%
未
満
・

・
・
・
・

b 
評
価

値
が

80
%
未
満
・
・
・
・
・
・

・
・
・

c 
 

 

 
施

工
管

理
に

関
し

て
、

監
督

職
員

が
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

を
行

っ

た
。

 
 

 
施
工
管
理
に
関
し

て
、
監
督
職
員

か
ら

の
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

に
従
わ
な

か
っ
た
。

 
 

ａ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

適
切
で

あ
る

 
ほ
ぼ

適
切
で
あ
る

 
他
の
評
価

に
該
当
し
な
い

 
や
や
不
適
切
で
あ
る

 
不
適
切
で
あ
る

 

２
．
施
工
状
況

 

Ⅱ
．
工
程
管
理

 

●
評
価
対

象
項
目

 
 

「
施
工
プ
ロ
セ

ス
」
の
チ
ェ
ッ
ク
リ

ス
ト
の
う
ち
、
工
程

管
理
に
つ
い
て
指
示

事
項
が
無

い
。

 

 
工
程
に
与
え
る

要
因
を
的
確
に
把
握

し
、
そ
れ
ら
を
反
映
し
た
工
程
表

を
作
成

し
て
い
る
。

 
 

実
施
工

程
表
の
作
成
及
び
フ

ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行

っ
て
お
り
、

適
切
に

工
程
を
管
理
し
て
い

る
。

 

 
現
場
条

件
の
変
化
へ
の
対
応

が
迅
速
で
あ
り
、
施
工
の
停
滞
が
見

ら
れ
な
い
。

 

 
時
間
制

限
や
片
側
交
互
通
行

等
の
各
種
制
約
へ
の
対
応
が
適
切
で

あ
り
、
大
き
な
工
程

の
遅
れ
が

無
い
。

 
 

工
事
の

進
捗
を
早
め
る
た
め

の
取
り
組
み
を
行
っ

て
い
る
。

 

 
適
切
な

工
程
管
理
を
行
い
、

工
程
の
遅
れ
が
無
い

。
 

 
休
日
の

確
保
を
行
っ
て

い
る
。

 
 

 
計
画
工

程
以
外
の
時
間
外
作

業
が
ほ
と
ん
ど

無
い

。
 

 
そ
の
他

 

理
由
：

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ●
判
断
基

準
 

評
価

値
が

90
%
以
上
・
・
・
・
・
・

・
・
・

a 
評
価

値
が

80
％
以
上

90
%
未
満
・

・
・
・
・

b 

評
価

値
が

80
%
未
満
・
・
・
・
・
・

・
・
・

c 
 

 

 
工

程
管

理
に

関
し

て
、

監
督

職
員

が
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

を
行

っ

た
。

 
 

 
工
程
管
理
に
関
し

て
、
監
督
職
員

か
ら

の
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

に
従
わ
な

か
っ
た
。

 
 

①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」

の
う
ち

、
対
象

と
し

な
い
項

目
は
削
除

す
る
。

 

②
 

削
除
項
目

の
あ
る

場
合
は
削

除
後
の
評
価

項
目
数

を
母
数

と
し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評

価
す
る
。

 

③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝
該

当
項
目

数
（
 
 

）
／
評

価
対
象
項

目
数
（

 
 
）

 
④

 
な
お
、
削

除
後
の

評
価
対
象

項
目
数

が
２
項
目
以

下
の
場

合
は
ｃ

評
価
と

す
る
。

 

①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」

の
う
ち

、
対
象

と
し

な
い
項

目
は
削
除

す
る
。

 

②
 

削
除
項
目

の
あ
る

場
合
は
削

除
後
の

評
価
項
目

数
を
母

数
と
し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評

価
す
る
。

 

③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝
該

当
項
目

数
（
 
 

）
／
評

価
対
象
項

目
数
（

 
 
）

 
④

 
な
お
、
削

除
後
の

評
価
対
象

項
目
数

が
２
項
目
以

下
の
場

合
は
ｃ

評
価
と

す
る
。
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別
紙
－
１

③
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
主

任
技

術
評

価
官
）

 

考
査

項
目

 
細

別
 

ａ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

適
切
で

あ
る

 
ほ
ぼ

適
切
で
あ
る

 
他
の
評
価

に
該
当
し
な
い

 
や
や
不

適
切
で
あ
る

 
不
適
切
で
あ
る

 
Ⅲ
．
安

全
対
策

 

●
評
価
対

象
項
目

 

 
「
施
工
プ
ロ
セ

ス
」
の
チ
ェ
ッ
ク
リ

ス
ト
の
う
ち
、
安
全

対
策
に
つ
い
て
指
示

事
項
が
無
い
。

 
 

災
害
防

止
協
議
会
等
を
１
回

／
月
以
上
行
っ
て
い

る
。

 

 
安
全
教

育
及
び
安
全
訓
練
等

を
半
日
／
月
以
上
実

施
し
て
い
る
。

 
 

新
規
入

場
者
教
育
の
内

容
に

、
当
該
工
事
の
現
場

特
性
を
反
映
し
て
い

る
。

 

 
工
事
期

間
を
通
じ
て
、

労
働
災
害

及
び
公
衆
災
害

が
発
生
し
な
か
っ
た

。
 

 
過
積
載

防
止
に
取
り
組

ん
で
い
る
。

 

 
仮
設
工

の
点
検
及
び
管
理
を

、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

等
を
用
い
て
実

施
し

て
い
る
。

 
 

保
安
施

設
の
設
置

及
び
管
理

を
、
各
種
基
準
及
び

関
係
者
間
の
協

議
に
基
づ
き
実
施

し
て
い

る
。

 

 
地
下
埋

設
物
及
び
架
空

線
等

に
関
す
る
事
故
防
止

対
策
に
取
り
組

ん
で
い
る
。

 

 
そ
の
他

 
理

由
：

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ●
判
断
基

準
 

評
価

値
が

90
%
以
上
・
・
・
・
・
・

・
・
・

a 

評
価

値
が

80
％
以
上

90
%
未
満
・

・
・
・
・

b 

評
価

値
が

80
%
未
満
・
・
・
・
・
・

・
・
・

c 
 

 

 
安

全
対
策
に
関

し
て
、
監
督

職
員

が
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

を
行

っ
た
。

 
 

 
安
全
対
策
に
関
し

て
、
監
督
職
員
か

ら
の

文
書

に
よ

る
改

善
指

示
に

従

わ
な
か
っ
た
。

 
 

ａ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

適
切
で

あ
る

 
ほ
ぼ

適
切
で
あ
る

 
他
の
評
価

に
該
当
し
な
い

 
や
や
不

適
切
で
あ
る

 
不
適
切
で
あ
る

 

 

Ⅳ
．
対
外
関
係

 

●
評
価
対

象
項
目

 

 
「
施
工
プ
ロ
セ

ス
」
の
チ
ェ
ッ
ク
リ

ス
ト
の
う
ち
、
対
外

関
係
に
つ
い
て
指
示

事
項
が
無

い
。

 
 

関
係
官

公
庁
な
ど
と
調
整
を

行
い

、
ト
ラ
ブ
ル
の

発
生
が
無
い
。

 
 

地
元
と

の
調
整
を
行
い
、
ト

ラ
ブ
ル
の
発
生
が
無

い
。

 

 
第
三
者

か
ら
の
苦
情
が
無
い

。
も
し
く
は
、
苦
情

に
対
し
て
適
切

な
対
応
を
行
っ

て
い
る
。

 
 

関
連
工

事
と
の
調
整
を
行
い

、
円
滑
な
進
捗
に
取

り
組
ん
で
い
る
。

 

 
工
事
の

目
的
及
び
内
容
を
、

工
事
看
板
な
ど
に
よ

り
地
域
住
民
や
通
行

者
等
に
分
か
り
や
す

く
周
知
し
て
い

る
。

 

 
そ
の
他

 
理

由
：

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ●
判
断
基

準
 

評
価

値
が

90
%
以
上
・
・
・
・
・
・

・
・
・

a 

評
価

値
が

80
％
以
上

90
%
未
満
・

・
・
・
・

b 

評
価

値
が

80
%
未
満
・
・
・
・
・
・

・
・
・

c 
 

 
対

外
関
係
に
関

し
て
、
監
督

職
員

が
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

を
行

っ
た
。

 
 

 
対
外
関
係
に
関
し

て
、
監
督
職
員
か

ら
の

文
書

に
よ

る
改

善
指

示
に

従

わ
な
か
っ
た
。

 
 

   

①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」
の

う
ち
、

対
象

と
し
な

い
項

目
は
削
除
す
る
。

 

②
 

削
除
項

目
の
あ
る

場
合
は

削
除
後

の
評

価
項
目

数
を
母

数
と
し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評
価
す
る
。

 

③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝

該
当
項

目
数
（

 
 
）

／
評

価
対
象
項

目
数
（

 
 
）

 
④

 
な
お
、
削

除
後
の

評
価
対

象
項
目

数
が
２
項
目

以
下
の

場
合
は
ｃ

評
価
と

す
る

。
 

①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」
の

う
ち
、

対
象

と
し
な

い
項
目

は
削
除
す
る
。

 

②
 

削
除
項
目

の
あ
る

場
合
は

削
除
後
の

評
価
項
目

数
を
母

数
と
し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評
価
す
る
。

 

③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝

該
当
項

目
数
（

 
 
）

／
評
価

対
象
項

目
数
（

 
 
）

 
④

 
な
お
、
削

除
後
の

評
価
対

象
項
目

数
が
２
項
目

以
下
の

場
合
は
ｃ

評
価
と

す
る

。
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別
紙
－
１

④
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
主

任
技

術
評

価
官
）

 

考
査

項
目

 
ａ

 
ｂ

 
ｃ

 
ｄ

 
ｅ

 

 
出
来
形
の
測
定
が
、
必
要
な
測
定
項
目
に
つ
い
て
所
定

の

測
定
基
準
に
基
づ
き

行
わ
れ
て
お
り
、
測
定
値
が
規
格

値

を
満
足
し
、
そ
の

ば
ら
つ
き
が
規

格
値
の
概
ね
５
０
％

以

内
で
あ
る
。

 

 
出

来
形

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
ば

ら
つ

き
が

規
格

値
の

概
ね

８
０

％
以

内
で
あ
る
。

 

 
出

来
形

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満
足
し
、
ａ
、
ｂ
に
該
当
し
な
い

。
 

 
※
 
ば
ら

つ
き
の
判
断
は
別
紙

－
４

参
照
。

 
 

 
出

来
形

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
職

員

が
文
書
で

改
善
指
示
を
行

っ
た
。

 

 
契
約
書
第
１
７
条
に
基
づ
き

、
監
督

職
員
が
改
造
請
求
を
行
っ
た

 

ａ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

適
切

で
あ
る

 
ほ
ぼ
適
切
で
あ
る

 
他
の
評
価
に
該
当
し

な
い

 

３
．
出
来
形
及
び
出
来
ば
え

 
  
Ⅰ
．
出
来
形

 

機
械
設
備
工

事

 ※
上

記
欄

に
よ

ら
ず

、
当

該
欄

で
評
価

 

●
評
価

対
象
項
目

 

 
据
付

に
関
す
る

出
来
形
管

理
が
容
易
に
把
握
で

き
る
よ
う
、

出
来
形

管
理
図
な
ど
を
工
夫

し
て
い
る
。

 

 
設
備

全
般
に
わ
た
り
、
形
状
及
び

寸
法
の
実
測

値
が
許
容
範
囲
内
で

あ
る
。

 
 

施
工

管
理
基
準
の
撮
影
記

録
が
撮
影
基
準
を
満

足
し
て
い
る
。

 

 
設
計

図
書
で
定
め
ら
れ
て

い
な
い
出
来
形
管
理

項
目
に
つ
い
て
、
監

督
職
員
と
協
議
の
上
で

管
理
し
て
い
る
。

 
 

不
可

視
部
分
の
出
来
形
を

写
真
撮
影
し
て
い
る

。
 

 
塗
装

管
理
基
準
の
塗
膜
厚

管
理
を
適
切
に

ま
と
め
て
い
る
。

 

 
溶
接

管
理
基
準
の
出
来
形

管
理
を
適
切
に

ま
と
め
て
い
る
。

 

 
社
内

の
管
理
基
準
に
基
づ

き
管
理
し
て
い
る
。

 
 

設
計

図
書
に
定
め
ら
れ
て

い
る
予
備
品
に

不
足
が

無
い
。

 

 
分
解

整
備
に
お
け
る
既
設

部
品
等
の
摩
耗
、
損

傷
等
に
つ
い
て
、
整

備
前
と
整
備
後
の
劣

化
状
況
及
び
回
復
状

況
を
図
表
等
に
記
録

し
て
い
る
。

 

 
そ
の
他

 
理
由
：
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ●
判
断

基
準

 
評

価
値
が

90
%
以
上
・
・
・
・
・

・
・
・
・

a 

評
価
値
が

80
％
以

上
90

%
未
満

・
・
・
・
・

b 

評
価
値
が

80
%
未
満
・
・
・
・
・

・
・
・
・
ｃ

 
 

 
出

来
形

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
職

員

が
文
書
で

改
善
指
示
を
行

っ
た
。

 
 

 
契
約
書
第
１
７
条
に
基
づ
き

、
監
督

職
員
が
改
造
請
求
を
行
っ
た

。
 

 

①
 

出
来

形
の
評

定
は
、

工
事
全

般
を
通

じ
て
評
定

す
る
も

の
と
す
る

。
 

②
 

出
来

形
と
は

、
設
計

図
書
に

示
さ
れ

た
工
事
目

的
物
の

形
状

及
び

寸
法
を

い
う
。

 

③
 

出
来

形
管
理

と
は
、
「
土
木
工

事
施
工

管
理
基

準
」
の
測

定
項
目
、
測
定
基

準
及
び

規
格
値

に
基
づ

き
所

定
の

出
来
形

を
確
保

す
る
管

理
体
系

で
あ
る
が
、
当
該

管
理
基
準

に
よ
り

が
た
い
場

合
等
に

つ
い
て
は

、

監
督

職
員
と

協
議
の

上
で
出

来
形
管

理
を
行
う

も
の
で

あ
る
。

 
④
 

出
来

形
管
理

項
目
を

設
定
し

て
い
な

い
工
事
は

「
ｃ
」

評
価
と
す

る
。

 

①
 

当
該
「

評
価
対

象
項
目
」
の

う
ち
、

対
象

と
し

な
い
項

目
は
削
除
す
る
。

 

②
 

削
除
項

目
の

あ
る
場

合
は
削
除

後
の

評
価
項
目

数
を
母

数
と
し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評
価
す
る
。

 

③
 

評
価
値

（
 

 
 
％

）
＝
該
当

項
目
数

（
 
 

）
／
評

価
対
象
項

目
数
（

 
 
）

 
④

 
な
お
、

削
除
後

の
評

価
対
象

項
目
数
が

２
項
目

以
下
の

場
合
は
ｃ

評
価
と

す
る

。
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別
紙
－
１

⑤
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
主

任
技

術
評

価
官
）

 
考

査
項

目
 

工
 
種

 
ａ

 
ｂ

 
ｃ

 
ｄ

 
ｅ

 

適
切
で
あ
る

 
ほ
ぼ
適
切
で
あ
る

 
他
の
評
価
に
該
当
し

な
い

 
３
．
出
来
形
及
び
出
来
ば
え

 
  
Ⅰ
．
出
来
形

 

電
気

設
備
工
事

通
信

設
備

工

事
・

受
変

電
設

備
工

事
 

 ※
上

記
欄

に
よ

ら
ず

、
当

該
欄

で
評

価
 

●
評
価
対
象
項
目

 

 
据
付
に
関
す

る
出
来

形
管
理
が
容
易
に
把

握
で
き
る
よ
う
、
出

来
形
管
理
図
及
び
出
来
形
管
理
表

を
工
夫

し
て
い
る
。

 
 

機
器
等
の
測
定
（
試
験
）
結
果

が
、
そ
の

都
度
管
理
図
表
な
ど
に
記
録

さ
れ
、
適
切

に
管
理

し
て
い
る
。

 

 
不
可
視
部
分
の
出
来

形
を
写
真
撮
影
し
て

い
る
。

 

 
設
計
図
書
に
定
め
ら

れ
て
い
な
い
出
来
形

管
理
項
目
に
つ
い
て

、
監
督
職
員
と
協
議

の
上
で
管
理
し
て
い

る
。

 
 

設
備
全
般
に
わ
た
り
、

形
状
及
び
寸
法
の

実
測
値
が
許
容
範
囲

内
で
あ
る
。

 
 

設
備
の
据
付
及
び
固

定
方
法
が
設

計
図
書

又
は
承
諾
図
書
通
り

施
工
し
て
い
る
。

 

 
配
管
及
び
配
線
が
、

設
計
図
書
又
は
承
諾

図
書
通
り
に
敷
設
し

て
い
る
。

 
 

測
定
機
器
の
キ
ャ
リ

ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
、

定
期
的
に
実

施
し
て

い
る
。

 

 
行
先
な
ど
を
表
示
し

た
名
札
が
ケ
ー
ブ
ル

な
ど
に
分
か

り
易
く
堅
固
に
取
り

付
け
て
い
る
。

 

 
配
管
及
び
配
線
の
支

持
間
隔
や
絶
縁
抵
抗

等
に
つ
い
て
、
設
計

図
書
の
仕
様

を
満
足
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 
 

社
内
の
管
理
基
準
に

基
づ
き
管
理
し
て
い

る
。

 

 
そ
の
他

 
理

由
：

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ●
判
断
基
準

 

評
価
値
が

90
%
以
上
・
・

・
・
・
・
・
・
・

a 
評
価
値
が

80
％
以
上

90
%
未
満

・
・
・
・
・

b 

評
価
値
が

80
%
未
満
・
・

・
・
・
・
・
・
・
ｃ

 
 

 
出

来
形

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
職

員

が
文
書
で

改
善
指
示
を
行

っ
た
。

 
 

 
契
約
書
第
１
７
条
に
基
づ
き

、
監
督

職
員
が
改
造
請
求
を
行
っ
た

。
 

 

①
 

当
該
「

評
価
対

象
項
目
」
の

う
ち
、

対
象

と
し

な
い
項

目
は
削
除
す
る
。

 

②
 

削
除
項

目
の

あ
る
場

合
は
削
除

後
の

評
価
項
目

数
を
母

数
と
し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評
価
す
る
。

 

③
 

評
価
値

（
 

 
 
％

）
＝
該
当

項
目
数

（
 
 

）
／
評

価
対
象
項

目
数
（

 
 
）

 
④

 
な
お
、

削
除

後
の
評

価
対
象

項
目
数
が

２
項
目

以
下
の

場
合
は
ｃ

評
価
と

す
る

。
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別
紙
－
１

⑥
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
主

任
技

術
評

価
官
）

 

考
査

項
目

 
ａ

 
ｂ

 
ｃ

 
ｄ

 
ｅ

 
 

品
質
の

測
定
が
、
必
要
な
測
定
項
目
に
つ
い
て
所
定
の

測
定

基
準
に

基
づ
き
行
わ
れ
て
お

り
、
測
定
値
が
規
格
値
を

満
足

し
、

そ
の

ば
ら

つ
き

が
規

格
値

の
概

ね
５

０
％

以
内

で
あ

る
。

 

 
品

質
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し
、
そ
の
ば
ら
つ
き
が
規

格
値
の
概
ね
８

０
％
以
内
で
あ
る
。

 
品
質
の

測
定
が
、
必

要
な
測
定
項
目
に
つ

い
て
所
定
の
測
定

基
準
に

基
づ
き
行
わ
れ
て
お

り
、
測
定
値

が
規
格
値
を
満
足

し
、
ａ

、
ｂ
に
該
当
し

な
い
。

 

※
 
ば
ら
つ
き
の
判

断
は
別
紙
－
４

参
照
。

 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
職

員
が
文
書
で

改
善
指
示

を
行

っ
た
。

 
 

 
契
約
書
第
１
７
条
に
基
づ
き

、
監

督
職
員
が
改
造

請
求
を
行
っ

た
。

 
 

ａ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

適
切
で
あ
る

 
ほ
ぼ
適
切
で
あ

る
 

他
の
評
価
に
該
当

し
な
い

 

３
．
出
来
形
及
び
出
来
ば
え

 
  
Ⅱ
．
品
質

 

機
械
設
備
工
事

 ※
上

記
欄

に
よ

ら
ず

、
当

該
欄

で
評
価

 

●
評
価
対
象
項

目
 

 
材
料
、
部
品

の
品
質
照
合
の
書
類

（
現
物
照
合
）
の
内

容
が
設
計
図
書
の
仕
様
を
満
足
し
て

い
る
。

 

 
設
備
の
機
能

及
び
性
能
を
、
承
諾

図
書
の
と
お
り
確
保

し
て
い
る
。

 
 

設
計
図
書
の
仕
様

を
踏
ま
え
た
詳

細
設
計
を
行
い
、
承

諾
図
書
と
し
て
提
出

し
て
い
る
。

 

 
機
器
の
品
質

、
機
能
及
び
性

能
が
設
計

図
書
を
満
足
し

て
、
成
績
書
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
。

 
 

溶
接
管
理
基

準
の
品
質
管
理
項
目

に
つ
い
て
規
格

値
を
満
足
し
て
い
る

。
 

 
塗
装
管
理
基

準
の
品
質
管
理
項
目

に
つ
い
て
規
格
値
を

満
足
し
て
い
る
。

 
 

操
作
制
御
設

備
に
つ
い
て
、
操
作
ス
イ
ッ
チ
や
表

示
灯

を
承
諾
図
書
の
と
お

り
配
置
し

、
操
作
性

に
す
ぐ
れ
て
い
る
。

 

 
操
作
制
御
設

備
の
安
全
装
置
及
び

保
護
装
置
が
承
諾
図

書
の
と
お
り
機
能
し

て
い
る
。

 

 
小
配
管
、
電

気
配
線
・
配
管

が
、

承
諾
図
書
の
と
お
り
敷
設
し
て
い
る

。
 

 
設
備
の

取
扱

説
明
書
を

工
夫
し
て

い
る
。

 
 

完
成
図
書
（

取
扱
説
明
書
）
に
定

期
的
な
点
検
及
び
交

換
を
必
要
と
す

る
部
品
並
び
に
箇
所

を
明
示
し
て
い
る
。

 

 
機
器
の
配
置

が
点
検
し
や
す
い
よ

う
工
夫
し
て
い

る
。

 
 

設
備
の
構
造
や
機

器
の
配
置
が
、

部
品
等
の
交
換
作
業

を
容
易
に
で
き

る
よ
う
工
夫
し
て
い

る
。

 

 
二
次
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
配
合
試
験

及
び
試
験
練
り
が
実

施
さ
れ
、
試
験
成
績

表
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。

 

 
バ
ル
ブ
類
の

平
時
の
状
態
を
示
す

ラ
ベ
ル
な
ど
が
見
や

す
い
状
態
で
表
示
し

て
い
る
。

 
 

計
器
類
に
運

転
時
の
適
用
範
囲
を

見
や
す
く
表
示
し
て

い
る
。

 
 

回
転
部
や
高

温
部
等
の
危
険
箇
所

に
表
示
又
は
防
護
を

し
て
い
る
。

 
 

構
造
物
の
劣

化
状
況
を
よ
く
把
握

し
て
、
適
切
な

対
策
を
施
し
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
現
地
状
況
を

勘
案
し
施
工
方

法
等

に
つ
い
て
提
案
を
行

う
な
ど
、
積
極

的
に
取
り
組
ん
で
い

る
。

 
 

そ
の
他

 

理
由
：

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ●
判
断
基
準

 

評
価
値
が

90
%
以
上

・
・
・
・
・
・
・
・

・
a 

評
価
値
が

80
％
以
上

90
%
未
満

・
・
・

・
・

b 
評
価
値
が

80
%
未
満

・
・
・
・
・
・
・
・

・
ｃ

 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
職

員
が
文
書
で

改
善
指
示

を
行

っ
た
。

 
 

 
契
約
書
第
１
７
条
に
基
づ
き

、
監

督
職
員
が
改
造

請
求
を
行
っ

た
。

 
 

①
 

品
質
の

評
定
は

、
工
事

全
般
を

通
じ
て

評
定
す

る
も
の

と
す
る
。

 
②
 

品
質
と

は
、
設

計
図
書

に
示
さ

れ
た
工
事
目
的

物
の
規

格
で
あ
る

。
 

③
 

品
質
管

理
と
は

、「
土
木
工
事

施
工
管

理
基
準
」

の
試
験

項
目
、
試

験
基
準

及
び
規
格

値
に
基

づ
く
全

て

の
段

階
に

お
け

る
品

質
確

保
の

た
め

の
管

理
体

系
で

あ
る

。
な

お
、

当
該

管
理

基
準

に
よ

り
が

た
い

場

合
等
に

つ
い
て

は
、
監

督
職
員

と
協
議

の
上
で

品
質
管

理
を
行
う

も
の
で

あ
る
。

 
④

 
品
質
管

理
項
目

を
設
定

し
て
い

な
い
工

事
は
「

ｃ
」
評

価
と
す
る

 ①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」
の

う
ち
、

対
象

と
し

な
い
項

目
は
削
除
す
る
。

 
②
 

削
除
項
目

の
あ
る

場
合
は
削

除
後
の

評
価
項
目

数
を
母

数
と
し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評
価
す

る
。

 
③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝
該

当
項
目

数
（
 
 

）
／
評

価
対
象
項

目
数
（

 
 
）

 
④

 
な
お
、
削

除
後
の

評
価
対
象

項
目
数

が
２
項
目

以
下
の

場
合
は
ｃ

評
価
と

す
る

。
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別
紙
－
１

⑦
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
主

任
技

術
評

価
官
）

 

考
査

項
目

 
工
 
種

 
ａ

 
ｂ

 
ｃ

 
ｄ

 
ｅ

 

適
切

で
あ
る

 
ほ
ぼ
適
切
で
あ
る

 
他
の
評
価
に
該

当
し
な
い

 
電
気

設
備
工
事

 

通
信

設
備

工
事
・

受
変

電
設
備
工
事

 ※
上

記
欄

に
よ

ら

ず
、

当
該

欄
で

評

価
 

●
評
価
対
象
項
目

 

 
製
作
着
手
前
に
、
品

質
や
性
能

の
確
保
に

係
る

技
術
検
討
を
実

施
し
て
い
る
。

 
 

材
料
、
部
品
の
品
質

照
合
の
結
果
が
、
品

質
保
証
書
等
（
現
物

照
合
を
含
む

）
で
確
認
で
き
、

設
計
図
書
の

仕
様
を

満
足
し
て

い
る
。

 

 
機
器
の
品

質
、
機
能

及
び
性
能
が

、
設
計

図
書
を
満
足
し
、
成

績
書
に
ま
と

め
て
い
る
。

 
 

操
作
ス
イ
ッ
チ
や
表

示
灯
が
承
諾
図
書
の

と
お
り
配
置

さ
れ
、

操
作
性
に
優
れ
て
い

る
。

 

 
ケ
ー
ブ
ル
及
び
配
管

の
接
続
な
ど
の
作
業

が
施
工
計
画
書
に
記
載
さ
れ
た
手

順
に
沿
っ
て
行
わ
れ

、
不
具
合
が
無
い
。

 
 

設
備
の
機
能
及
び
性

能
が
設
計
図
書
の
仕

様
を
満
足
し
て
い
る

。
 

 
操
作
制
御
関
係
の
機

能
及
び
性
能
が
、
仕

様
を
満
足

し
て
い
る

と
と
も
に
、
必
要
な

安
全
装
置
及
び
保
護

装
置
の

作
動
が
確
認

で
き
る
。

 
 

設
備
の
総
合
性
能
が

、
設
計
図
書
の
仕
様
を

満
足
し
て
い
る
。

 

 
現
場
条
件
に
よ
っ
て

機
器

(製
品

)の
機
能
及
び
性

能
が
確
認
で
き
な
い

場
合
に
お
い
て
、
工
場
試
験
な

ど
で
確
認

し
て
い
る
。

 

 
設
備
全
体
に
つ
い
て

の
取
扱
説
明
書
を
工

夫
し
作
成
（
修
繕
（

改
造
・
更
新
含
む
）
の
場
合
は
、

修
正
又
は
更
新
）
し

て
い
る
。

 
 

完
成
図
書
で
定
期
的

な
点
検
や
交
換
を
要

す
る
部
品
及
び
箇
所

を
明
示
し
て
い
る
。

 
 

設
備
の
構
造
に
お
い

て
、
点
検
や
消
耗
品

の
取
替
え
作

業
が
容
易
に
で
き
る

よ
う
工
夫
し
て
い
る

。
 

 
そ
の
他

 
理

由
：

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ●
判
断
基
準

 
評
価
値
が

90
%
以
上
・
・

・
・
・
・
・
・
・

a 
評
価
値
が

80
％
以
上

90
%
未
満

・
・
・
・
・

b 

評
価
値
が

80
%
未
満
・
・

・
・
・
・
・
・
・
ｃ

 
 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

監
督

職
員

が
文
書
で

改
善
指
示
を
行

っ
た
。

 
 

 
契
約
書
第
１
７
条
に
基
づ
き

、
監

督
職
員
が
改
造

請
求
を
行
っ

た
。

 
 

ａ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

適
切

で
あ
る

 
ほ
ぼ
適
切
で
あ
る

 
他
の
評
価
に
該

当
し
な
い

 

３
．
出
来
形
及
び
出
来
ば
え

 
  
Ⅱ
．
品
質

 

維
持

･
修
繕
工
事

 
 ※

上
記

欄
に

よ
ら

ず
、

当
該

欄
で

評

価
 

●
評
価
対
象
項
目

 

 
常
に
緊
急
的
な
作
業

に
対
応
で
き

る
体
制
を
整
え
て

い
る
。

 
 

緊
急
的
な
作
業
に
対
し
、
迅
速
に

対
応
し

て
い
る
。

 
 

監
督
職
員
の
指
示
事

項
に
対
し
、
現
地
状

況
を
勘
案
し
、
施
工

方
法
や
構
造

に
つ
い
て
提
案
を
行

う
な
ど
、
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
る
。

 

 
施
工
後
の
メ

ン
テ
ナ

ン
ス
に
対
す
る
提
言

や
修
繕
サ
イ
ク
ル
等

を
勘
案
し
た
提
案
等

を
行
っ
て
い
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
理
由
：

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
理
由
：

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
理
由
：

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
理
由
：

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 ●
判
断
基
準

 
 
 
※
該
当
項
目
が

６
項
目
以
上
・

・
・
ａ

 
 
※
該
当
項
目
が

４
項
目
以
上
・

・
・
ｂ

 
 
※
該
当
項
目
が

３
項
目
以
下
・

・
・
ｃ

 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
職

員
が
文
書
で

改
善
指
示

を
行

っ
た
。

 
 

 
契
約
書
第
１
７
条
に
基
づ
き

、
監

督
職
員
が
改
造

請
求
を
行
っ

た
。

 
 

注
 
記
載
の

４
項
目
を
必
須
の
評

価
対
象
項
目
と
し
、

こ
の
他
に
適
宜
項
目

を
追
加
し
て
評
価
す

る
も
の
と
す
る
。

 
た
だ
し

、
評
価
対
象
項
目
は
最
大
８
項
目
と

す
る
。

 

①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」
の

う
ち
、

対
象

と
し

な
い
項

目
は
削
除
す

る
。

 
②
 

削
除
項
目

の
あ
る

場
合
は
削

除
後
の

評
価
項

目
数
を

母
数
と

し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評

価
す
る
。

 
③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝
該

当
項
目

数
（
 
 

）
／
評

価
対
象
項

目
数
（

 
 
）

 
④

 
な
お
、
削

除
後
の

評
価
対
象

項
目
数

が
２
項

目
以
下

の
場
合

は
ｃ
評

価
と
す

る
。
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別
紙
－
１

⑧
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
主

任
技

術
評

価
官
）

 

考
査

項
目

 
細

別
 

工
 
 
夫
 

 
事
 
 
項

 
【

そ
の
他

】
 

 
 

そ
の
他

 
 

理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
そ

の
他

 
 

理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
そ

の
他

 
 

理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
そ

の
他

 
 

理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
そ

の
他

 
 

理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
そ

の
他

 
 

理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
そ

の
他

 
 

理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
    

Ⅰ
．
創
意
工
夫

 
  

【
施
工
】

 
 

施
工
に
伴
う

器
具

、
工
具
、
装
置
等
に

関
す
る

工
夫
又
は
設

備
据
付
後
の
試

運
転
調
整

に
関
す
る
工
夫

。
 

 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
二

次
製
品
な
ど
の
代
替

材
の

利
用
に
関
す
る

工
夫
。

 
 

土
工
、
地
盤
改
良

、
橋
梁
架
設
、
舗
装
、
コ
ン
ク
リ
ー

ト
打
設
等
の
施
工

に
関
す

る
工
夫
。

 
 

部
材
並
び
に
機
材

等
の
運
搬

及
び
吊
り

方
式
な
ど
の
施
工
方

法
に
関
す
る
工
夫
。

 
 

設
備
工
事
に
お
け

る
加
工
や
組
立
等
又

は
電
気
工
事
に
お
け

る
配
線
や
配
管
等
に

関
す
る
工
夫
。

 
 

給
排
水
工
事
や
衛

生
設
備
工
事
等
に
お

け
る
配
管
又
は
ポ
ン

プ
類
の
凍
結
防
止
、

配
管
の

つ
な
ぎ
等
に

関
す
る
工
夫
。

 
 

照
明
な
ど
の
視
界

の
確
保
に
関
す
る
工

夫
。

 
 

仮
排
水
、
仮
道
路

、
迂
回
路
等
の

計
画

的
な
施
工
に
関
す
る

工
夫
。

 
 

運
搬
車
両
、
施
工

機
械
等
に
関
す
る
工

夫
。

 
 

支
保
工
、
型
枠
工
、
足
場
工

、
仮
桟
橋

、
覆
工

板
、
山
留
め

等
の
仮
設
工
に
関
す

る
工
夫
。

 
 

盛
土
の
締
固

度
、

杭
の
施
工
高
さ
等
の

管
理
に
関
す
る
工
夫

。
 

 
施
工
計
画
書
の
作

成
、

写
真
の
管
理
等

に
関
す
る
工
夫
。

 
 

出
来
形
又
は
品
質

の
計
測

、
集
計
、
管

理
図
等
に
関
す

る
工

夫
。

 
 

施
工
管
理
ソ
フ
ト

、
土
量
管
理
シ

ス
テ
ム
等
の
活
用

に
関
す

る
工
夫

。
 

 
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
情
報
通

信
技
術
）
を
活
用
し

た
情
報
化
施
工
を
取

り
入
れ
た
工
事
。
 

 
※
本
項
目
は

2
点

の
加
点
と
す
る
。

 
 

特
殊
な
工
法
や
材

料
を
用
い
た
工

事
。

 
 

優
れ
た
技
術
力
又

は
能
力
と
し
て
評
価

す
る
技
術
を
用

い
た
工
事
。

 
【
新
技
術
活
用
】

 
 

Ｎ
Ｅ
Ｔ
Ｉ
Ｓ
登
録

技
術
の
う
ち

事
後
評

価
未
実
施
技
術
を
活

用
し

、
活
用
効
果
調

査
表
を
提
出
し

て
い
る

。
 

※
本
項
目
は

2
点
の
加

点
と
す
る
。

 
 

Ｎ
Ｅ
Ｔ
Ｉ
Ｓ
登
録

技
術
の
う
ち

事
後
評

価
未
実
施
技
術
を
活

用
し

、
発
注
者
に
よ
る
活
用

効
果
調
査
結
果
の
総
合
評
価
点

が
１
２
０
点
以
上

で
あ
る
。
 

 
※
本
項
目
は

2
点

の
加
点
と
す
る
。

 
 

Ｎ
Ｅ
Ｔ
Ｉ
Ｓ
登
録

技
術
の
う
ち
「
有
用

と
さ
れ
る
技
術

」
を
活
用
し

、
活
用
効
果

調
査
表
を
提
出
し
て

い
る
。

 
※
本
項
目
は

4
点

の
加
点
と
す
る
。

 
 

Ｎ
Ｅ
Ｔ
Ｉ
Ｓ
登
録

技
術
の
う
ち

事
後
評

価
未
実
施
技
術
及
び
「
有
用
と
さ
れ
る
技
術
」
以

外
の
新
技

術
を
活
用
し
、
発
注

者
に
よ
る
活
用
効

果
調
査
結
果
の
総
合

評
価
点
が
１
２
０
点

以
上
で
あ
る
。

 
※
本
項
目
は

4
点

の
加
点
と
す
る
。

 
※
新
技
術
の
活
用

に
関
す
る
上
記

4
項
目
で
の

加
点
は
最
大

4
点
と
す
る
。

 
※
評
定
者
は
、
発

注
者
及
び
請
負
者
の

双
方
に
よ
る
全
て
の

活
用
効
果
調
査
表
を

確
認
し
た
上
で
加
点

を
行
う
。
 

 
な
お
、
加
点

対
象
は
請
負
者

側
か

ら
新
技
術

活
用
を
提
案
し

た
場
合
の
み
と

し
、
発
注
者

が
指

定
し
活
用
し

た
場
合
は
、

加
点
措
置
を
行
わ
な
い

も
の
と
す
る
。

 
※

こ
こ
で
、「

有
用
と
さ
れ

る
技
術
」
と
は
、
推

奨
技
術

、
準
推
奨
技
術
、
設
計
比
較
対
象
技
術

、
活
用
促
進
技
術
、
少

実
績
優

良
技
術
を
い
う
。
 

【
品
質
】

 
 

土
工
、
設

備
、
電

気
の
品
質
向
上
に
関

す
る
工
夫
。

 
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

材
料
、
打
設
、

養
生

に
関
す
る
工
夫
。

 
 

鉄
筋
、
Ｐ
Ｃ
ケ
ー

ブ
ル
、
コ
ン
ク
リ
ー

ト
二
次
製
品
等
の
使

用
材
料
に
関
す
る
工

夫
。

 
 

配
筋
、
溶
接
作
業

等
に
関
す
る
工

夫
。

 
【
安
全
衛
生
】

 
 

建
設
業
労
働
災
害

防
止
協
会
が
定
め
る

指
針
に
基
づ
く
安
全

衛
生
教
育
を
実
施
し

て
い
る
。

 
※
本
項
目
は

2
点

の
加
点
と
す
る
。
 

 
安
全

を
確

保
す

る
た

め
の

仮
設

備
等

に
関

す
る

工
夫

。
（

落
下

物
、

墜
落

・
転

落
、

挟
ま

れ
、

看
板

、
立

入
禁

止
柵
、
手

摺
り
、
足
場
等
）

 
 

安
全
教
育
、
技
術

向
上
講
習
会
、
安
全
パ
ト
ロ
ー
ル
等

に
関
す
る
工
夫

。
 

 
現
場
事
務
所
、
労

務
者
宿
舎
等
の

空
間
及
び
設
備
等

に
関
す

る
工
夫
。

 
 

有
毒
ガ
ス
並
び
に

可
燃
ガ
ス
の
処
理
及
び
粉
塵
防
止

並
び
に

作
業
中
の
換
気

等
に

関
す
る
工
夫
。

 
 

一
般
車
両
突
入
時
の
被
害
軽
減

方
策
又

は
一
般
交
通
の
安
全

確
保
に
関
す
る
工
夫

。
 

 
厳
し
い
作
業
環
境
の
改
善

に
関
す
る
工

夫
。

 
 

環
境
保
全
に
関
す

る
工
夫
。

 

 

【
創
意
工

夫
の
詳

細
評
価
】

工
夫
の

内
容
及
び

具
体
的

内
容
を
記

載
 

  

５
．
創
意
工
夫

 
 

記
述
評
価

 
（

レ
マ

ー
ク

を
付

し
た

評
価

内
容

を
詳
細
記

述
）

 

  
評

点
：
 

 
 
 
 
点

 
 

 
※
１
．
特

に
評
価

す
べ
き
創

意
工
夫

事
例
を

加
点
評

価
す
る

。
 

※
２
．
評

価
は
各

項
目
に
お

い
て
１

つ
レ
点

が
付
さ

れ
れ
ば

１
、

２
、
４

点
で
評
価

し
、
最

大
７
点

の
加
点

評
価
と

す
る
。

 
※
３
．
該

当
す
る

数
と
重
み

を
勘
案

し
て

評
定

す
る
。

１
項
目
１

点
を
目

安
と
す
る

が
、
内

容
に
よ

っ
て
は

そ
れ
以
上
の

点
数
を

与
え
て
も

よ
い
。

 
※
４
．
上

記
の
考

査
項
目
の

他
に
評

価
に
値
す

る
企
業

の
工
夫
が

あ
れ
ば

、
そ
の
他

に
具
体

の
内
容
を

記
載
し

て
加
点
す

る
。
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別
紙
－
２

①
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
総

括
技

術
評

価
官
）

 

考
査

項
目

 
細

別
 

ａ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

優
れ
て
い
る

 
や
や
優
れ
て
い
る

 
他
の
評

価
に
該
当
し
な
い

 
や
や

劣
っ
て
い
る

 
劣
っ
て
い
る

 
Ⅱ
．
工
程
管
理

 

●
評
価
対

象
項
目

 

 
隣
接
す
る
他
の
工

事
な
ど
と
の
工
程
調

整
に
取
り
組
み
、
遅

れ
を
発
生
さ
せ
る
こ

と
な
く
工
事
を
完
成

さ
せ
た
。

 
 

地
元
及
び
関
係
機

関
と
の
調
整
に
取
り
組
み

、
遅
れ
を
発
生

さ
せ
る
こ
と
な
く
工
事
を
完
成
さ
せ

た
。

 

 
工
程
管
理
を
適
切

に
行
な
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
休
日
や

夜
間

工
事
の
回
避
等
を
行
い

、
地
域
住
民
に
公

共
工
事
に
対
す

る
好
印
象
を
与
え

た
。

 

 
工
程
管
理
に
係
る

積
極
的
な

取
り
組
み

が
見
ら
れ
た
。

 
 

災
害
復
旧
工
事
な

ど
特
に

工
期
的
な
制

約
が
あ
る
場
合

に
お

い
て
、
余
裕
を
も
っ

て
工
事
を
完
成
さ
せ

た
。

 
 

工
事
施
工
箇
所
が

広
範
囲
に
点
在
し
て

い
る
場
合
に
お
い
て

、
工
程
管
理
を
的
確
に
行
い

、
余
裕
を
も

っ
て
工
事
を
完
成
さ

せ
た
。

 

 
そ
の
他

 
理
由
：

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ●
判
断
基

準
 

上
記
該
当
項
目
を
総
合

的
に
判
断
し
て
、
ａ

、
ｂ
、
ｃ
、
ｄ
、
ｅ
評
価
を
行
う
。

 
  

ａ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

優
れ
て
い
る

 
や
や
優
れ
て
い
る

 
他
の
評

価
に
該
当
し
な
い

 
や
や

劣
っ
て
い
る

 
劣
っ
て
い
る

 

２
．
施
工
状
況

 

Ⅲ
．
安
全
対
策

 

●
評
価
対

象
項
目

 

 
建
設
労
働
災
害
及

び
公
衆
災
害
の

防
止

に
向
け
た
取
り
組
み

が
顕
著
で
あ

っ
た
。

 

 
安
全
衛
生
を
確
保

す
る
た
め
の
管
理
体

制
を

整
備
し
、
組
織

的
に
取
り
組
ん
だ
。

 
 

安
全
衛
生
を
確
保

す
る
た
め
、
他
の
模

範
と
な
る
よ
う
な
活

動
に
積
極
的
に
取
り

組
ん
だ
。

 
 

安
全
対
策
に
関
す

る
技
術
開
発
や
創
意

工
夫
に
取
り
組
ん
だ

。
 

 
安
全
協
議
会
で
の

活
動
に
積
極
的
に
取

り
組
ん
だ
。

 

 
安
全
対
策
に
係
る

取
り
組
み
が
地
域
か
ら
評
価
さ
れ

た
。

 

 
そ
の
他

 
理
由
：

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ●
判
断
基

準
 

上
記
該
当
項
目
を
総
合

的
に
判
断
し
て
、
ａ

、
ｂ
、
ｃ
、
ｄ
、
ｅ
評
価
を
行
う
。
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別
紙
－
２

②
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
総

括
技

術
評

価
官
）

 
考

査
項

目
 

細
 
 

別
 

対
応

事
項

 
【

事
例

】
具

体
的

な
施

工
条

件
等

へ
の

対
応

事
例

 
Ⅰ
構
造
物

の
特

殊
性
へ

の
対
応

 
 

1.
対
象
構
造

物
の

高
さ
、
延

長
、
施

工
（
断
）

面
積
、

施
工
深
度

等
の
規

模
が
特
殊

な
工
事

 
 

2.
対
象
構
造

物
の

形
状
が
複

雑
で
あ

る
こ
と
な

ど
か
ら

、
施
工

条
件
が
特

に
変
化
す

る
工

事
 

 
3.
そ
の
他

 
理
由
：
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

※
上

記
の
対

応
事
項
に

１
つ
以

上
レ
点

が
付
け

ば
４
点

の
加
点
と

す
る
。

 
 

（
1
.に

つ
い
て
）

 
切
土
の
土

工
量
：
2
0
万

m
3
以
上
、
盛

土
の
土
工

量
：
1
5
万

m
3
以
上
、
護
岸
・
築
堤
の

平
均
高
さ
：
1
0
m
以
上

 
、
ト

ン
ネ
ル

(
ｼ
ｰ
ﾙ
ﾄﾞ

)
の
直
径
：
8
m
以
上
、
ダ
ム
用
水

門
の

設
計
水

深
：
2
5ｍ

以
上
、
樋
門
又
は

樋
管
の

内
空
断
面

積
：
1
5
m
2
以
上

、
揚
排
水

機
場
の
吐
出

管
径
：
2
,
0
0
0
m
m
以
上
、
堰

又
は
水

門
の
最
大

径
間

長
：
2
5
m
以

上
、
堰

又
は

水
門

の
径

間
数

：

3
径

間
以
上
、
堰
又

は
水
門
の

扉
体
面

積
：
5
0m

2 /
門
以

上
、
ト
ン
ネ
ル

(
開

削
工
法
)
の
開
削

深
さ
：
2
0
ｍ

以
上
、
ト

ン
ネ
ル

(N
A
T
M
)
の

内
空
平
均

面
積
：
1
0
0
m2
以
上
、
ト
ン

ネ
ル
(
沈

埋
工
法

)の
内

空
平

均
面
積
：

3
00
m2
以

上
、
海
岸

堤
防
、

護
岸
、
突

堤
又
は

離
岸
提
の

水
深
：

1
0
m
以
上
、

地
滑
り

防
止
工
：

幅
1
0
0
ｍ
以
上

か
つ
法

長
1
5
0ｍ

以
上
、

浚
渫

工
の
浚

渫
土
量
：

1
0
0
万

m
3
以
上
、

流
路
工
の

計
画
高
水

流
量
：

5
0
0
m
3
以
上
、

砂
防

ダ
ム
の
堤

高
：

15
m
以
上
、

ダ
ム
の

堤
高
：

1
5
0
ｍ

以
上

、
転
流
ト

ン
ネ
ル
の
流
下
能

力
：

40
0
m3
/s

以

上
、
橋
梁

下
部
工

の
高
さ
：

3
0
m
以

上
、
橋
梁

上
部
工

の
最
大
支

間
長
：

1
0
0
m
以
上

 
 
 
 

（
2
.に

つ
い
て
）

 

・
砂
防
工

事
な
ど

に
お
い
て

、
現
地

合
わ
せ
に
基
づ
い

て
再
設

計
が
必

要
な
工

事
。

 
 

・
鉄
道
に

隣
接
し

た
橋
脚
の

耐
震
補

強
工
事
又

は
河
道

内
の
流

水
部
に

お
け
る

橋
脚
の

撤
去
工

事
。
 

・
供

用
中
の
道

路
ト

ン
ネ
ル
の
拡
幅

工
事
。

 

（
3
.に

つ
い
て
）

 

・
そ
の
他
、

構
造

物
固
有
の

難
し
さ

へ
の
対
応

が
特
に

必
要
な
工

事
 

・
そ
の
他

、
技
術

固
有
の
難

し
さ
へ

の
対
応
が

必
要
で

あ
る
工
事

。
 

・
地

山
強
度
が

低
い
又

は
土
被

り
が
薄

い
た
め

、
Ｆ
Ｅ

Ｍ
解
析
な

ど
に
よ

る
検
討
が

必
要
な

工
事
。

 
Ⅱ
都
市
部

等
の
作

業
環
境

、
社
会
条

件
等
へ
の

対
応

 
 

4.
地
盤
の
変

形
、

近
接
構
造

物
、
地

中
埋
設
物

へ
の
影

響
に
配
慮

す
る
工

事
 

 
5.
周
辺
環
境

条
件

に
よ
り
、

作
業
条

件
、
工
程

等
に
大

き
な
影
響

を
受
け

る
工
事

 
 

6.
周
辺
住
民

等
に

対
す
る
騒

音
・
振
動

を
特
に

配
慮
す

る
工
事

 
 

7.
現
道
上
で

の
交

通
規
制
に
大

き
く
影

響
す
る

工
事

 
 

8.
緊
急
時
に

対
応

が
特
に
必

要
な
工

事
 

 
9.
施
工
箇
所

が
広

範
囲
に
わ

た
る
工

事
 

 
10

.そ
の

他
 

理
由
：
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

※
上

記
の
対

応
事
項
に

１
つ
以

上
レ
点

が
付
け

ば
６
点

の
加
点
と

す
る
。

 
 

（
4
.に

つ
い
て
）

 

・
供
用
中

の
鉄
道

又
は
道
路

と
交
差

す
る
橋
梁

な
ど
の

工
事
。

 
  

・
市
街
地

等
の
家

屋
密
集
地

で
の
、

鉄
道
又
は

道
路
を

ア
ン
ダ

ー
パ
ス

す
る
工

事
。

 
  

・
監
視
な

ど
の
結

果
に
基
づ

き
、
工

法
の
変
更

を
行
っ

た
工
事

。
 
 

（
5
.に

つ
い
て
）

 

・
ガ
ス
管

、
水
道

管
、
電
話

線
等
の

支
障
物
件

の
移
設

に
つ
い
て
、
施

工
工
程

の
管
理

に
特
に

注
意
を

要
し
た

工
事
。

 

・
地
元
調

整
や
環

境
対
策
な

ど
の
制

約
が
特
に

多
い
工

事
。

 
・
そ

の
ほ
か
各

種
制
約

が
あ
り

、
施
工

に
特
に

厳
し
い

制
限
を
受

け
た
工

事
。

 

（
6
.に

つ
い
て
）

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

・
市
街
地

で
の
夜

間
工
事
。

 
 
 

 
 
 
 

・
Ｄ
Ｉ
Ｄ

地
区
で

の
工
事
。

 
 
 
 
 

 
 
 

（
7
.に

つ
い
て
）

 

・
日

交
通
量
が

概
ね
１

万
台
以

上
の
道

路
で
片

側
交
互

通
行
の
交

通
規
制

を
し
た
工

事
。

 

・
供

用
し
て
い

る
自

動
車
専

用
道
路
等

の
路
上

工
事
で

、
交
通
規

制
が
必

要
な
工
事

。
 

・
工

事
期
間

中
の
大

半
に
わ
た

っ
て
、

交
通
開

放
を
行

う
た
め
規

制
標
識

の
設
置
撤

去
を
日

々
行
っ
た

工
事
。

 
 

（
8
.に

つ
い
て
）

 

・
緊
急
時

の
作
業

が
あ
り
、

そ
の
作

業
の
全
て

に
対
応

し
た
工

事
。

 

（
9
.に

つ
い
て
）

 

・
作
業
現

場
が
広

範
囲
に
分

布
し
て

い
る
工
事

。
 

（
1
0.
に
つ
い

て
）

 

・
施
工
ヤ

ー
ド
の

広
さ
や
高

さ
に
制

限
が
あ
り

、
機
械
の
使
用

な
ど
施

工
に
制

約
を
受

け
た
工

事
。
 

・
そ
の
他
、

周
辺

環
境
又
は

社
会
条

件
へ
の
対

応
が
特

に
必
要
な

工
事
。

 
Ⅲ
厳
し

い
自
然
・

地
盤
条

件
へ

の
対
応

 
 

11
.特

殊
な
地
盤

条
件
へ
の
対

応
が
必

要
な
工
事

 
 

12
.雨

・
雪
・
風

・
気

温
・
波

浪
等
の

自
然
条
件

の
影
響

が
大
き
な

工
事

 
 

13
.急

峻
な
地
形

及
び

土
石
流

危
険
渓

流
内
で
の

工
事

 
 

14
.動

植
物
等
の

自
然

環
境
の

保
全
に

特
に
配
慮

し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
工

事
 

 
15

.そ
の

他
 

理
由
：
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  

※
上

記
の
対

応
事
項
に

１
つ
以

上
レ
点

が
付
け

ば
４
点

の
加
点
と

す
る
。

 

（
1
1.
に
つ
い

て
）

 

・
河
川
内

の
橋
脚

工
事
に
お

い
て
地

下
水
位
が

高
く
、

ウ
ェ
ル
ポ

イ
ン
ト

工
法
な
ど

に
よ
る

排
水
や
大

規
模
な

山
留
め
な

ど
が
必

要
な
工
事

。
 

・
支
持
地

盤
の
形

状
が
複
雑

な
た
め

、
深
礎
杭

基
礎
毎

に
地
質
調

査
を
実

施
す
る
な

ど
支
持

地
盤
を
確

認
し
な

が
ら
再

設
計
し

た
工
事

。
 

・
施
工
不

可
能
日

が
多
い
こ

と
か
ら

、
施
工
機

械
の
稼

働
率
や

台
数
な

ど
を
的

確
に
把

握
す
る

必
要
が

生
じ
た

工
事
。

 
 

（
1
2.
に
つ
い

て
）

 

・
海
岸
又

は
河
川

区
域
内
の

た
め
、

設
計
書
で

計
上
す

る
以
上
に

波
浪
等

の
影

響
で
不

稼
働
日

が
多
く

、
主
に

作
業
船
や

台
船
を

使
用
す
る

工
事
。

 

・
潜
水
夫

を
多
用

し
た
工
事

又
は
波

浪
や
水
位

変
動
が

大
き
い

た
め
作

業
構
台

等
を
設

置
し
た

工
事
。

 
（
1
3.
に
つ
い

て
）

 

・
急
峻
な

地
形
の

た
め
、
作

業
構
台

や
作
業
床

の
設
置

が
制
限
さ

れ
る
工

事
。
も
し

く
は
、
命

綱
を
使

用
す
る

必
要
が
あ

っ
た
工

事
（
法
面

工
は
除

く
）。

 

・
斜
面
上

又
は
急

峻
な
地
形

直
下
で

の
工
事
の

た
め
、

工
事
に
伴
う
地

滑
り
防

止
対
策

等
の
安

全
対
策

を
必
要

と
し
た
工

事
。

 
・
土
石
流

危
険
渓

流
に
指
定

さ
れ
た
区
域
内
に

お
け
る

工
事

 
  

（
1
4.
に
つ
い

て
）

 

・
イ
ヌ
ワ

シ
等
の

猛
禽
類
な

ど
の
貴

重
な
動
植

物
へ
の

配
慮
の

た
め
、

工
程
や

施
工
方

法
に
制

約
を
受

け
た
工

事
 
 

（
1
5.
に
つ
い

て
）

 

・
そ
の
他
、

自
然

条
件
又
は

地
盤
条

件
へ
の
対

応
が
必

要
で
あ
っ

た
工
事

。
 

・
そ
の
他

、
災
害

等
に
お
け

る
臨
機

の
措
置
の

う
ち
特

に
評
価

す
べ
き

事
項
が

認
め

ら
れ
る

工
事

 

Ⅰ
．
施
工
条
件
等
へ
の

対
応

 

Ⅳ
長
期
工

事
に

お
け
る
安
全

確
保
へ

の
対
応

 
 

16
. 1

2
ヶ
月

を
超

え
る
工
期

で
、
事

故
が
な
く

完
成
し

た
工
事
（

全
面
一

時
中
止
期

間
は
除

く
）

 
※
但
し

、
文

書
注
意
に

至
ら

な
い
事

故
は
除
く

。
 

 
17

.そ
の

他
（
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

）
※
上

記
の
対

応
事
項
に

１
つ
以

上
レ
点

が
付
け

ば
６
点

の
加
点
と

す
る
。

 

４
．
工
事
特
性

 

評
 

価
 

評
点

：
 

 
 

 
 

点
 

 

※
１
．
工

事
特
性

は
、
最
大

２
０
点

の
加
点
評

価
と
す

る
。
 

※
２
．
評

価
に
あ

た
っ
て
は

、
主
任

監
督
職
員

等
の
意

見
も
参
考

に
評
価

す
る
。
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別
紙
－
２

③
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
総

括
技

術
評

価
官
）

 

考
査

項
目

 
細

別
 

ａ
 

ａ
’

 
ｂ

 
ｂ
’

 
ｃ

 

優
れ
て

い
る

 
ｂ
よ
り
優
れ

て
い
る

 
や
や
優
れ
て

い
る

 
ｃ
よ
り
優
れ
て
い

る
 

他
の
評
価
に
該
当
し

な
い

 
６
．
社
会
性
等

 
Ⅰ
．
地
域
へ
の
貢
献

等

●
評
価
対

象
項
目

 

 
周
辺
環
境
へ
の
配

慮
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
。

 
 

現
場
事
務
所
や
作

業
現
場
の
環
境

を
周
辺
地
域
と
の
景

観
に

合
わ
せ
る
な
ど
、
積

極
的
に
周
辺
地
域
と

の
調
和
を
図
っ
た
。

 

 
定
期
的
に
広

報
紙

の
配
布
や
現
場
見
学

会
等
を
実
施
し
て
、

積
極
的
に
地
域
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
図
っ
た
。

 
 

道
路
清
掃
な
ど
を

積
極
的
に
実
施
し
、

地
域
に
貢
献
し
た
。

 

 
地
域
が
主
催
す
る

イ
ベ
ン
ト
へ
積
極
的

に
参
加
し
、
地
域
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を

図
っ
た
。

 
 

災
害
時
な
ど
に
お

い
て
、

地
域
へ
の
支

援
又
は
行
政
な

ど
に
よ
る

救
援
活
動
へ
の

積
極
的
な

協
力
を
行

っ
た
。

 

 
そ
の
他

 
理
由
：

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ●
判
断
基

準
 

※
上
記
該
当
項
目
を
総

合
的
に
判
断
し
て
、

ａ
、
ａ
’
、
ｂ
、
ｂ

’
、
ｃ
評
価
を
行
う
。
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別
紙
－
２

④
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
総

括
技

術
評

価
官
）

 

考
査

項
目

 
法

令
遵

守
等

の
該

当
項

目
一

覧
表

 

７
．
法
令
遵
守

等
 

  

 

措
置

内
容

 
点

数
 

 
1.
指
名

停
止
３
ヶ
月
以
上

 
－

 
2

0
点

 

 
2.
指
名

停
止
２
ヶ
月

以
上
３
ヶ
月
未
満

 
－

 
1

5
点

 

 
3.
指
名

停
止
１
ヶ
月

以
上
２
ヶ
月
未
満

 
－

 
1

3
点

 

 
4.
指
名

停
止
２
週
間

以
上
１
ヶ
月
未
満

 
－

 
1

0
点

 

 
5.
文
書

注
意

 
－

 
8
点

 

 
6.
口
頭

注
意

 
－

 
5
点

 

 
7.

 工
事
関
係

者
事

故
又

は
公
衆

災
害

が
発

生
し
た

が
、

当
該

事
故
に
係

る
安

全
管
理
の

措
置

の
不
適
切

な
程

度
が
軽
微

な
た

め
、
口
頭
注

意
以
上
の
処
分
が

行
わ

れ
な
か
っ
た
場

合
 

－
 

3
点

 

 
8.
そ
の
他

 
理
由
：
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
－
 
 

 
点

 
 

 
9.
項
目

該
当
な
し

 

 
①
 

本
考

査
項
目
（

７
.法

令
遵

守
等
）
で
評
価

す
る
事
例
は
、

施
工
に
あ
た

っ
て
工
事
関

係
者
が
下
記
の

適
応
事
例

で
上
表
の
措
置

が
あ
っ
た
場
合
に
適

用
す
る
。

 
②
 

「
施

工
」
と
は
、
請
負
契

約
書
の
記
載
内
容
（

工
事
名
、
工

期
、
施
工
場
所
等
）

を
履
行
す
る
こ
と
に

限
定
す
る

。
 

③
 

「
工

事
関
係
者
」
と
は
、

当
該
工
事
現
場
に
従

事
す
る
現
場
代
理
人

、
監
理
技
術
者
、
主

任
技
術
者
、

品
質
証
明
員
、
請
負

会
社
の
現
場
従
事
職

員
及
び

当
該
工

事
に

あ
た
っ

て
下
請
契
約
し
、
そ

れ
を
履
行
す
る
た
め

に
従
事
す
る
者
に
限

定
す
る
。

 
④
 

総
合

評
価
落
札
方
式
に
お

け
る
技
術
提
案
が
、

受
注
者
の
責
に
よ
り

履
行
さ
れ
な
か
っ
た

場
合
は
、
８
．
そ
の

他
の
項
目
で
減
ず
る

措
置
を
行
う
。

 
 

【
上
記
で
評
価
す
る
場

合
の
適
応
事
例
】

 
1.
入

札
前
に
提
出
し
た
調
査
資
料

な
ど

に
お
い
て
、
虚
偽
の

事
実
が
判
明
し
た
。

 

 2
.承

諾
な
し
に
権

利
又
は
義
務
を
第
三

者
に
譲
渡
又
は
承
継

し
た
。

 

 3
.使

用
人
に
関
す

る
労
働
条
件
に
問
題

が
あ
り
送
検
さ
れ
た

。
 

 4
.産

業
廃
棄
物
処

理
法
に
違
反
す
る
不

法
投
棄
、
砂
利

採
取
法
に
違
反
す
る

無
許
可
採
取
等

の
関
係
法

令
に
違
反
す
る
事
実

が
判
明
し
た
。

 
 5

.当
該
工
事
関
係

者
が
贈
収
賄

な
ど
に

よ
り
逮
捕

又
は
公
訴

さ
れ
た
。

 

 6
. 
一
括
下
請
や
技

術
者
の
専
任
違
反
等

の
建
設
業
法
に
違
反

す
る
事
実
が
判
明
し

た
。

 
 7

.入
国
管
理
法
に

違
反
す
る
外
国
人
の

不
法
就
労
者
が
判
明

し
、
送
検
さ
れ
た
。

 

 8
.労

働
基
準
法
に

違
反
す
る
事
実
が
判

明
し
、
送
検
等
さ
れ

た
。

 

 9
.監

督
又
は
検
査

の
実
施
を
、
不
当
な
圧
力

を
か
け
る
な
ど

に
よ
り
妨
げ
た
。

 
10

.下
請
代
金
を
期

日
以
内
に

支
払
っ
て

い
な
い
、
不
当
に
下

請
代
金
の
額
を

減
じ
て
い
る

な
ど
下
請
代

金
支
払
遅
延
等
防
止

法
第
４
条
に
規

定
す
る

親
事
業
者
の
遵
守

事
項
に
違
反
す

る
行

為
が
あ
る
。

 
11

.過
積
載

等
の
道
路
交
通
法
違

反
に
よ
り
、
逮
捕
又

は
送
検
さ
れ
た
。

 

12
.受

注
企
業
の
社

員
に
「
指
定
暴
力
団

」
又
は
「
指
定
暴
力

団
の
傘
下
組
織
（
団

体
）
」
に
所
属
す

る
構
成
員
、
準
構
成

員
、
企
業
舎
弟
等

の
暴
力

団
関
係
者
が
い
る
こ

と
が
判
明
し
た
。

 
13

.下
請
に
暴
力
団

関
係
企
業
が
入
っ
て

い
る
こ
と
が
判

明
し
た
。
あ
る
い
は

、
「
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当

な
行
為
の
防
止
等
に

関
す
る
法
律
」
第
９

条
に
記
さ
れ
て
い
る

砂
利
、
砂
、
防
音
シ

ー
ト
、
軍
手
等
の
物

品
の
納
入
、
土
木
作

業
員
や
ガ
ー

ド
マ
ン

の
受
け
入
れ
、

 

土
木
作
業
員
用
の

自
動
販
売
機
の
設
置

等
を
行
っ
て
い

る
事
実
が
判
明
し
た

。
 

14
.安

全
管
理
が
不

適
切
で
あ
っ
た

こ
と

か
ら
死
傷
者
を
生
じ

さ
せ
た
工
事
関
係
者

事
故
又
は
重
大
な
損

害
を
与
え
た
公

衆
損

害
事
故
を
起
こ
し
た
。

 
 

   

第４編．成績評定について

189



別
紙
－
３

①
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
技

術
検

査
官
）

 

考
査

項
目

 
細

別
 

ａ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

優
れ
て
い
る

 
や
や

優
れ
て
い
る

 
他
の
評
価
に
該
当

し
な
い

 
や

や
劣
っ
て
い
る

 
劣

っ
て
い
る

 
２
．
施
工
状
況

 
Ⅰ
．
施
工
管
理

 

●
評
価
対

象
項
目

 

 
契
約
書
第
１
８

条
第
１
項
第
１
号
～

５
号
に
基
づ
く
設
計

図
書
の
照
査
を

行
っ

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
施
工
計
画
書
が

工
事
着
手
前
に
提
出

さ
れ
、
所
定
の
項
目

が
記
載
さ
れ
て
い
る

と
と
も
に
、
設

計
図
書
の
内
容
及
び

現
場
条
件
を
反
映
し

た
も
の
と
な
っ
て
い

る
こ
と

が
確
認
で
き

る
。

 

 
工
事
期
間
を
通

じ
て
、
施
工
計
画
書

の
記
載
内
容
と

現
場

施
工
方
法
が
一
致
し

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

 
 

現
場
条
件
又
は

計
画
内
容
に
変
更
が

生
じ
た
場
合
は
、
そ

の
都
度
当
該
工
事
着

手
前
に
変
更
計
画
書

を
提
出
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き

る
。

 

 
工
事
材
料
の
品

質
に
影
響
が

無
い
よ

う
工
事
材
料
を
保
管

し
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

 
 

立
会
確
認
の
手
続

き
を
事
前
に

行
っ

て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 

 
建
設
副
産
物
の

再
利
用
等
へ
の
取
り
組

み
を
行
っ
て
い
る

こ
と
が
確
認
で

き
る

。
 

 
施
工
体
制
台
帳

及
び
施
工
体
系

図
を

法
令
等
に
沿
っ
た
内

容
で
適
確
に
整

備
し

て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 

 
下
請
に
対
す
る

引
き
取
り
（
完
成
）

検
査
を
書
面
で
実
施

し
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

 

 
品
質
証
明
体
制

が
確
立
さ
れ
、

品
質

証
明
員
に
よ

る
関
係

書
類
、
出
来
形
、
品
質
等
の
確
認

を
工
事

全
般
に
わ
た
っ
て
行

っ
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

 
 

工
事
の
関
係
書

類
を
不
足
な
く
簡
潔

に
整
理

し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 
 

社
内
の
管
理
基

準
に
基
づ
き
管
理
し

て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 

 
そ
の
他

 
理

由
：

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ●
判
断
基

準
 

評
価

値
が

90
%
以
上
・
・
・
・
・
・

・
・
・

a 
評
価

値
が

80
％
以
上

90
%
未
満
・

・
・
・
・

b 

評
価

値
が

80
%
未
満
・
・
・
・
・
・

・
・
・

c 
  

 
施

工
管

理
に

つ
い

て
、

監
督

職

員
が

文
書

に
よ

る
改

善
指

示
を

行
っ
た

。
 

 

 
施
工
管
理
に

つ
い
て
、
監
督
職

員
か

ら
の

文
書

に
よ

る
改

善

指
示
に
従
わ

な
か
っ
た
。

 
   

①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」
の

う
ち
、

評
価
対
象

外
の
項

目
は
削

除
す
る

。
 

②
 

削
除
項
目

の
あ
る

場
合
は
削

除
後
の

評
価
項
目

数
を
母

数
と
し

て
計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評
価

す
る
。

③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝
該

当
項
目

数
（
 
 

）
／
評

価
対
象
項

目
数
（

 
 
）

 
④

 
な
お
、
削

除
後
の

評
価
対
象

項
目
数

が
２
項
目

以
下
の

場
合
は

ｃ
評
価

と
す
る

。
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別
紙
－
３

②
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
技

術
検

査
官
）

 

考
査

項
目

 
ａ

 
ａ
’

 
ｂ

 
ｂ
’

 
ｃ

 
ｄ

 
ｅ

 
 

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値
が

規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
ば

ら
つ

き
が

規
格

値
の

概
ね

５
０

％
以

内
で

、
下

記
の

「
評

定
対

象
項

目
」

の
４

項
目

以
上
が
該
当
す
る
。

 

 
出
来
形
の
測
定

が
、
必
要

な
測
定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に

基
づ
き
行
わ
れ

て
お
り
、
測
定
値
が

規
格
値
を
満
足

し
、
そ
の

ば
ら
つ
き

が
規
格
値
の
概

ね
５
０
％
以
内

で
、

下
記
の
「

評
定
対
象
項
目
」
の

３
項

目
以
上
が
該
当

す
る
。

 

 
出
来
形
の
測
定
が
、
必
要
な
測
定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に

基
づ
き
行
わ
れ
て

お
り
、
測
定
値
が

規
格
値
を
満
足
し
、
そ
の
ば
ら
つ
き

が
規
格
値
の
概
ね
８
０
％
以
内

で
、

下
記
の
「
評
定
対
象

項
目
」
の
３
項

目
以
上
が
該
当
す

る
。

 

 
出
来
形

の
測
定
が
、
必

要
な
測
定
項

目
に
つ

い
て
所
定
の
測
定
基

準
に
基

づ
き
行

わ
れ
て
お
り
、

測
定
値
が
規

格
値
を

満
足
し
、
そ
の
ば
ら

つ
き
が

規
格
値

の
概
ね
８
０
％

以
内

で
、
下

記
の
「

評
定
対
象
項
目
」
の
２
項
目

以
上
が

該
当
す
る

。
 

 
出
来
形
の
測
定
が
、
必

要
な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て

お
り
、
測
定
値
が
規
格

値
を
満

足
し
、
ａ

～
ｂ
’
に
該

当
し
な

い
。

 

●
評
価
対
象

項
目

 

 
出
来
形
管

理
が
容
易
に
把
握
で

き
る
よ
う
、

出
来
形

管
理
図
及
び
出
来
形

管
理
表
を
工
夫
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

社
内
の
管

理
基
準
に
基
づ
き
管

理
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

 
 

不
可
視
部

分
の
出
来
形
が

写
真

で
確
認
で
き
る
。

 

 
写
真
管
理

基
準
の
管
理
項
目
を
満
足
し
て
い
る

。
 

 
出
来
形
管

理
基
準
が
定
め
ら
れ

て
い
な
い
工
種
に
つ

い
て
、
監
督
職
員
と
協
議
の
上
で
管

理
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る

。
 

 
そ
の
他

 
理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ※
 
ば
ら
つ

き
の
判
断
は
別
紙
－
４

参
照
。

 
 

 
出

来
形

の
測

定
方

法
又

は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た
め

、
監
督
職
員
が
文
書

で
指

示
を

行
い

改
善

さ
れ

た
。

 

 
出

来
形

の
測

定
方

法
又

は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た
め
、
検
査
職
員
が
修
補

指
示
を
行
っ
た

。
 

 

ａ
 

ａ
’

 
ｂ

 
ｂ
’

 
ｃ

 
ｄ

 
ｅ

 

優
れ
て
い
る

 
ｂ
よ
り

優
れ
て
い
る

 
や
や
優
れ

て
い
る

 
ｃ

よ
り
優
れ
て
い
る

 
他
の
評
価
に
該

当
し
な
い

 
や
や
劣
っ
て

い
る

 
劣
っ
て

い
る

 

３
．
出
来
形
及
び
出
来
ば
え

 
  
Ⅰ
．
出
来
形

 

機
械
設
備
工

事

 ※
上

記
欄

に
よ

ら
ず

、
当

該
欄

で
評
価

 

●
評
価

対
象
項
目

 
 

 
据
付

に
関
す
る

出
来
形
管

理
が
容
易
に
把
握
で

き
る
よ
う
、

出
来
形

管
理
図
な
ど
を
工
夫

し
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

 
 

設
備

全
般
に
わ
た
り
、
形

状
及
び
寸
法
の
実
測

値
が
許
容
範
囲
内
で
あ
り
、
出
来
形

の
確
認
が
で
き
る
。

 

 
施
工

管
理
基
準
の
撮
影
記

録
が
撮
影
基
準
を
満

足
し
、
出
来
形
の
確

認
が
で
き
る
。

 

 
設
計

図
書
で
定
め
ら
れ
て

い
な
い
出
来
形
管
理

項
目
に
つ
い
て
、
監

督
職
員
と
協
議
の
上
で

管
理
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き

る
。

 
 

不
可

視
部
分
の
出
来
形
が

写
真
で
確
認
で
き
る

。
 

 
塗
装

管
理
基
準
の
塗
膜
厚

管
理
が
適
切
に
ま
と

め
ら
れ
て
お
り
、
出
来
形
の
確
認
が

で
き
る
。

 

 
溶
接

管
理
基
準
の
出
来
形

管
理
が
適
切
に
ま
と

め
ら
れ
て
お
り
、
出
来
形
の
確
認
が

で
き
る
。

 
 

社
内

の
管
理
基
準
に
基
づ

き
管
理
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 

 
設
計

図
書
に
定
め
ら
れ
て

い
る
予
備
品
に

不
足
が

無
い
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 

 
分
解

整
備
に
お
け
る
既
設

部
品
等
の
摩
耗
、
損

傷
等
に
つ
い
て
、
整

備
前
と
整
備
後
の
老

化
状
況
及
び
回
復
状

況
が
図
表
等
に

記
録
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 
 

そ
の
他

 
理
由
：
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  ●
判
断

基
準

 
評
価
値
が

90
％
以
上
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
ａ

 
評
価
値
が

80
％
以
上

90
％
未
満
・
・
・
・
・

・
・
ａ
’

 
評
価

値
が

70
％
以
上

80
％
未
満
・
・
・

・
・
・
・
ｂ

 
評
価

値
が

60
％
以
上

70
％
未
満
・
・
・

・
・
・
・
ｂ
’

 
評
価

値
が

60
％
未
満
・

・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
ｃ

 
 

 
出

来
形

の
測

定
方

法
又

は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た
め

、
監
督
職
員
が
文
書

で
指

示
を

行
い

改
善

さ
れ

た
。

 
 

 
出

来
形

の
測

定
方

法
又

は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た
め
、
検
査
職
員
が
修
補

指
示
を
行
っ
た

。
 

 

①
 

出
来
形
は

、
工
事

全
般
を
通

じ
て
評

定
す
る

も
の
と

す
る
。

 

②
 

出
来
形
と

は
、
設

計
図
書
に

示
さ
れ

た
工
事
目

的
物
の

形
状

及
び
寸

法
を
い

う
。

 

③
 

出
来
形
管

理
と
は

、「
土
木
工

事
施
工

管
理
基
準
」
の
測

定
項
目
、

測
定
基

準
及
び
規

格
値
に

基
づ
き

所

定
の
出
来

形
を
確

保
す
る
管

理
体
系

で
あ
る
。

 
④

 
出
来
形
管

理
項
目

を
設
定
し

て
い
な

い
工
事
は

「
ｃ
」

評
価
と
す

る
。

 

①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」
の

う
ち
、

評
価
対
象

外
の
項
目

は
削
除

す
る
。

 

②
 

削
除
項
目

の
あ
る

場
合
は
削

除
後
の
評
価

項
目
数

を
母
数

と
し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の
値
で

評
価
す

る
。

 

③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝
該

当
項
目

数
（
 
 

）
／
評

価
対
象
項

目
数
（

 
 
）

 
④
 

な
お
、
削

除
後
の

評
価
対
象

項
目
数

が
２
項
目
以

下
の
場

合
は
ｃ

評
価
と

す
る
。
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別
紙
－
３

③
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
（

技
術

検
査

官
）

 

考
査

項
目

 
工
 
種

 
ａ

 
ａ
’

 
ｂ

 
ｂ

’
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

優
れ
て
い
る

 
ｂ
よ
り
優
れ
て
い

る
 

や
や
優
れ
て
い

る
 

ｃ
よ
り
優

れ
て
い
る

 
他
の
評
価
に
該
当

し
な
い

 
や

や
劣
っ
て
い
る

 
劣
っ
て

い
る

 
３
．
出
来
形
及
び
出
来
ば
え

 
  
Ⅰ
．
出
来
形

 

電
気

設
備
工
事

通
信

設
備

工

事
・

受
変

電
設

備
工

事
 

 ※
上

記
欄

に
よ

ら
ず

、
当

該
欄

で
評

価
 

●
評
価
対
象
項
目

 

 
据
付
に
関
す

る
出
来

形
管
理
が
容
易
に
把

握
で
き
る
よ
う
、
出

来
形
管
理
図
及
び
出

来
形
管
理
表
を
工
夫

し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
機
器
等
の
測
定
（
試

験
）
結
果
が
、
そ
の

都
度
管
理
図
表
な
ど

に
記
録
さ
れ
、
適
切

に
管
理
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 

 
写
真
管
理
基
準
の
管

理
項
目
を
満

足
し
て
い
る
。

 
 

不
可
視
部
分
の
出
来

形
が
写
真
で
確
認
で

き
る
。

 

 
設
計
図
書
で
定
め
ら

れ
て
い
な
い
出
来
形

管
理
項
目
に
つ
い
て

、
監
督
職
員
と
協
議

の
上
で
管
理

し
て
い

る
こ
と
が
確

認
で
き
る

。
 

 
設
備
全
般
に
わ
た
り
、

形
状
、
寸
法
の
実

測
値
が
許
容
範
囲
内

で
あ
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 

 
設
備
の
据
付
、
固
定

方
法
が
、
設
計
図
書

又
は
承
諾
図
書
の
と
お
り
施
工
し

て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 
 

配
管
及
び
配

線
が
設

計
図
書
又
は
承
諾
図

書
通
り
敷
設
し
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 

 
行
先
な
ど
を
表
示
し
た
名
札
が

、
ケ
ー
ブ

ル
な
ど
に
分
か
り
易

く
堅
固
に
取

り
付
け
て
い
る
。

 

 
配
管
及
び
配
線
の
支

持
間
隔
や
絶
縁
抵
抗

等
に
つ
い
て
、
設
計

図
書
の
仕
様

を
満
足
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 
 

社
内
の
管
理
基
準
に

基
づ
き
管
理
し
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 
 

そ
の
他

 

理
由
：

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ●
判
断
基
準

 

評
価
値
が

90
％
以
上
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・

ａ
 

評
価
値
が

80
％
以
上

90
％
未
満
・
・

・
・
・
・
・
ａ
’

 
評
価
値
が

70
％

以
上

80
％
未
満
・

・
・
・
・
・
・
ｂ

 

評
価
値
が

60
％

以
上

70
％
未
満
・

・
・
・
・
・
・
ｂ
’

 
評
価
値
が

60
％

未
満
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
ｃ

 
 

 
出

来
形

の
測

定
方

法
又

は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た
。

 
 

 
出

来
形

の
測

定
方

法
又

は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た
め
、
検
査
職
員
が
修
補

指
示
を
行
っ
た

。
 

 

①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」
の

う
ち
、

評
価
対
象

外
の
項
目

は
削
除

す
る
。

 

②
 

削
除
項
目

の
あ
る

場
合
は
削

除
後
の
評
価

項
目
数

を
母
数

と
し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の
値
で

評
価
す
る
。

 

③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝
該

当
項
目

数
（
 
 

）
／
評

価
対
象
項

目
数
（

 
 
）

 
④
 

な
お
、
削

除
後
の

評
価
対
象

項
目
数

が
２
項
目
以

下
の
場

合
は
ｃ

評
価
と

す
る
。
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別
紙
－
３

④
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
技

術
検

査
官
）

 

考
査

項
目

 
工

種
 

ａ
 

ａ
’

 
ｂ

 
ｂ
’

 
ｃ

 
ｄ

 
ｅ

 
 

品
質
関
係
の
試
験

結
果
の
ば
ら
つ
き
と

評
価
対
象
項
目
の
履
行
状
況
（

評
価
値
）

か
ら
判
断
す
る

。
＜

判
断
基
準
参
照
＞

 
[関

連
基
準
、
土
木
工
事
施
工
管
理

基
準
、
そ
の
他
設
計

図
書
に
定
め
ら
れ
た

試
験

] 
※
 
ば
ら
つ
き
の
判

断
は
別
紙
－
４

参
照
。

 

コ
ン
ク
リ
ー
ト

 

構
造
物
工
事

 

●
評
価
対

象
項
目

 
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
配
合
試
験
及
び
試

験
練
り
を
行
っ
て
お

り
､
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

品
質

(強
度
・
ｗ

／
ｃ
、
最
大
骨
材
粒

径
、
塩
化
物
総
量
、
単

位
水
量
、
ア
ル
カ
リ
骨

材
反
応
抑
制
等
）
が
確

認
で
き
る
。

 
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト

受
け
入
れ
時
に
必
要
な
試
験
を
実
施

し
て

お
り
、
温
度
、

ス
ラ

ン
プ
、
空
気
量
等
の

測
定
結
果
が
確
認
で

き
る
。

 
 

圧
縮
強
度
試
験

に
使
用
し
た
コ
ン
ク

リ
ー
ト
供
試
体
が
、

当
該
現
場
の
供
試
体

で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

 

 
施
工
条
件
や
気

象
条
件
に
適
し
た
運

搬
時
間
､
打
設

時
の
投
入
高
さ

及
び
締
固
め

方
法
が
、
定
め
ら
れ

た
条
件
を
満

足
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で

き
る
。

 

（
寒
中
及
び
暑
中

コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
を

含
む
）

 
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
圧
縮
強
度
を
管
理
し

、
必
要
な
強
度
に

達
し
た
後
に
型

枠
及

び
支
保
工
の
取
り
外

し
を
行
っ
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き

る
。

 

 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
設
前
に

、
打
継

ぎ
目
処
理
を
適
切
に

行
っ
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

 
 

鉄
筋
の
品

質
が

、
証
明
書
類
で
確
認

で
き
る
。

 

 
コ
ン
ク
リ
ー
ト

打
設
ま
で
に
さ
び
、

ど
ろ
、
油
等
の
有
害

物
が
鉄
筋
に
付

着
し
な
い
よ
う

管
理
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

鉄
筋
の
組

立
及

び
加
工
が

、
設
計
図

書
の
仕
様
を
満
足
し

て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
●
判
断
基
準

 

 
圧
接
作
業
に
あ

た
り
、
作
業
員
の
技

量
確
認
を
行
っ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
養
生
が
、

設
計
図

書
の
仕
様
を
満
足
し

て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ス
ペ
ー
サ
ー
の

品
質
及
び
個
数

が
、

設
計
図
書
の
仕
様
を

満
足
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 

 
有
害
な
ク
ラ
ッ

ク
が

無
い
。
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

そ
の
他

 
理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
品

質
関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監

督
職

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い
改

善
さ
れ
た
。

 
 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検

査
職

員
が
修
補
指
示
を
行
っ
た
。

 
 

ａ
 

ａ
’

 
ｂ

 
ｂ
’

 
ｃ

 
ｄ

 
ｅ

 
 

品
質
関
係
の
試
験

結
果
の
ば
ら
つ
き
と

評
価
対
象
項
目
の
履

行
状
況
（
評
価
値
）

か
ら
判
断
す
る
。
＜

判
断
基
準
参
照
＞

 
[関

連
基
準
、
土
木
工
事
施
工
管
理

基
準
、
そ
の
他
設
計

図
書
に
定
め
ら
れ
た

試
験

] 
※
 
ば
ら
つ
き
の
判

断
は
別
紙
－
４

参
照
。

 

３
．
出
来
形

 

及
び

 
出
来
ば
え

 
  
Ⅱ
．
品
質

 

土
工
事

 
（

切
土
、
盛
土
、

 
堤
防
等
工
事
）

 
 

●
評
価
対

象
項
目

 
 

雨
水
に
よ
る
崩

壊
が
起
こ
ら
な
い
よ

う
に
、
排
水
対
策
を

実
施
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る

。
 

 
段
切
り
を
設
計

図
書
に
基
づ
き
行
っ

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

 
 

置
換
え
の
た
め

の
掘
削
を
行
う
に
あ

た
り
､
掘
削
面
以
下
を
乱
さ
な
い
よ

う
に
施
工
し
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
締
固
め

が
設
計

図
書
に
定
め
ら
れ
た

条
件
を
満
足
し

て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

 

 
一
層
あ
た
り
の

ま
き
出
し
厚

を
管
理

し
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

 

 
芝
付
け
及

び
種

子
吹
付
を
設
計
図
書

に
定
め
ら
れ
た
条
件

で
行
っ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 
 

構
造
物
周
辺
の

締
固
め
を
設
計
図
書

に
定
め
ら
れ
た
条
件

で
行
っ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 

 
土
羽
土
の
土
質

が
設
計
図
書
を
満
足

し
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
●
判
断
基
準

 
 

Ｃ
Ｂ
Ｒ
試
験
な

ど
の
品
質
管
理
に
必

要
な
試
験
を
行
っ
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
法
面
に
有
害
な

亀
裂
が
無
い
。

 

 
伐
開
除
根
作
業

が
設
計
図
書
に
定
め

ら
れ
た
条
件
を
満
足
し
て
い
る

こ
と
が
確

認
で
き
る
。

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
そ
の
他

 
理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
品

質
関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監

督
職

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い
改

善
さ
れ
た
。

 
 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検

査
職

員
が
修
補
指
示
を
行
っ
た
。

 
 

①
 

当
該

「
評
価

対
象
項

目
」
の

う
ち
、

評
価
対
象

外
の
項

目
は
削
除

す
る
。

 

②
 

削
除

項
目
の

あ
る
場

合
は
削

除
後
の

評
価
項
目

数
を
母

数
と
し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評
価
す
る
。

 

③
 

評
価

値
（
 

 
 
％

）
＝
該

当
項
目

数
（
 
 

）
／
評

価
対
象
項

目
数
（

 
 
）

 
④

 
な
お

、
削
除

後
の
評

価
対
象

項
目
数

が
２
項
目

以
下
の

場
合
は
ｃ

評
価
と

す
る

。
 

①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」
の

う
ち
、

評
価
対
象

外
の

項
目
は

削
除
す

る
。

 

②
 

削
除
項
目

の
あ
る

場
合
は
削

除
後
の

評
価
項

目
数
を

母
数
と

し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評

価
す
る
。

 

③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝
該

当
項
目

数
（
 
 

）
／
評

価
対
象
項

目
数
（

 
 
）

 
④

 
な
お
、
削

除
後
の

評
価
対
象

項
目
数

が
２
項

目
以
下

の
場

合
は
ｃ
評

価
と
す

る
。

 

5
0％

以
下

8
0
％
以

下
8
0%
を

超
え

る

90
％

以
上

ａ
ａ

'
ｂ

ｂ

7
5
％

以
上

9
0
％

未
満

ａ
'

ｂ
ｂ

'
ｂ

'

6
0
％

以
上

7
5
％

未
満

ｂ
ｂ

'
ｃ

ｃ
60
％

未
満

ｂ
'

ｃ
ｃ

ｃ

評 価 値

ば
ら

つ
き

で
判

断
不

可
能

ば
ら
つ

き
で
判

断
可

能

注
 
試
験
結
果
の
打

点
数
等
が
少
な
く
ば

ら
つ
き
の
判
断
が
で

き
な
い
場
合
は
評
価

対
象
項
目
（
評
価
値
）

だ
け
で
評
価
す
る

。
 

5
0％

以
下

8
0
％
以

下
8
0%
を

超
え

る

90
％

以
上

ａ
ａ

'
ｂ

ｂ

7
5
％

以
上

9
0
％

未
満

ａ
'

ｂ
ｂ

'
ｂ

'

6
0
％

以
上

7
5
％

未
満

ｂ
ｂ

'
ｃ

ｃ
60
％

未
満

ｂ
'

ｃ
ｃ

ｃ

評 価 値

ば
ら

つ
き

で
判

断
不

可
能

ば
ら
つ

き
で
判

断
可

能

注
 
試
験
結
果
の

打
点
数
等
が
少
な
く

ば
ら
つ
き
の
判
断
が

で
き
な
い
場
合
は
評

価
対
象
項
目
（
評
価

値
）

だ
け
で
評
価
す

る
。
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別
紙
－
３
⑤

 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
技

術
検

査
官
）

 

考
査

項
目

 
工

種
 

ａ
 

ａ
’

 
ｂ

 
ｂ
’

 
ｃ

 
ｄ

 
ｅ

 
 

品
質
関
係
の
試
験
結

果
の
ば
ら
つ
き
と
評

価
対
象
項
目
の
履
行

状
況
（
評
価
値
）
か

ら
判
断
す
る
。
＜
判

断
基
準
参
照
＞

 
[関

連
基
準
、
土
木
工
事
施
工
管
理
基

準
、
そ
の

他
設
計
図

書
に
定
め
ら
れ

た
試
験

] 
※

 
ば
ら
つ
き
の
判
断

は
別
紙
－
４

参
照
。

 

護
岸
・
根
固
・

 

水
制
工
事

 

●
評
価
対
象

項
目

 
 

施
工
基
面
を
平
滑

に
仕
上
げ
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 
 

裏
込
材
及
び
胴
込

め
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
締
固
め

を
、
空
隙
が

生
じ
な
い
よ
う
十
分

に
行
っ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 
 

緑
化
ブ
ロ
ッ
ク
、

石
積
（
張
）
、
法

枠
、
か
ご
マ
ッ
ト
等

に
お

け
る
材
料
の
か
み
合

わ
せ
又
は
連
結

が
、

裏
込
材
の
吸
出
し
が

無
い
よ
う
行
っ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 
 

石
積
（
張
）

工
に

お
い
て
、
大
き
さ
及

び
重
さ
が
設
計
図
書

の
仕
様
を
満
足
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

護
岸
工
の
端
部
や
曲
線
部
の
処
理

が
適

切
で
あ
り
、
必
要
な

強
度
及
び
水
密
性
を

確
保
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 
 

遮
水
シ
ー
ト
が
所

定
の
幅
で
重
ね
合
わ

せ
ら
れ
、
端
部

処
理
が
設
計
図
書

の
仕
様

を
満
足

し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き

る
。

 
 

植
生
工
で
、
植
生

の
種
類
、
品
質
、
配

合
及
び
養
生
が

、
設

計
図
書
の
仕
様
を
満
足

し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

 
 

根
固
工
、
水
制
工

、
沈
床
工
、
捨
石
工

等
に
お
い
て
、
材
料

の
連
結

及
び
か
み
合

わ
せ
が
設
計
図
書
の

仕
様
を
満
足

し
て
い

る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 
 

指
定
材
料
の

品
質

が
、
証
明
書
類
で
確
認
で
き
る
。

 
 

基
礎
工
に
お
い
て

、
掘
り
過

ぎ
が
無
く

施
工
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
●
判
断
基
準

 
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ

ロ
ッ
ク
等

を
損
傷
無

く
設
置
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 
 

施
工
に
あ
た
っ
て

、
床
堀
箇
所
の
湧
水

及
び
滞
水

等
は
、
排

除
し
て
施
工
し
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 
 

埋
戻
し
材
料
に
つ

い
て
、
設
計
図
書
の

仕
様
を
満
足
し
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

 
 

有
害
な
ク
ラ
ッ
ク
が

無
い
。

 
 

そ
の
他

 

理
由
：

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
品
質
関
係
の
測
定
方

法
又
は
測
定
値

が
不
適
切
で
あ
っ
た

た
め
、
監
督
職

員
が
文
書
で
指
示
を

行
い
改
善
さ
れ

た
。

 
 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が
不
適
切

で
あ
っ
た
た
め
、
検
査

職
員
が
修
補

指
示
を
行
っ
た

。
 

 

ａ
 

ａ
’

 
ｂ

 
ｂ
’

 
ｃ

 
ｄ

 
ｅ

 
 

品
質
関
係
の
試
験
結

果
の
ば
ら
つ
き
と
評

価
対
象
項
目
の
履
行

状
況
（
評
価
値
）
か

ら
判
断
す
る
。
＜
判

断
基
準
参
照
＞

 
[関

連
基
準
、
土
木
工
事
施
工
管
理
基

準
、
そ
の
他
設
計
図

書
に
定
め
ら
れ
た
試

験
] 

※
 
ば
ら
つ
き
の
判
断

は
別
紙
－
４

参
照
。

 

３
．
出
来
形

 

及
び

 
出
来
ば
え

 
  
Ⅱ
．
品
質

 

鋼
橋
工
事

 
（
Ｒ
Ｃ
床
版
工
事
は

 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構

造
物
に
準
ず
る
）

 
 

●
評
価
対
象

項
目

 
【
工
場
製
作

関
係
】

 
 

鋼
材
の

種
別
を
、

品
質
を
証
明
す
る
書

類
又
は
現
物
に

よ
り

照
合
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 
 

溶
接
作
業
に
あ
た

り
、
作
業
員
の

技
量
確
認
を
行
っ
て

い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
溶
接
作
業
に
あ
た

り
、
溶
接
材
料
の
使
用
区
分
が
設
計

図
書

の
仕
様
を
満
足
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

溶
接
施
工
に

係
る

施
工
計
画
書
を
提
出

し
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

 
 

孔
空
け
に
よ
っ
て

生
じ
た
ま
く
れ

が
削

り
取
ら
れ
て
い
る
な

ど
、
き
め

細
や
か
に

製
作
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 
 

欠
陥
部
の
発
生
が

見
ら
れ
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
塗
装
作
業
に
あ
た

り
、
塗
布

面
を
十
分
に

乾
燥
さ
せ
て
施
工

し
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

 
 

素
地
調
整
を
行
う

場
合
、
第
１
種
ケ
レ

ン
後
４
時
間
以
内
に
金
属
前
処
理
塗

装
を
実
施
し
て
い
る

こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 
 

塗
料
の
空
缶
管
理

に
つ
い
て
、
写
真
等

で
確
実
に
空
で
あ
る

こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

塗
料
の
品
質
が
出

荷
証
明
書
、
塗

料
成

績
表
に
よ
り
、

製
造

年
月
日
、
ロ
ッ
ト
番

号
、
色
彩
、
数
量
が

確
認
で
き
る
。

 
 

そ
の
他

 
理
由
：

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
【
架
設
関
係
】

 
 

ボ
ル
ト
の
締
付
確

認
が
実
施
さ
れ
、
記

録
を
保
管
し
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
ボ
ル
ト
の
締

付
機

及
び
測
定
機
器
の
キ

ャ
リ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
て
い

る
こ

と
が
確
認
で
き

る
。

 
 

高
力
ボ
ル
ト
の
締

め
付
け
を
、
中
心
か

ら
外
側
に
向
か

っ
て

行
っ
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

 
 

高
力
ボ
ル
ト
の
品

質
が
、
証

明
書
類
で
確
認
で
き

る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

●
判
断
基
準

 
支
承
の
据
付
で
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
面
の

チ
ッ
ピ
ン
グ
及
び
仕

上
げ
面
に
水
切
勾
配
が
つ
い
て
い
る

こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 
 

架
設
に
あ
た
っ
て

、
部
材
の
応
力
と
変

形
等
を
十
分
検
討
し

て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 
 

架
設
に
用
い
る
仮

設
備
及
び
架
設
用
機

材
に
つ
い
て
品
質
、

性
能
が
確
保
で
き
る

規
模
及
び
強
度
を
有
し
て
確
認
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る

。
 

 
現
場
塗
装
部
の
ケ

レ
ン
及
び
膜
厚

管
理

を
適
切
に

行
っ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 
 

現
場
塗
装
に
お
い

て
、
温
度
、
湿

度
、
風
速
等
の
確
認

を
行

っ
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

 
 

そ
の
他

 
理
由
：

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
品
質
関
係
の
測
定
方

法
又
は
測
定
値

が
不
適
切
で
あ
っ
た

た
め
、
監
督
職

員
が
文
書
で
指
示
を

行
い
改
善
さ
れ

た
。

 
 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が
不
適
切

で
あ
っ
た
た
め
、
検
査

職
員
が
修
補

指
示
を
行
っ
た

。
 

 

①
 

当
該
「

評
価
対

象
項
目

」
の
う

ち
、
評

価
対
象

外
の
項

目
は
削
除

す
る
。

 

②
 

削
除
項

目
の
あ

る
場
合

は
削
除

後
の

評
価
項
目

数
を
母

数
と
し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評
価
す
る
。

 

③
 

評
価
値

（
 
 

 
％
）

＝
該
当

項
目
数

（
 
 

）
／
評

価
対
象
項

目
数
（

 
 
）

 
④
 

な
お
、

削
除
後

の
評
価

対
象
項

目
数
が
２
項

目
以
下
の

場
合
は
ｃ

評
価
と

す
る
。

 

5
0％

以
下

8
0
％
以

下
8
0%
を

超
え

る

90
％

以
上

ａ
ａ

'
ｂ

ｂ

7
5
％

以
上

9
0
％

未
満

ａ
'

ｂ
ｂ

'
ｂ

'

6
0
％

以
上

7
5
％

未
満

ｂ
ｂ

'
ｃ

ｃ
60
％

未
満

ｂ
'

ｃ
ｃ

ｃ

評 価 値

ば
ら

つ
き

で
判

断
不

可
能

ば
ら
つ

き
で
判

断
可

能

注
 
試
験
結
果
の

打
点
数
等
が
少
な
く

ば
ら
つ
き
の
判
断
が

で
き
な
い
場
合
は
評

価
対
象
項
目
（
評
価

値
）

だ
け
で
評
価
す

る
。

 

5
0％

以
下

8
0
％
以

下
8
0%
を

超
え

る

90
％

以
上

ａ
ａ

'
ｂ

ｂ

7
5
％

以
上

9
0
％

未
満

ａ
'

ｂ
ｂ

'
ｂ

'

6
0
％

以
上

7
5
％

未
満

ｂ
ｂ

'
ｃ

ｃ
60
％

未
満

ｂ
'

ｃ
ｃ

ｃ

評 価 値

ば
ら

つ
き

で
判

断
不

可
能

ば
ら
つ

き
で
判

断
可

能

注
 
試
験
結
果

の
打
点
数
等
が
少
な

く
ば
ら
つ
き
の
判
断

が
で
き
な
い
場
合
は

評
価
対
象
項
目
（
評

価
値
）

だ
け
で
評
価

す
る
。

 

①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」
の

う
ち
、

対
象

と
し
な

い
項
目

は
削
除
す
る
。

 

②
 

削
除
の
項

目
の
あ

る
場
合
は

、
削

除
後
の

評
価
項

目
数
を

母
数
と

し
て
計

算
し
た
比

率
(％

)計
算
の
値
で

評
価
す

る
。

 

③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝

該
当
項

目
数
（

 
 
）

／
評
価

対
象
項

目
数
（

 
 
）

 
④

 
な
お
、
削

除
後
の

評
価
対

象
項
目

数
が
２
項
目

以
下
の

場
合
は
ｃ

評
価
と

す
る

。
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別
紙
－
３

⑥
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
技

術
検

査
官
）

 

考
査

項
目

 
工

種
 

ａ
 

ａ
’

 
ｂ

 
ｂ
’

 
ｃ

 
ｄ

 
ｅ

 
 

品
質
関
係
の

試
験
結
果
の
ば
ら
つ

き
と
評
価
対
象
項
目

の
履
行
状
況
（
評
価

値
）
か
ら
判
断
す
る

。
＜
判
断
基
準
参
照

＞
 

[関
連
基
準
、

土
木
工
事
施

工
管
理
基
準
、
そ
の
他

設
計
図
書
に
定
め
ら

れ
た
試
験

] 
※
 
ば
ら
つ
き

の
判
断
は
別
紙
－
４

参
照
。

 

３
．
出
来
形

 

及
び

 
出
来
ば
え

 
  
Ⅱ
．
品
質

 

砂
防
構
造

物
工
事

 

及
び

 
地
す
べ
り

防
止
工
事

 
（

集
水

井
工

事
を

含

む
）

 

●
評

価
対
象
項
目

 
【
共

通
】

 
 

コ
ン
ク
リ

ー
ト
の
配
合
試
験
及

び
試
験
練
り
を
行
っ

て
お
り
､
コ
ン
ク
リ

ー
ト
の
品
質

(強
度
・
ｗ

／
ｃ
、
最
大

骨
材
粒
径
、
塩
化
物
総

量
、
単
位
水
量
、
ア
ル

カ
リ
骨
材
反
応

抑
制

等
）
が

確
認
で
き

る
。

 

 
コ
ン
ク
リ

ー
ト
受
け
入
れ
時
に

必
要
な
試
験
を
実
施
し
て
お
り
、

温
度
、

ス
ラ
ン
プ
、
空
気
量

等
の
測
定
結
果
が
確

認
で
き
る
。

 
 

圧
縮
強
度

試
験
に
使
用
し
た
コ

ン
ク
リ
ー
ト
供
試
体

が
、
当
該
現
場
の
供

試
体
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
運

搬
時

間
､
打

設
時

の
投
入

高
さ

､
締
固

時
の

バ
イ

ブ
レ

ー
タ

の
機

種
及

び
養

生
方

法
が

、
施

工
条

件
及

び
気

象
条

件
に

適
し

て
お

り
、

定
め

ら
れ

た
条

件
を
満

足
し

て
い
る

こ
と

が
確

認

で
き
る
。
（
寒
中
及
び
暑
中
コ

ン
ク
リ
ー
ト
等
を
含

む
）

 
 

コ
ン
ク
リ

ー
ト
の
圧
縮
強
度
を

管
理
し

て
お
り
、
必

要
な
強
度
に
達
し
た
後
に
型
枠

及
び
支
保

工
の
取
り
外
し
を
行
っ
て
い
る

。
 

 
地
山
と
の
取
り
合

わ
せ
を
適
切
に

行
っ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 

 
鉄
筋
及
び

鋼
材
の
品
質

が
、
証

明
書
類
で
確
認
で
き
る
。

 
 

有
害
な
ク

ラ
ッ
ク
が

無
い
。

 

 
そ
の
他

 

理
由
：

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

【
砂

防
構
造
物
工
事
に
適
用
】

 
 

コ
ン
ク
リ

ー
ト
打
設
ま
で
さ
び
、
ど
ろ
、
油

等
の
有
害
物
が

、
鉄
筋
に
付

着
し
な
い
よ
う
管
理

し
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

 

 
鉄
筋
の
組
立

及
び
加
工
が
、
設

計
図
書
の
仕
様
を
満

足
し

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
施
工
基
面

を
平
滑
に
仕
上
げ
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

ア
ン
カ
ー

の
施
工
が

、
設
計
図

書
の
仕
様
を
満
足
し

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
ボ
ル
ト
の

締
付
確
認
が
実
施
さ

れ
、

記
録
を
保
管
し

て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 

 
ボ
ル
ト
の
締
付
機

及
び
測
定
機

器
の
キ
ャ
リ
ブ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
実

施
し
て
い
る

こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

そ
の
他

 

理
由
：

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
【
地

す
べ
り
対
策
工
事
（

抑
止
杭
・
集
水
井
戸

工
事
を
含
む
）
】

 

 
ア
ン
カ
ー

の
施
工
が
、
設
計
図

書
の
仕
様
を
満
足
し

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
ラ
イ
ナ
ー

プ
レ
ー
ト
の
組
み
立

て
に
あ
た
り
、
偏
心
と
歪
み
に
配

慮
し
て

施
工
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 

 
ラ
イ
ナ
ー

プ
レ
ー
ト
と
地
山
と

の
隙
間
が
少
な
く
な

る
よ
う
に
施
工
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
集
・
排
水

ボ
ー
リ
ン
グ
工
の
方
向

及
び
角
度
が
、
適

正
と
な
る
よ
う
に
施
工
上
の
配
慮

を
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

そ
の
他

 
理
由
：

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
品

質
関

係
の
測

定
方

法
又

は
測

定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監

督
職

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い

改

善
さ
れ

た
。

 
 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検

査
職

員
が
修
補
指
示
を
行
っ
た
。

 
 

   

①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」
の

う
ち
、

評
価

対
象

外
の
項

目
は
削
除

す
る
。

 

②
 

削
除
項
目

の
あ
る

場
合
は
削

除
後
の

評
価
項
目

数
を
母

数
と
し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評
価
す

る
。

 

③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝
該

当
項
目

数
（
 
 

）
／
評

価
対
象
項

目
数
（

 
 
）

 

④
 

な
お
、
削

除
後
の

評
価
対
象

項
目
数

が
２
項
目

以
下
の

場
合
は
ｃ

評
価
と

す
る

。
 

5
0％

以
下

8
0
％
以

下
8
0%
を

超
え

る

90
％

以
上

ａ
ａ

'
ｂ

ｂ

7
5
％

以
上

9
0
％

未
満

ａ
'

ｂ
ｂ

'
ｂ

'

6
0
％

以
上

7
5
％

未
満

ｂ
ｂ

'
ｃ

ｃ
60
％

未
満

ｂ
'

ｃ
ｃ

ｃ

評 価 値

ば
ら

つ
き

で
判

断
不

可
能

ば
ら
つ

き
で
判

断
可

能

注
 
試
験
結
果
の

打
点
数
等
が
少
な
く

ば
ら
つ
き
の
判
断
が

で
き
な
い
場
合
は
評

価
対
象
項
目
（
評
価

値
）

だ
け
で
評
価
す

る
。

 

●
判
断
基
準

 

第４編．成績評定について

195



別
紙
－
３

⑦
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
技

術
検

査
官
）

 

考
査

項
目

 
工

種
 

ａ
 

ａ
’

 
ｂ

 
ｂ
’

 
ｃ

 
ｄ

 
ｅ

 
 

品
質
関

係
の
試
験
結
果
の
ば

ら
つ
き
と
評
価
対
象

項
目
の
履
行
状
況
（
評
価
値
）
か

ら
判
断

す
る
。
＜
判
断
基
準

参
照
＞

 
[関

連
基

準
、
土
木
工
事

施
工
管
理
基
準
、
そ

の
他
設
計
図
書
に
定

め
ら
れ
た
試
験

] 
※
 
ば
ら

つ
き
の
判
断
は
別
紙

－
４

参
照
。

 

３
．
出
来
形

 

及
び

 
出
来
ば
え

 
  
Ⅱ
．
品
質

 

舗
装

工
事

 

●
評
価
対
象
項
目

 
【
路
床
・
路
盤
工
関

係
】

 
 

設
計

図
書
に
定
め
ら
れ
た
試
験
方
法
で

Ｃ
Ｂ
Ｒ

値
を
測
定
し

て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
路
床

及
び
路
盤
工
の
プ
ル

ー
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
を
行
っ
て
い
る

こ
と
が

確
認
で
き
る
。

 

 
路
床

及
び
路
盤
工
の
密
度

管
理
が
、
設
計
図
書

の
仕
様
を
満

足
し
て
い
る

こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

路
盤

の
安
定
処
理
は
材
料

が
均
一
に
な

る
よ
う
施
工

し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き

る
。

 

 
路
盤

の
施
工
に
先
立
っ
て

、
路
床
面
、
下
層
路

盤
面
の
浮
き

石
及
び

有
害
物
を
除
去
し
て

か
ら
施
工

し
て
い
る

こ
と
が
確
認

で
き
る

。
 

 
路
床

盛
土
に
お
い
て
、
一

層
の
仕
上
が
り
厚
を

２
０
ｃ
ｍ
以
下
と
し

、
各
層
ご
と
に
締
固

め
て
施
工
し
て
い
る

こ
と
が
確
認

で
き
る

。
 

 
路
床

盛
土
に
お
い
て
、
構

造
物
の
隣
接

箇
所
や
狭
い
箇
所

に
お
け
る

締
固
め
が
、
タ
ン
パ

等
の
小
型
締
固
め
機

械
に
よ
り
施
工
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
そ
の
他

 

理
由
：

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  【
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
工
関
係
】

 

 
ア
ス

フ
ァ
ル
ト
混
合
物
の
品
質
が

、
配
合
設
計

及
び
試
験
練
り
の
結

果
又
は
事
前
審
査
制

度
の
証
明
書
類
に
よ
り

確
認
で
き
る
。

 

 
舗
装

工
の
施
工

に
あ
た
っ

て
、

上
層
路
盤
面
の

浮
き
石
な
ど
の
有
害

物
を
除
去

し
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
プ
ラ

ン
ト
出
荷
時

、
現
場

到
着
時
、
舗
設
時
等

に
お
い
て
、
ア
ス
フ

ァ
ル
ト
混
合
物
の
温

度
管
理
を
記
録
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

舗
設

後
の
交
通
開
放
が
、

定
め
ら
れ
た
条
件
を

満
足
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 
 

各
層

の
継
ぎ
目
の

位
置
が
、

設
計
図
書
に
定
め

ら
れ
た
数
値
以
上
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 

 
縦
継

目
及
び
横
継
目
の
位

置
、
構
造
物

と
の
接
合
面
の

処
理
等
が
、

設
計
図
書
の

仕
様
を

満
足
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 

 
ア
ス

フ
ァ
ル
ト
混
合
物
の
運
搬

及
び
舗
設
に
あ

た
っ
て
、

気
象
条
件

を
配
慮
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 
 

密
度

管
理
が
設
計
図
書
の

仕
様
を
満
足

し
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 

 
そ
の
他

 

理
由
：

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  【
コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装
工
関
係
】

 
 

コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
配
合
試

験
及
び
試
験
練
り
を

行
っ
て
お
り
､
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
品
質

(強
度
・
ｗ

／
ｃ

、
最
大
骨
材
粒
径
、

塩
化
物
総
量
、
単
位

水
量
、

 

ア
ル
カ
リ
骨

材
反
応
抑

制
等
）
が
確
認
で
き

る
。

 
 

舗
装

工
の
施
工

に
先
だ
っ

て
、
上
層
路
盤
面
の

浮
き
石
等
の

有
害
物

を
除
去
し
て
か
ら
施

工
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
コ
ン

ク
リ
ー
ト
受
け
入
れ

時
に
必
要
な
試
験
を
実
施
し
て
お

り
、
温
度
、

ス
ラ
ン
プ
、
空

気
量
等
の
測
定
結
果

が
確
認
で
き
る
。

 

 
圧
縮

強
度
試
験
に
使
用
し

た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
供

試
体
が
当
該
現
場
の

供
試
体
で
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 
 

運
搬

時
間
､
打
設
方
法
及

び
養
生
方
法
が

、
施

工
条
件
及
び
気
象
条

件
に
適
し

て
お
り
、

設
計
図
書
に
定
め
ら

れ
た
条
件
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
が

確
認

で
き
る
。

 

 
材
料

が
分
離
し
な
い
よ
う

コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
敷

均
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

 
 

チ
ェ

ア
ー
及
び
タ
イ
バ
ー

を
損
傷
な
ど
が
発
生

し
な
い
よ
う
保
管
し

て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 
 

そ
の
他

 

理
由
：

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監

督
職

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い

改

善
さ
れ
た
。

 
 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が
不
適
切
で

あ
っ
た
た
め
、
検
査

職
員
が
修
補
指

示
を
行
っ
た
。

 
 

①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」
の

う
ち
、

評
価
対
象

外
の
項

目
は
削
除

す
る
。

 

②
 

削
除
項
目

の
あ
る

場
合
は
削

除
後
の

評
価
項
目

数
を
母

数
と
し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評
価
す
る

。
 

③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝
該

当
項
目

数
（
 
 

）
／
評

価
対
象
項

目
数
（

 
 
）

 

④
 

な
お
、
削

除
後
の

評
価
対
象

項
目
数

が
２
項
目

以
下
の

場
合
は
ｃ

評
価
と

す
る

。
 

5
0％

以
下

8
0
％
以

下
8
0%
を

超
え

る

90
％

以
上

ａ
ａ

'
ｂ

ｂ

7
5
％

以
上

9
0
％

未
満

ａ
'

ｂ
ｂ

'
ｂ

'

6
0
％

以
上

7
5
％

未
満

ｂ
ｂ

'
ｃ

ｃ
60
％

未
満

ｂ
'

ｃ
ｃ

ｃ

評 価 値

ば
ら

つ
き

で
判

断
不

可
能

ば
ら
つ

き
で
判

断
可

能

注
 
試
験
結
果

の
打
点
数
等
が

少
な

く
ば
ら
つ
き
の
判
断

が
で
き
な
い
場

合
は
評
価
対
象
項
目

（
評

価
値
）

だ
け
で
評
価

す
る
。

 

●
判

断
基
準
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別
紙
－
３

⑧
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
技

術
検

査
官
）

 

考
査

項
目

 
工

種
 

ａ
 

ａ
’

 
ｂ

 
ｂ

’
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

 
品
質
関
係
の
試
験
結

果
の
ば
ら
つ
き
と
評

価
対
象
項
目
の
履
行

状
況
（
評
価
値
）
か

ら
判
断
す
る
。
＜
判

断
基
準
参
照
＞

 
[関

連
基
準
、
土
木
工
事
施
工
管
理
基

準
、
そ
の
他
設
計
図

書
に
定
め
ら
れ
た
試

験
] 

※
 
ば
ら
つ
き
の
判
断

は
別
紙
－
４

参
照
。

 

３
．
出
来
形

 

及
び

 
出
来
ば
え

 
  
Ⅱ
．
品
質

 

法
面
工
事

 
  

●
評
価
対
象

項
目

 
【
共

通
】

 
 

施
工
基
面
を
平
滑

に
仕
上
げ

て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
（

特
に
法
枠
工
、
コ
ン

ク
リ
ー
ト
又
は
モ
ル

タ
ル
吹
付
工
関
係
）

 

 
施
工
に
際
し
て
、

品
質
に
害
と
な

る
施

工
面
の
浮
き
石
や
ゴ

ミ
等

を
除
去
し
て
か

ら
施
工
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 

 
盛
土
の
施
工
に
あ

た
り
、
法
面
の
崩
壊

が
起
こ
ら
な
い
よ
う

締
固
め
を
十
分

行
っ
て
い
る

こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 
 

雨
水
に
よ
る
崩
壊

が
起
こ
ら
な
い
よ
う

に
、
排
水
対
策
を
実
施
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 

 
そ
の
他

 
理
由
：

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 【
種
子
吹
付

工
、
客
土
吹
付

工
、

植
生
基
材
吹
付
工
関

係
】

 

 
土
壌
試
験
の
結
果
を

施
工
に

反
映
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

ネ
ッ
ト
な
ど

の
境

界
に
隙
間
が
生
じ
て
い
な
い

こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 

 
ネ
ッ
ト
な
ど

が
破

損
を
生
じ
て
い

な
い

こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
吹
付
け
厚
さ
が
均
等
で
あ
る

こ
と
が
確

認
で
き
る
。

 
 

使
用
す
る
材
料
の

種
類
、
品
質
、

配
合

等
が
設
計
図
書
の
仕

様
を
満
足
し
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
施
工
時
期
が
定
め

ら
れ
た
条
件
を
満
足

し
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

 

 
そ
の
他

 
理
由
：

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 【
コ
ン
ク
リ

ー
ト
又
は
モ
ル
タ
ル
吹
付
工
関
係
】

 
 

使
用
す
る
材
料
の

種
類
、
品
質
及
び
配
合
が
、
設
計
図

書
の

仕
様
を
満
足

し
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 
 

金
網
の
重
ね

幅
が

、
１
０
ｃ
ｍ

以
上
確

保
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 
 

金
網
が

破
損
を
生
じ
て
い

な
い
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

 

 
吸
水
性
の
吹
付
け

面
に
お
い
て
、
事
前

に
吸
水
さ
せ
て
か
ら

施
工
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 

 
吹
付
け
厚
さ
が
均
等
で
あ
る

こ
と
が
確

認
で
き
る
。

 
 

吹
付
け
厚
さ

に
応

じ
て
２
層
以
上
に
分

割
し
て
施
工
し
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 

 
圧
縮
強
度
試
験
に

使
用
し
た
コ
ン
ク
リ

ー
ト
の
供
試
体
が
、

当
該
現
場
の
供
試
体
で
あ
る

こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 
 

不
良
箇
所
が
生
じ
な
い
よ
う

跳
ね
返
り
材
料

の
処
理
を
行
っ

て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 
 

法
肩
の
吹
付
け
に

あ
た
り
、
地
山
に
沿

っ
て
巻
き
込
ん

で
施
工

し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

 

 
そ
の
他

 

理
由
：

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 【
現
場
打
法

枠
工
関
係
（
プ
レ
キ

ャ
ス
ト
法
枠
工

含
む
）
】

 
 

使
用
す
る
材
料
の

種
類
、
品
質
及
び
配

合
が
、
設
計
図
書
の

仕
様
を
満
足
し
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 

 
ア
ン
カ
ー
を
設
計

図
書
ど
お
り
の
長
さ

で
施
工
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
●
判
断
基
準

 

 
現
場
養
生
が

、
設

計
図
書
の
仕
様
を
満

足
す
る
よ
う
に
実
施
さ
れ
て
い
る

こ
と
が

確
認
で
き
る
。

 
 

強
度
試
験
に
使
用

し
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト

供
試
体
が
当
該
現
場

の
供
試
体
で
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 

 
枠
内
に
空
隙
が
無

い
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 
 

層
間
に
は
く
離
が

無
い
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 

 
不
良
箇
所
が
生
じ
な
い
よ
う

跳
ね
返
り
材
料

の
処
理
を
行
っ

て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 
 

そ
の
他

 

理
由
：

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監

督
職

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い

改

善
さ
れ
た

。
 

 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が
不
適
切
で

あ
っ
た
た
め
、
検
査

職
員
が
修
補
指

示
を
行
っ
た
。

 
 

   

5
0％

以
下

8
0
％
以

下
8
0%
を

超
え

る

90
％

以
上

ａ
ａ

'
ｂ

ｂ

7
5
％

以
上

9
0
％

未
満

ａ
'

ｂ
ｂ

'
ｂ

'

6
0
％

以
上

7
5
％

未
満

ｂ
ｂ

'
ｃ

ｃ
60
％

未
満

ｂ
'

ｃ
ｃ

ｃ

評 価 値

ば
ら

つ
き

で
判

断
不

可
能

ば
ら
つ

き
で
判

断
可

能

注
 
試
験
結
果

の
打
点
数
等
が
少
な

く
ば
ら
つ
き
の
判
断

が
で
き
な
い
場
合
は

評
価
対
象
項
目
（
評

価
値
）

だ
け
で
評
価

す
る
。

 

①
 
当
該

「
評
価

対
象
項
目

」
の
う

ち
、
評
価

対
象
外
の
項
目
は

削
除
す

る
。

 

②
 
削
除

項
目
の

あ
る
場
合

は
削
除

後
の
評
価

項
目
数

を
母
数
と

し
て

計
算
し
た
比

率
(％

)計
算
の
値
で

評
価
す

る
。

 

③
 
評
価

値
（
 

 
 
％
）

＝
該
当

項
目
数
（

 
 
）

／
評
価
対

象
項
目

数
（
 
 

）
 

④
 
な
お

、
削
除

後
の
評
価

対
象
項

目
数
が
２

項
目
以

下
の
場
合

は
ｃ
評

価
と
す
る

。
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別
紙
－
３

⑨
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
技

術
検

査
官
）

 

考
査

項
目

 
工

種
 

ａ
 

ａ
’

 
ｂ

 
ｂ
’

 
ｃ

 
ｄ

 
ｅ

 
 

品
質
関
係
の
試
験

結
果
の
ば
ら
つ
き
と

評
価
対
象
項
目
の
履

行
状
況
（
評
価
値
）

か
ら
判
断
す
る
。
＜

判
断
基
準
参
照
＞

 
[関

連
基
準
、
土
木
工
事
施
工
管
理

基
準
、
そ
の
他
設
計

図
書
に
定
め
ら
れ
た

試
験

] 
※
 
ば
ら
つ
き
の
判

断
は
別
紙
－
４
参
照
。

 

基
礎
工

事
及
び

 

地
盤

改
良
工
事

 

●
評
価
対

象
項
目

 
【
杭
関
係

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
鋼
管
・
鋼
管

井
筒
、

場
所
打
、
深

礎
等
）
】

 
 

杭
に
損
傷
及
び

補
修
痕
が
無
い
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 

 
既
製
杭
の
打
止
め
管
理

の
方
法
及
び

場
所
打
杭
の
施
工
管

理
の
方
法
が
整
備
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
記

録
を
整
理
し
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
杭
頭
処
理
に
お

い
て
、
杭
本
体
を
損

傷
し
て
い
な

い
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 
 

水
平
度
、
鉛
直

度
等
が
、
設
計
図
書

を
満
足
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 

 
溶
接
の
品
質
管

理
に
関
し
て

、
設
計

図
書
の
仕
様
を
満
足

し
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

 
 

支
持
地
盤
に
達

し
て
い
る
こ
と
が
、

掘
削
深
さ
、

掘
削
土
砂
等
に
よ
り

確
認
で

き
る
。

 
 

場
所
打
杭
に
つ

い
て
、
ト
レ
ミ
ー
管

を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
内

に
２
ｍ
以
上
挿
入
し

て
施
工
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 

 
掘
削
深
度
、
排

出
土
砂
、
孔
内
水
位

の
変
動
及
び
安
定
液
を
用
い
る
場

合
の
孔
内
の
安
定
液

濃
度
並

び
に
比
重
等
が
、
設

計
図
書
を
満

足
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 

 
配
筋
、
ス
ペ
ー

サ
ー
の
配
置
及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト

打
設
等
が

、
設
計
図
書
の
仕

様
を
満
足
し
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
ラ
イ
ナ
ー
プ
レ

ー
ト
の
組
み
立
て
に

あ
た
り
、
偏

心
と
歪
み
に
配
慮
し

て
施
工

し
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

 

 
裏
込
材
注
入
の

圧
力
な
ど
が
施
工
記

録
に
よ
り
確
認
で
き

る
。

 

 
強
度
確
認
、
セ

メ
ン
ト
ミ
ル
ク
の
比

重
管
理
な
ど
の
品
質

に
係
わ
る
事
項
の
管
理
資
料

を
整
理
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

そ
の
他

 
理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
●
判
断

基
準

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

【
地
盤
改

良
関
係
】

 

 
改
良
材
の
バ
ッ

チ
管
理
記
録
が
整
理
さ
れ
、
設
計

図
書
の

仕
様
を
満
足
し
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 
 

セ
メ
ン
ト
ミ
ル

ク
の
比
重
、
ス
ラ
リ

ー
噴
出
量
、

強
度
等
の

管
理
資
料
を
整
理

し
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

 
 

事
前
に
土
質
試

験
を
実
施
し
、
改
良

材
の
選
定
、
必
要
添

加
量
の
設
定
等
を
行

っ
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

 

 
施
工
箇
所
が
均

一
に
改
良
さ

れ
て
い

る
と
と
も
に
、
十
分

な
強
度

及
び
支
持
力

を
確
保
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 
 

そ
の
他

 

理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監

督
職

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い

改

善
さ
れ
た
。

 
 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が
不
適
切
で

あ
っ
た
た
め
、
検
査

職
員
が
修
補
指

示
を
行
っ
た
。

 
 

ａ
 

ａ
’

 
ｂ

 
ｂ
’

 
ｃ

 
ｄ

 
ｅ

 
 

品
質
関
係
の
試
験

結
果
の
ば
ら
つ
き
と

評
価
対
象
項
目
の
履

行
状
況
（
評
価
値
）

か
ら
判
断
す
る
。
＜

判
断
基
準
参
照
＞

 
[関

連
基
準
、
土
木
工
事
施
工
管
理

基
準
、
そ
の
他
設
計

図
書
に
定
め
ら
れ
た

試
験

] 
※

 
ば
ら
つ
き
の
判
断

は
別
紙
－
４

参
照
。

 

３
．
出
来
形

 

及
び

 
出
来
ば
え

 
  
Ⅱ
．
品
質

 

海
岸
工

事
 

●
評
価
対

象
項
目

 

 
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
圧
縮
強
度
を
管
理
し

、
必
要
な
強
度
に

達
し
た
後
に

型
枠
及

び
支
保
工
の
取
り
外

し
を
行
っ
て
い
る
こ

と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

運
搬
、
打
設
、
締
め
固
め
が

、
気
象

条
件
に
適
し

て
お
り
、

設
計
図
書
の
仕
様

を
満
足
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 
 

圧
縮
強
度
試
験

に
使
用
し
た
コ
ン
ク

リ
ー
ト
供
試
体
が
当

該
現
場
の
供

試
体
で
あ
る
こ
と
が

確
認
で
き
る

。
 

 
コ
ン
ク
リ
ー
ト

ブ
ロ
ッ
ク
の

転
置
及

び
仮
置
に

あ
た
っ
て

、
強
度
確
認
を
行
っ
て
い
る

。
 

 
転
倒
や
崩
壊
等

が
無
い
よ
う
コ
ン
ク

リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
の
仮
置

を
行
っ
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
●
判
断
基
準

 
 

捨
石
基
礎
の
均

し
面
を
平
坦
に
仕
上

げ
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
 

 

 
工
事
期
間
中
、

1
日

1
回
は

潮
位

観
測
を
実
施
し

て
記

録
し
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

 
 

台
風
な
ど
の
異

常
気
象
に
備
え
て
施

工
前
に

避
難
場
所
の

確
保
及
び

退
避
設
備

の
対
策
を
講
じ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
そ
の
他

 
理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監

督
職

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い

改

善
さ
れ
た
。

 
 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が
不
適
切
で

あ
っ
た
た
め
、
検
査

職
員
が
修
補
指

示
を
行
っ
た
。

 
 

 

5
0％

以
下

8
0
％
以

下
8
0%
を

超
え

る

90
％

以
上

ａ
ａ

'
ｂ

ｂ

7
5
％

以
上

9
0
％

未
満

ａ
'

ｂ
ｂ

'
ｂ

'

6
0
％

以
上

7
5
％

未
満

ｂ
ｂ

'
ｃ

ｃ
60
％

未
満

ｂ
'

ｃ
ｃ

ｃ

評 価 値

ば
ら

つ
き

で
判

断
不

可
能

ば
ら
つ

き
で
判

断
可

能

注
 
試
験
結

果
の
打
点
数
等
が
少

な
く
ば
ら
つ
き
の
判

断
が
で
き
な
い
場
合

は
評
価
対
象
項
目
（

評
価
値
）

だ
け
で
評

価
す
る
。

 

5
0
％
以

下
8
0％

以
下

8
0
%
を

超
え

る

90
％

以
上

ａ
ａ

'
ｂ

ｂ

7
5
％

以
上

9
0
％

未
満

ａ
'

ｂ
ｂ

'
ｂ

'

6
0
％

以
上

7
5
％

未
満

ｂ
ｂ

'
ｃ

ｃ
60
％

未
満

ｂ
'

ｃ
ｃ

ｃ

評 価 値

ば
ら

つ
き

で
判

断
不

可
能

ば
ら

つ
き
で

判
断

可
能

注
 
試
験
結
果
の
打
点

数
等
が
少
な
く
ば
ら

つ
き
の
判
断
が
で
き

な
い
場
合
は
評
価
対

象
項
目
（
評
価
値
）

だ
け
で
評
価
す
る
。

 

①
 

 当
該
「

評
価
対

象
項
目

」
の
う

ち
、
評
価

対
象
外
の
項
目
は

削
除
す

る
。

 

②
 

 削
除
項

目
の
あ

る
場
合

は
削
除

後
の
評
価

項
目
数

を
母
数
と

し
て

計
算
し
た
比

率
(％

)計
算
の
値
で

評
価
す

る
。

 

③
 

 評
価
値

（
 
 

 
％
）

＝
該
当

項
目
数
（

 
 
）

／
評
価
対

象
項
目

数
（
 
 

）
 

④
 

 な
お
、

削
除
後

の
評
価

対
象
項

目
数
が
２

項
目
以

下
の
場
合

は
ｃ
評

価
と
す
る

。
 

①
 

 当
該

「
評
価

対
象
項
目

」
の

う
ち
、

評
価
対

象
外
の
項
目
は

削
除
す

る
。

 

②
 

 削
除
項

目
の

あ
る
場

合
は
削

除
後
の
評
価

項
目
数

を
母
数
と

し
て

計
算
し
た
比

率
(％

)計
算
の
値
で

評
価
す

る
。

 

③
 

 評
価
値

（
 

 
 
％

）
＝
該

当
項
目

数
（
 

 
）
／

評
価
対

象
項
目
数

（
 
 

）
 

④
 

 な
お

、
削
除

後
の
評

価
対
象

項
目
数

が
２
項

目
以
下

の
場
合

は
ｃ
評

価
と
す
る

。
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別
紙
－
３

⑩
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
技

術
検

査
官
）

 

考
査

項
目

 
工

種
 

ａ
 

ａ
’

 
ｂ

 
ｂ

’
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

 
品
質
関
係
の
試
験
結

果
の
ば
ら
つ
き
と
評

価
対
象
項
目
の
履
行

状
況
（
評
価
値
）
か

ら
判
断
す
る
。
＜
判

断
基
準
参
照
＞

 
[関

連
基
準
、
土
木
工
事
施
工
管
理
基

準
、
そ
の
他
設
計
図

書
に
定
め
ら
れ
た
試

験
] 

※
 
ば
ら
つ
き
の
判
断

は
別
紙
－
４

参
照
。

 

３
．
出
来
形

 

及
び

 
出
来
ば
え

 
  
Ⅱ
．
品
質

 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋

 

上
部
工
事

 
（
Ｐ

Ｃ
及
び

Ｒ
Ｃ

を

対
象
）

 
 

●
評
価
対
象

項
目

 
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

配
合
試
験
及
び
試
験

練
り
を
行
っ
て
お
り

､
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
品

質
(強

度
・
ｗ

／
ｃ
、
最
大
骨
材
粒

径
、
塩
化
物
総
量
、

単
位
水
量
、
ア
ル
カ

リ
骨
材
反
応
抑
制
等

）
 

が
確

認
で
き
る
。

 

 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
受

け
入
れ
時
に
必
要
な

試
験
を
実
施
し

て
お
り
、
温
度
、

ス
ラ
ン

プ
、
空
気
量
等
の
測

定
結
果
が
確
認
で
き

る
。

 

 
圧
縮
強
度
試
験
に

使
用
し
た
コ
ン
ク
リ

ー
ト
の
供
試
体
が
、

当
該
現
場
の
供
試
体

で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

 
 

施
工
条
件
や
気
象

条
件
に
適
し
た
運
搬

時
間
､
打
設
時
の

投
入
高
さ

及
び
締
固
め
方

法
が
、
定
め
ら
れ
た

条
件
を
満
足
し
て
い

る
こ
と
が
確
認

で
き
る

。
 

（
寒
中
及
び
暑
中

コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
を
含
む
）

 
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

圧
縮
強
度
を
管
理
し

て
、
必
要
な
強
度
に

達
し
た
後
に
型

枠
及

び
支
保
工
の
取
り
外

し
を
行
っ
て
い

る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 
 

鉄
筋
の
品
質

が
、

証
明
書
類
で
確
認
で
き
る
。

 

 
鉄
筋
の
引
張
強
度

及
び
曲
げ
強
度
の
試

験
値
が
、
設
計
図
書

の
仕
様
を
満
足
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 

 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打

設
ま
で
に
さ
び
、
ど

ろ
、
油
等
の
有
害
物
が
鉄
筋
に
付
着

し
な
い
よ
う

管
理
し
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 
 

圧
接
作
業
に
あ
た

り
、
作
業
員
の

技
量
確
認
を
行
っ
て

い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
鉄
筋
の
組
立

及
び

加
工
が

、
設
計
図
書

の
仕
様
を
満
足
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 

 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

養
生
が
、

設
計
図
書

の
仕
様
を
満
足
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

ス
ペ
ー
サ
ー
の
品

質
及
び
個
数
が
、
設

計
図
書
に
定
め
ら
れ

た
条
件
を
満
足

し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

プ
レ
ビ
ー
ム
桁
の

プ
レ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン

管
理
が
、
設
計
図
書

の
仕
様
を

満
足
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 

 
使
用
す
る
装
置
及

び
機
器
の
キ
ャ
リ
ブ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
事
前

に
実
施
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 
 

Ｐ
Ｃ
鋼
材
の

緊
張

及
び
グ
ラ
ウ
ト
注
入

管
理
値
が
、
設
計
図

書
の
仕
様
を
満

足
し

て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 

 
プ
レ
ス
ト
レ
ッ
シ

ン
グ
時
の
コ
ン
ク
リ

ー
ト
圧
縮
強
度
が
、

設
計
図
書
の
仕
様
を

満
足
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る

。
 

 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧

縮
強
度
の
確
認

は
、

構
造
物
と
同
様
な
養

生
条
件
に
お
か
れ
た

供
試
体
を
用
い
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 
 

有
害
な
ク
ラ
ッ
ク
が

無
い
。

 
 

そ
の
他

 

理
由
：

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

     
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
●
判
断
基
準

 
        

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監

督
職

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い

改

善
さ
れ
た

。
 

 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が
不
適
切
で

あ
っ
た
た
め
、
検
査

職
員
が
修

補
指

示
を
行
っ
た
。

 
 

①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」
の

う
ち
、

評
価
対
象

外
の
項
目

は
削
除

す
る
。

 

②
 

削
除
項
目

の
あ
る

場
合
は
削

除
後
の
評
価

項
目
数

を
母
数

と
し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価
す

る
。

 

③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝
該

当
項
目

数
（
 
 

）
／
評

価
対
象
項

目
数
（

 
 
）

 

④
 

な
お
、
削

除
後
の

評
価
対
象

項
目
数

が
２
項
目
以

下
の
場

合
は
ｃ

評
価
と

す
る
。

 

50
％

以
下

80
％

以
下

8
0
%を

超
え
る

9
0
％
以

上
ａ

ａ
'

ｂ
ｂ

7
5
％

以
上

9
0
％

未
満

ａ
'

ｂ
ｂ

'
ｂ

'

6
0
％

以
上

7
5
％

未
満

ｂ
ｂ

'
ｃ

ｃ
6
0
％
未

満
ｂ

'
ｃ

ｃ
ｃ

評 価 値

ば
ら

つ
き

で
判

断
不

可
能

ば
ら

つ
き

で
判
断

可
能

注
 
試
験
結
果
の
打
点

数
等
が
少
な
く
ば
ら

つ
き
の
判
断
が
で
き

な
い
場
合
は
評
価
対

象
項
目
（
評
価
値
）

だ
け
で
評
価
す
る
。
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別
紙
－
３

⑪
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
技

術
検

査
官
）

 

考
査

項
目

 
工

種
 

ａ
 

ａ
’

 
ｂ

 
ｂ
’

 
ｃ

 
ｄ

 
ｅ

 
 

品
質
関
係
の
試
験

結
果
の
ば
ら
つ
き
と

評
価
対
象
項
目
の
履

行
状
況
（
評
価
値
）

か
ら
判
断
す
る
。
＜

判
断
基
準
参
照
＞

 
[関

連
基
準
、
土
木
工
事
施
工
管
理

基
準
、
そ
の
他
設
計

図
書
に
定
め
ら
れ
た

試
験

] 
※
 
ば
ら
つ
き
の
判

断
は
別
紙
－
４

参
照
。

 

塗
装
工
事

 

●
評
価
対

象
項
目

 
 

塗
装
作
業
に
あ

た
り
、
塗
布
面
を
十

分
に
乾
燥
さ
せ
て
施

工
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

 
 

ケ
レ
ン
を
入
念

に
実
施

し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き

る
。

 

 
天
候
状
況
の
確
認

、
気
温
及
び
湿
度
の

測
定
を
行
い

、
塗

装
作
業
を
行
っ
て
い

る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 

 
塗
料
を
使
用
前

に
撹
拌
し
、
容

器
の

塗
料
を
均
一
な
状
態

に
し
て
か
ら
使
用
し

て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 
 

鋼
材
表
面
及
び

被
塗
装
面
の
汚
れ
、

油
類
等
を
除
去
し
塗

装
を
行
っ
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き

る
。

 

 
塗
料
の
空
缶
管

理
に
つ
い
て
写
真
等

で
確
実
に
空
で
あ
る

こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

塗
り
残
し
、
な

が
れ
、
し
わ
等
が
無

く
塗
装
さ
れ
て

い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
溶
接
部
、
ボ
ル

ト
の
接
合
部
分
、
構
造
の
複
雑
な
部

分
に

つ
い
て
、

必
要
な
塗

膜
厚
を
確
保
し
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
●
判
断
基
準

 

 
塗
料
の
品
質
が

出
荷
証
明
書
、

塗
料

成
績
表
に
よ
り
、
製

造
年
月
日
、
ロ
ッ
ト

番
号
、
色
彩
、
数
量

が
確
認
で
き
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
そ
の
他

 
理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
品

質
関

係
の
測

定
方

法
又

は
測

定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監

督
職

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い

改

善
さ
れ

た
。

 
 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検

査
職

員
が
修
補
指
示
を
行

っ
た
。

 
 

ａ
 

ａ
’

 
ｂ

 
ｂ
’

 
ｃ

 
ｄ

 
ｅ

 
 

品
質
関
係
の
試
験

結
果
の
ば
ら
つ
き
と

評
価
対
象
項
目
の
履

行
状
況
（
評
価
値
）

か
ら
判
断
す
る
。
＜

判
断
基
準
参
照
＞

 
[関

連
基
準
、
土
木
工
事
施
工
管
理

基
準
、
そ
の
他
設
計

図
書
に
定
め
ら
れ
た

試
験

] 
※
 
ば
ら
つ
き
の
判

断
は
別
紙
－
４

参
照
。

 

３
．
出
来
形

 

及
び

 
出
来
ば
え

 
  
Ⅱ
．
品
質

 

ト
ン
ネ
ル
工
事

 

●
評
価
対

象
項
目

 

 
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
配
合
試
験
及
び
試

験
練
り
を
行
っ
て
お

り
､
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
品
質

(強
度
・
ｗ

／
ｃ
、
最
大
骨
材
粒

径
、
塩
化
物
総
量
、
単

位
水
量
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
抑
制

等
）
が

確
認
で
き
る
。

 
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト

受
け
入
れ

時
に
必
要

な
試
験
を
実
施
し
て

お
り
、
温
度
、
ス
ラ

ン
プ
、
空
気
量
等
の

測
定
結
果
が
確
認
で

き
る
。

 

 
圧
縮
強
度
試
験
に
使
用
し
た

コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
供
試
体
が

、
当
該
現
場
の
供
試

体
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

 

 
施
工
条
件
や
気

象
条
件
に
適
し
た
運
搬
時
間
､
打
設

方
法

及
び
締
固
め
方
法
が

、
定
め
ら
れ
た
条
件

を
満
足
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き

る
。

 
 

吹
付
コ
ン
ク
リ

ー
ト
の
配
合
及
び
ロ

ッ
ク
ボ
ル
ト
の
種
別

、
規
格
が
、
設
計
図

書
の
仕
様
を
満

足
し

て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 
 

設
計
図
書
に
定

め
ら
れ
た
岩
区
分
（

支
保
工
パ
タ
ー
ン
含
む
）
の
境
界
を

確
認
し
て
施
工
を
行

っ
て
い
る
こ
と
が

確
認
で

き
る
。

 

 
坑
内
観
察
調
査

な
ど
に
つ
い
て
、
設

計
図
書
の
仕
様
を
満

足
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

 
 

計
測
管
理
を
日

々
行
っ
て
お
り
、
そ

の
結
果
に
基
づ

い
た
施
工

を
行
っ
て
い
る

こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 

 
金
網
の
継
ぎ
目

を
１
５
ｃ
ｍ
以
上
重
ね
合
わ
せ
て

施
工
し

て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 

 
吹
付
コ
ン
ク
リ

ー
ト
の
施
工
に
あ
た

っ
て
、
浮
石
等
を
除

い
た
後
に
､
吹
付
コ

ン
ク
リ
ー
ト
の

一
層
の
厚
さ
が

１
５
ｃ
ｍ

以
下
で
地
山
と
密
着

す
る
よ
う
施
工

  
  

  
  

  
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 
 

吹
付
コ
ン
ク
リ

ー
ト
を
打
継
ぎ

す
る

場
合
は

、
吹
付
完
了

面
を
清
掃
し
た
上
、

湿
潤
状
態
で
施
工
し

て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
●
判
断
基
準

 

 
ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト

の
定
着
長
が

、
設
計

図
書
の
仕
様
を
満
足

し
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

防
水
工
に
防
水

シ
ー
ト
を
使
用
す
る

場
合
は
、
ロ
ッ
ク
ボ

ル
ト
等
の
突
起
物
に

モ
ル
タ
ル
や
保
護
マ

ッ
ト
等
で
防
護
対
策

を
行
っ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 

 
逆
巻
き
の
場
合

に
お
い
て
、
側
壁
コ

ン
ク
リ
ー
ト
と
ア
ー

チ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
継
目
が
同
一

線
上
で
施
工
し
て
い

な
い
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 

 
そ
の
他

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
品

質
関

係
の
測

定
方

法
又

は
測

定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監

督
職

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い

改

善
さ
れ

た
。

 
 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検

査
職

員
が
修
補
指
示
を
行
っ
た
。

 
 

①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」
の

う
ち
、

評
価
対
象

外
の
項

目
は
削

除
す

る
。

 

②
 

削
除
項
目

の
あ
る

場
合
は
削

除
後
の

評
価
項

目
数
を
母

数
と

し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評
価

す
る
。

 

③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝
該

当
項
目

数
（
 
 

）
／
評

価
対
象
項

目
数
（

 
 
）

 

④
 

な
お
、
削

除
後
の

評
価
対
象

項
目
数

が
２
項

目
以
下
の

場
合
は

ｃ
評

価
と
す
る

。
 

5
0％

以
下

8
0
％
以

下
8
0%
を

超
え

る

90
％

以
上

ａ
ａ

'
ｂ

ｂ

7
5
％

以
上

9
0
％

未
満

ａ
'

ｂ
ｂ

'
ｂ

'

6
0
％

以
上

7
5
％

未
満

ｂ
ｂ

'
ｃ

ｃ
60
％

未
満

ｂ
'

ｃ
ｃ

ｃ

評 価 値

ば
ら

つ
き

で
判

断
不

可
能

ば
ら
つ

き
で
判

断
可

能

注
 
試
験
結

果
の
打
点
数
等
が
少

な
く
ば
ら
つ
き
の
判

断
が
で
き
な
い
場
合

は
評
価
対
象
項
目
（

評
価
値
）

だ
け
で
評

価
す
る
。

 

5
0％

以
下

8
0
％
以

下
8
0%
を

超
え

る

90
％

以
上

ａ
ａ

'
ｂ

ｂ

7
5
％

以
上

9
0
％

未
満

ａ
'

ｂ
ｂ

'
ｂ

'

6
0
％

以
上

7
5
％

未
満

ｂ
ｂ

'
ｃ

ｃ
60
％

未
満

ｂ
'

ｃ
ｃ

ｃ

評 価 値

ば
ら

つ
き

で
判

断
不

可
能

ば
ら
つ

き
で
判

断
可

能

注
 
試
験
結
果

の
打
点
数
等
が
少
な

く
ば
ら
つ
き
の
判
断

が
で
き
な
い
場
合
は

評
価
対
象
項
目
（
評

価
値
）

だ
け
で
評
価

す
る
。

 

①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」
の

う
ち
、

評
価
対
象

外
の
項
目

は
削
除

す
る
。

 

②
 

削
除
項
目

の
あ
る

場
合
は
削

除
後
の
評
価

項
目
数

を
母
数

と
し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評

価
す
る
。

 

③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝
該

当
項
目

数
（
 
 

）
／
評

価
対
象
項

目
数
（

 
 
）

 

④
 

な
お
、
削

除
後
の

評
価
対
象

項
目
数

が
２
項
目
以

下
の
場

合
は
ｃ

評
価
と

す
る
。
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別
紙
－
３

⑫
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
技

術
検

査
官
）

 

考
査

項
目

 
工

種
 

ａ
 

ａ
’

 
ｂ

 
ｂ
’

 
ｃ

 
ｄ

 
ｅ

 
 

品
質
関
係
の

試
験
結
果
の
ば
ら
つ

き
と
評
価
対
象
項
目

の
履
行
状
況
（
評
価

値
）
か
ら
判
断
す
る

。
＜
判
断
基
準
参
照

＞
 

[関
連
基
準
、

土
木
工
事
施

工
管
理
基
準
、
そ
の
他

設
計
図
書
に
定
め
ら

れ
た
試
験

] 
※
 
ば
ら
つ
き

の
判
断
は
別
紙
－
４

参
照
。

 

植
栽
工
事

 

●
評

価
対
象
項
目

 
 

活
着
が
促
さ
れ
る

よ
う
管
理
し

て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 
 

樹
木
な
ど

に
損
傷
､
は
ち
く
ず

れ
等
が
無
い
よ
う
保

護
養
生
を
行
っ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 

 
樹
木
等
の

生
育
に
害
の

あ
る
害

虫
等
が
い
な
い
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 

 
施
工
完
了

後
、

余
剰
枝
の
剪
定

､
整
形
そ
の
他
必
要

な
手
入
れ
を
行
っ
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

肥
料
が
直

接
樹
木
の
根
に
触
れ

な
い
よ
う
均
一
に
施

肥
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

 

 
植
生
す
る

樹
木
に

応
じ
て
、
余

裕
の
あ
る
植

穴
を
堀

り
植
穴
底
部
を
耕
し

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
添
木
を
ぐ

ら
つ
き
が
な
い
よ
う

設
置
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き

る
。

 
 

樹
名
板
を

視
認
し
や
す
い
場
所
に
据
付
け

て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 

 
そ
の
他
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
●
判
断

基
準

 

理
由
：
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
品

質
関

係
の
測

定
方

法
又

は
測

定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監

督
職

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い

改

善
さ
れ

た
。

 
 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検

査
職

員
が
修
補
指
示
を
行
っ
た
。

 
 

ａ
 

ａ
’

 
ｂ

 
ｂ
’

 
ｃ

 
ｄ

 
ｅ

 
 

品
質
関
係
の

試
験
結
果
の
ば
ら
つ

き
と
評
価
対
象
項
目

の
履
行
状
況
（
評
価

値
）
か
ら
判
断
す
る

。
＜
判
断
基
準
参
照

＞
 

[関
連
基
準
、

土
木
工
事
施

工
管
理
基
準
、
そ
の
他

設
計
図
書
に
定
め
ら

れ
た
試
験

] 
※
 
ば
ら
つ
き

の
判
断
は
別
紙
－
４

参
照
。

 

３
．
出
来
形

 

及
び

 
出
来
ば
え

 
  
Ⅱ
．
品
質

 

防
護
柵
（
網
）
・

 

標
識
・
区

画
線
等

 
設
置
工
事

 

●
評

価
対
象
項
目

 

 
防
護
柵
設

置
要
綱
､
視
線
誘
導

標
設
置
基
準
､
道
路
標
識
ハ
ン
ド
ブ

ッ
ク
等
の
規
定

を
満
足
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

防
護
柵
等

の
床
堀
り
の
仕
上
が
り
面
に
お
い

て
、
地
山

の
乱
れ
や
不
陸
が

生
じ
な
い
よ
う
に
施

工
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

 

 
防
護
柵
等

の
基
礎
工
の

施
工
に

あ
た
っ
て
、
無
筋
及

び
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
の
規
定

を
満
足
し

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
防
護
柵
等

の
支
柱
の
施
工
に
あ

た
っ
て
、

既
設
舗
装

面
へ
影
響
が
無
い
よ

う
施
工
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で

き
る
。

 

 
基
礎
設
置

箇
所
に
つ
い
て
地
盤

の
地
耐
力
を
把
握
し

て
、
施
工
し

て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
防
護
柵
の

支
柱
の
根
入

長
が
、

設
計
図
書
の
仕
様
を

満
足
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き

る
。

 

 
ガ
ー
ド
ケ

ー
ブ
ル
を
支
柱
に
取

付
け
る
場
合

、
設
計

図
書
に
定
め

ら
れ
た

所
定
の

張
力
を
与
え

て
い
る
の
が
確
認
で
き
る

。
 

 
ガ
ー
ド
ケ

ー
ブ
ル
の
端
末
支
柱

を
土
中
に
設
置
す
る

場
合
、
打
設
し
た
コ

ン
ク
リ
ー
ト
が
設
計
図
書
に
定
め

ら
れ
た
強
度
以
上
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 

 
ペ
イ
ン
ト
式

(常
温
式

)区
画
線

に
使
用

す
る
ｼ
ﾝ
ﾅ
ｰ
の

使
用
量
が

、
１
０
％
以
下
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 

 
区
画
線
の

厚
さ
が
見
本
等
で
設

計
図
書
の
仕
様
を
満

足
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

 
 

区
画
線
施

工
後
の
昼
間
及
び
夜

間
の
視
認
性
が
、
設

計
図
書
の
仕
様
を
満

足
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

 
 

区
画
線
の

施
工
に
あ
た

っ
て

 設
置
路
面
の
水
分
、
泥
、
砂
じ
ん

及
び
ほ

こ
り
を
取
り
除
い
て

行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
●
判
断
基
準

 

 
区
画
線
を

消
去
の
場
合
、
表
示

材
（
塗
料
）
の
み
の
除
去
と
な

っ
て
お
り

、
路
面
へ
の
影
響
が

最
小
限
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

プ
ラ
イ
マ

ー
の
施
工
に
あ
た
っ

て
、
路
面
に
均
等
に

塗
布
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 

 
区
画
線
の
材
料
が

、
設
計
図
書
の

仕
様
を
満
足
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 

 
そ
の
他

 
理
由
：
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
品

質
関

係
の
測

定
方

法
又

は
測

定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監

督
職

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い

改

善
さ
れ

た
。

 
 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検

査
職

員
が
修
補
指
示
を
行
っ
た
。

 
 

    

①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」
の

う
ち
、

評
価
対
象

外
の
項

目
は
削

除
す

る
。

 

②
 

削
除
項
目

の
あ
る

場
合
は
削

除
後
の

評
価
項

目
数
を
母

数
と

し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評
価

す
る
。

 

③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝
該

当
項
目

数
（
 
 

）
／
評

価
対
象
項

目
数
（

 
 
）

 

④
 

な
お
、
削

除
後
の

評
価
対
象

項
目
数

が
２
項

目
以
下
の

場
合
は

ｃ
評

価
と
す
る

。
 

50
％

以
下

80
％

以
下

8
0
%を

超
え
る

9
0
％
以

上
ａ

ａ
'

ｂ
ｂ

7
5
％

以
上

9
0
％

未
満

ａ
'

ｂ
ｂ

'
ｂ

'

6
0
％

以
上

7
5
％

未
満

ｂ
ｂ

'
ｃ

ｃ
6
0
％
未

満
ｂ

'
ｃ

ｃ
ｃ

評 価 値

ば
ら

つ
き

で
判

断
不

可
能

ば
ら

つ
き

で
判
断

可
能

注
 
試
験
結

果
の
打
点
数
等
が
少

な
く
ば
ら
つ
き
の
判

断
が
で
き
な
い
場
合

は
評
価
対
象
項
目
（

評
価
値
）

だ
け
で
評

価
す
る
。

 

5
0％

以
下

8
0
％
以

下
8
0%
を

超
え

る

90
％

以
上

ａ
ａ

'
ｂ

ｂ

7
5
％

以
上

9
0
％

未
満

ａ
'

ｂ
ｂ

'
ｂ

'

6
0
％

以
上

7
5
％

未
満

ｂ
ｂ

'
ｃ

ｃ
60
％

未
満

ｂ
'

ｃ
ｃ

ｃ

評 価 値

ば
ら

つ
き

で
判

断
不

可
能

ば
ら
つ

き
で
判

断
可

能

注
 
試
験

結
果
の
打
点
数
等
が

少
な
く
ば
ら
つ
き
の

判
断
が
で
き
な
い
場

合
は
評
価
対
象
項
目

（
評
価
値
）

だ
け
で

評
価
す
る
。

 

①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」
の

う
ち
、

評
価
対

象
外
の
項

目
は
削
除

す
る
。

 

②
 

削
除
項
目

の
あ
る

場
合
は
削

除
後
の

評
価
項
目

数
を
母

数
と
し
て

計
算
し
た

比
率

(％
)計

算
の
値

で
評
価
す
る
。

 

③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝
該

当
項
目

数
（
 

 
）
／

評
価
対

象
項
目
数
（

 
 
）

 

④
 

な
お
、
削

除
後
の

評
価
対
象

項
目
数

が
２
項
目

以
下
の

場
合
は
ｃ

評
価
と

す
る

。
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別
紙
－

３
⑬

 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
技

術
検

査
官
）

 

考
査

項
目

 
工

種
 

ａ
 

ａ
’

 
ｂ

 
ｂ
’

 
ｃ

 
ｄ

 
ｅ

 
 

品
質
関
係
の

試
験
結
果
の
ば
ら
つ

き
と
評
価
対
象
項
目

の
履
行
状
況
（
評
価

値
）
か
ら
判
断
す
る

。
＜
判
断
基
準
参
照

＞
 

[関
連
基
準
、

土
木
工
事
施

工
管
理
基
準
、
そ
の
他

設
計
図
書
に
定
め
ら

れ
た
試
験

] 
※
 
ば
ら
つ
き

の
判
断
は
別
紙
－
４

参
照
。

 

３
．
出
来
形

 

及
び

 
出
来
ば
え

 
  
Ⅱ
．
品
質

 

電
線
共
同

溝
工
事

 

●
評

価
対
象
項
目

 
 

指
定
材
料

の
規
格
が
、
品
質
を

証
明
す
る
書
類
で
確

認
で
き
る
。

 
 

管
路
の
通

過
試
験
を
行
っ
て
お

り
、

試
験
結
果
か
ら

全
箇
所
が
導

通
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 

 
プ
ラ
ン
ト

出
荷
時
、
現
場
到
着

時
、
舗
設
時
等
に
お

い
て
、
ア
ス
フ
ァ
ル

ト
混
合
物
の

温
度
管
理
が

記
録
し
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
特
殊
部
の

施
工
基
面
の
支
持
力
が

、
均
等
と
な
る
よ

う
に
か
つ
不
陸
が
無

い
よ
う
に
仕
上
げ
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

特
殊
部
等

の
施
工
に
お
い
て
、
隣
接
す
る
各

ブ
ロ
ッ
ク

に
目
違
い
に
よ
る

段
差
及
び
蛇

行
等
が

無
い
よ
う
敷
設
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 

 
埋
戻
し
に

お
い
て
、
設
計
図
書

の
仕
様
を
満
足
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

舗
装
の
復

旧
等
が
適
時
行
わ
れ

、
路
面
の
沈
下
や
不

陸
が
無
く
平
坦
性
を

確
保
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 
 

管
枕
及
び

埋
設
シ
ー
ト
の
設
置

及
び
土
被
り

が
、
設

計
図
書
の
仕
様
を
満

足
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

 

 
管
設
置
に

お
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
管

の
最
小
曲
げ
半
径

を
満
足
し

て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
そ
の
他

 
理
由
：
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 

●
判
断
基
準

 
   

 
品

質
関

係
の
測

定
方

法
又

は
測

定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監

督
職

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い

改

善
さ
れ

た
。

 
 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検

査
職

員
が
修
補
指
示
を
行
っ
た
。

 
 

①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」

の
う
ち

、
評
価

対
象
外
の
項

目
は
削
除

す
る
。

 

②
 

削
除
項
目

の
あ
る

場
合
は

削
除
後
の

評
価
項
目

数
を
母

数
と
し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評
価
す
る
。

 

③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝

該
当
項

目
数
（

 
 
）

／
評
価

対
象
項

目
数
（

 
 
）

 

④
 

な
お
、
削

除
後
の

評
価
対

象
項
目

数
が
２
項
目

以
下
の

場
合
は
ｃ

評
価
と

す
る

。
 

5
0％

以
下

8
0
％
以

下
8
0%
を

超
え

る

90
％

以
上

ａ
ａ

'
ｂ

ｂ

7
5
％

以
上

9
0％

未
満

ａ
'

ｂ
ｂ

'
ｂ

'

6
0
％

以
上

7
5％

未
満

ｂ
ｂ

'
ｃ

ｃ
60
％

未
満

ｂ
'

ｃ
ｃ

ｃ

評 価 値

ば
ら

つ
き

で
判

断
不

可
能

ば
ら
つ

き
で
判

断
可

能

注
 
試
験
結
果

の
打
点
数
等
が
少
な

く
ば
ら
つ
き
の
判
断
が
で
き
な
い
場

合
は
評
価
対
象
項
目

（
評

価
値
）

だ
け
で
評
価

す
る
。

第４編．成績評定について

202



別
紙
－

３
⑭

 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
技

術
検

査
官
）

 

考
査

項
目

 
工

種
 

ａ
 

ａ
’

 
ｂ

 
ｂ
’

 
ｃ

 
ｄ

 
ｅ

 
 

維
持
工
事

 

（
清
掃
工
、
除
草

工
、

付
属
物
工
、
除
雪
、
応

急
処
理
等
）

 

●
評
価
対

象
項
目

 
 

使
用
す
る
材
料

の
品
質
・
形
状
等
が

適
切
で
あ
り
、
か
つ

現
場
に
お
い
て
材
料

確
認
を
適
宜
・
的
確
に

行
っ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る

。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
構
造
物
の
劣
化

状
況
を
よ
く
把
握
し

て
、
適
切
な
対

策
を
施
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
監
督
職
員
の
指

示
事
項
に
対
し
て
、

現
地
状
況
を
勘
案
し

、
施
工
方
法
や
構
造

に
つ
い
て
の
提
案
を

行
う
な
ど
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
る
こ

と
が
確
認
で
き

る
。

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
緊
急
的
な
作
業

に
お
い
て
、
迅
速
か

つ
適
切
に
対
応
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ●
判
断
基

準
 

※
 
該
当
項
目
が
６

項
目
以
上
・
・
・
・

・
・
・
ａ

 
※
 
該
当
項
目
が
５

項
目
・
・
・
・
・
・

・
・
・
ａ
’

 
※
 
該
当
項
目
が
４

項
目
・
・
・
・
・
・

・
・
・
ｂ

 
※
 
該
当
項
目
が
３

項
目
・
・
・
・
・
・

・
・
・
ｂ
’

 
※
 
該
当
項
目
が
２

項
目
以
下
 
・
・
・

・
・
・
ｃ

 
 

注
 
記
載

の
４
項
目
を
必
須
の

評
価
対
象
項
目
と
し

、
こ
の
他
に
適
宜
項

目
を
追
加
し
て
評
価

す
る
も
の
と
す
る
。

 
た
だ

し
、
評
価
対
象
項
目

は
最
大
８
項
目
と
す
る
。

 
 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
職

員
が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ
れ
た

。
 

 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検

査
職
員
が
修
補
指
示
を
行
っ
た
。

 
 

ａ
 

ａ
’

 
ｂ

 
ｂ
’

 
ｃ

 
ｄ

 
ｅ

 
 

３
．
出
来
形

 

及
び

 
出
来
ば
え

 
  
Ⅱ
．
品
質

 

修
繕
工
事

 

（
橋
脚
補
強
、
耐
震

補

強
、
落
橋
防
止
等

）
 

●
評
価
対

象
項
目
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
使
用
す
る
材
料

の
品
質
・
形
状
等
が

適
切
で
あ
り
、
か
つ

現
場
に
お
い
て
材
料

確
認
を
適
宜
・
的
確
に

行
っ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
 

 

 
構
造
物
の
劣
化

状
況
を
よ
く
把
握
し

て
、
適
切
な
対

策
を
施
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
監
督
職
員
の
指

示
事
項
に
対
し
て
、

現
地
状
況
を
勘
案
し

、
施
工
方
法
や
構
造

に
つ
い
て
の
提

案
を
行
う
な
ど
積
極

的
に
取
り
組
ん
で
い

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
施
工
後
の
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
に
対
す
る

提
言
や
修
繕
サ

イ
ク
ル
等
を
勘
案
し

た
提

案
等
を
行
っ
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る

。
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ●
判
断
基

準
 

※
 
該
当
項
目
が
６

項
目
以
上
・
・
・
・

・
・
・
ａ

 
※
 
該
当
項
目
が
５

項
目
・
・
・
・
・
・

・
・
・
ａ
’

 
※
 
該
当
項
目
が
４

項
目
・
・
・
・
・
・

・
・
・
ｂ

 
※
 
該
当
項
目
が
３

項
目
・
・
・
・
・
・

・
・
・
ｂ
’

 
※
 
該
当
項
目
が
２

項
目
以
下
 
・
・
・

・
・
・
ｃ

 
 

注
 
記
載

の
４
項
目
を
必
須
の

評
価
対
象
項
目
と
し

、
こ
の
他
に
適
宜
項

目
を
追
加
し
て
評
価

す
る
も
の
と
す
る
。

 
  

  
た
だ

し
、
評
価
対
象
項
目
は
最

大
８
項
目
と
す

る
。

 
 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
職

員
が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ
れ
た

。
 

 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検

査
職
員
が
修
補
指
示
を
行
っ
た
。
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別
紙
－
３

⑮
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
技

術
検

査
官
）

 

考
査

項
目

 
工

種
 

ａ
 

ａ
’

 
ｂ

 
ｂ
’

 
ｃ

 
ｄ

 
ｅ

 
優
れ

て
い
る

 
ｂ

よ
り
優
れ
て
い
る

 
や
や
優
れ

て
い
る

 
ｃ
よ
り
優
れ
て
い

る
 

他
の

評
価
に
該
当
し
な
い

 
機

械
設
備
工
事

 
  

 

●
評
価
対

象
項
目

 
 

材
料
、
部
品
の

品
質
照
合
の
書

類
（
現
物
照
合
）

を
整
理

し
品
質
の
確
認
が
で

き
る
。

 
 

設
備
の
機
能
及

び
性
能
が
、
承
諾
図

書
の
と
お
り
確
保
さ

れ
、
品
質
の
確
認
が

で
き
る
。

 
 

設
計
図
書
の
仕

様
を
踏
ま
え
た
詳
細

設
計
を
行
い
、
承
諾

図
書
と
し
て
提
出
し

て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 
 

機
器
の
機
能
及

び
性
能
に
係
わ
る
成

績
書
が
整
理
さ
れ
、

品
質
の
確
認
が
で
き

る
。

 
 

溶
接
管
理
基
準

の
品
質
管
理
項
目
に
つ
い
て
、
品
質

管
理

書
類
を
整
理
し
品
質

の
確
認
が
で
き
る
。

 
 

塗
装
管
理
基
準

の
品
質
管
理
項
目
に

つ
い
て
、
品
質
管
理

書
類
を
整
理
し
品
質

の
確
認
が
で
き
る
。

 
 

操
作
制
御
設
備

に
つ
い
て
、
操
作
ス

イ
ッ
チ
や
表
示
灯
が

承
諾
図
書
の
と
お
り
配
置
さ
れ
、
操

作
性
に
す
ぐ
れ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 
 

操
作
制
御
設
備

の
安
全
装
置
及
び
保

護
装
置
の
機
能
・
性
能
確
認
試
験
に

つ
い
て
、
試
験
書
類

を
整

理
し
品
質
の
確

認
が

で
き
る
。

 
 

小
配
管
、
電
気

配
線
、
配
管
が
承
諾

図
書
の
と
お
り
敷
設

し
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

 
 

設
備
の

取
扱
説

明
書
を
工
夫
し
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 
 

完
成
図
書
（
取

扱
説
明
書
）
に
部
品

等
の
点
検
及
び

交
換
方
法

に
つ
い
て
、
ま

と
め
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

 
 

機
器
の
配
置
が

点
検
し
や
す
い
よ
う

工
夫
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る

。
 

 
設
備
の
構
造
や

機
器
の
配
置
が

、
交

換
頻
度
の
高
い
部
品

等
の
交
換
作
業
を
容

易
に
で
き
る
よ
う
工
夫
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 
 

二
次
コ
ン
ク
リ

ー
ト
の
配
合
試
験
及
び
試
験
練
り

を
実
施

し
、
試
験
成
績
表
に

ま
と
め
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 
 

バ
ル
ブ
類
の
平

時
の
状
態
を
示
す
ラ

ベ
ル
な
ど
が
見

や
す
い
状
態
で
表
示

し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

計
器
類
に
運
転

時
の
適
用
範
囲
を
見
や
す
く
表
示
し

て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 
 

回
転
部
や
高
温

部
等
の
危
険
箇
所
に
表
示
又
は
防
護

を
し

て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 
 

構
造
物
の

劣
化

状
況
を
よ
く
把
握
し

て
、
適
切
な
対
策
を
施
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る

。
 

 
現
地
状
況
を
勘

案
し
、
施
工
方

法
等

に
つ
い
て
の
提
案
を

行
う
な
ど
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 
 

そ
の
他

 
理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
●
判
断
基

準
 

※
 
評
価
値
が

90
％
以
上
・
・
・
・

・
・
・
・
・
ａ

 
※
 
評
価
値
が

80
％
以
上

90
％
未

満
・
・
・
・
・
ａ
’

 
※
 
評
価
値
が

70
％
以
上

80
％
未

満
・
・
・
・
・
ｂ

 
※
 
評
価
値
が

60
％
以
上

70
％
未

満
・
・
・
・
・
ｂ
’

 
※
 
評
価
値
が

60
％
未
満
・
・
・
・

・
・
・
・
・
ｃ

 

 
品

質
関

係
の
測

定
方

法
又

は
測

定

値
が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ
れ
た
。

 
 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検

査
職
員
が
修
補

指
示
を
行
っ
た

。
 

 

ａ
 

ａ
’

 
ｂ

 
ｂ
’

 
ｃ

 
ｄ

 
ｅ

 
優
れ

て
い
る

 
ｂ
よ

り
優
れ
て
い
る

 
や
や
優

れ
て
い
る

 
ｃ
よ

り
優
れ
て
い
る

 
他
の
評
価
に
該
当

し
な
い

 

３
．
出
来
形

 

及
び

 
出
来
ば
え

 
  
Ⅱ
．
品
質

 

電
気
設
備
工
事

 
 

●
評
価
対

象
項
目

 
 

製
作
着

手
前
に
、
品
質
や
性
能

の
確
保
に
係
る
技

術
検
討
が
実
施

し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

材
料
・

部
品
の
品
質
照
合
の

結
果
が
品
質
保
証
書

等
（
現
物
照
合
を
含
む
）
で
確
認
で

き
、

設
計
図
書
の

仕
様
を

満
足
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 
 

機
器
の

品
質
、
機
能
及
び
性

能
が

設
計
図
書
を
満

足
し
て
、
成
績
書
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

操
作
ス

イ
ッ
チ
や
表
示
灯
が

承
諾
図
書
の
と
お
り
配
置
さ
れ
、

操
作
性

に
優
れ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 
 

ケ
ー
ブ

ル
及
び
配
管
の
接
続

な
ど
の
作
業
が
、
施

工
計
画
書
に
記
載
さ

れ
た
手
順
に
沿

っ
て
行
わ
れ
、
不
具

合
が
無
い
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

 
 

設
備
の

機
能
及
び
性
能
が
、

設
計
図
書
の

仕
様
を

満
足
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

 
 

操
作
制

御
関
係
の
機
能
及
び

性
能
が
、
設
計
図
書
の

仕
様
を
満
足

し
て

い
る
と
と
も
に
、
必

要
な
安
全
装
置
及
び

保
護
装
置
の

作
動
が

確
認
で
き
る
。

 
 

設
備
の

総
合
性
能
が
、
設
計

図
書
の

仕
様
を

満
足

し
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

 
 

現
場
条

件
に
よ
っ
て
機
器

(製
品

)の
機
能
及
び
性
能
が
確

認
で
き
な
い
場
合
に

お
い
て
、
工
場
試
験

な
ど
で
確
認
し

て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 
 

設
備
全

体
に
つ
い
て
の
取
扱

説
明
書
を
工
夫
し
作

成
（
修
繕
（
改
造
・

更
新
含
む
）
の
場
合
は
、
修
正
又
は

更
新
）
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 
 

完
成
図

書
で
定
期
的
な
点
検

や
交
換
を
要
す
る
部

品
及
び
箇
所
を
明
示

し
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

 
 

設
備
の
構
造
に

お
い
て
、
点
検
や
消

耗
品
の
取
替
え
作
業

が
容
易
に
で
き

る
よ
う
工
夫
し
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 
 

そ
の
他

 
理
由
：

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
●
判
断
基

準
 

※
 
評
価
値
が

90
％
以
上
・
・
・
・

・
・
・
・
・
ａ

 
※
 
評
価
値
が

80
％
以
上

90
％
未

満
・
・
・
・
・
ａ
’

 
※
 
評
価
値
が

70
％
以
上

80
％
未

満
・
・
・
・
・
ｂ

 
※
 
評
価
値
が

60
％
以
上

70
％
未

満
・
・
・
・
・
ｂ
’

 
※
 
評
価
値
が

60
％
未
満
・
・
・
・

・
・
・
・
・
ｃ

 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ
れ
た
。

 
 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検

査
職
員
が
修
補

指
示
を
行
っ
た

。
 

 

①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」

の
う
ち

、
評

価
対
象

外
の
項

目
は
削
除

す
る
。

 

②
 

削
除
項

目
の
あ
る

場
合
は

削
除
後
の

評
価
項
目

数
を
母

数
と
し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評
価
す
る
。

 

③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝

該
当
項

目
数
（

 
 
）

／
評
価

対
象
項

目
数
（

 
 
）

 

④
 

な
お
、
削

除
後
の

評
価
対

象
項
目

数
が
２
項
目

以
下
の

場
合
は

ｃ
評
価
と

す
る
。

 

①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」
の

う
ち
、

評
価
対
象

外
の
項

目
は
削
除

す
る
。

 

②
 

削
除
項
目

の
あ
る

場
合
は
削

除
後
の

評
価
項
目

数
を
母

数
と
し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評
価
す

る
。

 

③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝
該

当
項
目

数
（
 
 

）
／
評

価
対
象
項

目
数
（

 
 
）

 

④
 

な
お
、
削

除
後
の

評
価
対
象

項
目
数

が
２
項
目

以
下
の

場
合
は
ｃ

評
価
と

す
る

。
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別
紙
－
３

⑯
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
技

術
検

査
官
）

 

考
査

項
目

 
工

種
 

ａ
 

ａ
’

 
ｂ

 
ｂ

’
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

優
れ
て
い
る

 
ｂ
よ
り

優
れ
て
い
る

 
や
や
優
れ
て

い
る

 
ｃ
よ
り
優

れ
て
い
る

 
他
の
評

価
に
該
当
し
な
い

 
通

信
設

備
工

事
・

受

変
電
設
備
工
事

 
 

●
評

価
対
象
項
目

 
電
気

 
 

設
計
図
書
に

定
め
ら
れ
て
い
る
品
質
管
理

を
実
施
し

て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 
 

材
料
及
び

構
成
部
品
の
品
質
及
び
形
状

に
つ
い
て
、

設
計
図
書
等
と
適
合

が
確
認
で
き
る
証
明

書
等
を
整
備
し
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 
 

材
料
の
品

質
照
合
の
結
果

が
、
品
質

保
証
書
等
（
現

物
照
合
を
含
む
）
で
確
認
で
き
、

設
計
図

書
の

仕
様
を

満
足
し

て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 
 

設
備
、
機

器
の
品
質
、
機
能
及

び
性
能
が
、
成
績
等

で
確
認
で
き
、
設
計

図
書
の

仕
様
を
満
足

し
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

 
 

ケ
ー
ブ
ル

及
び
配
管
の
接
続
な

ど
の
作
業
が
、
施
工

計
画
書
に
記
載
さ
れ

た
手
順
に
沿
っ

て
行
わ
れ
、
不
具
合

が
無
い
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

 
 

設
備
全
体

と
し
て
の
運
転
性
能

が
所
定
の
能
力

を
満
足
し
て
い
る
こ

と
が

確
認
で
き
る
。

 
 

完
成
図
書

に
お
い
て
、
設

備
の
機
能

並
び
に
性
能
及

び
操
作
方
法
が
容
易

に
判
別
で
き
る

資
料

を
整
備
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

 
 

完
成
図
書

に
お
い
て
、
単
体
品

の
製
造
年
月
日
及
び
製
造
者
が
判
別

で
き
る
資
料

を
整
備
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

 
 

設
備
全
体

及
び
各
機
器
に

お
い
て
、

設
計
図
書
に
規

定
し
た
品
質

及
び
性

能
を
工
場
試
験
記
録

に
よ
り
確
認
で

き
る
。

 
 

設
備
全
体

に
つ
い
て
の
取
扱
説

明
書
を
工
夫
し
て
い

る
こ
と
が
確
認

で
き
る

。
 

 
完
成
図
書

で
定
期
的
な
点
検
や

交
換
を
要
す
る
部
品

及
び
箇
所
を
明

示
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る

。
 

 
設
備
の
構

造
に
お
い
て
、
点
検

や
消
耗
品
の
取

替
え
作
業
が
容
易
に

で
き
る
よ

う
工
夫
し
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

 
 

そ
の
他

 
理
由
：
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
●
判

断
基
準

 
※
 
評
価
値
が

90
％
以
上
・
・
・

・
・
・
・
・
・
ａ

 
※
 
評
価
値
が

80
％
以
上

90
％

未
満
・
・
・
・
・
ａ

’
 

※
 
評
価
値
が

70
％
以
上

80
％

未
満
・
・
・
・
・
ｂ

 
※
 
評
価
値
が

60
％
以
上

70
％

未
満
・
・
・
・
・
ｂ

’
 

※
 
評
価
値
が

60
％
未
満
・
・
・

・
・
・
・
・
・
ｃ

 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監

督
職

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い

改

善
さ
れ
た
。

 
 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が
不
適
切
で
あ
っ
た

た
め
、
検
査

職
員
が
修
補
指
示
を
行
っ
た
。

 
 

ａ
 

ａ
’

 
ｂ

 
ｂ

’
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

＜
Ａ

＞
 

優
れ

て
い
る

 
ｂ
よ
り

優
れ
て
い
る

 
や
や
優
れ
て
い

る
 

ｃ
よ
り
優

れ
て
い
る

 
他
の
評
価
に

該
当
し
な
い

 

＜
Ｂ

＞

 
品
質
関
係
の
試
験

結
果
の
ば
ら
つ
き
と

評
価
対
象
項
目
の
履

行
状
況
（
評
価
値
）

か
ら
判
断
す
る
。
＜

判
断
基
準
参
照
＞

 
[関

連
基
準
、
土
木
工
事
施
工
管
理

基
準
、
そ
の
他
設
計

図
書
に
定
め
ら
れ
た

試
験

] 
※
 
ば
ら

つ
き
の
判
断
は
別
紙

－
４

参
照
。

 

３
．
出
来
形

 

及
び

 
出
来
ば
え

 
  
Ⅱ
．
品
質

 

上
記
以
外
の

工
事

 
（
情
報
ボ

ッ
ク
ス
、
浚
渫

工
等
）
又
は
合

併
工
事

●
評

価
対
象
項
目

 

 
理
由
：
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
理
由
：
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
理
由
：
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
理
由
：
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
理
由
：
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
理
由
：
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
理
由
：
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
理
由
：
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ●
判

断
基
準

 
     

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監

督
職

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い

改

善
さ
れ
た
。

 
 

 
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が
不
適
切
で
あ
っ
た

た
め
、
検
査

職
員
が
修
補
指
示
を
行
っ
た
。

 
 

①
 

当
該
「
評

価
対
象

項
目
」
の

う
ち
、

評
価
対
象

外
の
項

目
は
削
除

す
る
。

 

②
 

削
除
項
目

の
あ
る

場
合
は
削

除
後
の

評
価
項
目

数
を
母

数
と
し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評
価
す

る
。

 

③
 

評
価
値
（

 
 
 

％
）
＝
該

当
項
目

数
（
 
 

）
／
評

価
対
象
項

目
数
（

 
 
）

 

④
 

な
お
、
削

除
後
の

評
価
対
象

項
目
数

が
２
項
目

以
下
の

場
合
は
ｃ

評
価
と

す
る

。
 

 
＜

Ａ
＞

 
対

象
工

事
が

ば
ら

つ
き

に
よ

る
評

価
が

不
適

切
な

工
事

ｅ
ｘ
）
浚
渫
工
、
取
壊
し
工
等

 

※
 
該
当

項
目
が

90
％
以

上
・
・
・

・
・
・

・
・
・

ａ
 

※
 
該
当

項
目

が
80
％
以

上
90
％

未
満
・
・
・

・
・
ａ
’

 
※
 
該
当

項
目
が

70
％
以

上
80
％

未
満
・
・
・

・
・
ｂ

 
※
 
該
当

項
目
が

60
％
以

上
70
％

未
満
・
・
・

・
・
ｂ
’

 
※
 
該
当

項
目
が

60
％
未

満
・
・
・

・
・
・

・
・
・

ｃ
 

な
お

、
削
除

後
の
評

価
対

象
項
目

数
が

２
項
目
以

下
の

場
合
は

ｃ
評

価
と
す

る
。

＜
Ｂ
＞
 

対
象
工

事
が
ば
ら
つ
き
に
よ
る
評
価
が

適
切
な
工
事

 

50
％
以
下

80
％
以
下

8
0%
を
超
え
る

9
0％

以
上

ａ
ａ
'

ｂ
7
5
％

以
上

9
0％

未
満

ａ
'

ｂ
ｂ
'

6
0
％

以
上

7
5％

未
満

ｂ
ｂ
'

ｃ
6
0％

未
満

ｂ
'

ｃ
ｃ

評 価 値

ば
ら
つ
き
で
判
断
可
能

①
 

削
除
項

目
の
あ

る
場
合

は
削
除
後
の

評
価
項
目

数
を
母

数
と
し
て

計
算
し

た
比
率

(％
)計

算
の

値
で
評
価
す
る
。

②
 

評
価
値

（
 
 

 
％
）

＝
該
当
項

目
数

（
 
 

）
／
評

価
対
象
項

目
数
（

 
 
）

 

③
 

評
価
対

象
項
目

数
が
２

項
目
以

下
の

場
合
は
ｃ

評
価
と

す
る

。
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別
紙
－
３

⑰
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
技

術
検

査
官
）

 

ａ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｄ
 

考
査

項
目

 
工

種
 

優
れ
て
い
る

 
や
や
優
れ

て
い
る

 
他
の
評
価
に

該
当
し
な
い

 
劣
っ
て

い
る

 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
工
事

砂
防
構
造
物
工
事

 
海
岸
工
事

 

ト
ン
ネ
ル
工
事

 

●
評
価
対
象
項
目

 
 

コ
ン
ク

リ
ー
ト
構
造
物
の
表

面
状
態
が
良
い
。

 
 

コ
ン
ク

リ
ー
ト
構
造
物
の
通

り
が
良
い
。

 
 

天
端
仕

上
げ
、
端
部
仕
上
げ

等
が
良
い
。

 
 

ク
ラ
ッ

ク
が

無
い
。

 
 

漏
水
が

無
い
。

 
 

全
体
的

な
美
観
が
良
い
。

 

●
判
断
基
準

 
該
当
５
項
目
以

上
・
・
・
ａ

 
該
当
４
項
目
・

・
・
・
・
ｂ

 
該
当
３
項
目
・

・
・
・
・
ｃ

 
該
当
２
項
目
以

下
・
・
・
ｄ

 
 

土
工
事

 
（
盛
土
・
築
堤
工

事
等
）

 

●
評
価
対
象
項
目

 
 

仕
上
げ

が
良
い
。

 
 

通
り
が

良
い
。

 
 

天
端
及

び
端
部
の
仕
上

げ
が
良
い

。
 

 
構
造
物

へ
の
す
り
つ
け
な
ど

が
良
い
。

 
 

全
体
的

な
美
観
が
良
い
。

 
 

●
判
断
基
準

 
該
当
４
項
目
以

上
・
・
・
ａ

 
該
当
３
項
目
・

・
・
・
・
ｂ

 
該
当
２
項
目
・

・
・
・
・
ｃ

 
該
当
１
項
目
以

下
・
・
・
ｄ

 
 

切
土
工
事

 
●

評
価
対
象
項
目

 
 

規
定
さ

れ
た
勾
配
が
確
保
さ

れ
て
い
る
。

 
 

切
土
法

面
の
施
工
に
あ

た
っ
て
、

法
面
の
浮
き
石

が
除
去
さ
れ
て
い
る

な
ど
、
適
切
に
施
工

さ
れ
て
い
る
。

 
 

法
面
勾

配
の
変
化
部
に
つ
い

て
、

干
渉
部
を
設
け

る
な
ど
適
切
に
施
工

さ
れ
て
い
る
。

 
 

滞
水
な

ど
に
よ
る
施
工
面
の

損
傷
が
発
生
し
な
い

よ
う
処
理
が
行

わ
れ
て
い
る
。

 
 

関
係
構

造
物
等
と
の
取
り
合

い
が
設
計
図
書
を
満

足
す
る
よ
う
施
工
さ

れ
て
い
る
。

 
 

全
体
的

な
美
観
が
良
い
。

 
 

●
判
断
基
準

 
該
当
５
項
目
以

上
・
・
・
ａ

 
該
当
４
項
目
・

・
・
・
・
ｂ

 
該
当
３
項
目
・

・
・
・
・
ｃ

 
該
当
２
項
目
以

下
・
・
・
ｄ

 
 

護
岸
・
根
固
・
水

制
工
事

 
●

評
価
対
象
項
目

 
 

通
り
が

良
い
。

 
 

材
料
の

か
み
合
わ
せ
が
よ
く

、
ク
ラ
ッ
ク
が

無
い

。
 

 
天
端
及

び
端
部
の
仕
上
げ
が

良
い
。

 
 

既
設
構

造
物
と
の

す
り
つ
け

が
良
い
。

 
 

全
体
的

な
美
観
が
良
い
。

 
 

●
判
断
基
準

 
該
当
４
項
目
以

上
・
・
・
ａ

 
該
当
３
項
目
・

・
・
・
・
ｂ

 
該
当
２
項
目
・

・
・
・
・
ｃ

 
該
当
１
項
目
以

下
・
・
・
ｄ

 
 

鋼
橋
工
事

 
●

評
価
対
象
項
目

 
 

表
面
に

補
修
箇
所
が
無
い
。

 
 

部
材
表

面
に
傷

及
び
錆
が
無

い
。

 
 

溶
接
に

均
一
性
が
あ
る
。

 
 

塗
装
に

均
一
性
が
あ
る
。

 
 

全
体
的

な
美
観
が
良
い
。

 
 

●
判
断
基
準

 
該
当
４
項
目
以

上
・
・
・
ａ

 
該
当
３
項
目
・

・
・
・
・
ｂ

 
該
当
２
項
目
・

・
・
・
・
ｃ

 
該
当
１
項
目
以

下
・
・
・
ｄ

 
 

地
す
べ
り
防
止
工

事
 

●
評
価
対
象
項
目

 
 

地
山
と

の
取
り
合
い
が

良
い
。

 
 

天
端
、

端
部
の
仕
上
げ

が
良
い
。

 
 

施
工
管

理
記
録
な
ど
か
ら
不

可
視
部
分
の
出
来
ば

え
の
良
さ
が
伺
え
る

。
 

 
全
体
的

な
美
観
が
良
い
。

 
 

●
判
断
基
準

 
該
当
３
項
目
以

上
・
・
・
ａ

 
該
当
２
項
目
・

・
・
・
・
ｂ

 
該
当
１
項
目
・

・
・
・
・
ｃ

 
該
当
項
目
な
し
・
・
・
・
ｄ

 

舗
装
工
事

 
●

評
価
対
象
項
目

 
 

舗
装
の

平
坦
性
が
良
い
。

 
 

構
造
物

の
通
り
が
良
い
。

 
 

端
部
処

理
が
良
い
。

 
 

構
造
物

へ
の
す
り
つ
け
等
が
良
い
。

 
 

雨
水
処

理
が
良
い
。

 
 

全
体
的

な
美
観
が
良
い
。

 

●
判
断
基
準

 
該
当
５
項
目
以

上
・
・
・
ａ

 
該
当
４
項
目
・

・
・
・
・
ｂ

 
該
当
３
項
目
・

・
・
・
・
ｃ

 
該
当
２
項
目
以

下
・
・
・
ｄ

 
 

３
．
出
来
形

 
及
び

 
出
来
ば
え

 
 Ⅲ
．
出
来
ば
え

 

法
面
工
事

 
●

評
価
対
象
項
目

 
 

通
り
が

良
い
。

 
 

植
生
、

吹
付
等
の
状
態
が
均

一
で
あ
る
。

 
 

端
部
処

理
が
良
い
。

 
 

全
体
的

な
美
観
が
良
い
。

 
 

●
判
断
基
準

 
該
当
３
項
目
以

上
・
・
・
ａ

 
該
当
２
項
目
・

・
・
・
・
ｂ

 
該
当
１
項
目
・

・
・
・
・
ｃ

 
該
当
項
目
な
し
・
・
・
・
ｄ
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別
紙
－
３

⑱
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
技

術
検

査
官
）

 

ａ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｄ
 

考
査

項
目

 
工

種
 

優
れ
て
い
る

 
や
や
優
れ

て
い
る

 
他
の
評
価
に

該
当
し

又
は

 
劣
っ
て

い
る

 
基
礎
工
事

 

(地
盤
改
良
等
を

含
む
）

 

●
評
価
対
象
項
目

 
 

土
工
関

係
の
仕
上
げ
が

良
い
。

 
 

通
り
が

良
い
。

 
 

端
部
及

び
天
端
の
仕
上
げ
が
良
い
。

 
 

施
工
管

理
記
録
な
ど
か
ら
不

可
視
部
分
の
出
来
ば

え
の
良
さ
が
伺
え
る

。
 

 
※
地
盤
改
良
は
ｃ
評
価
と
す
る
。

 

●
判
断
基
準

 
該
当
３
項
目
以

上
・
・
・
ａ

 
該
当
２
項
目
・

・
・
・
・
ｂ

 
該
当
１
項
目
・

・
・
・
・
ｃ

 
該
当
項
目
な
し

・
・
・
・
ｄ

 
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋

上
部
工
事

●
評
価
対
象
項
目

 
 

コ
ン
ク

リ
ー
ト
構
造
物
の
表

面
状
態
が
良
い
。

 
 

コ
ン
ク

リ
ー
ト
構
造
物
の
通

り
が
良
い
。

 
 

天
端
及

び
端
部
の
仕
上
げ
が
良
い
。

 
 

支
承
部

の
仕
上
げ
が
良

い
。

 
 

ク
ラ
ッ

ク
が

無
い
。

 
 

全
体
的

な
美
観
が
良
い
。

 
 

●
判
断
基
準

 
該
当
５
項
目
以

上
・
・
・
ａ

 
該
当
４
項
目
・

・
・
・
・
ｂ

 
該
当
３
項
目
・

・
・
・
・
ｃ

 
該
当
２
項
目
以

下
・
・
・
ｄ

 
 

塗
装
工
事

 

（
工
場
塗
装
を
除

く
）

 

●
評
価
対
象
項
目

 
 

塗
装
の

均
一
性
が
良
い
。

 
 

細
部
ま

で
き
め
細
か
な
施
工

が
さ
れ
て
い
る
。

 
 

補
修
箇

所
が

無
い
。

 
 

ケ
レ
ン

の
施
工
状
況
が

良
好
で
あ
る
。

 
 

全
体
的
な
美

観
が
良
い

。
 

 

●
判
断
基
準

 
該
当
４
項
目
以

上
・
・
・
ａ

 
該
当
３
項
目
・

・
・
・
・
ｂ

 
該
当
２
項
目
・

・
・
・
・
ｃ

 
該
当
１
項
目
以

下
・
・
・
ｄ

 
 

植
栽
工
事

 
●

評
価
対
象
項
目

 
 

樹
木
の

活
着
状
況
が
良

い
。

 
 

支
柱
の

取
り
付
け
が
き
め
細
か
く
施
工
さ
れ

て
い
る
。

 
 

支
柱
の

取
り
付
け
が
堅

固
で
あ
る
。

 
 

全
体
的

な
美
観
が
良
い
。

 
 

●
判
断
基
準

 
該
当
３
項
目
以

上
・
・
・
ａ

 
該
当
２
項
目
・

・
・
・
・
ｂ

 
該
当
１
項
目
・

・
・
・
・
ｃ

 
該
当
項
目
な
し
・
・
・
・
ｄ

 
 

防
護
柵
（
網
）
工

事
 

●
評
価
対
象
項
目

 
 

通
り
が

良
い
。

 
 

端
部
処

理
が
良
い
。

 
 

部
材
表

面
に
傷
及
び
錆
が
無

い
。

 
 

既
設
構

造
物
等
と
の
す
り
つ

け
が
良

い
。

 
 

き
め
細

や
か
に
施
工
さ

れ
て
い
る
。

 
 

全
体
的

な
美
観
が
良
い
。

 
 

●
判
断
基
準

 
該
当
５
項
目
以

上
・
・
・
ａ

 
該
当
４
項
目
・

・
・
・
・
ｂ

 
該
当
３
項
目
・

・
・
・
・
ｃ

 
該
当
２
項
目
以

下
・
・
・
ｄ

 
 

標
識
工
事

 
●

評
価
対
象
項
目

 
 

設
置
位

置
に
配
慮
が
あ

る
。

 
 

標
識
板

の
向
き

並
び
に
角
度

及
び
そ
の
支
柱
の
通

り
が
良
い
。

 
 

標
識
板

の
支
柱
に
変
色
が
無

い
。

 
 

支
柱
基

礎
が
入
念
に

埋
め
戻

さ
れ
て
い
る
。

 
 

全
体
的
な

美
観
が
良
い

。
 

 

●
判
断
基
準

 
該
当
４
項
目
以

上
・
・
・
ａ

 
該
当
３
項
目
・

・
・
・
・
ｂ

 
該
当
２
項
目
・

・
・
・
・
ｃ

 
該
当
１
項
目
以

下
・
・
・
ｄ

 
 

３
．
出
来
形

 

及
び

 
出
来
ば
え

 
 Ⅲ
．
出
来
ば
え

 

区
画
線
工
事

 
●

評
価
対
象
項
目

 
 

塗
料
の
塗

布
が
均
一
で
あ
る

。
 

 
視
認
性

が
良
い
。

 
 

接
着
状

態
が
良
い
。

 
 

施
工
前

の
清
掃
が
入
念
に
実

施
さ
れ
て
い
る
。

 
 

全
体
的

な
美
観
が
良
い
。

 
 

●
判
断
基
準

 
該
当
４
項
目
以

上
・
・
・
ａ

 
該
当
３
項
目
・

・
・
・
・
ｂ

 
該
当
２
項
目
・

・
・
・
・
ｃ

 
該
当
１
項
目
以

下
・
・
・
ｄ
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別
紙
－
３

⑲
 

考
査

項
目
別

運
用
表

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
技

術
検

査
官
）

 

ａ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｄ
 

考
査

項
目

 
工

種
 

優
れ
て
い
る

 
や
や
優
れ

て
い
る

 
他
の
評
価
に

該
当
し
な
い

 
劣
っ
て

い
る

 
機
械
設
備
工
事

 
●

評
価
対
象
項
目

 
 

主
設
備

、
関
連
設
備
及
び
操

作
制
御
設
備
が
全
体

的
に
統
制
さ
れ
て
お

り
、
運
転
操
作
性
が

良
い

。
 

 
き
め
細

か
な
施
工
が
な
さ
れ

て
い
る
。

 
 

土
木
構

造
物
、
既
設
設
備
等

と
の
す
り
つ
け
が
良

い
。

 
 

溶
接
、

塗
装
、
組
立
等
に
あ

た
っ
て
、
細
部
に
渡

る
配
慮
が
な
さ
れ
て

い
る
。

 
 

全
体
的

な
美
観

が
良
い

。
 

 

●
判
断
基
準

 
該
当

4
項
目
以

上
・
・
・
ａ

 
該
当
３
項
目
・

・
・
・
・
ｂ

 
該
当
２
項
目
・

・
・
・
・
ｃ

 
該
当
１
項
目
以

下
・
・
・
ｄ

 
 

電
気
設
備
工
事

 
 

●
評
価
対
象
項
目

 
 

き
め
細

や
か
な
施
工
が
な
さ

れ
て
い
る
。

 
 

公
共
物

と
し
て
、
安
全
性
の

確
保
、
環
境
及
び
維

持
管
理
等
へ
の
配
慮

が
な
さ
れ
て
い
る
。

 
 

動
作
状

態
に
お
い
て
、
電
気

的
及
び
機
械
的
な
異

常
が
無
く
、
総

合
的
な
機
能
及
び
運

用
性
が

良
い
。

 
 

ケ
－
ブ

ル
等
の
接
続
方
法
及

び
収
納
状
況
が
適
切

で
あ
る
。

 
 

操
作
、

保
守
点
検
等
の
容
易

さ
を
確
保
す
る

た
め
の
配
慮
が
な
さ

れ
て
い
る

。
 

 
全
体
的

な
美
観

が
良
い

。
 

 

●
判
断
基
準

 
該
当
５
項
目
以

上
・
・
・
ａ

 
該
当
４
項
目
・

・
・
・
・
ｂ

 
該
当
３
項
目
・

・
・
・
・
ｃ

 
該
当
２
項
目
以

下
・
・
・
ｄ

 
 

維
持
修
繕
工
事

 
●

評
価
対
象
項
目

 
 

小
構
造

物
等
に

も
注
意
が
払

わ
れ
て
い
る
。

 
 

き
め
細

か
な
施
工
が
な
さ
れ

て
い
る
。

 
 

既
設
構

造
物
と
の
す
り
つ
け

が
良
い
。

 
 

全
体
的

な
美
観

が
良
い
。

 
 

●
判
断
基
準

 
該
当
３
項
目
以

上
・
・
・
ａ

 
該
当
２
項
目
・

・
・
・
・
ｂ

 
該
当
１
項
目
・

・
・
・
・
ｃ

 
該
当
項
目
な
し
・
・
・
・
ｄ

 
 

電
線
共
同
溝
工
事

 
   

●
評
価
対
象
項
目

 
 

歩
道
及

び
車
道
の
舗
装

(含
､
仮

復
旧
舗
装

)の
勾

配
が
適
切
で

、
有
害
な
段
差

が
無
く
平
坦
性
が
確

保
さ
れ
て
い
る
。

 
ﾌ
ﾟ
ﾚ
ｷ
ｬ
ｽ
ﾄ
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
の
蓋

に
、
が
た
つ
き
や
不
要
な
隙
間
が
生

じ
て
い
な
い
。

 
 

施
工
管

理
記
録
な
ど
か
ら
、

不
可
視
部
分
の

出
来
映
え
の
良
さ
が

伺
え
る
。

 
 

全
体
的

な
美
観

が
良
い
。

 
 

●
判
断
基
準

 
該
当
３
項
目
以

上
・
・
・
ａ

 
該
当
２
項
目
・

・
・
・
・
ｂ

 
該
当
１
項
目
・

・
・
・
・
ｃ

 
該
当
項
目
な
し
・
・
・
・
ｄ

 
 

通
信
設
備
工
事

 

受
変
電
設
備
工
事

 
 

●
評
価
対
象
項
目

 
 

主
設
備

、
関
連
設
備
等
に
き

め
細
か
な
施
工
が
さ

れ
て
い
る
。

 
 

公
共
物

と
し
て
、
安
全
性
の
確
保
、
環
境
及

び
維
持

管
理
等
へ
の
配
慮

が
な
さ
れ
て
い
る
。

 
 

動
作
状

態
に
お
い
て
、
電
気

的
及
び
機
械
的
な
異
常
が
無
く
、
総

合
的
な
機
能
や
運
用

性
が

良
い
。

 
 

当
該
設

備
及
び
関
連
設
備
が

全
体
的
に
協
調
及
び

統
制
さ
れ
、
総
合
的
な
性

能
向
上
へ
の
配
慮
が

な
さ
れ
て
い
る
。

 
操
作
、

保
守
点
検
等
の
容
易

さ
を
確
保
す
る
た
め

の
配
慮
が
な
さ
れ
て

い
る
。

 
 

全
体
的

な
美
観
が
良
い
。

 
 

●
判
断
基
準

 
該
当
５
項
目
以

上
・
・
・
ａ

 
該
当
４
項
目
・

・
・
・
・
ｂ

 
該
当
３
項
目
・

・
・
・
・
ｃ

 
該
当
２
項
目
以

下
・
・
・
ｄ

 
 

３
．
出
来
形

 

及
び

 
出
来
ば
え

 
 Ⅲ
．
出
来
ば
え

 

上
記
以
外
の
工
事

 

又
は

 
合
併
工
事

 

 ●
評
価
対
象
項
目

 

 
理
由
：

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
理
由
：

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
理
由
：

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
理
由
：

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
理
由
：

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

※
 
該
当
工
種
か
ら
の

評
価
対
象
項
目
で

評
価
を
行
う
。

た
だ
し
、
評
価
対
象

項
目

は
最
大
５
項
目
と
す

る
。

 

●
判
断
基
準

 
該
当
４
項
目
以

上
・
・
・
ａ

 
該
当
３
項
目
・

・
・
・
・
ｂ

 
該
当
２
項
目
・

・
・
・
・
ｃ

 
該
当
１
項
目
以

下
・
・
・
ｄ
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別

紙
－

４

出
来

形
及
び

品
質
の
ば
ら
つ
き
の
考
え
方

［
管

理
図
の
場

合
］

（
上
・
下

限
値
が
あ
る
場
合

）
（下

限
値

の
み
の
場

合
）

［
度

数
表
ま
た
は
ヒ
ス
ト
グ
ラ
ム
の
場

合
］

ば
ら
つ

き
が
小
さ
い

ば
ら
つ
い
て
い
る

ば
ら
つ
き
が
大

き
い

規
格

値

規
格
値

設
計
値

50％50％

80％80％

①
ば

ら
つ
き
が
5
0
％

以
下

と
判

断
で
き
る
例

規
格
値

規
格
値

設
計
値

50％50％

80％80％

②
ば
ら
つ

き
が
80
％

以
下
と
判

断
で
き
る
例

仮
想
の
上
限
値

規
格
値

設
計
値

50％

80％80％

上
限
値

を
仮

定

下
限
値
を
規
定

50％

規 格 値

規 格 値

規 格 値

規 格 値

規 格 値

規 格 値
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別
紙

－
５

①

「
施

工
プ

ロ
セ

ス
」

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
案

）

１
．

工
事

名
工

事
地

方
整

備
局

２
．

工
期

平
成

年
月

日
～

平
成

年
月

日
事

務
所

名
：

３
．

施
工

業
者

主
任

監
督

員
名

：

①
「

施
工

プ
ロ

セ
ス

」
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
案

）
は

、
共

通
仕

様
書

、
契

約
書

等
に

基
づ

き
、

施
工

に
必

要
な

プ
ロ

セ
ス

が
適

切
に

施
工

さ
れ

て
い

る
か

を
監

督
職

員
等

が
確

認
す

る
。

②
チ

ェ
ッ

ク
欄

で
は

、
書

類
も

し
く

は
現

場
等

で
確

認
し

た
月

日
、

及
び

そ
の

内
容

が
Ｏ

Ｋ
で

あ
れ

ば
□

に
レ

マ
ー

ク
を

記
入

し
、

Ｏ
Ｋ

で
な

け
れ

ば
、

備
考

欄
に

改
善

通
知

、
改

善
指

示
及

び
そ

の
是

正
状

況
等

を
記

入
す

る
。

③
用

語
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

契
約

後
：

当
初

契
約

後
、

変
更

後
：

工
期

内
に

行
う

契
約

変
更

後
と

す
る

。

（
１

／
４

）

考
細

チ
ェ

ッ
ク

時
期

査
確

認
項

目
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

一
覧

表
備

考

項
着

手
前

施
工

中
完

成
時

目
別

（
チ

ェ
ッ

ク
の

目
安

）

１
Ⅰ

○
契

約
工

程
表

・
契

約
締

結
の

14
日

以
内

に
、

契
約

工
程

表
が

提
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

出
さ

れ
た

。
（

契
約

後
、
変

更
後

）
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

施
施

工
工

○
工

事
カ

ル
テ

・
事

前
に

監
督

職
員

の
確

認
を

受
け

、
契

約
締

結
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

体
体

後
等

の
10

日
以

内
に

登
録

機
関

に
申

請
し

た
。

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

制
制

（
契

約
後

、
変

更
後

、
完

成
時

）

一 般
○

品
質

証
明

・
品

質
証

明
員

の
資

格
（

身
分

及
び

経
歴

）
が

適
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

正
で

あ
る

。
ま

た
、

品
質

証
明

員
に

関
す

る
資

料
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

を
書

面
で

提
出

し
た

。
（

契
約

後
、
変

更
後

）

・
工

事
途

中
及

び
検

査
時

の
事

前
に

品
質

確
認

を
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

行
い

、
そ

の
結

果
を

所
定

の
様

式
に

よ
り

提
出

し
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

た
。

（
検

査
の

前
等

）

・
品

質
証

明
は

、
出

来
高

、
品

質
及

び
写

真
管

理
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

等
、

工
事

全
般

に
わ

た
り

適
切

（
数

量
も

含
む

）
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

に
実

施
し

た
。

（
品

質
証

明
実

施
時

）

○
建

設
業

退
職

金
共

・
掛

金
収

納
書

の
写

し
を

契
約

締
結

後
１

ヶ
月

以
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

済
制

度
等

内
に

提
出

し
た

。
（

契
約

後
、
増

額
変

更
後

）
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

・
「

建
設

業
退

職
金

共
済

制
度

適
用

事
業

主
工

事
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

現
場

」
の

標
識

が
現

場
に

掲
示

し
て

い
る

。
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

（
施

工
時

１
回

程
度

）

・
労

災
保

険
関

係
の

項
目

が
現

場
の

見
や

す
い

場
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

所
に

掲
示

し
て

い
る

。
（

施
工

時
１

回
程

度
）

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

・
建

設
業

退
職

金
共

済
証

紙
の

配
布

を
受

け
払

い
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

簿
等

に
よ

り
適

切
に

管
理

し
て

い
る

。
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

（
施

工
時

適
宜

）

○
請

負
代

金
内

訳
書

・
契

約
締

結
後

14
日

以
内

に
、

所
定

の
様

式
で

提
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

出
し

た
。

（
契

約
後

、
変

更
後

）
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

○
施

工
体

制
台

帳
、

・
施

工
体

制
台

帳
を

現
場

に
備

え
付

け
、

か
つ

、
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

施
工

体
系

図
同

一
の

も
の

を
提

出
し

た
。

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

（
施

工
時

の
当

初
、
変

更
時

）

・
施

工
体

制
台

帳
に

下
請

負
契

約
書

（
写

）
及

び
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

再
下

請
負

通
知

書
を

添
付

し
て

い
る

。
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

（
施

工
時

の
当

初
、
変

更
時

）

・
施

工
体

制
台

帳
に

、
下

請
負

金
額

を
記

入
し

て
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

い
る

。
（

施
工

時
の

当
初

、
変

更
時

）
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

第４編．成績評定について

210



別
紙

ー
５

②

「
施

工
プ

ロ
セ

ス
」

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
案

）
（

２
／

４
）

考
細

チ
ェ

ッ
ク

時
期

査
確

認
項

目
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

一
覧

表
備

考

項
着

手
前

施
工

中
完

成
時

目
別

（
チ

ェ
ッ

ク
の

目
安

）

１
Ⅰ

○
施

工
体

制
台

帳
、

・
施

工
体

系
図

を
現

場
の

工
事

関
係

者
及

び
公

衆
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

施
工

体
系

図
の

見
や

す
い

場
所

に
掲

げ
て

い
る

。
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

施
施

（
続

き
）

（
施

工
時

の
当

初
、
変

更
時

）

工
工

体
体

・
施

工
体

系
図

に
記

載
の

な
い

業
者

が
作

業
し

て
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

制
制

い
な

い
。

（
施

工
時

１
回

／
月

程
度

）
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

一 般
・

施
工

体
系

図
に

記
載

さ
れ

て
い

る
主

任
技

術
者

（
／

）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

及
び

施
工

計
画

書
に

記
載

さ
れ

て
い

る
技

術
者

が
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

本
人

で
あ

る
。

（
施

工
時

の
当

初
、
変

更
時

）

・
元

請
負

人
が

そ
の

下
請

工
事

の
施

工
に

実
質

的
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

に
関

与
し

て
い

る
。
（

施
工

時
の

当
初

、
変

更
時

）
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

○
建

設
業

許
可

標
識

・
建

設
業

許
可

を
受

け
た

こ
と

を
示

す
標

識
を

公
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

衆
の

見
や

す
い

場
所

に
設

置
し

、
監

理
技

術
者

を
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

正
し

く
記

載
し

て
い

る
。

（
施

工
時

１
回

程
度

）

Ⅱ
○

現
場

代
理

人
・

現
場

代
理

人
は

、
現

場
に

常
駐

し
て

い
る

。
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

(
施

工
時

１
回

／
月

程
度

)
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

配 置
・

現
場

代
理

人
は

、
監

督
職

員
と

の
連

絡
調

整
及

（
／

）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

技
び

対
応

を
書

面
で

行
っ

て
い

る
。
（

施
工

時
適

宜
）

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

術 者
○

専
門

技
術

者
・

専
門

技
術

者
を

専
任

し
、

配
置

し
て

い
る

。
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

／
の

配
置

（
施

工
計

画
時

、
施

工
時

適
宜

）
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

現 場
○

作
業

主
任

者
・

作
業

主
任

者
を

選
任

し
、

配
置

し
て

い
る

。
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

代
の

選
任

（
施

工
計

画
時

、
施

工
時

適
宜

）
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

理 人
○

監
理

技
術

者
・

資
格

者
証

の
内

容
を

確
認

し
た

。
（

／
）

・
（

主
任

技
術

者
）

（
着

手
前

）
□

監
の

専
任

制

理
・

配
置

予
定

技
術

者
、

通
知

に
よ

る
監

理
技

術
者

（
／

）

技
施

工
体

制
台

帳
に

記
載

さ
れ

た
監

理
技

術
者

と
監

□

術
理

技
術

者
証

に
記

載
さ

れ
た

技
術

者
及

び
本

人
が

者
同

一
で

あ
っ

た
。

（
着

手
前

）

・ 主
・

現
場

に
常

駐
し

て
い

た
。

（
／

）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

任
(
施

工
時

１
回

／
月

程
度

)
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

技 術
・

施
工

計
画

や
工

事
に

係
る

工
程

、
技

術
的

事
項

（
／

）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

者
を

把
握

し
、

主
体

的
に

係
わ

っ
て

い
た

。
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

(
施

工
時

、
打

合
せ

時
)

・
施

工
に

先
立

ち
、

創
意

工
夫

又
は

提
案

を
も

っ
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

て
工

事
を

進
め

て
い

る
。

（
施

工
時

適
宜

）
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

○
現

場
技

術
者

・
現

場
技

術
員

と
の

対
応

が
適

切
で

あ
る

。
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

（
施

工
時

適
宜

）
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

○
下

請
負

者
の

把
握

・
下

請
負

者
が

国
土

交
通

省
の

工
事

指
名

競
争

参
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

加
資

格
者

で
あ

る
場

合
に

は
、

指
名

停
止

期
間

中
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

で
な

い
。

（
施

工
時

適
宜

）
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別
紙

－
５

③

「
施

工
プ

ロ
セ

ス
」

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
案

）
（

３
／

４
）

考
細

チ
ェ

ッ
ク

時
期

査
確

認
項

目
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

一
覧

表
備

考

項
着

手
前

施
工

中
完

成
時

目
別

（
チ

ェ
ッ

ク
の

目
安

）

２
Ⅰ

○
設

計
図

書
の

照
査

・
契

約
書

第
18

条
第

１
条

第
１

号
か

ら
第

５
号

に
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

等
係

わ
る

設
計

図
書

の
照

査
を

行
っ

て
い

る
。

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

施
施

（
着

手
前

、
施

工
時

適
宜

）

工
工

状
管

・
現

場
と

の
相

違
事

実
が

あ
る

場
合

、
そ

の
事

実
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

況
理

が
確

認
で

き
る

資
料

を
書

面
に

よ
り

提
出

し
て

確
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

認
を

受
け

た
。

（
着

手
前

、
施

工
時

適
宜

）

○
施

工
計

画
書

・
施

工
（

変
更

を
含

む
）
に

先
立

ち
、
提

出
し

た
。

（
／

）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

（
着

手
前

、
変

更
時

）
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

・
記

載
内

容
と

現
場

施
工

方
法

と
一

致
し

て
い

る
。

（
／

）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

（
施

工
時

適
宜

）
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

・
記

載
内

容
（

作
業

手
順

書
等

）
と

現
場

施
工

体
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

制
が

一
致

し
て

い
る

。
（

施
工

時
適

宜
）

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

・
記

載
内

容
が

、
設

計
図

書
・

現
場

条
件

等
を

反
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

映
し

て
い

る
。

（
着

手
前

、
変

更
時

）
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

○
施

工
管

理
・

工
事

材
料

の
資

料
の

整
理

及
び

確
認

が
さ

れ
、

（
／

）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

・
工

事
材

料
管

理
管

理
し

て
い

る
。

（
施

工
時

適
宜

）
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

・
出

来
形

、
・

品
質

管
理

確
保

の
た

め
の

対
策

な
ど

施
工

に
関

（
／

）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

品
質

管
理

す
る

工
夫

を
書

面
で

確
認

で
き

る
。

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

（
施

工
時

適
宜

）

・
日

常
の

出
来

形
、

品
質

管
理

が
書

面
に

て
確

認
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

で
き

る
。

（
施

工
時

適
宜

）
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

・
イ

メ
ー

ジ
ア

ッ
プ

・
特

記
仕

様
書

等
に

定
め

ら
れ

た
事

項
や

独
自

の
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

取
り

組
み

又
、

地
域

等
よ

り
評

価
さ

れ
る

も
の

が
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

あ
る

。
（

施
工

時
適

宜
）

○
検

査
(
確

認
を

含
・

監
督

員
の

立
合

い
に

あ
た

っ
て

、
あ

ら
か

じ
め

（
／

）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

む
)
及

び
立

会
い

立
合

願
を

提
出

し
て

い
る

。
（

施
工

時
適

宜
）

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

等
の

調
整

・
段

階
確

認
の

確
認

時
期

が
、

適
切

で
あ

る
。

（
／

）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

（
施

工
時

適
宜

）
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

○
工

事
の

着
手

・
工

事
開

始
日

後
、

30
日

以
内

に
工

事
に

着
手

し
（

／
）

た
。

（
着

手
時

）
□

○
支

給
品

・
受

領
予

定
14

日
前

ま
で

に
、

品
名

、
数

量
、

品
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

及
び

貸
与

品
質

、
規

格
又

は
性

能
を

記
し

た
要

求
書

を
提

出
し

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

た
。

（
施

工
時

適
宜

）

○
建

設
副

産
物

・
請

負
者

は
、

産
業

廃
棄

物
管

理
票

（
マ

ニ
ュ

フ
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

及
び

建
設

廃
棄

物
ェ

ス
ト

）
に

よ
り

適
正

に
処

理
さ

れ
て

い
る

こ
と

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

を
確

認
し

、
監

督
職

員
に

提
示

し
た

。

（
施

工
時

適
宜

）

・
再

生
資

源
利

用
計

画
書

及
び

再
生

資
源

利
用

促
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

進
計

画
書

を
所

定
の

様
式

に
基

づ
き

作
成

し
、

施
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

工
計

画
書

に
含

め
提

出
し

た
。

（
施

工
時

適
宜

）

○
指

定
建

設
機

械
類

・
指

定
建

設
機

械
（

排
水

ガ
ス

対
策

型
・

低
騒

音
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

の
確

認
型

・
低

振
動

型
建

設
機

械
）

を
使

用
し

て
い

る
。

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

(
施

工
時

１
回

程
度

)
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別
紙

－
５

④

「
施

工
プ

ロ
セ

ス
」

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
案

）
（

４
／

４
）

考
細

チ
ェ

ッ
ク

時
期

査
確

認
項

目
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

一
覧

表
備

考

項
着

手
前

施
工

中
完

成
時

目
別

（
チ

ェ
ッ

ク
の

目
安

）

２
Ⅱ

○
工

程
管

理
・

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
等

を
実

施
し

、
工

程
の

管
理

（
／

）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

を
行

っ
て

い
る

。
（

施
工

時
適

宜
）

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

施
工

工
程

・
現

場
条

件
変

更
へ

の
対

応
、

地
元

調
整

を
積

極
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

状
管

的
に

行
い

、
そ

の
結

果
を

書
類

で
提

出
し

た
。

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

況
理

（
施

工
時

適
宜

）

・
作

業
員

の
休

日
の

確
保

を
行

っ
た

記
録

が
整

理
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

さ
れ

て
い

る
。

（
施

工
時

適
宜

）
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

Ⅲ
○

安
全

活
動

・
災

害
防

止
協

議
会

等
を

設
置

し
、

活
動

記
録

が
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

あ
る

。
（

施
工

時
適

宜
）

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

安 全
・

店
社

パ
ト

ロ
ー

ル
を

実
施

し
、

記
録

が
あ

る
。

（
／

）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）
（

／
）

対
（

施
工

時
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４―４ 請負工事成績評定結果の取扱いについて

（工事成績ランキング）

国 官 技 第 1 1 3 号

平成 18 年 7 月 31 日

各 地 方 整 備 局 企 画 部 長

北海道開発局事業振興部長 あて

沖縄総合事務局開発建設部長

国土交通省大臣官房技術調査課長

請負工事成績評定結果の取扱いについて

工事の施工状況の評価については、「請負工事成績評定要領の制定について」（平成 13
年 3 月 30 日付国官技第 92 号）により通知しているところであるが、今般、公共工事の透

明性の確保や民間事業者の技術力の向上を一層促進するため、地方整備局等が実施する請

負工事成績評定の結果について、下記のとおり取り扱うこととしたので、遺漏なきよう実

施されたい。

記

１．請負工事成績評定結果の公表

公共工事の透明性の一層の確保を図るため、地方整備局等が発注した土木工事にお

ける請負工事成績評定の結果について、企業毎の請負工事成績評定の平均点を算出し

順位付けを行い、その結果について公表するものとする。

２．請負工事成績評定結果の活用

民間事業者の技術力の一層の向上を図るため、上記１において算出した各企業の請

負工事成績評定の平均点が別紙「請負工事成績評定結果策定基準（案）」に定める一定

以上の点数となる企業については、地方整備局等が発注する土木工事において、中間

技術検査の実施回数の減免や総合評価落札方式の評価基準として活用するなど措置を

講じるものとする。

以上
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請負工事成績評定結果の取扱いの運用

平成 18 年 7 月 31 日 国コ企第４号

（一部改正）平成 19 年 3 月 30 日 国コ企第１号

（一部改正）平成 20 年 6 月 6 日 国シ企第１号

各地方整備局技術調整管理官

北海道開発局技術管理課長 あて

沖縄総合事務局技術管理官

国土交通省大臣官房技術調査課

建設システム管理企画室長

「請負工事成績評定結果の取扱いの運用」の一部改正について

請負工事成績評定結果の公表については、「請負工事成績評定結果の取扱いについて」

（平成 18 年 7 月 31 日付け国官技第 113 号、以下、「課長通知」とする。）及び『「請負工

事成績評定結果の取扱いについて」の運用の一部改正について』（平成 19 年 3 月 30 日付

け国コ企第１号、以下、「室長通知」とする。）にて通知したところであるが、室長通知

「請負工事成績評定結果策定基準（案）」の一部を改正することとしたので別紙のとおり

実施されたい。
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（別紙）

請負工事成績評定結果策定基準（案）

１．対象企業

・請負工事成績評定結果の公表の対象となる企業は、下記「２．対象工事」に該当する

工事の実績を３件以上有する企業とし、地方整備局等は、企業毎の平均点を算出し順

位付けを行い、その結果について公表することとする。

・地方整備局等は、下記「２．対象工事」の工事種別毎に、公表対象となる工事種別の

選定基準を定めた場合には、企業毎の平均点を算出し順位付けを行い、その結果につ

いて公表することができるものとする。但し、課長通知「２．請負工事成績評定結果

の活用」の適用は行わないものとする。

２．対象工事

上記１において、企業毎の請負工事成績評定の平均点を算出する対象となる工事とし

ては、地方整備局等が発注し、過去２カ年度内に完成した土木工事のうち、一般土木工

事、アスファルト舗装工事、鋼橋上部工事、セメント・コンクリート舗装工事、プレス

トレスト・コンクリート工事、法面処理工事、河川しゅんせつ工事、グラウト工事、杭

打工事、維持修繕工事とする。

なお、年度とは、当該年４月１日から翌年３月３１日とする。

３．共同企業体の請負工事成績評定の取扱い

共同企業体（特定・経常 JV）が受注した工事における請負工事成績評定点は、各構

成企業の請負工事成績評定の実績として各々の企業に算入する。

４．公表項目

・請負工事成績評定結果の公表にあたっては、「企業名」、「平均点（少数第１位を四捨

五入）」、の各項目について、平均点の高い企業から順位を付けて公表することとす

る。なお、必要に応じて、「建設業法許可番号」「本社等所在地」等を併せて公表し

てもよい。

・各企業の請負工事成績評定の平均点に基づく順位付けを行うにあたり、少数第１位を

四捨五入後、同順位の企業が複数存在する場合には、企業名の掲載を五十音順で行う

こととする。

５．請負工事成績評定結果の活用に関する一定以上の点数等

・請負工事成績評定結果の活用に関する一定以上の点数とは、当面、８０点を原則とす

るが、これによりがたい場合は、平均点が上位の者に相当する点数とするなど各局に

おいて決定するものとする。

・但し、下記に該当する場合については、課長通知「２．請負工事成績評定結果の活用」

の適用の対象外とする。

①各企業の平均点の算出に用いた工事の請負工事成績評定点において６５点未満の

実績を有する場合
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②その他地方整備局長若しくは事務所長が不適切と認める場合

６．公表時期

毎年度６月末を目途に公表することする。

７．その他

地方整備局等における請負工事成績評定結果の策定方法については、原則、上記１か

ら６に従うものとするが、地方整備局等の状況等により、真にやむを得ない場合におい

ては、大臣官房技術調査課建設システム管理企画室と調整の上、当該地方整備局につい

てのみ、対象企業の工事実績や請負工事成績評定結果の活用に関する一定以上の点数等

を変更できることとする。
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請負工事成績評定結果取扱細則

平成 18 年 9 月 11 日 事務連絡

（一部改正）平成 19 年 3 月 30 日 事務連絡

各 地 方 整 備 局 企 画 部 技 術 管 理 課 長

北海道開発局事業振興部 技術管理課長補佐 あて

沖縄総合事務局開発建設部 技 術 管 理 課 長

大臣官房技術調査課

工事監視官

請負工事成績評定結果取扱細則の一部改正について

請負工事成績評定結果の公表については、「請負工事成績評定結果の取扱いについて」

（平成 18 年 7 月 31 日付大臣官房技術調査課長通知国官技第 113 号）、『「請負工事成績評

定結果の取扱いについて」の運用について』（平成 18 年 7 月 31 日付大臣官房技術調査課

建設コスト管理企画室通知国コ企第４号）に基づき、「請負工事成績評定結果取扱細則に

ついて」（平成 18 年 9 月 11 日付け事務連絡）を通知したところであるが、今般『「請負工

事成績評定結果の取扱いについて」の運用の一部改正についてについて』（平成 19 年 3 月

30 日付け国コ企第１号）により「請負工事成績評定結果策定基準（案）」が一部改正され

たことから、請負工事成績評定結果の取扱に係る細則を別添のとおり一部改正したので通

知する。
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別添

請負工事成績評定結果取扱細則

本細則は、『「請負工事成績評定結果の取扱いについて」の運用の一部改正について』（平

成 19 年 3 月 31 日付大臣官房技術調査課建設コスト管理企画室通知国コ企第１号）（以下、

「室長通知」とする。）の別紙「請負工事成績評定結果策定基準（案）」（以下、「策定基

準」とする。）の５「請負工事成績評定結果の活用に関する一定以上の点数等」を満足す

る企業への措置等請負工事成績評定結果の取扱に係る細則について定めたものである。

なお、本細則に基づいて実施する工事成績評定優秀企業の認定や当該企業に対する措置

等については、通称「ゴールドカード制度」と呼ぶこととする。

１．認定対象企業

１－１．認定優秀企業

・ 地方整備局等は、策定基準の１、２に該当する企業のうち、策定基準の５「請負工

事成績評定結果の活用に関する一定以上の点数等」を満足する企業を「工事成績優

秀企業」（以下、「認定優秀企業」とする。）として認定するものとする。

・ 但し、策定基準の１に基づき、工事種別毎に企業毎の平均点を算出し順位付けを行

った場合には、策定基準の５「請負工事成績評定結果の活用に関する一定以上の点

数等」を満足する企業であっても「工事成績優秀企業」として認定を行わないもの

とし、かつ、下記「３．認定優秀企業に対する措置」の適用を行わないものとする。

１－２．不適切事項

室長通知５．「②その他地方整備局長若しくは事務所長が不適切と認める場合」とは、

過去２カ年度（認定を行う年度の前年度及び前々年度）、及び、認定を行う年度当初（４

月１日）から認定を行う日の間に、原則、下記①～③に該当する事案が発生した場合と

する。

① 当該地方整備局等発注工事の請負工事成績評定で６５点未満となった場合（室長

通知の別紙「請負工事成績評定結果策定基準（案）」の２．に規定する１０工種

の工事に限る）。

② 当該地方整備局等発注工事において、工事事故や現場説明書の指導事項への抵触

等により文書注意もしくは指名停止の措置を受けた場合。

③ その他、法令遵守違反、民事再生法の申請その他不適切な行為により無効とする

べきと判断した場合。

※①～③については、認定優秀企業を構成員とする共同企業体に対しても適用す

る。

２．認定方法

・ 各地方整備局等は、別添１「工事成績優秀企業認定書」を作成し、認定優秀企業に

授与するものとし、認定にあたっては、原則、地方整備局長名で行うものとする。
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・ 認定時期は、「請負工事成績評定結果の取扱いについて」（平成 18 年７月 31 日付大

臣官房技術調査課長通知 国官技第 113 号）の１．に基づく請負工事成績評定結果

の公表後、速やかに行うものとする。

※請負工事成績評定の公表後、企業に対する認定書の授与が速やかに行えない場合においては、

認定書の授与とは別に、企業に対し工事成績優秀企業の対象となった旨を通知してもよい。

３．認定優秀企業に対する措置

認定優秀企業については、原則、下記の措置について適用するものとする。

（シール等の使用）

① 認定優秀企業は、地方整備局等から授与された「工事成績優秀企業認定シール（ヘ

ルメット用）」「ピンバッジ」を使用することができる。

但し、「工事成績優秀企業認定シール（ヘルメット用）」については、当該地方

整備局管内で行う直轄土木工事のみに使用できるものとする。

（認定ロゴマークの使用）

② 認定優秀企業は、別添２「工事成績優秀企業認定ロゴマーク」（以下、「認定ロ

ゴマーク」とする。）を「主任（監理）技術者の名札」、「企業の名刺」等に使用（印

刷）することができるとともに、「建設現場への標示」に掲示することができる。

但し、「主任（監理）技術者の名札」「建設現場への標示」については、当該地

方整備局管内で行う直轄土木工事のみに使用できるものとし、それに要する費用は

当該企業が負担するものとする。

なお、「主任（監理）技術者の名札」については、「施工体制台帳に係る書類の

提出に関する実施要領の改正に伴う追加措置について」（平成 13 年 3 月 30 日付大

臣官房技術調査課建設コスト管理企画室）で通知しているところであるが、認定優

秀企業については、別添３の様式にある名札を作成し、着用することが出来るもの

とする。

（中間技術検査の減免）

③ 当該地方整備局及び事務所が発注する土木工事について、原則、中間技術検査の

減免を行うものとする。

但し、低入札価格調査制度調査対象となった工事及び監督強化価格対象工事※に

ついては中間技術検査減免の適用の対象外とする。

なお、中間技術検査の実施回数等の適用にあたっては、発注者と受注者が協議の

上、決定するものとする。

※「公共工事の品質確保のための重点的な監督業務の実施について」（平成 15 年 7
月 17 日付け国官技第 105 号大臣官房技術調査課長通知）に基づき重点的な監督業

務の実施対象工事のことを指す。

（総合評価落札方式での活用）

① 当該地方整備局及び事務所が発注する土木工事（営繕、港湾空港工事は除く）に
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おける総合評価落札方式の資格審査の評価項目として活用する。

（その他）

・ 上記③、④の適用については、室長通知の別紙「請負工事成績評定結果策定基準

（案）」の２．に規定する下記の１０工種による発注工事に限るものとする。

①一般土木工事、②アスファルト舗装工事、③鋼橋上部工事、④セメント・コ

ンクリート舗装工事、⑤プレストレスト・コンクリート工事、⑥法面処理工事、

⑦河川しゅんせつ工事、⑧グラウト工事、⑨杭打工事、⑩維持修繕工事

・ 共同企業体を構成する全て企業が認定優秀企業の場合、上記①～④について

適用出来るものとする。

４．認定優秀企業に対する措置の適用期間

認定優秀企業の認定有効期限は、当該企業を「工事成績優秀企業」として認定した後、

１年間（以下、「有効期限」とする。）とし、原則、当該年度の 8 月 1 日※１から翌年 7 月 31
日※１の間とする。

また、上記３．「認定優秀企業に対する措置」の各項目の適用期間は、原則、下記の

とおりとする。

・ ①、②の適用期間は、有効期限内に、工事発注の契約を行った工事について、完成

時までの期間において措置を適用できるものとする。

但し、「ピンバッチ」や認定ロゴマークを印刷した「企業の名刺」については、有

効期限内においてその使用を認めるものとする。

・ ③の適用期間は、有効期限内に、工事発注の契約を行った工事について、完成時ま

での期限内において措置を適用できるものとする。

・ ④の適用期間は、原則、有効期限内に、工事発注の手続きを行う工事について措置

を適用するものとする。

※１ 室長通知 6「公表時期（毎年度６月末を目途に公表することする。）」や各地方整備局の局

長表彰等の時期を踏まえ、原則、当該年度の 8 月 1 日から翌年 7 月 31 日とする（但し、

平成 18 年度は当該期日に限らなくてよい）。

５．認定優秀企業の資格失効

・ 適用期間内に本細則１の１－２の①～③に該当する事案が発生した場合には、それ

以降、工事成績優秀企業としての資格を失効するものとする。

・ その際、地方整備局等は、当該企業に対し、速やかに「失効」の旨の通知を行うも

のとする（併せて、関係部局や事務所に情報提供を行うこと）。
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別添１（認定書様式例）
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別添２（工事成績優秀企業認定ロゴマークのデザイン）

認定ロゴマーク使用色彩

名刺等での使用デザイン 

※認定ロゴマークの下部に「工事成

績優秀企業」及び認定地方整備局名

を記入すること 

 工 事 成 績 優 秀 企 業

○ ○ 地 方 整 備 局
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別添３（特記仕様書記載例：名札の様式）

【現場の管理】

工事成績優秀企業に認定され、認定有効期間内に、工事発注の契約を行った工事の監理

技術者、主任技術者（工事成績優秀企業に認定された下請負を含む）は、工事成績優秀企

業認定マークの使用や金色帯線（黄色もしくは橙色の帯線でも可）を名札上部に印刷する

ことが出来るものとする。

注意１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注意２）所属会社の写真とする。

 

氏名 ○○ ○○

工事名 ○○改良工事

工期 自○○年○○月○○日

至○○年○○月○○日

会社 ◇◇建設株式会社
印

写真

2cm×3cm
程 度

監理（主任）技術者

工 事 成 績 優 秀 企 業

○ ○ 地 方 整 備 局
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４－５ 小規模工事の要領等

公共工事の品質確保の促進に関する法律の施行に伴い、市町村における公共工事におい

ても成績評定を行い、入札・契約時に工事実績や成績評定を活用した技術審査が必要とな

りました。

成績評定を行っていない市町村への成績評定の導入支援と、各発注機関が相互利用する

ために、地方自治体が統一して利用できる成績評定を「小規模（市町村）工事成績評定要

領（案）」として作成しました。

この要領は、国土交通省の請負工事成績評定を基本として、工事成績採点の「考査項目別

運用表」を作成し、直轄工事の成績評定要領の改訂内容との整合を図っています。また、

「小規模（市町村）工事成績評定要領（案）」は、その使用を義務付けるものではないた

め、各発注機関の実状に応じて評価時の考査項目や考査内容を設定しています。

なお「小規模（市町村）工事成績評定要領」の詳細については、中部地方整備局ホーム

ページ「公共工事の品質確保に関するページ」に掲載されています。

各市町村等の実状にあわせて活用していただけるよう、従来の「小規模（市町村）工事

成績評定要領（案）」（平成１７年度版、平成１８年度版）も中部地方整備局ホームペー

ジで引き続き公開を続けます。

中部地方整備局ホームページ

建設関係情報の中の「公共工事の品質確保に関するページ」

http://www.cbr.mlit.go.jp/hinkaku/index.htm
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４－６ 国土交通省直轄土木工事における工事成績評定の分析

結果について

１．概要

平成１７年４月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が制定され、公共

工事の発注者においては施工状況の評価の実施が規定されたところです。

また、工事成績評定は、その結果が次回以降の入札資格要件や技術力評価の一要

素であり、品質向上の観点から発注者・受注者の双方にとってその重要性は今後更

に高まるものと考えられる。

そのため、国土交通省では、工事成績評定の適切な理解と客観性の評価等を目的

として、過去の直轄工事における工事成績評定のデータをもとに、様々な観点から

その特性と客観性の分析を行い、結果をとりまとめている。

分析結果については、定期的にプレス発表を行うとともに、国土交通省のホーム

ページに掲載している。

２．分析対象工事

各年度に完成した国土交通省直轄土木工事（営繕事業、港湾・空港事業を除く）

３．主な分析結果

○工事成績評定点（地方整備局全体）の平均点。

○工事成績評定と、落札率の傾向。

など

※分析結果の詳細については、大臣官房技術調査課において国土交通省のホー

ムページに掲載しています。

ホームページアドレス：http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html
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第５編

監督・検査技術向上支援事例集

について
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（白紙）
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５－１ 監督・検査技術向上支援事例集

平成１４年の橋梁耐震対策工事におけるアンカーボルト定着長不足の発覚に端を発し、

直轄工事においても、近年、粗雑工事として指名停止等措置に至った事例が数多く見受け

られている。

一方、公共工事の品質確保の促進に関する法律が施行となり、公共工事の品質確保の一

層の促進を図るため、工事の監督及び検査の適切な実施が体制の整備とともに法に定めら

れている。

一連の粗雑工事として指名停止等措置に至った事例を見ると、残念ながら監督・検査の

段階で発見できたケースは少なく、ほとんどが、工事完成後の一定期間後に発覚している。

公共工事の品質確保の促進に関する法律の付帯決議の中では、瑕疵担保期間の延長、瑕

疵担保責任の履行に係る保証の在り方などについて総合的な観点から検討するとされてお

り、瑕疵担保における監督・検査の責任の位置付けもさらに深まるものと考えられる。

現場においては、今後も、定められた技術基準に沿って適切に監督・検査を行っていく

ことは勿論のことであるが、粗雑工事を未然に防ぐためは主任監督職員及び技術検査官が

様々な目線で物事を見て、問題点を見つけていただくことも重要と考える。

そのひとつの手だてとして過去に粗雑工事として指名停止等措置に至った事例集を作成

したく関係者にご協力いただき、図面、写真等の資料とともに、現場からの再発防止への

提言も可能な限りしていただいた。

今後、監督・検査に携わる皆様が、本資料をひとつのきっかけにしていただいて、粗雑

工事の防止の観点からも、より充実した監督・検査を行っていただくための一助となれば

幸いである。
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工種
（疎漏概要）

1 護岸工（コンクリートブ
ロックを連結せず）

Ｈ１８ 護岸補修工事 大型連節ブロック　Ａ＝２９１㎡

2 床版高さの規格値超過、及
び床版厚の不足

Ｈ１８ 高架橋上部工工事 床版の出来上がり高さが設計高さの
規格値を超えて高く（最大で84㎜）
施工された。床版厚の不足（最大24
㎜の不足）があった。

3 止水矢板の長さ不足 Ｈ２ 護岸災害復旧工事 護岸災害復旧工事において施工した
延長130ｍの護岸法留工のうち延長
80ｍ間の止水矢板が、設計長さ3ｍ
に対して約1.5ｍで施工したもの。

4 側溝工（街渠管の位置相
違）

Ｈ１７ 排水構造物設置工事 街渠縦断管1,270ｍのうち80ｍにつ
いて設計図書と異なった位置に敷

5 管路敷設工（情報管路の位
置相違）

Ｈ１１ 管路敷設工事 情報管路7,650ｍのうち、377ｍにつ
いて設計図書と異なった位置、仕様
で埋設。

6 舗装工（舗装工の出来形不
足）

Ｈ１７ 舗装打換工事 舗装打換工266㎡のうち12㎡が未施
工。

7 電線共同溝（電線共同溝特
殊部の位置相違）

Ｈ１８ 電線共同溝工事 電線共同溝特殊部の位置が80箇所の
うち6箇所が設計図書と相違、さら
に出来形管理の一部不備や完成図書
も現地と相違していたことが判明。

8 橋台工（橋台の位置相違） Ｈ１６ 橋台工工事 橋台が下流側に100㎜ずれていた。

9 橋脚工（橋脚場所打杭の施
工不良）

Ｈ２０ 高架橋下部工事 橋脚の場所打杭124本のうち１3本に
ついて、鉄筋かごの共上がりや鉄筋
かごの下がり及び杭頭部コンクリー
トの欠落などが確認された。さら
に、発注者に提出する工事書類を改
ざんした。

10 防護柵工（防護柵支柱の根
入れ不足）

Ｈ１７ 防護柵設置工事 防護柵支柱528本のうち埋め込み不
足支柱215本。

11 舗装工（路盤、路床改良の
出来形不足）

Ｈ１５ 舗装工事 路床改良工3,630㎡のうち65㎡、下
層路盤工3,340㎡のうち65㎡、上層
路盤工2,930㎡のうち65㎡に出来形
不足が確認された。

12 コンクリート堰堤本体工
（設計と相違したコンク
リート配合での施工）

Ｈ１８ コンクリート堰堤本体工
事

・特記仕様書（21-5-80）と異なる
配合のコンクリート（21-5-25）で
施工した。
・監理技術者が納入伝票の改ざんを
生コン業者に指示した。

13 落石防護工（アンカー長の
不足）

Ｈ１７ 落石雪害防止工事 ・8.5m のアンカー長が必要であっ
たにもかかわらず、7.1m で施工し
・アンカーのロッド検尺の施工管理
写真を偽造して提出した。
・耐荷試験について、メータ読みを
改ざんした。

14 管路工（管径の断面不足） Ｈ１８ 電線共同溝工事 ・管径の異なった管を接続したこと
により断面不足を生じさせた。
・施工途中で発見した支障物件を回
避する際、自己判断で浅い位置に設
置し強度不足を生じさせた。

15 伸縮装置後打ちコンクリー
ト補強鉄筋の切断

Ｈ１７ コンクリート舗装工事 伸縮装置後打ちコンクリート補強鉄
筋の切断

16 橋梁下部工（①落橋防止の
箱抜き位置違い、②橋梁天
端高さ不足）

Ｈ１８ 橋梁下部工工事 ①落橋防止の箱抜きの位置が全８箇
所、最大128mmずれている。

②橋梁天端の高さが平均60mm低く
なっている。

17 土工（掘削工） Ｈ１９ 道路土工 掘削不足により、設計図書の幅員が
確保できない。

監督・検査技術向上支援事例一覧表

番
号

工事完
成年次

工事概要 疎漏工事と見なされた内容
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工種
（疎漏概要）

番
号

工事完
成年次

工事概要 疎漏工事と見なされた内容

18 上部工据付(損傷箇所の補
修方法の不備)

Ｈ１９ 有脚式離岸堤据付工 補修についての施工管理が行われて
おらず監督職員の確認もされていな
かった。また、補修表面に網状のひ
び割れが生じ、さらに欠損面の処理
が適正でないため端部においては充
填厚さが極薄となり適切な補修では
なかった。

19 ＰＣ上部工（横締めシース
のずれ）

Ｈ１８ 跨線橋上部工事（プレス
トレストコンクリート）

Ｔ桁のシースの設置位置がずれてい
た（横締め用シース89本の内32
本）。

20 防護柵工（ガードレール等
支柱根入れ不足）

Ｈ１４ 防護柵設置工事 ①ガードレール支柱152本のうち、
埋め込み不足支柱63本
②転落防止柵支柱16本のうち、埋め
込み不足支柱7本

21 アスファルト舗装工（車道
部舗装にクラックが発生）

Ｈ１９ アスファルト舗装工事 アスファルト乳剤の散布

22 電源設備工（水力発電設備
の点検補修後、漏水が発
生）

Ｈ２０ 水力発電受変電設備補修
工事

施工時において軸封水部（コーンと
エンドシール）に段差があったこと
により水力発電施設から漏水が発生
し発電停止となった。
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事例　１

１．工種（粗漏概要） 護岸工（コンクリートブロックを連結せず）

２．発覚した時期 Ｈ１９

３．工事完成年次 Ｈ１８

４．処分内容 指名停止（２ヶ月）

５．発覚に至った経緯
台風による出水に伴い救急排水施設の排水により大型連節ブ
ロックがめくれ上がる変状が発生した。

６．粗漏工事と見なされた内容 大型連節ブロック　Ａ＝２９１ｍ２

７．粗漏工事発生となった背景

既設小型連節ブロックと大型連節ブロック間の隙間（場所打
ちコンクリート実施箇所）が、５cm程度しかなかったため、
安易に連結不可能と判断し、コの字状に差込んだだけで、鋼
線を連結していなかった。

８．発覚後の対応
請負者に当該箇所のブロック連結の修補請求を行ったとこ
ろ、請求が受諾され請負者により修補工事が実施された。

９．再発防止への提言
①監督職員との協議徹底
②不可視部分の検査の徹底

天端鋼線結線状況
コの字に差し込んであるだけであった。

護岸めくり上がりの状況
全景
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事例　２

１．工種（粗漏概要） 床版高さの規格値超過、及び床版厚の不足

２．発覚した時期 Ｈ１９

３．工事完成年次 Ｈ１８

４．処分内容 指名停止（４ヶ月）

５．発覚に至った経緯 後工事である舗装の為の測量により発覚した。

６．粗漏工事と見なされた内容
①床版の基準高さが設計基準高さに対して、最大84mm超過。
②Ａ１、Ａ２橋台から2.5m区間の床版厚さが出来形管理規格
値を下回る最大で-24mmの不足。

７．粗漏工事発生となった背景
　請負者が主桁架設時の設定高を上ﾌﾗﾝｼﾞﾄｯﾌﾟとすべきとこ
ろをｳｴﾌﾞﾄｯﾌﾟ位置と勘違いし、設計で想定した桁標高よりも
上ﾌﾗﾝｼﾞ厚さ分高く設定して施工した。

８．発覚後の対応

①Ａ１及びＡ２橋台から2.5m範囲で規定床版厚さの確保
②伸縮装置の嵩上げ
③一般部のすり付け
④壁高欄高さ不足箇所の嵩上げ

９．再発防止への提言

①すべての橋脚と橋台について、桁架設完了時の基準高およ
び床版完成時の基準高を主任監督員が臨場により計測するこ
とが望ましい。
②請負業者により、製作時にキャンバーや実部材を考慮した
ＦＨと沓座の設定高さの整理を詳細に実施されていることを
確認することが望ましい。

概要図

※沓座モルタルで高さ調整

中 間 部 （代表事例：Ｃ７ラインＧ１・・・図１参照）

設 計 上 現 況

床 版

①上フランジ厚 ｔ＝３４ｍｍ

ｔ＝７０ｍｍ高い

床 版

②床版誤差 ＋１３ｍｍ

合計６９ｍｍ

②桁架設の誤差 ＋２２ｍｍ

下部工

床 版

設計想定桁標高：
フランジトップ

実際の設定高：
ウェッブトップ

主桁架設設定高の
間違い

※沓座モルタルで高さ調整

中 間 部 （代表事例：Ｃ７ラインＧ１・・・図１参照）

設 計 上 現 況

床 版

①上フランジ厚 ｔ＝３４ｍｍ

ｔ＝７０ｍｍ高い

床 版

②床版誤差 ＋１３ｍｍ

合計６９ｍｍ

②桁架設の誤差 ＋２２ｍｍ

下部工

床 版

設計想定桁標高：
フランジトップ

実際の設定高：
ウェッブトップ

主桁架設設定高の
間違い

Ｇ１ Ｇ２

￡

￡

最 大 超 過 高 ８ ４ m m
〔 Ｃ７ ライン 〕

チ ェ ッ ク し た 位 置

Ｇ１上 センター

ハ ン チ

床 版

Ｇ１Ｇ１ Ｇ２Ｇ２

￡

￡

最 大 超 過 高 ８ ４ m m
〔 Ｃ７ ライン 〕

チ ェ ッ ク し た 位 置

Ｇ１上 センター

ハ ン チ

床 版
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事例　３

１．工種（粗漏概要） 止水矢板の長さ不足

２．発覚した時期 Ｈ１９

３．工事完成年次 Ｈ２

４．処分内容 指名停止（２ヶ月）

５．発覚に至った経緯
Ｈ１８災害復旧工事において、増水により損壊した部分の復
旧工事で撤去したところ発覚した。

６．粗漏工事と見なされた内容
護岸災害復旧工事において施工した延長１３０ｍの護岸法留
工のうち延長８０ｍ間の止水矢板が、設計長さ３ｍに対して
約１．５ｍで施工したもの。

７．粗漏工事発生となった背景

①止水矢板打ち込み箇所が玉石混ざりで打ち込みに手間取っ
た。
②工程上の焦りから監督職員に協議することなく鋼矢板を切
断した。

８．発覚後の対応

①事務所管内の類似護岸110箇所を対象に変状等の現地点検
②工事関係書類が存在する54箇所について写真等による点検
③補完的調査として類似護岸110箇所のうち１割の11箇所に
ついて磁気探査法により詳細点検実施
④当時の施工業者が施工した類似護岸２箇所についても詳細
調査を実施
⑤根固め工による修補工事を実施

９．再発防止への提言

①監督職員への協議徹底
②施工状況の把握として高い頻度で現場臨場していれば大き
な抑止力となると思われる。
③非破壊試験（例えば磁気探査法等）により出来形管理を行
うことが有効と思われる。

概要図

既止水矢板撤去後 平成19年7月24日撮影

• L≒1.5m（1.5m付近でﾊﾞﾗﾊﾞﾗ）N=85枚
• L=3.0ｍ N=3枚

平成２年工事
Ｌ＝１３０ｍ

区間Ｂ②【５０ｍ】
区間Ｂ①以外のＨ２工事区間

矢板が半分
８０ｍ

区間Ｂ①【４５ｍ】
Ｈ１８工事区間外のＨ２工事で
調査（磁気探査）の結果矢板が
半分と判明した区間

平成１８年工事
Ｌ＝１０４．６ｍ

平成４年工事
Ｌ＝７０ｍ

区間Ａ【３５ｍ】
Ｈ１８災害復旧工事でＨ２工事で実
施した区間
矢板長が半分と確認　Ｌ≒３５ｍ

分の区間
ｍ

川　→
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事例　４

１．工種（粗漏概要） 側溝工（街渠管の位置相違）

２．発覚した時期 Ｈ１８

３．工事完成年次 Ｈ１７

４．処分内容 指名停止(２ヶ月）

５．発覚に至った経緯
当該工事完了後、後工事の施工業者が現地測量を実施したと
ころ発覚。

６．粗漏工事と見なされた内容
街渠縦断管1,270mのうち80mについて設計図書と異なった位
置に敷設。

７．粗漏工事発生となった背景
街渠縦断管を据え付ける際、測量ミスで間違った位置に設置
してしまったが、監督職員に報告せず縁石と縦断管との隙間
にモルタルを充てんし工事を完成させていた。

８．発覚後の対応
街渠縦断管がずれていた延長約80mを対象とし、設計図書ど
おり再設置した。

９．再発防止への提言
定期的または抜き打ち的に監督職員による現場の施工状況確
認。

設計断面図 断面図（施工不良箇所）

0～50mmのズレ

モルタル充填

モルタル充填箇所

最大幅50mm

敷きモルタル

コンクリート

基礎砕石

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
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事例　５

１．工種（粗漏概要） 管路敷設工（情報管路の位置相違）

２．発覚した時期 Ｈ１７

３．工事完成年次 Ｈ１１

４．処分内容 指名停止（１ヶ月）

５．発覚に至った経緯

当該工事完了後、後工事の施工業者が当該箇所で試掘調査を
行ったところ、一部の情報管路について計画と異なった位
置、仕様で埋設されていたことが判明した。

６．粗漏工事と見なされた内容
情報管路7,650mのうち、377mについて設計図書と異なった位
置、仕様で埋設。

７．粗漏工事発生となった背景
発注者との施工協議と異なった位置、仕様で情報管路を車道
部の標準埋設深さを満たさず埋設した。

８．発覚後の対応
防護鉄板及び防護モルタルを打設し、情報管路の保護を行っ
た。

９．再発防止への提言
定期的または抜き打ち的に監督職員による現場の施工状況確
認。

事案の発生状況図

1200
680 1,300

管路埋設深さが1,300mm必要なところが680mmしかない

計画情報管路埋設位置
計画と異なった位置に
施工した情報管路
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事例　６

１．工種（粗漏概要） 舗装工（舗装工の出来形不足）

２．発覚した時期 Ｈ１８

３．工事完成年次 Ｈ１７

４．処分内容 指名停止(１ヶ月）

５．発覚に至った経緯
当該工事完了後、工事区間内の既設水路が破損していること
が確認され、掘削したところ発覚。

６．粗漏工事と見なされた内容 舗装打換工266㎡のうち12㎡が未施工。

７．粗漏工事発生となった背景
既設水路と一体となっていたコンクリート基礎が支障とな
り、正規の深さまで打換えを行わなかった。

８．発覚後の対応 未施工部分については設計図書通りに打換えを行った。

９．再発防止への提言
定期的または抜き打ち的に監督職員による現場の施工状況確
認。

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎の存置状況

横断図

コンクリート基礎
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事例　７

１．工種（粗漏概要） 電線共同溝（電線共同溝特殊部の位置相違）

２．発覚した時期 Ｈ１８

３．工事完成年次 Ｈ１８

４．処分内容 指名停止（３ヶ月）

５．発覚に至った経緯
本工事で設置した電線共同溝特殊部上に電力会社が地上機器
を設置するため現地確認を行った際に発覚した。

６．粗漏工事と見なされた内容
電線共同溝特殊部の位置が80箇所のうち6箇所が設計図書と
相違、さらに出来形管理の一部不備や完成図書も現地と相違
していたことが判明。

７．粗漏工事発生となった背景
支障物件等があるため、所定の位置に設置出来ない特殊部
を、監督職員と協議を行わず独断で位置を変更していた。

８．発覚後の対応
位置が相違した特殊部は全て設計図書通りの位置に修補し
た。

９．再発防止への提言
定期的または抜き打ち的に監督職員による現場の施工状況確
認。

特殊部位置が相違している状況 地上機器（参考）
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事例　８

１．工種（粗漏概要） 橋台工（橋台の位置相違）

２．発覚した時期 Ｈ１８

３．工事完成年次 Ｈ１６

４．処分内容 指名停止（１ヶ月）

５．発覚に至った経緯
本工事完了後、後工事の橋梁上部工施工業者が起工測量を実
施したところ発覚。

６．粗漏工事と見なされた内容 橋台の位置が設計位置より約100mmずれていた。

７．粗漏工事発生となった背景
橋台施工前に基準点を設置する際、測量ミスにより間違った
位置に基準点を設置してしまい、その後も確認がなされな
かった。

８．発覚後の対応
上部工架設に支障が生じないよう、沓座の位置修正、パラ
ペットやウイングの拡幅を行うことにより対応した。

９．再発防止への提言
定期的または抜き打ち的に監督職員による現場の施工状況確
認。

事案の発生状況写真

橋台
約100mm

現況の状況写真 橋台が約100mmずれている
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事例　９

１．工種（粗漏概要） 橋脚工（橋脚場所打杭の施工不良）

２．発覚した時期 Ｈ２０

３．工事完成年次 Ｈ２０

４．処分内容 指名停止（２．５ヶ月）

５．発覚に至った経緯 場所打杭の一部において施工不良があると第三者より通報。

６．粗漏工事と見なされた内容

橋脚の場所打杭124本のうち13本について、鉄筋かごの上が
りや鉄筋かごの下がり及び杭頭部コンクリートの欠落などが
確認された。さらに、発注者に提出する工事書類を改ざんし
た。

７．粗漏工事発生となった背景

鉄筋かごを設置する際に、低い位置に鉄筋かごが設置され
た。また、コンクリートの流動性不足のため、鉄筋かごの外
側のコンクリートの充填不足により、杭頭部のコンクリート
が欠落した。

８．発覚後の対応 増杭等で対応した。

９．再発防止への提言
定期的または抜き打ち的に監督職員による現場の施工状況確
認。

改ざん状況写真事案の発生状況図

杭頭ｺﾝｸﾘｰﾄ欠け

鉄筋かご下がり

ケーシング

上昇

コンクリート

の沈下

ケーシング

鉄筋籠

ケーシング

上昇

コンクリートスペースへの

コンクリート充填

コンクリートの

沈下に伴う

鉄筋籠の下がり
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事例　１０

１．工種（粗漏概要） 防護柵工（防護柵支柱の根入れ不足）

２．発覚した時期 Ｈ１９

３．工事完成年次 Ｈ１７

４．処分内容 指名停止（５ヶ月）

５．発覚に至った経緯

損傷復旧工事に伴う現地確認を行ったところ、車両用防護柵
等の支柱５２８本中２１５本について、監督職員と協議せず
に切断して施工（根入れ長不足）されていることが確認され
た。その後の調査で、当該工事を除く１２件の工事において
も同様の切断が確認され、全１３工事で施工した車両用防護
柵等の支柱２１３８本中、５９５本が切断して施工されてい
た。

６．粗漏工事と見なされた内容
防護柵支柱528本のうち根入れ不足支柱215本。
（関東地方整備局管内では計2,138本のうち595本）

７．粗漏工事発生となった背景

当該工区の地下占用物の立会時において、占用企業から支柱
を既設の長さ以上に打ち込まないよう要請を受けた。これを
当該路線の慣例だと思い、監督職員に報告・協議を行うこと
なく、支柱を切断して施工を行った。

８．発覚後の対応

粗雑になった支柱の状況に応じ、支柱を引き抜き、基礎ブ
ロックを埋設して支柱を再設置、若しくは、根入れ部に基礎
コンクリートを打設し、車両防護柵として必要な強度を確保
した。

９．再発防止への提言
・監督職員への協議徹底
・打込み時のビデオ撮影
・非破壊試験機による検査

切断状況写真 事案の発生状況図

切断された支柱の写真

完成図の断面図 実際の断面図
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事例　１１

１．工種（粗漏概要） 舗装工（路盤、路床改良の出来形不足）

２．発覚した時期 Ｈ２０

３．工事完成年次 Ｈ１５

４．処分内容 指名停止（１ヶ月）

５．発覚に至った経緯
後工事において、施工済みであるべき箇所の路床改良、下
層・上層路盤において、一部未施工が確認された。

６．粗漏工事と見なされた内容
路床改良工3,630m2のうち65m2、下層路盤工3,340m2のうち
65m2、上層路盤工2,930m2のうち65m2に出来形不足が確認さ
れた。

７．粗漏工事発生となった背景

当該箇所の施工に関しては、各施工班で施工していたが、施
工状況の引継ぎがうまくなされておらず、現場代理人等も当
該箇所の施工状況を確認せずに施工済みと思い込み、結果と
して未施工のまま残ってしまった。

８．発覚後の対応
出来形不足とされた箇所を正規の路床改良厚、舗装厚に打換
えた。

９．再発防止への提言
定期的または抜き打ち的に監督職員による現場の施工状況確
認。

事案の発生状況図出来形不足状況写真

路盤厚さ不足

　　　　　　　　　　厚さ不足

未施工　　路床改良工　t=1000

　　　後工事施工部

　　　当該工事施工部

下層路盤工　RC40

上層路盤工　M40

施工断面
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事例　１２

１．工種（粗漏概要）
コンクリート堰堤本体工（設計と相違したコンクリート配合
での施工）

２．発覚した時期 H18

３．工事完成年次 H18

４．処分内容 指名停止２ヶ月

５．発覚に至った経緯

６．粗漏工事と見なされた内容

　堰堤本体打設に用いられたコンクリートが、特記仕様書に
定められた配合（21-5-80）と相違ある配合（21-8-25）を用
いて施工した。
　また、監理技術者が納入伝票の改ざんを生コン業者に指示
した。

７．粗漏工事発生となった背景
　監理技術者が設計図書に定めるコンクリート配合の意味合
いを十分に認識しておらず、個人の判断で仕上げや均しなど
の施工性のみを考えたコンクリート配合を使用した。

８．発覚後の対応
　該当箇所は土石流が繰り返し接触する部位であり、耐摩耗
性に関し仕様配合に比較し劣るため、契約書第１７条改造請
求により取り壊しを実施し、契約数量から除外した。

９．再発防止への提言

　監督職員は「段階確認」以外でも工種毎の段階的施工状況
の把握を行い、適切に工事が進捗するよう監督・指導を行
う。
　現場代理人及び監理技術者は、改めて設計図書に示されて
いるコンクリート配合の意味合いを十分に理解し、適正な品
質管理及び現場管理等を行う。

骨材寸法25mm打設状況
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事例　１３

１．工種（粗漏概要） 落石防護工（アンカー長の不足）

２．発覚した時期 H18

３．工事完成年次 H17

４．処分内容 指名停止５ヶ月

５．発覚に至った経緯

　ラテラルアンカー１本が引き抜けているのが確認され、補
修に先立ちアンカー全体を引き抜いたところ、アンカー長が
1.4m不足（設計8.5m → 施工7.1m）していることが判明し
た。

６．粗漏工事と見なされた内容

　施工したすべてのアンカー42本の出来形の確認ができな
い。
　アンカーの検尺や試験の写真で不足するものを補うため、
同一箇所で写真のまとめ撮りを行った。

７．粗漏工事発生となった背景

　監理技術者の知識不足と施工管理体制の不備により、作業
員が独自の判断でアンカーを切断した。
　施工管理写真の改ざん・監督職員への虚偽の報告をした
（①アンカーのロッド検尺の施工管理写真について、虚偽し
て提出した。②耐荷試験について、メーター読みを改ざんし
た。）ものである。

８．発覚後の対応 すべてのアンカー（42本）について再施工を行った。

９．再発防止への提言

　請負者の施工管理体制を充実させ、さらに、社内チェック
の徹底・体制の確立を図るよう指導する。
　重要な工種で不可視部分となるものについて、場合によっ
てはビデオテープの提出などを義務付ける。
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事例　１４

１．工種（粗漏概要） 管路工（管径の断面不足）

２．発覚した時期 H19

３．工事完成年次 H18

４．処分内容 指名停止３ヶ月

５．発覚に至った経緯
H19.7.16に発生した中越沖地震の被災調査を実施したとこ
ろ、当該箇所において管路接続に不具合があることが発覚。

６．粗漏工事と見なされた内容

　管径の異なった管を接続したことにより１管において断面
不足を生じさせた。
　施工途中で発見した支障物件を回避する際、監督職員に協
議することなく請負者の判断で、浅い位置に敷設し強度不足
を生じさせた。

７．粗漏工事発生となった背景

　請負者は誤った管径の材料を購入したことに気づいた後
も、監督職員と協議することなく誤った管径の材料を敷設す
ることを下請負業者に指示し、さらに適正な試験方法で管路
導通試験を行っていないにもかかわらず、その結果が良好な
ものとして虚偽の報告を行った。

８．発覚後の対応
地中埋設管路接続の誤りと管路断面不足の修補
浅埋箇所の構造の修補

９．再発防止への提言
　照査設計を徹底し、図面不一致点について監督職員と書面
にて協議する。
　社内検査の充実を図る。

埋設管路の様子
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事例　１５

１．工種（粗漏概要） 伸縮装置後打ちコンクリート補強鉄筋の切断

２．発覚した時期 Ｈ１８

３．工事完成年次 Ｈ１７

４．処分内容 指名停止（１ヶ月）

５．発覚に至った経緯
・新設バイパスにおいて、伸縮装置後打ちコンクリートにク
ラックが入ったため、当該部分を取り壊し、鉄筋切断が発覚

６．粗漏工事と見なされた内容 ・伸縮装置後打ちコンクリート補強鉄筋の切断

７．粗漏工事発生となった背景

・橋面舗装舗設後に後打ちコンクリート部分を撤去し後打ち
コンクリートを打設することとなっていたが、伸縮装置の前
後において後打ちコンクリート幅が異なっており、前後方向
の切断位置を誤認した。

８．発覚後の対応

・他の伸縮装置での非破壊試験を実施し鉄筋及びコンクリー
ト強度の確認
・かし修補として、クラック発生箇所の後打ちコンクリート
撤去、鉄筋の配置、後打ちコンリート打設を実施した。

９．再発防止への提言 ・後打ちコンクリート幅の統一（ＰＣ含む）
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事例　１６

１．工種（粗漏概要）
橋梁下部工（①落橋防止の箱抜き位置違い、②橋梁天端高さ
不足）

２．発覚した時期 H19

３．工事完成年次 H18

４．処分内容 指名停止（１ヶ月）

５．発覚に至った経緯 上部工の架設に伴う測量時に発覚した。

６．粗漏工事と見なされた内容
①落橋防止の箱抜きの位置が全８箇所、最大128mmずれてい
る。
②橋梁天端の高さが平均60mm低くなっている。

７．粗漏工事発生となった背景

①測量（墨だし位置）間違いで、橋台が角度を持っていたた
め、胸壁前面側の値と背面側の値が違っているものを取り違
えて位置出しを行った。
②仮BMの高さ設置ミス

８．発覚後の対応
①橋台パラペットを全面取り壊し、箱抜きの位置が所定の位
置になるよう再施工した。
②台座コンクリートを作成した。

９．再発防止への提言
①監督職員による施工状況の確認
②仮BMの設置の確認

＜①落橋防止箱抜き位置間違い＞

＜②橋脚天端高さ不足＞

正面からみて右に
128mmずれている

橋梁天端の高さが平均
60mm低くなっている。

G6 G5 G4 G3 G2 G1

パラペット前面

○設計位置
○実測位置

山側川側
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事例　１７

１．工種（粗漏概要） 土工（掘削工）

２．発覚した時期 平成１９年５月

３．工事完成年次 平成１９年３月

４．処分内容 指名停止（１ヶ月）

５．発覚に至った経緯

後発工事において、起工測量を行ったところ、当工事の町道
付替部において設計幅員が確保できないことが判った。この
ため、現況断面を測量した結果、切土断面が不足しているこ
とが判明した。

６．粗漏工事と見なされた内容 掘削不足により、設計図書の幅員が確保できない。

７．粗漏工事発生となった背景

　本工事は、曲線部含んだ線形を要しており、曲線ぶにおい
ては、中心杭や丁張り等を設置し、施工を行ったが、ほぼ直
線区間かつ終点のすりつけ区間については、中心杭等の設
置、中間断面における丁張の設置などを行わず施工を行った
事が大きな原因となっている。

８．発覚後の対応
掘削工の不足しているものについて全て正規の断面が確保で
きる施工を実施予定。

９．再発防止への提言
施工前、完了時に道路中心等基本となる点を現地に設置さ
せ、監督職員が確認。
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事例　１８

１．工種（粗漏概要） 上部工据付(損傷箇所の補修方法の不備)

２．発覚した時期 Ｈ１９

３．工事完成年次 Ｈ１９

４．処分内容 指名停止（１ヶ月）

５．発覚に至った経緯
完成検査において、上部工据付時の損傷箇所について、一次
下請業者の独自の判断で補修が行われていることが発覚し
た。

６．粗漏工事と見なされた内容

補修についての施工管理が行われておらず監督職員の確認も
されていなかった。また、補修表面に網状のひび割れが生
じ、さらに欠損面の処理が適正でないため端部においては充
填厚さが極薄となり適切な補修ではなかった。

７．粗漏工事発生となった背景
上部工据付時に、設置済みの上部工への接触を現認したもの
の、一次下請業者の報告から軽微な損傷と判断し、監督職員
への報告を怠り、独断にて損傷箇所の補修を実施した。

８．発覚後の対応
補修箇所の調査を行った結果、新たに発見された未補修箇所
２箇所を含めた全６箇所について、既補修部分をはつり、再
補修を実施した。

９．再発防止への提言
・監督職員による施工状況の確認
・監督職員との協議の徹底

損傷部分の補修をしたものの、
施工管理がされておらず、補修
方法にも不備があった。

再補修方法

既補修写真

端部にカッターを入れ、
充填厚さを確保した上で断面修復
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事例　１９

１．工種（粗漏概要） ＰＣ上部工（横締めシースのずれ）

２．発覚した時期 Ｈ１８

３．工事完成年次 Ｈ１８

４．処分内容 指名停止（３ヶ月）

５．発覚に至った経緯
桁架設を請け負った業者よりＴ桁の横締めシースの設置位置
が桁毎にずれていると監督官へ連絡があった（横締め用シー
ス８９本の内３２本がずれている）。

６．粗漏工事と見なされた内容
主桁の製作において、製作された主桁５本のうち、２本のＰ
Ｃ桁床版の一部の横締めシースの配置に最大１００ｍｍのず
れがある不適切な施工が確認された。

７．粗漏工事発生となった背景
当該橋梁が斜橋であることから、横締めシースを橋軸に対し
斜めに配置する際、横締めシースの配置間隔の管理を怠っ
た。

８．発覚後の対応
調査の結果、ポステンＴ桁５本の横締め用シース８９箇所の
うち３２箇所が正規な位置からずれていることが判明した。
そのため、５本のポステンＴ桁を新たに製作し直した。

９．再発防止への提言

横締めシースが、コンクリート打設時に動かないよう確実に
固定する。
桁製作時には、出来形管理基準及び品質管理基準が定められ
ていない項目についても、適切に施工管理を行うことが必
要。
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事例　２０

１．工種（粗漏概要） 防護柵工（ガードレール等支柱根入れ不足）

２．発覚した時期 Ｈ１８年度

３．工事完成年次 Ｈ１４年度

４．処分内容 指名停止（２ヶ月）

５．発覚に至った経緯
防護柵の更新工事により、既設防護柵を引き抜いた際、埋め
込み不足の防護柵が確認された。

６．粗漏工事と見なされた内容
①ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱152本のうち、埋め込み不足支柱63本
②転落防止柵支柱16本のうち、埋め込み不足支柱7本

７．粗漏工事発生となった背景
転石により支柱を所定の深さまで打ち込めず、請負者が監督
職員と協議せず支柱を切断し、何ら対策を施さず施工した。

８．発覚後の対応
請負業者が、当該事務所管内において過去10年間に防護柵を
設置した工事について点検調査した。

９．再発防止への提言
①監督職員への協議の徹底
②ビデオによる出来形管理の徹底

切断状況写真

正規支柱

切断長：６～１１０cm

切断支柱
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事例　２１

１．工種（粗漏概要） アスファルト舗装工（車道部舗装にクラックが発生）

２．発覚した時期 Ｈ２０．３．２６

３．工事完成年次 Ｈ１９

４．処分内容 文書注意

５．発覚に至った経緯

交差点取付部の車道舗装を、再生材を使用し路盤、基層(5cm)、表層
(5cm)を施工し、完成検査終了後、表層にヘアクラック発生している
ことが確認され、その後、範囲と割れ目が大きくなった。最大で延長
３ｍ、幅１５ｃｍ

６．粗漏工事と見なされた内容 アスファルト乳剤の散布

７．粗漏工事発生となった背景

調査の結果、ハッキリとした原因は分からないが、以下の要因が重な
りアスファルト乳剤の付着低下を引き起こし、舗装面のクラックの発
生を誘発したと考えられる。
１．表層前日の大雨により、表層面に湿気が残ったまま施工した為、
乳剤の粘着力が低下した可能性。
２．乳剤が均一に散布しておらず、散布量がまばらになった為、乳剤
の粘着力の低下した可能性。

８．発覚後の対応
発覚時点では、部分的な破損ではあるが、今後広がる可能性があった
為、表層舗装を全面やり換えた。

９．再発防止への提言

アスファルト乳剤の付着低下による舗装面のクラック発生が考えられ
る為、補修施工は下記の事項に注意し、補修施工を行なう。
１．気象情報（気象台から発表される天気予報、その他気象情報を収
集し施工日を決定する。）

クラック発生状況写真

クラック幅W=15cm
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事例　２２

１．工種（粗漏概要） 電源設備工（水力発電設備の点検補修後、漏水が発生）

２．発覚した時期 Ｈ２０．４．２４

３．工事完成年次 Ｈ２０．３．２１

４．処分内容 文書注意

５．発覚に至った経緯
完成検査合格後、約１ヶ月後にダム管理支援業務の週点検で
軸風水部から漏水を確認したため水力発電を停止

６．粗漏工事と見なされた内容
施工時において軸封水部（コーンとエンドシール）に段差が
あったことにより水力発電施設から漏水が発生し発電停止と
なった。

７．粗漏工事発生となった背景

当該箇所は狭あい部で組立作業は作業員の触覚で行うが、軸
封水部（コーンとエンドシール）に微小段差があり、それを
確認できないまま組立てたことでエンドシールが削られ漏水
に至った。

８．発覚後の対応

水力発電を停止し、工事における「瑕疵」の有無にかんが
み、漏水にいたる原因調査を施工業者に依頼し、調査結果の
説明と再発防止策を求めた。調査結果を踏まえ瑕疵と判断し
甲から瑕疵修補請求をし、乙から瑕疵修補確認書を受領した
後、瑕疵修補工事を完成させた。

９．再発防止への提言

今回の漏水原因である軸封水部（コーンとエンドシール）の
組立て時の段差について従来のやり方（目視、触指）では検
知出来ないコーンの合わせ目の微小な段差を残さないよう今
後は組立て精度を上げるためオイルストーン（油砥石）で仕
上げを行う。また、各作業段階での確認作業を複数の関係者
で行う。

    水車軸封水部漏水状況                水車軸封水部（コーン・エンドシール）

エンドシール

コーン

コーンは回転している

水車側

発電機側

段差が生
じた
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６－１ 平成２１年度 公共工事の施工体制に関する全国一斉

点検結果について

（１）点検の目的

公共工事を適切に施工するためには、請負者による適正な施工体制の確保が重要であ

り、建設業法では施工体制台帳及び施工体系図の作成等が義務づけられている。

また、平成 13 年 4 月施行の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律で

は、より一層の適切な施工体制の確保が求められている。

こうした状況を踏まえて、国土交通省では平成 14 年度から監督職員以外の職員による

「施工体制に関する全国一斉点検」を実施している。

（２）実施概要

① 点検時期

平成２１年１０月から１２月を全国一斉点検期間とし、期間内に抜き打ちで点検

を実施した。

② 点検対象工事

稼働中の直轄工事（全国で 10,203 件）のうち 853 件の工事で実施した。

請負金額が 2,500 万円以上の工事（建築工事においては、5,000 万円以上の工事）

を対象として実施し、特に低入札価格調査制度調査対象工事及び低入札工事に準じ

て重点的な監督業務を実施する工事に重点をおいて点検を行った。

③ 点検結果のポイント

○ 建設業法違反

・ 監理技術者証の提示（講習会修了証を保有していない）違反が３工事。

・ 下請の主任技術者の常駐違反が 1 工事あり。

○ 指導事項

・ およそ 3 割の工事で、書類の不備など軽微な改善事項が見られた。

・ 下請負契約において、「明確な工事内容での契約」となっていない工事が約 15
％見受けられ、そのうち「数量」「機械費」「材料費」のいずれかが明記されて

いないものが、約８割（点検した全工事のおよそ 12 ％）を占めている。

・ 施工体制台帳の備え付けでは約２％の不備があり、添付資料不足が約８割（点

検した全工事のおよそ 1.6 ％）を占めている。

・ 請負代金の支払い方法では約２％の不備があり、「支払い方法の記載がまった

くないもの」（約３割）、手形が 120 日以内でないもの（約４割）となっている。

詳細については、国土交通省のホームページで確認できます。

http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html
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６－２ 建設現場へのモニターカメラ設置に関する運用要領

（案）について

事 務 連 絡

平成１８年３月３１日

各地方整備局企画部 技術調整管理官
あて

北海道開発局事業振興部 技術管理課長

大臣官房技術調査課

建設コスト管理企画室長

建設現場へのモニターカメラ設置に関する運用要領（案）について

標記については、平成１７年１月１１日付け事務連絡により試行要領を定め、建設現場

へのオープン化の試行を実施しているところであるが、これまでのアンケート結果等を踏

まえ試行要領を見直し、別添のとおり運用要領（案）を定めたので通知する。

今後は、本要領により、積極的に建設現場のオープン化を実施されたい。
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建設現場へのモニターカメラ設置に関する運用要領（案）

１．目的

公共工事の品質の確保について、現地における監督の重要性に鑑み、これまでの臨場に

よる監督行為に加え、モニターカメラを補助的に活用することにより、工事施工状況の把

握を充実させ、契約の適正な履行と円滑な施工の確保を図ることを目的とする。

また、併せて公共事業の執行に関する説明責任向上の観点から、施工状況の映像を見学

施設等において一般見学者等に公開すること等により、公共事業の理解向上や事業の円滑

な執行への寄与を期待するものである。

２．対象工事

現場の状況を踏まえ、以下の工事から対象工事を選定するもとする。

・主たる工種に新工法を採用した工事

・ダム事業、高規格幹線道路などの大規模な工事

・インフォメーション施設等を設置している工事

・低入札価格調査制度対象工事

・局長又は事務所長が必要と認めた工事

３．設置及び運用

（１）監督業務の補助手段という性格から、モニターカメラは当該工事現場内において必

要に応じた設置台数を確保することとするが、その際、付近住民のプライバシー保

護の観点から問題が生じる恐れの無いように配慮することとする。なお、設置費用

は発注者が負担することとする。

（２）監督職員用に設置するモニターについては、工事施工状況の把握の充実の効果が期

待できる場所に設置するよう考慮するものとする。なお、監督職員の業務形態を考

慮し、当該工事現場からある程度離隔された場所等の条件を加味して判断すること

とする。

（３）一般見学者用に設置するモニターについては、見学施設に設置するなど設置の効果

が十分期待できるよう考慮することとする。またインターネットを活用しホームペ

ージ上での画像提供にも対応できることが望ましい。（別添参考資料）

（４）モニターカメラの操作は監督職員のみが行うものとする。また、モニターカメラの

稼働時間は工事の作業実施時間内とする。

（５）監督職員の確認頻度は随意とし、確認した映像は基本的に録画するものとする

（６）設置及び運用については、設計図書に明示することなどにより当該工事の請負者に

その内容を通知するとともに理解を得るよう努力することとする。

４．その他

モニターカメラは本要領（案）の目的以外にはこれを使用しないことを原則とするが、

盗難、テロ等にかかる危機管理上等で特に必要が生じた場合には、この限りではない。
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６－３ 労災事故と設計・監督

１．発注者と施工者の責任関係

（１）契約書類上の規定

発注者と請負者との間の請負契約にあたっては、契約当事者の「権利義務を規定す

る約款」と「技術的な仕様等を規定する設計図書」の２種類の契約書類が存在する。

①約款の総則第１条３項は、

『仮設・施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段について

は、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任にお

いて定める。』としており、請負者の自主施工の原則を明文したものであり、発注

者は工事の特殊性、安全確保等のために必要がある場合には、設計図書において施

工方法等を指定することができるが、設計図書に施工方法等の指定をしていない場

合は、請負者は自己の責任において施工方法等を選択するものとし、発注者が施工

方法等の選択に注文をつけることは許されない。

②上記の原則とは別に、

仮設・施工方法等を指定し、設計図書に特別に定める場合を『指定仮設』として

いる。

（２）民法上の規定

請負契約においては、発注者は、工程の管理、品質の管理のための試験、検査につ

いて必要な指示をすることができるにすぎず、施工方法等の選択については、関与し

ないことが原則であり、この場合、発注者には原則として責任はない。しかし、民法

７１６条のただし書き条項「・・・・・ただし、注文又は指示に付き、注文者に過失

ありたるときは、比限りに在らず」と定めており、発注者が注文、指示について過失

があった場合は損害賠償責任が問われるとしている。

（３）労働安全衛生法の規定

労働者の安全衛生面を守る義務があるのは原則として事業者（事業を行う者で、労

働者を使用するものをいう）であり、重層の請負的構造からすれば元請け、下請け、

孫請けのそれぞれの事業者が責任を負うものである。

２．監督に関する事項

Ⅰ．監督について

１．監督に関する規定

・会計法２９条の１１「契約履行の確保」

・予決令１０３条の３「監督の方法」

・契約事務取扱規則１９条「監督職員の一般的職務」

・契約約款９条「監督員」

これらの諸規定に基づく監督の方法を定めたものが、「監督技術基準」である。

監督技術基準では、以下の内容が定められている。

（１）契約の履行の確保
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①施工計画書の受理

②契約書、設計図書に基づく「指示」「承諾」「協議」「受理」等

（２）施工状況の確認等

①指定材料の品質確認 品質の確認

②段階確認 品質、出来形の確認が主体

③施工状況把握 施工状況の適否の把握

（ex．トンネルでは「施工状況の適否」）

（３）臨機の措置

①災害防止等の臨機の措置

２．監督方法について

監督にあたって、以下について特に留意するものとする。

①施工計画書の受理

施工計画書の内容の審査、同計画書と施工方法が合致しているかの把握において、

次に留意する。

・必要事項や内容についてチェックリストにより、監督員がチェックする

・品質証明制度の工事では、品質証明員のチェックと証明を義務付ける。

・不足事項、間違いは「補足」させる。

この際、方法は示さないが、不足事項、間違いの内容を示すものとする

ex．土止め矢板の応力計算は間違いがないか再度チェックすること。

ex．転落防止措置は関係規則が遵守されているか再度チェックすること。

・計画と実行の違いがあれば指示する。

この際、方法は示さないが内容を示し、文書で行う。

ex．手摺りがなくて転落の危険があるが、関係規定を遵守しているか。

（文書指示、転落の危険性に対して再度チェックすること）

②契約書、設計図書に基づく指示等

共通仕様書の規定どおり施工されているかの確認、指示等に当たっては以下に留

意する。

・規定された指示等は、適切に文書で行うことを徹底する。

・日頃から、設計図書の内容、技術的内容の把握に努めておく。

・共通仕様書等の内容で解釈上の疑問や実施上の疑問があるような場合は事前に

検討しておく。

③災害防止等の臨機の措置

臨機の措置をとる必要がある場合で、請負者が気付かないとき又は判断に誤りが

あるときには臨機の措置を求める。

具体の方法の指示ではなく、必要な措置の内容を指示する。

ex．降雨が激しいので崩壊の危険があるのではないか。状況をみて判断すること。

Ⅱ．安全パトロール等

①安全管理のヒアリング

「施工計画書の受理」と同じく行う。

②安全パトロール時の指導
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監督行為とは別で、施工者、発注者、労働基準局、警察等の協議会団体としての

行為であり、積極的に指摘・指導する。

３．指定仮設について

①指定仮設は必要なもののみを指定する。

施工者の見積もりの便宜上に添付している「参考図書」は「設計図書」とは明確に

区別する

「参考図書」は現説の終了後、別途に積算上の参考として説明する。

指 定 仮 設 と す る 項 目

イ．河川堤防と同等の機能を有する仮締切の場合

ロ．仮設構造物を一般交通に供する場合

ハ．特許工法又は特殊工法を採用する場合

ニ．関係官公署等との協議等により制約条件のある場合

ホ．その他、第三者に特に配慮する必要がある場合

へ．他工事等に使用するため、工事完成後も存置される必要のある仮設

②指定仮設は十分な審査を行う。

局河川部、道路部、各事務所の設計審査会、施工条件検討会の審査を徹底する。

業務委託の途上で、コンサルタントも同席させて実施する。

特殊技術等の場合は、有識者等の活用を検討する。

審査の対象については、「事務所長が必要と認める工事」の適用を適切に実施す

る。

③監督検査についても留意する。

指定仮設に該当する項目は、重点監督として実施し、検査においても重点的に行

う。
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６－４ 参考通達・関連図書

参考となる通達・図書関係

１．監理技術者制度運用マニュアルについて

平成１６年３月１日、国土交通省総合政策局建設業課長

２．主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間の明確化について

平成２１年６月３０日、国土交通省総合政策局建設業課長

３．監理技術者制度の運用について

平成１６年７月１５日、国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房技術調査課

長、国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課長

４．工事現場における適正な施工体制の確保等について

平成１３年３月３０日、国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房技術調査課

長、国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課長

５．工事現場等における施工体制の点検要領の運用について

平成１３年３月３０日、国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房技術調査課

長、国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課長

６．施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について

平成１３年３月３０日、国土交通省総合政策局長

７．一括下請負の禁止について

平成１３年３月３０日、国土交通省総合政策局長

（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000180.html）

８．施工体制台帳の作成等について

平成１３年３月３０日、国土交通省総合政策局建設業課長

（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000180.html）

９．施工体制台帳に係る書類の提出について

平成１３年３月３０日、大臣官房技術調査課長、大臣官房営繕技術管理室長

１０．施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領の改正に伴う追加措置について

平成１３年３月３０日、大臣官房技術調査課建設コスト管理企画室長
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１．監理技術者制度運用マニュアルについて

国総建第３１７号

平成１６年３月１日

公共工事発注担当部局の長あて

国土交通省総合政策局建設業課長

建設業法第 26 条に定める工事現場に置く技術者については、「監理技術者資格者証運用

マニュアルについて」（平成 6 年 12 月 28 日付け建設省経建発第 395 号）において、かね

てよりその適正な設置の徹底をお願いするとともに、これに違反した場合、建設業者に対

しては監督処分を行いうるものとしているところである。

今般、「公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律

（平成 15 年法律第 96 号）」等が施行されたことに加え、技術者が適正に設置されていな

いこと等による不良施工や一括下請負などの不正行為を排除するとともに、建設業の生産

性の向上を図り建設工事の適正な施工を確保するため、従来の「資格者証（監理技術者資

格者証）運用マニュアル」を見直し、技術者の適正な設置に係る運用を定めた標記マニュ

アルを別添のとおり定め、当職から地方整備局等建設業担当部長及び各都道府県建設業担

当主管部局長あて通知した。

標記マニュアルは、建設業行政の担当部局が建設業者に対して指導を行う際の指針とな

ると同時に、公共工事の発注者がその発注に係る建設工事について主任技術者及び監理技

術者に関する制度の理解と的確な運用を通じて建設工事の適正な施工の確保に資するもの

であるので、参考とされたく送付する。

併せて、貴管下の関係機関に対し、周知方お願いする。

なお、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 12 年法律第 127 号）」

及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針（平成 13 年 3 月 9
日閣議決定）」に係る対応については、従来よりあらゆる機会を通じてその趣旨の徹底を

図ってきたところであるが、あらためてより一層の取組みの強化をお願いしたい。

また、平成 6 年の「監理技術者資格者証運用マニュアルについて」は、廃止する。

（国総建第３１５号 各都道府県主管部局長あて）

（国総建第３１６号 北海道開発局事業振興部長 地方整備局建設業担当部長 沖縄総合事務局開発建設部長あて）

（国総建第３１８号 建設業者団体の長あて）

資料については、国土交通省のホームページで確認できます。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000100.html
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〔別添〕
監理技術者制度運用マニュアル
目 次
一 趣旨
二 監理技術者等の設置
二－一 工事外注計画の立案
二－二 監理技術者等の設置
二－三 監理技術者等の職務
二－四 監理技術者等の雇用関係
三 監理技術者等の工事現場における専任
四 監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証の携帯
五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成
六 工事現場への標識の掲示
七 建設業法の遵守

一 趣旨

建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理
をつかさどる者として主任技術者又は監理技術者（以下、「監理技術者等」という。）の設置を求めている。

監理技術者等に関する制度（以下、「監理技術者制度」という。）は、高度な技術力を有する技術者が施
工現場においてその技術力を十分に発揮することにより、建設市場から技術者が適正に設置されていないこ
と等による不良施工や一括下請負などの不正行為を排除し、技術と経営に優れ発注者から信頼される企業が
成長できるような条件整備を行うことを目的としており、建設工事の適正な施工の確保及び建設産業の健全
な発展のため、適切に運用される必要がある。

本マニュアルは、建設業法上重要な柱の一つである監理技術者制度を的確に運用するため、行政担当部局
が指導を行う際の指針となるとともに建設業者が業務を遂行する際の参考となるものである。

（１）建設業における技術者の意義
・ 建設業については、一品受注生産であるためあらかじめ品質を確認できないこと、不適正な施工があったと
しても完全に修復するのが困難であること、完成後には瑕疵の有無を確認することが困難であること、長期間、
不特定多数に使用されること等の建設生産物の特性に加え、その施工については、総合組立生産であるため下
請業者を含めた多数の者による様々な工程を総合的にマネージメントする必要があること、現地屋外生産であ
ることから工程が天候に左右されやすいこと等の特性があることから、建設業者の施工能力が特に重要となる。
一方、建設業者は、良質な社会資本を整備するという社会的使命を担っているとともに、発注者は、建設業者
の施工能力等を拠り所に信頼できる建設業者を選定して建設工事の施工を託している。そのため、建設業者が
その技術力を発揮して、建設工事の適正かつ生産性の高い施工が確保されることが極めて重要である。特に現
場においては、建設業者が組織として有する技術力と技術者が個人として有する技術力が相俟って発揮される
ことによりはじめてこうした責任を果たすことができ、この点で技術者の果たすべき役割は大きく、建設業者
は、適切な資格、経験等を有する技術者を工事現場に設置することにより、その技術力を十分に発揮し、施工
の技術上の管理を適正に行わなければならない。

（２）建設業法における監理技術者等
・ 建設業法においては、建設工事を施工する場合には、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさ
どる者として、主任技術者を置かなければならないこととされている。また、発注者から直接請け負った建設
工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が三千万円（建築一式工事の場合は四千五百万
円）以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を置かな
ければならない（法第二十六条第一項及び第二項、令第二条）。

・ 監理技術者等となるためには、一定の国家資格や実務経験を有していることが必要であり、特に指定建設業
（土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業及び造園工事業）に係る建
設工事の監理技術者は、一級施工管理技士等の国家資格者又は建設業法第十五条第二号ハの規定に基づき国土
交通大臣が認定した者（以下、「国土交通大臣認定者」という。）に限られる（法第二十六条第二項）。

（３）本マニュアルの位置付け
・ 監理技術者制度が円滑かつ的確に運用されるためには、行政担当部局は建設業者を適切に指導する必要があ
る。本マニュアルは、監理技術者等の設置に関する事項、監理技術者等の専任に関する事項、監理技術者資格
者証（以下、「資格者証」という。）に関する事項、監理技術者講習に関する事項等、監理技術者制度を運用す
る上で必要な事項について整理し、運用に当たっての基本的な考え方を示したものである。
建設業者にあっては、本マニュアルを参考に、監理技術者制度についての基本的考え方、運用等について熟知

し、建設業法に基づき適正に業務を行う必要がある。

二 監理技術者等の設置
二－一 工事外注計画の立案

発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、施工体制の整備及び監理技術者等の設置の要否の判断
等を行うため、専門工事業者等への工事外注の計画（工事外注計画）を立案し、下請契約の請負代金の予定
額を的確に把握しておく必要がある。

（１）工事外注計画と下請契約の予定額
・ 一般的に、工事現場においては、総合的な企画、指導の職務を遂行する監理技術者等を中心とし、専門工事
業者等とにより施工体制が構成される。その際、建設工事を適正に施工するためには、工事のどの部分を専門
工事業者等の施工として分担させるのか、また、その請負代金の額がどの程度となるかなどについて、工事外
注計画を立案しておく必要がある。工事外注計画としては、受注前に立案される概略のものから工事施工段階
における詳細なものまで考えられる。発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、監理技術者等の設置
の要否を判断するため、工事受注前にはおおむねの計画を立て、工事受注後速やかに、工事外注の範囲とその
請負代金の額に関する工事外注計画を立案し、下請契約の予定額が三千万円（建築一式工事の場合は四千五百
万円）以上となるか否か的確に把握しておく必要がある。なお、当該建設業者は、工事外注計画について、工
事の進捗段階に応じて必要な見直しを行う必要がある。
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（２）下請契約について
・ 「下請契約」とは、建設業法において次のように定められている（法第二条第四項）。

「建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一
部について締結される請負契約」
「請負契約」とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬

を与えることを約する契約」であり、単に使用者の指揮命令に従い労務に服することを目的とし、仕事の完成
に伴うリスクは負担しない「雇用」とは区別される。発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、この
ような点を踏まえ、工事外注の範囲を明らかにしておく必要がある。

・ なお、公共工事については全面的に一括下請負が禁止されており（公共工事の入札及び契約の適正化の促進
に関する法律（平成十二年法律第百二十七号。以下、「入札契約適正化法」という。）第十二条）、民間工事に
おいても発注者の書面による承諾を得た場合を除き禁止されている（法第二十二条）

二－二 監理技術者等の設置

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の予定額を的確に把握して監理技術者を
置くべきか否かの判断を行うとともに、工事内容、工事規模及び施工体制等を考慮し、適正に技術者を設置
する必要がある。

（１）監理技術者等の設置における考え方
・ 建設工事の適正な施工を確保するためには、請け負った建設工事の内容を勘案し適切な技術者を適正に設置
する必要がある。このため、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、事前に監理技術者を設置
する工事に該当すると判断される場合には、当初から監理技術者を設置しなければならず、監理技術者を設置
する工事に該当するかどうか流動的であるものについても、工事途中の技術者の変更が生じないよう、監理技
術者になり得る資格を有する技術者を設置しておくべきである。
また、主任技術者、監理技術者の区分にかかわらず、下請契約の請負代金の額が小さくとも工事の規模、難易

度等によっては、高度な技術力を持つ技術者が必要となり、国家資格者等の活用を図ることが適切な場合があ
る。発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、これらの点も勘案しつつ、適切に技術者を設置する必
要がある。

（２）共同企業体における監理技術者等の設置
・ 建設業法においては、建設業者はその請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し、当該工
事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者等を置かなければならないこととされ
ており、この規定は共同企業体の各構成員にも適用され、下請契約の額が三千万円（建築一式工事の場合は四
千五百万円）以上となる場合には、特定建設業者たる構成員一社以上が監理技術者を設置しなければならない。
また、その請負金額が二千五百万円（建築一式工事の場合は五千万円）以上となる場合は設置された監理技術
者等は専任でなければならない。
なお、共同企業体が公共工事を施工する場合には、原則として特定建設業者たる代表者が、請負金額にかかわ

らず監理技術者を専任で設置すべきである。
・ 一つの工事を複数の工区に分割し、各構成員がそれぞれ分担する工区で責任を持って施工する分担施工方式
にあっては、分担工事に係る下請契約の額が三千万円（建築一式工事の場合は四千五百万円）以上となる場合
には、当該分担工事を施工する特定建設業者は、監理技術者を設置しなければならない。また、分担工事に係
る請負金額が二千五百万円（建築一式工事の場合は五千万円）以上となる場合は設置された監理技術者等は専
任でなければならない。
なお、共同企業体が公共工事を分担施工方式で施工する場合には、分担工事に係る下請契約の額が三千万円（建

築一式工事の場合は四千五百万円）以上となる場合は、当該分担工事を施工する特定建設業者は、請負金額に
かかわらず監理技術者を専任で設置すべきである。

・ いずれの場合も、その他の構成員は、主任技術者を当該工事現場に設置しなければならないが、公共工事を
施工する特定建設共同企業体にあっては国家資格を有する者を、また、公共工事を施工する経常建設共同企業
体にあっては原則として国家資格を有する者を、それぞれ請負金額にかかわらず専任で設置すべきである。

・ 共同企業体による建設工事の施工が円滑かつ効率的に実施されるためには、すべての構成員が、施工しよう
とする工事にふさわしい技術者を適正に設置し、共同施工の体制を確保しなければならない。したがって、各
構成員から派遣される技術者等の数、資格、配置等は、信頼と協調に基づく共同施工を確保する観点から、工
事の規模・内容等に応じ適正に決定される必要がある。このため、編成表の作成等現場職員の配置の決定に当
たっては、次の事項に配慮するものとする。

① 工事の規模、内容、出資比率等を勘案し、各構成員の適正な配置人数を確保すること。
② 構成員間における対等の立場での協議を確保するため、配置される職員は、ポストに応じ経験、年

齢、資格等を勘案して決定すること。
③ 特定の構成員に権限が集中することのないように配慮すること。
④ 各構成員の有する技術力が最大限に発揮されるよう配慮すること。

（３）主任技術者から監理技術者への変更
・ 当初は主任技術者を設置した工事で、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で下請契約の請負代金の額
が三千万円（建築一式工事の場合は四千五百万円）以上となったような場合には、発注者から直接建設工事を
請け負った特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を設置しなければならない。
ただし、工事施工当初においてこのような変更があらかじめ予想される場合には、当初から監理技術者になり
得る資格を持つ技術者を置かなければならない。

（４）監理技術者等の途中交代
・ 建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、施工管理をつかさどっている監理技術者等の
工期途中での交代は、当該工事における入札・契約手続きの公平性の確保を踏まえた上で、慎重かつ必要最小
限とする必要があり、これが認められる場合としては、監理技術者等の死亡、傷病または退職等、真にやむを
得ない場合のほか、次に掲げる場合等が考えられる。

① 受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長され
た場合

② 橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時
点

③ ダム、トンネル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合
・ なお、いずれの場合であっても、発注者と発注者から直接建設工事を請け負った建設業者との協議により、
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交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における監理技術者等の技術力が同
等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置
をとることにより、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。

・ また、協議においては、発注者からの求めに応じて、直接建設工事を請け負った建設業者が工事現場に設置
する監理技術者等及びその他の技術者の職務分担、本支店等の支援体制等に関する情報を発注者に説明するこ
とが重要である。

（５）営業所における専任の技術者と監理技術者等との関係
・ 営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められている。
・ ただし、特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事
しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連
絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当
該工事の専任を要しない監理技術者等となることができる（平成十五年四月二十一日付、国総建第十八号）。

二－三 監理技術者等の職務

監理技術者等は、建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上
の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

・ 監理技術者等の職務は、建設工事の適正な施工を確保する観点から、当該工事現場における建設工事の施工
の技術上の管理をつかさどることである。すなわち、建設工事の施工に当たり、施工内容、工程、技術的事項、
契約書及び設計図書の内容を把握したうえで、その施工計画を作成し、工事全体の工程の把握、工程変更への
適切な対応等具体的な工事の工程管理、品質確保の体制整備、検査及び試験の実施等及び工事目的物、工事仮
設物、工事用資材等の品質管理を行うとともに、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行う
ことである（法第二十六条の三第一項）。
特に、監理技術者は、建設工事の施工に当たり外注する工事が多い場合に、当該建設工事の施工を担当するす

べての専門工事業者等を適切に指導監督するという総合的な役割を果たすものであり、工事の施工に関する総
合的な企画、指導等の職務がとりわけ重視されるため、より高度な技術力が必要である。
また、工事現場における建設工事の施工に従事する者は、監理技術者等がその職務として行う指導に従わなけ

ればならない（法第二十六条の三第二項）。
・ なお、監理技術者等が、同じ建設業者に所属する他の技術者を活用しながら監理技術者等としての職務を遂
行する場合には、監理技術者等を補佐するこれらの他の技術者の職務を総合的に掌握するとともに指導監督す
る必要がある。この場合において、適正な施工を確保する観点から、個々の技術者の職務分担を明確にしてお
く必要があり、発注者から請求があった場合は、その職務分担等について、発注者に説明することが重要であ
る。

・ 現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の取締りのほか、工事の施工及び契約関係
事務に関する一切の事項を処理するものとして工事現場に置かれる請負者の代理人であり、監理技術者等との
密接な連携が適正な施工を確保する上で必要不可欠である。なお、監理技術者と現場代理人はこれを兼ねるこ
とができる（公共工事標準請負契約約款第十条）。

二－四 監理技術者等の雇用関係

建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇
用関係にある者であることが必要であり、このような雇用関係は、資格者証または健康保険被保険者証等に
記載された所属建設業者名及び交付日により確認できることが必要である。

（１）監理技術者等に求められる雇用関係
・ 建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等は所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある
ことが必要である。また、建設業者としてもこのような監理技術者等を設置して適正な施工を確保することが、
当該建設業者が技術と経営に優れた企業として評価されることにつながる。

・ 発注者は設計図書の中で雇用関係に関する条件や雇用関係を示す書面の提出義務を明示するなど、あらかじ
め雇用関係の確認に関する措置を定め、適切に対処することが必要である。

（２）直接的な雇用関係の考え方
・ 直接的な雇用関係とは、監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関す
る一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用、権利構成）が存在することをいい、資格者証、健康保険被保
険者証または市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって建設業者との雇用関係が確認できるこ
とが必要である。したがって、在籍出向者、派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえない。

・ 直接的な雇用関係であることを明らかにするため、資格者証には所属建設業者名が記載されており、所属建
設業者名の変更があった場合には、三十日以内に指定資格者証交付機関に対して記載事項の変更を届け出なけ
ればならない（建設業法施行規則（昭和二十四年建設省令第十四号、以下、「規則」という。）第十七条の三十
第一項、第十七条の三十一第一項）。

・ 指定資格者証交付機関は、資格者証への記載に当たって、所属建設業者との直接的かつ恒常的な雇用関係を、
健康保険被保険者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書により確認しているが、資格者証中の所
属建設業者の記載や主任技術者の雇用関係に疑義がある場合は、同様の方法等により行う必要がある。具体的
には、

① 本人に対しては健康保険被保険者証
② 建設業者に対しては健康保険被保険者標準報酬決定通知書、市区町村が作成する住民税特別徴収税

額通知書、当該技術者の工事経歴書
の提出を求め確認するものとする。

（３）恒常的な雇用関係の考え方
・ 恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事すること
が担保されていることに加え、監理技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を
持って技術者を工事現場に設置できるとともに、建設業者が組織として有する技術力を、技術者が十分かつ円
滑に活用して工事の管理等の業務を行うことができることが必要であり、特に国、地方公共団体等（法第二十
六条第四項に規定する国、地方公共団体その他政令で定める法人）が発注する建設工事（以下、「公共工事」
という。）において、発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等については、所属建設業者から
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入札の申込のあった日（指名競争に付す場合であって入札の申込を伴わないものにあっては入札の執行日、随
意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日）以前に三ヶ月以上の雇用関係にあることが必要である。

・ 恒常的な雇用関係ついては、資格者証の交付年月日若しくは変更履歴又は健康保険被保険者証の交
付年月日等により確認できることが必要である。
・ 但し、合併、営業譲渡又は会社分割等の組織変更に伴う所属建設業者の変更（契約書又は登記簿の謄本等に
より確認）があった場合には、変更前の建設業者と三ヶ月以上の雇用関係にある者については、変更後に所属
する建設業者との間にも恒常的な雇用関係にあるものとみなす。また、震災等の自然災害の発生またはその恐
れにより、最寄りの建設業者により即時に対応することが、その後の被害の発生または拡大を防止する観点か
ら最も合理的であって、当該建設業者に要件を満たす技術者がいない場合など、緊急の必要その他やむを得な
い事情がある場合については、この限りではない。

（４）持株会社化等による直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い
・ 建設業を取り巻く経営環境の変化等に対応するため、建設業者が営業譲渡や会社分割をした場合や持株会社
化等により企業集団を形成している場合における建設業者と監理技術者等との間の直接的かつ恒常的な雇用関
係の取扱いの特例について、次の通り定めている。

① 建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係
の確認の事務取扱いについて（平成十三年五月三十日付、国総建第百五十五号）

② 持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の取扱い
について（平成十四年四月十六日付、国総建第九十七号）

③ 親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な
雇用関係の取扱い等について（平成十五年一月二十二日付、国総建第三百三十五号）

三 監理技術者等の工事現場における専任

監理技術者等は、公共性のある工作物に関する重要な工事に設置される場合には、工事現場ごとに専任の
者でなければならない。

専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事してい
ることをいう。

発注者から直接建設工事を請け負った建設業者については、施工における品質確保、安全確保等を図る観
点から、監理技術者等を専任で設置すべき期間が、発注者と建設業者の間で設計図書もしくは打合せ記録等
の書面により明確となっていることが必要である。

（１）工事現場における監理技術者等の専任の基本的な考え方
・ 監理技術者等は、公共性のある工作物に関する重要な工事については、より適正な施工の確保が求められる
ため、工事現場ごとに専任の者でなければならない（法第二十六条第三項）。

・ 「公共性のある工作物に関する重要な工事」とは、次の各号に該当する建設工事で工事一件の請負代金の額
が二千五百万円（建築一式工事の場合は五千万円）以上のものをいう（建設業法施行令（昭和三十一年政令第
二百七十三号。以下、「令」という。）第二十七条）。

① 国又は地方公共団体が注文者である工作物に関する工事
② 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、

港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道に関する工事
③ 電気事業用施設（電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。）又

はガス事業用施設（ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。）に関する工
事

④ 学校、児童福祉法第七条に規定する児童福祉施設、集会場、図書館、美術館、博物館、陳列館、教
会、寺院、神社、工場、ドック、倉庫、病院、市場、百貨店、事務所、興行場、ダンスホール、旅
館業法第二条に規定するホテル、旅館若しくは下宿、共同住宅、寄宿舎、公衆浴場、鉄塔、火葬場、
と畜場、ごみ若しくは汚物の処理場、熱供給事業法第二条第四項に規定する熱供給施設、石油パイ
プライン事業法第五条第二項第二号に規定する事業用施設又は電気通信事業法第十二条第一項に規
定する第一種電気通信事業者がその事業の用に供する施設に関する工事

（２）監理技術者等の専任期間
・ 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が、監理技術者等を工事現場に専任で設置すべき期間は契約
工期が基本となるが、たとえ契約工期中であっても次に掲げる期間については工事現場への専任は要しない。
ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で次に掲げる期間が設計図書もしくは打合せ記録等の書面に
より明確となっていることが必要である。

① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設
工事等が開始されるまでの間。）

② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止
している期間

③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われて
いる期間

④ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片
付け等のみが残っている期間

なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、監理技術者
等がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元
的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の監理技術者等がこれらの製作を一括して管
理することができる。

・ 下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、専任の必要な期間は、下請工事が
実際に施工されている期間とする。

・ また、例えば下水道工事と区間の重なる道路工事を同一あるいは別々の主体が発注する場合など、密接な関
連のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任
の主任技術者がこれらの工事を管理することができる（令第二十七条第二項）。ただし、この規定は、専任の
監理技術者については適用されない。

・ このほか、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に
係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約
以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。）については、全体の工事を当該建設業者が設置す
る同一の監理技術者等が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、これら複数
の工事を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が当該複数工事全体を管理することができる。この場合、
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これら複数工事に係る下請金額の合計を三千万円（建築一式工事の場合は四千五百万円）以上とするときは特
定建設業の許可が必要であり、工事現場には監理技術者を設置しなければならない。また、これら複数工事に
係る請負代金の額の合計が二千五百万円（建築一式工事の場合は五千万円）以上となる場合、監理技術者等は
これらの工事現場に専任の者でなければならない。

・ なお、フレックス工期（建設業者が一定の期間内で工事開始日を選択することができ、これが書面により手
続上明確になっている契約方式に係る工期をいう。）を採用する場合には、工事開始日をもって契約工期の開
始日とみなし、契約締結日から工事開始日までの期間は、監理技術者等を設置することを要しない。

四 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の携帯

公共工事における専任の監理技術者は、資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習を過去
五年以内に受講したもののうちから、これを選任しなければならない。また、当該監理技術者は、発注者等
から請求があったときは資格者証を提示しなければならず、当該建設工事に係る職務に従事しているときは、
常時これらを携帯している必要がある。また、監理技術者講習修了証（以下、「修了証」という。）につい
ても、発注者等から提示を求められることがあるため、資格者証と同様に携帯しておくことが望ましい。

（１）資格者証制度及び監理技術者講習制度の適用範囲
・ 公共工事については、専任の監理技術者は、資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習を受
講したもののうちから選任しなければならない（法第二十六条第四項）。

・ 建設業法上、資格者証及び監理技術者講習に関する規定が適用される発注者は、国、地方公共団体、法人税
法別表第一に掲げる公共法人、東京湾横断道路株式会社、帝都高速度交通営団及び関西国際空港株式会社であ
る（法第二十六条第四項、令第二十七条の二、規則第十七条の二）。

（２）資格者証に関する規定
・ 資格者証は、公共性のある工作物に関する重要な建設工事の中でも、より適正な施工の確保が求められる公
共工事について、当該建設工事の監理技術者が所定の資格を有しているかどうか、監理技術者としてあらかじ
め定められた本人が専任で職務に従事しているかどうか、工事を施工する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用
関係にある者であるかどうか等を確認するために活用されている。建設業者に選任された監理技術者は、発注
者等から請求があった場合は、資格者証を提示しなければならない（法第二十六条第五項）。

・ 監理技術者になり得る者は、指定資格者証交付機関に申請することにより資格者証の交付を受けることがで
きる。監理技術者になり得る者は、指定建設業七業種については、一定の国家資格者又は国土交通大臣認定者
に限られるが、指定建設業以外の二十一業種については、一定の国家資格者、国土交通大臣認定者のほか、一
定の指導監督的な実務経験を有する者も監理技術者になり得る。

・ 資格者証の交付及びその更新に関する事務を行う指定資格者証交付機関として財団法人建設業技術者センタ
ーが指定されている。

・ 資格者証には、本人の顔写真の他に次の事項が記載され（法第二十七条の十八第二項、規則第十七条の三十）、
様式は図－１に示すものとなっている。

① 交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び住所
② 最初に資格者証の交付を受けた年月日
③ 現に所有する資格者証の交付を受けた年月日
④ 交付を受ける者が有する監理技術者資格
⑤ 建設業の種類
⑥ 資格者証交付番号
⑦ 資格者証の有効期間の満了する日
⑧ 所属建設業者名

（３）監理技術者講習に関する規定
・ 監理技術者は常に最新の法律制度や技術動向を把握しておくことが必要であることから、公共工事の専任の
監理技術者として選任されている期間中のいずれの日においても、講習を修了した日から五年を経過すること
のないように監理技術者講習を受講していなければならない（規則第十七条の十四）。

・ 監理技術者講習は、所定の要件を満たすことにより国土交通大臣の登録を受けた者（以下、「登録講習機関」
という。）が実施し、監理技術者として従事するために必要な事項として

①建設工事に関する法律制度
②建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
③建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法

に関し最新の事例を用いて、講義と試験によって行われるものである。受講希望者はいずれかの登録講習機関
に受講の申請を行うことにより講習を受講することができる。

・ 各登録講習機関から講習の修了者に対し交付される修了証の様式は図－２に示すものとなっており（規則第
十七条の六）、講習の修了を証明するものとして発注者等から提示を求められることがあるため、資格者証と
同様に携帯しておくことが望ましい。

・ なお、平成十六年二月二十九日以前に交付された資格者証を所持している者については、これを提示するこ
とにより公共工事の専任の監理技術者としての要件となる監理技術者講習を受講していることが証明される。
また、平成十六年二月二十九日以前に指定講習を受講し、平成十六年三月一日以降に交付された資格者証を所
持している者については、資格者証に加えて指定講習に係る修了証を提示することにより公共工事の専任の監
理技術者としての要件となる監理技術者講習を受講していることが証明される。

五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その工事を施工するために締結した下請金額の総
額が三千万円（建築一式工事の場合は四千五百万円）以上となる場合には、工事現場ごとに監理技術者を設
置するとともに、建設工事を適正に施工するため、建設業法により義務付けられている施工体制台帳の整備
及び施工体系図の作成を行うこと等により、建設工事の施工体制を的確に把握する必要がある。

（１）施工体制台帳の整備
・ 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その下請負人が建設業法等の関係法令に違反しない
よう指導に努めなければならない（法第二十四条の六）。このような下請負人に対する指導監督を行うために
は、まず、特定建設業者とりわけその監理技術者が建設工事の施工体制を的確に把握しておく必要がある。

・ そこで、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者で当該建設工事を施工するために総額三千万円
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（建築一式工事の場合は四千五百万円）以上の下請契約を締結したものは、下請負人に対し、再下請負を行う
場合は再下請負通知を行わなければならない旨を通知するとともに掲示しなければならない。（規則第十四条
の三）また、下請負人から提出された再下請負通知書等に基づき施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え
付けなければならない（法第二十四条の七第一項）。

施工体制台帳を作成した特定建設業者は、発注者から請求があったときは、施工体制台帳をその発注者の閲
覧に供しなければならない（法第二十四条の七第三項）。公共工事の受注者は、これに代えて、作成した施工
体制台帳の写しを発注者に提出しなければならない（入札契約適正化法第十三条第一項）。さらに、公共工事
の受注者は、発注者から施工体制が施工体制台帳の記載と合致しているかどうかの点検を求められたときはこ
れを受けることを拒んではならない（入札契約適正化法第十三条第二項）。

（２）施工体系図の作成
・ 下請業者も含めた全ての工事関係者が建設工事の施工体制を把握する必要があること、建設工事の施工に対
する責任と工事現場における役割分担を明確にすること、技術者の適正な設置を徹底すること等を目的として、
施工体制台帳を作成する特定建設業者は、当該建設工事に係るすべての建設業者名、技術者名等を記載し工事
現場における施工の分担関係を明示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に、公共工
事においては工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲げなければならないことが定められてい
る（法第二十四条の七第四項、入札契約適正化法第十三条第三項）。

六 工事現場への標識の掲示

建設工事の責任の所在を明確にすること等のため、建設業者は、建設工事の現場ごとに、建設業許
可に関する事項のほか、監理技術者等の氏名、専任の有無、資格名、資格者証交付番号等を記載した
標識を、公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

・ 建設業法による許可を受けた適正な業者によって建設工事の施工がなされていることを対外的に明らかにす
ること、多数の建設業者が同時に施工に携わるため、安全施工、災害防止等の責任が曖昧になりがちであると
いう建設工事の実態に鑑み対外的に建設工事の責任主体を明確にすること等を目的として、建設工事を請け負
った全ての建設業者は、建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならない。（法第
四十条）

・ 現場に掲げる標識には、建設業許可に関する事項のほか、監理技術者等の氏名、専任の有無、資格名、資格
者証交付番号等を記載することとされており、図－３の様式となる。（規則第二十五条第一項、第二項）建設
業者は、この様式の標識を掲示することにより、監理技術者等の資格を明確にするとともに、資格者証の交付
を受けている者が設置されていること等を明らかにする必要がある。

七 建設業法の遵守

建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工
事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進し、もって公共の福祉の
増進に寄与することを目的に定められたものである。したがって、建設業者は、この法律を遵守すべきこと
は言うまでもないが、行政担当部局は、建設業法の遵守について、適切に指導を行う必要がある。

・ 法第一条においては、建設業法の目的として
「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の
適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進し、もって公共の福祉の増進に
寄与することを目的とする。」
と規定しており、建設業者は、この法律を遵守する必要がある。また、行政担当部局は、建設業法の遵守につ
いて、建設業者等に対して適切に指導を行う必要がある。

・ 特に、法第四十一条においては、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通大臣又は都道府県知事が
建設業者に対して必要な指導、助言等を行うことができることを規定している。また、法第二十八条第一項及
び第四項では、建設業者が建設業法や他の法令の規定に違反した場合等において、当該建設業者に対して、監
督処分として必要な指示を行うことができ、同条第三項及び第五項では、この指示に違反した場合等において、
営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。さらに、この営業の停止の処分に違反した場合等において、
建設業の許可を取り消すこととしている。

第６編．その他

271



 

図－１ 資格者証の様式 

 

（表面） 

 

 

 

 

 

 

（裏面） 

 

（注）裏面上部に磁気ストライプをはり付ける。 

氏名 　　　年　月　日生 本籍

住所
初回交付 　　　年　月　日 交付 　　　年　月　日

交 付 番 号 第　　　　　　　　　　　　　号

監理技術者資格者証
　　　年　月　日 まで有効

所属建設業者

国 土 交 通 大 臣
指 定 資 格 者 証 交 付 機 関 代 表 者

許可番号　　　　　　　　　　　　

有する
資　格
建設業の種類

有・無

写　真

印

土建大左と石屋電管タ鋼筋舗　板ガ塗防内機絶通園井具水消清しゆ

備　考

53.92
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
 

54.03
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
 

85.47 ミリメートル以上 

85.72 ミリメートル以下 
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図－２ 修了証の様式 

注意事項

いなければならない。

備考
　１　材質は、プラスチック又はこれと同程度以上の耐久性を有するも
    のとすること。
　２　「本籍」の欄は、本籍地の所在する都道府県名（日本の国籍を有
　　しない者にあつては、その者が有する国籍）を記載すること。

建設業法第26条第4項の規定により選任されている

監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日におい

てもその日の前５年以内に行われ た講 習を 受講 して

建設業法第26条第4項に規定する発注者から本証の

本証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

提示を求められることがある。

（表面）

2

3

監　理　技　術　者　講　習　修　了　証

(裏面）

1

 

修了証番号　　第　　　　　号

本　籍　　　○　○　県
　　　　　　フ　　　 　リ　　　　ガ　　　　ナ

氏　名　　　○　　○　　○　　○
　
　　　　  （生年月日　　　　年　　月　　日）

この者は、建設業法第26条第4項の国土交通大臣の登録を受け
た講習の課程を修了した者であることを証します。

修了年月日　　　　　　　年　　　月　　　日

登 録 講 習 実 施 機 関 代 表 者　　　　      印

（登録番号　第　　　　号）

写　真

53.92ミ
リ

メ
ー

ト
ル

以
上

54.03ミ
リ

メ
ー

ト
ル

以
下

85.47ミリメートル以上
85.72ミリメートル以下

24.00ミリメートル

30.00ミ
リ

メ
ー

ト
ル
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図－３ 工事現場に掲げる標識の様式 

 

 

建  設  業  の  許  可  票 

商 号 又 は 名 称  

代 表 者 の 氏 名  

主任技術者の氏名 専 任 の 有 無   

 資 格 名 資格者証交付番号   

一 般 建 設 業 又 は 特 定 建 設 業 の 別  

許 可 を 受 け た 建 設 業  

許 可 番 号 
国土交通大臣 

知事 
 許可（  ）第        号 

許 可 年 月 日  

 

 

 

記載要領 

 １ 「主任技術者の氏名」の欄は、法第 26 条第 2項の規定に該当する場合には、「主任技術者の氏名」を「監理技術者

の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。 

 ２ 「専任の有無」の欄は、法第 26 条第 3項の規定に該当する場合に、「専任」と記載すること。 

 ３ 「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第 7条第 2項ハ又は法第 15 条第 2項イに該当する者であ

る場合に、その者が有する資格等を記載すること。 

 ４ 「資格者証交付番号」の欄は、法第 26 条第 4項に該当する場合に、当該監理技術者が有する資格者証の交付番号

を記載すること。 

 ５ 「許可を受けた建設業」の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた建設業を記載す

ること。 

 ６ 「国土交通大臣 知事」については、不要のものを消すこと。 

40cm 以上 

40
cm

以
上
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２．主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間の明確化について

国 総 建 第 ７ ５ 号

平成２１年６月３０日

公共工事発注担当部局の長あて

国土交通省総合政策局建設業課長

建設業法第２６条に定める工事現場に置く主任技術者又は監理技術者（以下「監理技術

者等」という。）は、請負代金の額が２千５百万円（建築一式工事である場合にあっては、

５千万円）以上の一定の建設工事については、工事現場ごとに専任の者でなければならな

いとされているところです。「監理技術者制度運用マニュアルについて」（平成１６年３

月１日付け国総建第３１５号。以下単に「運用マニュアル」という。）に基づき、かねて

よりその適正な運用をお願いしているところですが、このうち、監理技術者等の専任を要

しない期間については、適切な運用が行われていない事例が見受けられるところです。

建設工事の適正な施工を確保しつつ、建設業の生産性の向上を図るためには、専任を要

しない期間を適切に設定することが必要であることから、その設定に当たっては下記の事

項に特に留意するよう、当職から公共工事発注担当部局の長等の関係者に対し通知しまし

た。貴職におかれましては、監理技術者等の適正な設置が徹底されるよう適切な指導をお

願いします。

記

１．工事現場に設置する監理技術者等については、建設工事の請負契約の締結前において

は、その設置が不要であることは当然のことであるが、請負契約の締結後においても、

運用マニュアルで定める一定の期間について、発注者と建設業者の間で設計図書若しく

は打合せ記録等の書面により明確となっていることを条件に、たとえ契約工期中であっ

ても工事現場への専任は要しないことに留意すること。

特に、運用マニュアル三「（２）監理技術者等の専任期間」で定めている①「請負契

約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入または

仮設工事等が開始されるまでの間。）」、及び同④「工事完成後、検査が終了し（発注者

の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残っている

期間」については、監理技術者等の工事現場への専任を要しない期間とされているもの

の、専任を要しない期間が設計図書若しくは打合せ記録等の書面により明確となってい

ないために、必要以上に専任を求められる事例が見受けられる。したがって、以下の記

載方法例を参考にして、工事現場への専任を要しない期間を明確にすること。

また、発注者は、工事現場への専任を要しない期間を書面により明確にしている場合

には、当該期間に監理技術者等の専任を求めることのないようにすること。

なお、同④「工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を
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除く。）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間」については、発注者の都合に

より検査が遅延した場合は、その期間も専任を要しないことに留意すること。

＜記載方法例＞

※設計図書（仕様書又は現場説明書）に以下の事項を記載する。

①現場施工に着手するまでの期間に関する記載方法例

【現場施工に着手する日が確定している場合】

○ 請負契約の締結の日の翌日から平成○○年△△月××日までの期間について

は、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

【現場施工に着手する日が確定していない場合】

○ 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資

機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者

又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日

については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

②検査終了後の期間に関する記載方法例

○ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、

事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理

技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が

工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日（例：「完成検査確認通知書」

等における日付）とする。

２．運用マニュアル三「（２）監理技術者等の専任期間」③中「橋梁、ポンプ、ゲート、

エレベーター等の工場製作を含む工事」について、工場製作のみが行われている期間は

監理技術者等の工事現場への専任を要しないこととされているが、これは、「橋梁、ポ

ンプ、ゲート、エレベーター」の工場製作を含む工事に限る趣旨ではなく、発電機・配

電盤等の電機品などを含め、工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われ

ている期間における工事現場への専任を要しないとの趣旨であること。

（国総建第７４号 各都道府県主管部局長あて）

（国総建第７６号 地方整備局等建設業担当部長あて）

（国総建第７７号 建設業者団体の長あて）
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３．監理技術者制度の運用等について

国 地 契 第 １ ６ 号

国 官 技 第 ７ ５ 号

国 営 計 第 ４ ６ 号

平成１６年７月１５日

総務部長

各地方整備局 企画部長 あて

営繕部長

国 土 交 通 省 大 臣 官 房 地 方 課 長

国 土 交 通 省 大 臣 官 房 技 術 調 査 課 長

国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課長

監理技術者制度の運用等について

標記については、別添のとおり平成１６年３月１日付で「監理技術者制度運用マニュア

ルについて」が国土交通省総合政策局建設業課長から発出されているところであるが、同

マニュアル（以下単に「マニュアル」という。）を踏まえ、公共工事の発注に当たっての

監理技術者制度の運用等については、特に下記事項に留意されたく通知する。

記

１ 監理技術者等の途中交代について（マニュアル二－二(4)）
監理技術者及び主任技術者（以下「監理技術者等」という。）の工期途中での交代が

認められる場合には、監理技術者等の死亡、傷病、退職等の場合のほか、次に掲げる場

合があること。なお、次に揚げるいずれの場合にあっても、工事の継続性、品質確保等

に支障を生じさせない観点から、交代前後における監理技術者等の技術力が同等以上に

確保されるようにするほか、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とする

こと、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置すること等の措置

が講じられるようにすること。

おって、工事請負代金額が２５００万円以上の工事において工期途中での監理技術者

等の交代を認めたときは、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に変更登録をするよ

う徹底すること。

① 受注者の責によらない理由により、工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、

工期を延長した場合

② 橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現

場が移行する時点
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③ ダム、トンネル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合

２ 監理技術者等を工事現場に専任で設置すべき期間について（マニュアル三(2)）
監理技術者等を工事現場に専任で設置すべき期間は、契約工期が基本であるが、次に

掲げる期間については、設計図書、打合せ記録等の書面で明確にした場合に限って、工

事現場での専任は要しないこと。

① 契約締結後、現場施工に着手するまで（現場事務所の設置、資機材の搬入、仮設工

事等が開始されるまで）の期間

② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生、埋蔵文化財調査等により、工事を全面

的に一時中止している期間

③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作

のみが行われている期間

④ 工事完成後、検査が終了し、事務手続き後、後片付け等のみが残っている期間

３ 監理技術者等の雇用関係の確認等について（マニュアル二－四）

監理技術者等は、所属建設業者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」にあることが必要

とされ、このうち発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等に係る「恒常

的な雇用関係」については、所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に３ヶ月以

上の雇用関係にあることが必要であるとされていること（マニュアル二－四(3)に定め

る「緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合」については、この限りではない。）。

このため、入札等に当たっての監理技術者の雇用関係の確認等については、以下のとお

り取り扱うこと。

（１）入札参加希望者等に対する確認手続

監理技術者については、一般競争入札に係る競争参加資格確認資料の提出並びに公

募型指名競争入札及び工事希望型指名競争入札に係る技術資料の提出に際しては、入

札参加希望者等（一般競争入札の参加希望者並びに公募型指名競争入札及び工事希望

型指名競争入札における技術資料を提出した者をいう。以下同じ。）に対し、配置予

定の監理技術者の監理技術者資格者証の写しを添付するよう求めること。この場合に

おいて、当該写しに記載されている所属建設業者の商号又は名称と入札参加希望者の

商号又は名称が異なるとき等上記「直接的かつ恒常的な雇用関係」に疑義があると認

められる場合には、当該入札参加希望者に対し、健康保険被保険者証の写し等上記「直

接的かつ恒常的な雇用関係」を明示することができる資料を求めること。

（２）入札参加の取扱い

上記措置の結果、当該入札参加希望者等と配置予定の監理技術者との間に、上記「直

接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できない場合は、当該入札参加希望者等を入札に

参加させないこと。

なお、建設業法及びマニュアルの解釈上不明な点があれば、建政部計画・建設産業

課（建設産業課）に照会すること。
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（３）入札参加希望者等に対する周知措置

一般競争入札にあっては入札説明書、公募型指名競争入札にあっては技術資料作成

要領、工事希望型指名競争入札にあっては送付資料の監理技術者関係部分において「配

置予定の監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その

旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入

札に参加できないことがある」旨を記載すること。

（４）その他

（１）に定める措置を講じた場合に限らず、契約締結後において、契約書の規定に

従い監理技術者等の通知があった場合において、監理技術者証に記載されている所属

建設業者の商号又は名称と入札予定者の商号又は名称が異なるなど上記の「直接的か

つ恒常的な雇用関係」に疑義があると認められるときは、公共工事の入札及び契約の

適正化の促進に関する法律第１１条に規定する通知の必要があるので、「公共工事の

入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１１条に関する手続について」（平成１

３年７月３０日国地契第２６号、国官技第１２６号、国営計第７６号）に基づき適正

に処理すること。
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４．工事現場における適正な施工体制の確保等について

国 官 地 第 ２ ２ 号

国 官 技 第 ６ ８ 号

国 営 計 第 ７ ９ 号

平成１３年３月３０日

各地方整備局 総務部長、企画部長、営繕部長

沖縄総合事務局開発建設部管理課長（参考送付） あて

大 臣 官 房 地 方 課 長

大 臣 官 房 技 術 調 査 課 長

大臣官房官庁営繕部営繕計画課長

工事現場における適正な施工体制の確保等について

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」においては、工事現場におけ

る適正な施工体制の確保のため、発注者が点検その他の必要な措置を講じることが義務付

けられ、また、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」（平

成 13 年 2 月 9 日閣議決定）においては、要領の策定等による統一的な監督の実施に努め

ることとされたところである。

ついては、発注者が施工体制を適切に把握するための点検その他の必要な措置を統一的

に行うため、「工事現場等における施工体制の点検要領」を別添のとおり定めたので通知

する。

なお、「工事現場における適切な施工体制の確保等について」（平成 10 年 12 月 25 日付

け、建設省厚契発第 70 号、建設省技調発第 251 号、建設省営計発第 135 号）及び「工事

現場における施工体制の把握マニュアル」（平成 12 年 11 月 24 日付け、建設省厚契発第 42
号、建設省技調発第 187 号、建設省営計発第 153 号）は廃止する。

また、この通知による要領は、平成１３年４月１日以降に契約する工事について適用す

る。
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工事現場等における施工体制の点検要領

１．目的

公共工事の品質を確保し、目的物の整備が的確に行われるようにするためには、工事

の施工段階において契約の履行を確保するための監督及び検査を確実に行うことが重要

である。特に、監督業務については、監理技術者の専任制等の把握の徹底を図るほか、

現場の施工体制が不適切な事案に対しては統一的な対応を行い、その発生を防止し、適

正な施工体制の確保が図られるようにすることが重要である。

本要領は、国土交通省地方整備局が発注した請負工事の施工体制について、監督業務

等において把握すべき点検事項等を定め、もって工事現場の適正な施工体制の確保等に

資するものとする。

２．適用対象

点検のうち監理技術者等の専任に関する点検は、建設業法第 26 条第 3 項に該当する

工事（請負金額が 2,500 万円以上のもの。ただし、建築一式工事の場合は、5,000 万円

以上のもの。）について行うこととする。また、施工体制台帳等に関する点検は、建設

業法第 24 条の 7 に該当する工事（下請契約の請負金額の合計金額が 3,000 万円以上の

もの。ただし、建築一式工事の場合は、4,500 万円以上のもの。）について行うこととす

る。

３．点検の基本

１）点検事項

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（以下「適正化法」という。）」

（平成 12 年 11 月 27 日公布）及び同法に基づく「公共工事の入札及び契約の適正化

を図るための措置に関する指針」（平成 13 年 3 月 9 日閣議決定）において、工事現場

の適正な施工体制の確保のため、発注者が監督業務等において把握することとされて

いる事項について点検すること。

２）建設業許可部局への通知

点検等により、次のいずれかに該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、当

該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係

る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事（以下、「建設業許可部局」という。）

に対し、その事実を通知すること。

一 建設業法第 28 条第 1 項第 3 号、第 4 号又は第 6 号から第 8 号までのいずれかに

該当すること。

二 適正化法第 13 条第 1 項若しくは第 2 項、同条第 3 項の規定により読み替えて適

用される建設業法第 24 条の 7 第 4 項、同条第 1 項若しくは第 2 項又は同法第 26 条

若しくは第 26 条の 2 の規定に違反したこと。

３）工事成績への反映

入札・契約手続における監理技術者の専任制の確認及び現場における施工体制の把
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握を通じて、受注者である建設業者に不適切な点があった場合は、その内容、改善状

況に応じて工事成績評定に適切に反映すること。

４．入札・契約手続における監理技術者の専任制の確認等

１）入札前における確認

本官契約工事ならびに工事希望型及び公募型指名競争入札の分任官契約工事の申込

者を対象に、配置予定監理技術者の他の工事の従事状況（工事名、工期など）を、競

争参加資格確認申請書又は技術資料（以下「申請書等」という）の項目として追加し、

提出を求めること。ＣＯＲＩＮＳを用いて配置予定の監理技術者が重複しないことを

確認すること。申請書等により承知している状況と異なる重複があった場合は、企業

情報サービスなどで監理技術者の所属及び資格者証保持の確認をするとともに、相手

方に申請書等の内容について電話等で確認すること。

申請書等の内容に問題がある事実が確認できた場合、競争参加資格を認めない、あ

るいは、非指名の扱いとすること。なお、この場合において申請書等の差し替えは認

めないこと。

（注）ＣＯＲＩＮＳ：工事実績情報を提供するサービス

企業情報サービス：監理技術者資格者証情報などを提供するサービス

２）入札後、契約前における確認

本官契約工事ならびに工事希望型及び公募型指名競争入札の分任官契約工事の落札

者を対象に、ＣＯＲＩＮＳを用い配置予定の監理技術者が重複しないことを確認する

こと。

重複があった場合は、企業情報サービスなどで監理技術者の所属及び資格者証保持

の確認をするとともに、相手方に申請書等の内容について電話、面接等で確認するこ

と。

専任制違反となる事実が確認された場合、契約を結ばないこととする。なお、この

場合において発注者が承認した場合の外は、申請書等の差し替えは認めないこと。

３）契約後における確認

請負金額 2,500 万円以上（建築一式は 5,000 万円以上）の契約工事のうち、専任の

監理技術者を配置する工事については、当該工事のＣＯＲＩＮＳ登録後、ＪＡＣＩＣ

－ＣＥ協議会より監理技術者の重複、所属及び資格者証保持のチェックによる疑義情

報が提供される。監理技術者としての専任を要する工事相互において重複、あるいは

所属及び資格者証保持に疑義があるとの情報の提供を受けた工事について、他工事の

発注者と連絡、情報交換を行うとともに、契約の相手方に疑義情報の内容を電話、面

接等で確認すること。

専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除することができるものとする。た

だし、契約解除が困難な場合においては、当該違反を是正させたうえで、指名停止及

び工事成績の減点等を行うものとする。なお、当該工事の監理技術者の交替は発注者

が承認した場合の外は認めないこと。

（注）・ＪＡＣＩＣ－ＣＥ協議会：

発注者支援データベース・システムを運営管理し情報提供を行っている協
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議会（JACIC と CE 財団が協議会の運営管理を行っている）

・発注者支援データベース・システム：

ＣＯＲＩＮＳと企業情報サービスをネットワーク化したサービスで、ＣＯ

ＲＩＮＳと企業情報サービスの他、監理技術者の専任を確認するサービス

などがある。

５．現場における施工体制の把握

１）監理技術者資格者証の点検

工事着手前等に監理技術者資格者証の提示を求め、その者が、工事請負契約書第 10
条に基づきあらかじめ通知を受けた監理技術者と同一人であり、元請負会社に所属す

る者であることを確認すること。

このとき、不適切な点があった場合には、工事請負契約書第４６条第１項第３号に

基づく契約の解除も選択に含めて必要な措置を講じること。

２）配置予定技術者と契約後の通知に基づく監理技術者の同一性の点検

工事請負契約書第１０条に基づく通知による監理技術者が、申請書等に記載された

配置予定技術者と同一人であり、元請会社に所属する者であること。

このとき、不適切な点があった場合には、配置予定技術者と同一人を監理技術者と

することを求める等必要な措置を講じること。

３）現場の常駐状況の点検

現場での監理技術者の常駐状況について、適切な頻度で点検すること。

このとき、不適切な点があった場合は必要な措置を講じること。

４）施工体制台帳の点検

提出された施工体制台帳及びそれに添付が義務づけられている下請契約書及び再下

請負通知書等を工事期間中に点検すること。

このとき、不適切な点があった場合は必要な措置を講じること。

５）施工体系図の点検

施工体系図が工事現場の工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げられていること

を点検すること。

このとき、不適切な点があった場合は必要な措置を講じること。

６）施工体制の把握

施工体制が一括下請負に該当していないか、施工体制台帳及び施工体系図が実際の

体制と異なるものでないかを点検すること。

このとき、不適切な点があった場合は必要な措置を講じること。

７）施工中の建設業許可を示す標識等の点検

建設業許可を受けたことを示す標識が公衆の見やすい場所に掲示されていること、

建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識が掲示されてい

ること、労災保険関係の掲示項目が掲示されていること及 び工事カルテの登録が

されていることを点検すること。

このとき、不適切な点があった場合は必要な措置を講じること。
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６．その他

１） 工事現場における適正な施工体制の確保は、各発注者間で統一的な取組みを行う

ことによって効果が発揮できることから、各地方整備局において、工事現場の立入

点検の実施や各発注者が保有する情報を相互に交換するなど、発注者相互の連絡、

協調体制の一層の強化に努めること。

２） 発注者支援データベースシステムによる現場専任制の確認の信頼性向上を図り、

発注者の内容確認と受注者の早期登録を確実なものとするため、ＣＯＲＩＮＳ登録

の受領書を早期に提出させること。

３） 施工体制台帳は、建設工事の適正な施工を確保するために作成されるものであり、

粗雑工事の誘発を生ずるおそれがある場合等工事の適正な施工を確保するために必

要な場合に、適切に活用するべきものであることに留意すること。
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５．工事現場等における施工体制の点検要領の運用について

国 官 地 第 ２ ３ 号

国 官 技 第 ６ ９ 号

国 営 計 第 ８ ０ 号

平成１３年３月３０日

各地方整備局 総務部長、企画部長、営繕部長

沖縄総合事務局開発建設部長（参考送付） あて

大 臣 官 房 地 方 課 長

大 臣 官 房 技 術 調 査 課 長

大臣官房官庁営繕部営繕計画課長

工事現場等における施工体制の点検要領の運用について

工事現場における施工体制の点検要領については、「工事現場における適正な施工体制

の確保等について」（平成１３年３月３０日付け国官地第２２号、国官技第６８号、国営

計第７９号）において通知したところであるが、点検要領のうちの「現場における施工体

制の把握」については、下記により運用されたい。

記

１．施工体制の点検項目別の点検内容、実施時期及び対応は、別紙－１「施工体制の把握

に関する点検内容と対応方法」及び別紙－２「一括下請負に関する点検要領」によるこ

と。

２．施工体制の把握結果の整理は、別紙－３「工事現場における施工体制の把握表」を参

考とすること。

３．主任監督員は施工体制の把握結果を、技術検査時に技術検査官に提示すること。

４．別紙－２による一括下請負の判定は当面、主任監督員、担当副所長、担当課長等の合

議により行うこと。

５．平成 13 年 10 月 1 日以降は、二次下請負以下の契約書についても契約金額を記入する

こととなっていることの周知を図ること。
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施工体制の把握における留意点

１．監理技術者の常駐の把握

夜間工事、維持工事など監理技術者の常駐が困難な工事にあっては、その専任状況、

連絡体制を把握する。

２．施工体制台帳及び施工体系図に係る記載内容に関する留意点

①掲示する施工体系図は、「施工体制台帳の作成等について」（平成 13 年 3 月 30 日付

け国総建第 84 号）に基づき作成したものを原則とする。

②提出する施工体制台帳及び施工体系図は、「施工体制台帳に係る書類の提出につい

て」（平成 13 年 3 月 30 日付け国官技第 70 号、国営技第 30 号）により作成したも

のとする。この場合にあっては、建設工事に関する請負契約及び警備に関する請負

契約（一次下請負人となる場合のみ）に関して必要事項を記載するよう求める。

③請負契約が単価契約である場合は、その旨を記載するよう求める。

④施工体系図の担当工事内容は、できるだけ数量総括表に明示した工種区分との対応

がわかるよう記載することを求める（ただし、詳細になりすぎないように留意す

る。）。

３．施工体制台帳及び施工体系図の記載漏れ等に関する連絡

施工体制台帳等と実際の施工体制に差異を発見した場合は、是正を求めるとともに、

以下の要件に該当する場合は、契約担当官、建設業許可部局に連絡する。なお、再下請

負契約において疑義が生じた場合は、元請負人に対する是正を求める前に契約担当官、

建設業許可部局に連絡すること。

①監理技術者、施工計画書に記載された技術者及び主任技術者に係る届出に虚偽があ

った場合。

②一次下請負人の記載漏れがあった場合。

③二次下請より下位の下請負人にあっては、契約期間が 1 ヶ月以上かつ契約金額が

500 万円以上の下請負人の記載漏れがあった場合。

④上記②③については、記載すべき事項が生じてから概ね 1 ヶ月を経過した後に適用

する。

４．施工体系図等の工事現場での掲示

維持工事など工事場所が移動する工事にあっては、監理技術者又は現場代理人が常駐

する事務所等に掲示していることを把握。

５．共同企業体における配置技術者

共同企業体の場合は、全ての構成員で監理技術者又は主任技術者が配置されているこ

とを把握。

（参考：「直轄工事における共同企業体の取扱について」平成９年８月８日付け建設

省厚契発第 33 号）
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施
工

体
制

の
把

握
に
関

す
る
点

検
内

容
と
対

応
方

法
別
紙
－
１

目
的

背
景

点
検

項
目

点
検

内
容

実
施

時
期

対
　
　
　
応

　
　
　
方

　
　
　
法

Ⅰ
監
理

技
術
者
の
専
任
制
の
徹

底
①
監
理
技
術
者
資
格
者
証
の
把
握

監
理
技
術
者
本
人
か
ら
携
帯
し
て
い
る
監
理
技
術
者
資
格
者
証
を
提
示
さ
せ

る
。

工
事
着
手
前

監
理

技
術

者
資

格
者

証
の

会
社

名
、
工

種
区

分
、
期

限
、
裏

書
き
に
よ
る
変

更
な
ど
に
つ
い
て
把

握
。

工
事
着
手
前

②
同

一
性

の
把

握
配

置
予

定
技

術
者

※
１
、
通

知
に
よ
る
監

理
技

術
者

※
２
、
施

工
体

制
台

帳
に
記

載
さ
れ
た
監
理
技
術
者
及
び
監
理
技
術
者
資
格
者
証
に
記
載
さ
れ
た
技
術
者

名
が

同
一

で
あ
る
こ
と
を
把

握
。

工
事
着
手
前

監
理

技
術

者
資

格
者

証
の

写
真

に
よ
り
本

人
で
あ
る
こ
と
を
把

握
。

工
事

着
手

前

③
常

駐
の

把
握

監
理

技
術

者
の

常
駐

を
把

握
。

工
事
施
工
中

１
（
回
／
月
）
程
度

打
合

わ
せ

時
等

に
監

理
技

術
者

が
施

工
計

画
や

工
事

に
係

る
工

程
、
技

術
的

事
項

を
把

握
し
主

体
的

に
関

わ
っ
て
い
る
か

を
把

握
。

（
把

握
結

果
は

、
別

紙
－

２
「
一

括
下

請
負

に
関

す
る
点

検
要

領
」
の

別
紙

－
３

の
２
に
反

映
す
る
）

工
事
施
工
中

打
合
わ
せ
時

Ⅱ
適

切
な
施

工
体

制
の

確
保

④
施

工
体

制
台

帳
施

工
体

制
台

帳
が

現
場

に
備

え
付

け
ら
れ

、
か

つ
同

一
の

も
の

が
提

出
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
把
握
。

工
事
施
工
中

当
初

及
び
変

更
時

施
工

体
制

台
帳

に
下

請
負

契
約

書
（
写

）
及

び
再

下
請

負
通

知
書

が
添

付
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
把
握
。

工
事
施
工
中

当
初

及
び
変

更
時

下
請
負
金
額
が
記
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
把
握
。

工
事
施
工
中

当
初

及
び
変

更
時

⑤
施

工
体

系
図

施
工

体
系

図
が

当
該

工
事

現
場

の
工

事
関

係
者

及
び
公

衆
が

見
や

す
い
場

所
に
掲

げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
把

握
。

工
事
施
工
中

当
初

及
び
変

更
時

施
工
体
系
図
に
記
載
の
な
い
業
者
が
作
業
し
て
い
な
い
こ
と
を
把
握
。

（
例
え
ば
、
安
全
訓
練
等
の
出
席
者
名
簿
、
日
々
の
作
業
指
示
書
な
ど
で
確

認
）

工
事
施
工
中

１
（
回
／
月
）
程
度

施
工

体
系

図
に
記

載
さ
れ

て
い
る
主

任
技

術
者

及
び
施

工
計

画
書

に
記

載
さ

れ
て
い
る
技

術
者

が
本

人
で
あ
る
こ
と
を
把

握
。

工
事
施
工
中

当
初

及
び
変

更
時

⑥
施

工
体

制
の

把
握

元
請

負
人

が
そ
の

下
請

工
事

の
施

工
に
実

質
的

に
関

与
し
て
い
る
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
な
ど
を
把

握
。
（
別

紙
－

２
「
一

括
下

請
負

に
関

す
る
点

検
要

領
」
に
よ

り
点
検
）

工
事
中
１
回
以
上

（
工
事
初
期
等
）

<
ス
テ
ッ
プ
１
>

別
紙

－
３
「
工

事
現

場
に
お
け
る
施

工
体

制
の

把
握

表
（
一

括
下

請
負

）
」
及

び
「
工

事
現

場
に
お
け
る
施

工
体

制
の

把
握

表
（
実

質
関

与
）
」
に
あ
る
点

検
項

目
に
つ
い
て
把

握
す
る
。

<
ス
テ
ッ
プ
２
>

一
括

下
請

負
の

疑
義

が
あ
る
工

事
に
つ
い
て
は

、
建

設
業

許
可

部
局

に
通

知
し
、
建

設
業
許
可
部
局
と
協
同
し
て
一
括
下
請
負
い
の
禁
止
に
関
す
る
調
査
を
実
施
。

Ⅲ
そ
の

他
⑦

工
事

カ
ル

テ
の

登
録

受
注

時
工

事
カ
ル

テ
は

適
正

に
、
か

つ
期

限
内

に
登

録
さ
れ

て
い
る
か

を
把

握
。

工
事

着
手

前
<
ス
テ
ッ
プ
１
>

不
適
切
な
場
合
は
是
正
を
求
め
る
。

⑧
建

設
業

許
可

を
示

す
標

識
建

設
業

許
可

を
受

け
た
こ
と
を
示

す
標

識
が

公
衆

の
見

や
す
い
場

所
に
設

置
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て
あ
る
こ
と
、
監
理
技
術
者
が
正
し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
把
握
。

工
事
施
工
中

１
回

⑨
建

退
協

制
度

に
関

す
る
掲

示
建

設
業

退
職

金
共

済
制

度
に
関

す
る
標

識
が

現
場

に
掲

示
さ
れ

て
い
る
こ
と
を

把
握

。
工
事
施
工
中

１
回

⑩
労

災
保

険
に
関

す
る
掲

示
労

災
保

険
関

係
の

項
目

が
現

場
の

見
や

す
い
場

所
に
掲

示
さ
れ

て
い
る
こ
と

を
把
握
。

工
事
施
工
中

１
回

※
１
：
競
争
参
加
資
格
確
認
申
請
書
又
は
技
術
資
料
に
記
載
さ
れ
た
配
置
予
定
の
監
理
技
術
者

※
２
：
工
事
請
負
契
約
書
第
１
０
条
に
基
づ
き
通
知
さ
れ
た
監
理
技
術
者

そ
の
他
、
元
請
の
適
正
な
施
工
体
制
の
確

保
の

た
め
に
必

要
な
事

項
に
つ
い
て
把

握
。

<
ス
テ
ッ
プ
１
>

不
適
切
な
場
合
は
是
正
を
求
め
る
。

<
ス
テ
ッ
プ
２
>

契
約

担
当

官
・
業

許
可

部
局

・
労

働
当

局
に
連

絡
し
、
契

約
解

除
の

選
択

も
含

め
て
必

要
な
措
置
を
講
じ
る
た
め
の
調
査
を
行
う
。

元
請

負
人

が
適

切
に
業

務
を
行

い
、
工

事
の

品
質

を
適

切
に
確

保
す
る
た
め
に
義

務
づ
け
ら
れ

て
い
る
監

理
技

術
者

の
専

任
を

把
握

。

不
良

・
不

適
格

業
者

を
的

確
に
発

見
・
排

除
し
、
工
事
の
品
質
確
保
、
建
設
業
の
健
全
な

発
展

を
図

る
た
め
に
、
現

場
の

施
工

体
制

を
把

握
。

<
ス
テ
ッ
プ
１
>

疑
義

が
あ
る
場

合
は

、
監

理
技

術
者

、
元

請
会

社
に
説

明
を
求

め
る
と
と
も
に
、
監

理
技

術
者

が
直

接
的

か
つ
恒

常
的

な
雇

用
関

係
に
あ
る
こ
と
を
証

明
す
る
書

類
（
健

康
保

険
証
又
は
住
民
税
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
の
写
し
）
の
提
出
を
求
め
る
。

<
ス
テ
ッ
プ
２
>

さ
ら
に
必

要
な
場

合
は

、
監

理
技

術
者

証
発

行
部

局
に
問

い
合

わ
せ

る
。

<
ス
テ
ッ
プ
３
>

契
約

担
当

官
・
業

許
可

部
局

に
連

絡
し
、
契

約
解

除
の

選
択

も
含

め
て
必

要
な
措

置
を

講
じ
る
た
め
の
調
査
を
行
う
。

<
ス
テ
ッ
プ
１
>

疑
義
が
あ
る
場
合
は
現
場
で
の
把
握
頻
度
を
増
や
す
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
本
人
に

不
在
の
理
由
を
聞
く
。

<
ス
テ
ッ
プ
２
>

契
約

担
当

官
・
業

許
可

部
局

に
連

絡
し
、
契

約
解

除
の

選
択

も
含

め
て
必

要
な
措

置
を

講
じ
る
た
め
の
調
査
を
行
う
。

<
ス
テ
ッ
プ
１
>

施
工
体
制
台
帳
等
の
不
備
を
発
見
し
た
場
合
は
改
善
措
置
を
求
め
る
。
ま
た
、
必
要
な

場
合

は
、
現

場
で
の

把
握

頻
度

を
増

や
す
。
技

術
者

本
人

に
お
い
て
疑

義
が

あ
る
場

合
は

、
技

術
者

が
直

接
的

か
つ
恒

常
的

な
雇

用
関

係
に
あ
る
こ
と
を
証

明
す
る
書

類
（
健
康
保
険
証
又
は
住
民
税
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
の
写
し
）
の
提
出
を
求
め
る
。

<
ス
テ
ッ
プ
２
>

契
約

担
当

官
・
業

許
可

部
局

に
連

絡
し
、
契

約
解

除
の

選
択

も
含

め
て
必

要
な
措

置
を

講
じ
る
た
め
の
調
査
を
行
う
。
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別紙－２

一括下請負に関する点検要領

１．趣旨

本要領は、工事現場における施工体制の把握において、一括下請負の疑義がある工事

を抽出するための要領を定める。

２．点検の方法

１）通達「一括下請負の禁止の徹底について」（平成 13 年 3 月 30 日付け国総建第 81 号）

において一括下請負に該当するとされている要件に合致する工事を一括下請負の疑義

がある工事として抽出する。

２）一括下請負に関する点検は、監理技術者等の専任、施工体制、元請及び下請の担当

工事、実質関与等について実施する。

３）一括下請負に関する点検は、工事中に１回以上行うものとし、順次点検項目を絞り

込むなどの工夫をして効率的に実施する。

４）監理技術者の専任については、専任を必要とする工事全てについて点検する。

５）施工体制、実質関与等については、以下の要件のいずれかに該当する工事について

重点的に実施する。一方、元請負人が主たる部分を自ら施工していることが把握でき

た場合等、一括下請負に該当しないことが明白になった場合には、以降の点検を省略

してよい。

・重点点検対象工事

ａ．請負金額が一定額以上でかつ、主たる部分を実施する（最大契約額の）一次下

請負人が元請契約額の過半を占めている工事

ｂ．同業種の同規模（ランク）又は上位規模の会社が一次下請にある工事

ｃ．工区割された同時期の隣接工事について同一会社が一次下請等に存在している

工事

ｄ．低入札価格調査対象となった工事

ｅ．その他、監理技術者の専任に疑義がある工事等の点検の必要を認めた工事

６）重点点検対象工事においては、元請だけでなく、少なくとも三次下請までの自ら施

工していないと思われる下請について点検を行う。

７）１回の点検で判定が困難な工事は、点検頻度を増す。

８）点検の結果、必要な場合には元請負人から意見を聞き、一括下請負の疑義がある工

事については、建設業許可部局に通知する。
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９）主任監督員は、点検の結果を、様式に記録し、工事検査時に工事検査官に提示する。

10）記録様式は、別紙－３の２「工事現場における施工体制の把握表（一括下請負）」

及び別紙－３の３「工事現場における施工体制の把握表（実質関与）」を参考とする。

３．一括下請負の疑義がある工事の判定方法

１）監理技術者等の専任がないことの事実を把握した場合は、一括下請負の疑義がある

工事とする。なお、監理技術者等の専任がない場合は、建設業法第２６条違反ともな

る。

２）元請の実質関与に関しては、別紙－３の３を参考に以下の項目等について点検する。

①技術者専任 ②発注者との協議 ③住民への説明

④官公庁等への届け出等 ⑤近隣工事との調整 ⑥施工計画

⑦工程管理 ⑧出来型品質管理 ⑨完成検査

⑩安全管理 ⑪下請けの施工調整及び指導監督

３）別紙－３の３「工事現場における施工体制の把握表（実質関与）」を用いての点検

の結果、

・ア．全項目で○。この場合、「元請負人は総合的な企画・調整等全体を実施」と

する。

・イ．ア、ウ以外。この場合、「元請負人は総合的な企画・調整等を部分実施」と

する。

・ウ．全項目で△または×。この場合、「元請負人は総合的な企画

・調整等を実施していない」とする。

４）一括下請負の疑義がある工事の判定に当たっては、施工体制にも注意し、別紙－２

－１「紛らわしいケースでの判定の目安」を参考に判定する。

５）別紙－２－１は、判定の目安であるので以下のような場合は、これらの要素も加味

して別途、判定する。

・当該施工体制についての請負人からの説明に合理性が認められた場合

・一括下請負の調査に対して不誠実な行為が明らかとなった場合

等
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別紙－２－１「紛らわしいケースでの判定の目安」に関する補足

●全体

＊１）○印；一括下請負の疑義がない工事

×印；一括下請負の疑義がある工事

＊２）直営施工；主要機械ｵﾍﾟﾚｰﾀ、労働者を直接に指揮して施工している場合とする。

●ケース１

＊３）一括下請負の疑義がある工事においては、「判定」に示した請負人だけでなく、

派生的に元請負人及び主たる部分を行う一次下請負人の双方が検討対象となる

（以下のケースでも同様）。①に該当する場合は、一括下請負の疑義がある工事

として建設業許可部局に通知することとする。

＊４）「専門工種」；「土木工事一式」「建築工事一式」以外の工事など専門技術に基づ

く施工管理等を必要とする工事の工種。

＊５）②に関する判断要素；主たる部分を行う一次下請負人の担当工事範囲が広いほど

（発注者と元請負人の契約内容と元請負人と下請負人の契約内容の類似性が高い

ほど、下請金額が大きいほど、下請会社数が少ないほど）②とは考えにくい。

●ケース３

＊６）「当該一次下請負の請負金額が高い」：

異なる工事の主たる部分を実施する一次下請負人等について、概ね当該一次下請

人等の請負金額の合計額が、いずれか一方の元請の請負金額を越える場合とする。

なお、特許を要する特殊な工法等の場合は、別途検討する。

●ケース４

＊７）ケース１からケース３が元請負人と一次下請負人の関係に着目しているのに対し、

ケース４は下請負人と再下請負人の関係に着目している。この際、別紙２－１の

ケース４に例示した施工体系の場合は、一般に①－２もしくは②に該当すると考

えられる。一方、ケース４の①－１に該当する場合としては、例えばケース１の

②における一次下請負人が相当する。

＊８）主任技術者の専任がない場合は、建設業法第２６条違反ともなる。

なお、専任は、請負金額が２，５００万円（建築一式工事では５，０００万円）

以上の工事について必要である。
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表
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金
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請
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．
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様式
工事現場における施工体制の把握表（一括下請負ー１） 別紙－３の２－１

No. 点検項目
一般事項 内容 点検日

1 　 局名 年月日 年月日 年月日 年月日
2 工事名
3 元請負会社名
4 業種／ランク
5 主たる部分（最大工事費の工種） 内容
6 請負金額（百万円）
7 契約年月日
8 予定工期
6 一次下請数
7 一次下請数（警備除）

　
　 点検項目 説明

　 元請負人に着目した点検
主に元請負人の一括下請負について
の点検

　一般事項 内容

8
監理技術者の専任（①OK、②疑義、③問
題)

②は頻度増、重点調査対象、③は通
知。番号及び点検日記入

9
元請の主たる部分の直営施工（①あり、②
なし）

元請に直営施工があり、かつ過半を
占める時は元請に関する16以下の調
査不要（下請に関する調査は必要）

10 一次下請負契約金額合計（百万円）

11
元請実施額（元請契約額-下請額計、百万
円））

12 元請実施割合（元請実施額／元請契約額） 　

13
主たる部分を実施する（最大契約額の）一
次下請会社名

14 上の請負金額（百万円）
15 上の金額割合（上の金額/元請契約額）

　 　施工体系のパターン特性
以下に該当するﾊﾟﾀｰﾝの場合、重点調
査対象（少なくとも26まで点検）

16

a.請負金額が一定額以上でかつ、主たる部
分を実施する（最大契約額の）一次下請負
人が元請契約額の過半を実施（①yes、②
ｎｏ） ①の場合は会社名

17
b.同業種の同規模（ランク）又は上位規模
の会社が一次下請にある（①yes、②no） ①の場合は一次下請の会社名

18

c.工区割された同時期の隣接工事について
同一会社が一次下請等に存在（①yes、②
no）

①の場合は会社名及び（当該一次下
請の請負金額合計／元請負金額の内
少額の一方の請負金額）

19
d.低入札価格調査対象工事（①yes、②
no） ①の場合は会社名

20
e.その他、調査の必要性を認めた工事（①
yes、②no） ①の場合は会社名

 　施工体系のパターン特性で抽出した一次下請会社に関する事項 年月日 年月日
21 該当一次下請負会社名
22 上記の請負金額（百万円）

23
上記の主任技術者の所属及び専任（①OK、
②疑義、③問題） ②は継続調査、③は通知

24 上記の担当工事内容 体系図に記入してある担当工事

25
上記の主たる部分の直営施工（①あり、②
なし）

 　元請負人の実質関与

単年度工事の場合、工期中間で１回
以上。但し、重点調査対象は頻度を
増す。

年月日 年月日 年月日 年月日

26
元請の実質関与（総合的な企画・調整等の
業務の実施状況(ｱ.ｲ.ｳ.））

パターン特性で注目した一次下請負
との関係にも着目しつつ、別紙「施
工体制の点検表（実質関与）」によ
り点検

27

元請と主たる部分を施工する一次下請等の
役割分担の考え方等についての元請負人の
意見

上で、ｲ.又はｳの場合、または、紛ら
わしいケースの判定の目安で一括下
請負の疑義がある工事となる場合等
に元請負人の意見を聞く。詳細な内
容は別紙に記入。

28

元請と主たる部分を施工する一次下請等の
役割分担の考え方等についての一次下請負
人の意見

元請負人の意見を聞いた上で、必要
な場合に一次下請負人の意見を聞
く。詳細な内容は別紙に記入。

29

以上の点検結果より一括下請負の疑いがあ
るとして必要な措置の実施（①実施、②継
続調査、③不要）

注１）直営施工；主要機械ｵﾍﾟﾚｰﾀ、労動者を直接に指揮して施工している場合とする。
注２）本様式は点検に適した形式に変更してよい。
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様式
　 工事現場における施工体制の把握表（一括下請負ー２） 別紙－３の２－２
No. 点検項目

一般事項 内容
1 　 局名 点検日
2 工事名 年月日 年月日 年月日 年月日

 下請負人に着目した点検 少なくとも三次下請まで点検 内容

30
管理業務のみと思われる下請負会社の有無
（①あり、②なし）

体制台帳等から抽出した管理業務の
みと思われる会社の有無

31 該当会社の社名
32 上の下請負次数
33 上の請負金額（百万円）

34
上の主任技術者の所属及び専任（①OK、②
疑義、③問題） ②は継続調査、③は通知

35 上記の担当工事内容 体系図に記入してある担当工事

36

上記の主たる部分の直営施工（①あり、②
なし）

該当会社に直営部分がない場合は、
再下請負会社の属性を調査（以下の
項目）

37 該当会社からの再下請会社の数

38
再下請負会社の内、最大契約額の会社の契
約額（百万円） 把握できない場合はその旨記入

39
上の金額割合（下位会社の請負金額/上位
会社の請負金額）

40
上の主任技術者の所属及び専任（①OK、②
疑義、③問題） ②は継続調査、③は通知

41 上記の担当工事内容 体系図に記入してある担当工事

42

当該下請負人等の役割分担の考え方、元請
による指導内容（業法第24条の6)等につい
ての元請負人の意見

上記の調査で、下請負人に一括下請
負の疑義がある場合に、元請負人の
意見を聞く。詳細な内容は別紙に記
入

43

一括下請負の疑義がある下請負人の意見 元請負人の意見を聞いた上で、必要
な場合に当該下請負人の意見を聞
く。詳細な内容は別紙に記入

44

以上の点検結果より一括下請負の疑いがあ
るとして必要な措置の実施（①実施、②継
続調査、③不要）

 　（以下は複数社ある場合に使用）
31 該当会社の社名
32 上の下請負次数
33 上の請負金額（百万円）

34
上の主任技術者の所属及び専任（①OK、②
疑義、③問題） ②は継続調査、③は通知

35 上記の担当工事内容 体系図に記入してある担当工事

36

上記の主たる部分の直営施工（①あり、②
なし）

該当会社に直営部分がない場合は、
再下請負会社の属性を調査（以下の
項目）

37 該当会社からの再下請会社の数

38
再下請負会社の内、最大契約額の会社の契
約額（百万円） 把握できない場合はその旨記入

39
上の金額割合（下位会社の請負金額/上位
会社の請負金額）

40
上の主任技術者の所属及び専任（①OK、②
疑義、③問題） ②は継続調査、③は通知

41 上記の担当工事内容 体系図に記入してある担当工事

42

当該下請負人等の役割分担の考え方、元請
による指導内容（業法第24条の6)等につい
ての元請負人の意見

上記の調査で、下請負人に一括下請
負の疑義がある場合に、元請負人の
意見を聞く。詳細な内容は別紙に記
入

43

一括下請負の疑義がある下請負人の意見 元請負人の意見を聞いた上で、必要
な場合に当該下請負人の意見を聞
く。詳細な内容は別紙に記入

44

以上の点検結果より一括下請負の疑いがあ
るとして必要な措置の実施（①実施、②継
続調査、③不要）

注１）直営施工；主要機械ｵﾍﾟﾚｰﾀ、労動者を直接に指揮して施工している場合とする。
注２）本様式は点検に適した形式に変更してよい。
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別紙－３の３
様式 　
工事現場における施工体制の把握表（実質関与） 元請負人 主たる部分を行う１次下請人 当該項目に

局名 ○：実施してる。 ○：元請に代わって実施。 関する実施
工事名 △：一部が欠けている。 △：元請の補助として実施。 者（注１）
元請負会社名 ×：ほとんど出来ていない□：担当分野を実施（項目7,8,10） ○：元
主の一次下請負会社名 ー：判別不能 ×：関与していない △：元＋一次
請負金額比 (一次下請；　　）/（元請；　　）= ー：判別不能、対象外 ×：一次
元請負人の実質関与に関する点検事項 　 　
番号 項目 内容 監督・検査での点検事項等 　 　 　 　 左の判定

1 技術者
・元請負会社に所属している技術者の専任
が認められる。

・施工計画書に記載された技術者の所
属。・専任状況。 － 　

2
発注者との
協議

・請負契約書に基づく協議・報告事項、設
計内容の確認や設計変更協議等の打ち合わ
せを主体的に実施。 ・打合わせ。打合わせ簿。等

3
住民への説
明

・工事施工に関する具体的内容の住民説明
を行う。 ・日報。住民からの苦情の内容。等

・住民等からの苦情等について、的確に対
応。

4
官公庁等へ
の届出等

・労働安全衛生法、環境法令等に定められ
た官公庁への届出等を行い、履行。 ・申請書等の内容。等

・工事施工上必要な道路管理者、交通管理
者等への申請、協議を実施。

5
近隣工事と
の調整

・近隣工事との調整を適切に実施。

・近隣工事と調整がとれた施工。等
6 施工計画 ・契約図書の内容を適切に把握。 　

・設計図等の照査を的確に実施。

・施工計画（工程計画、安全計画、品質計
画等）を立案。

・施工計画書。施工計画打合わせ。等

・必要となった修正を適切に実施。

7

工程管理 ・工事全体を把握し、工事の手順・段取り
を適切に調整・指揮。 ・施工計画と実際の差等。

・工程変更を余儀なくされた時に適切に対
応。
・災害防止のための臨機の措置を実施。

（□の場合は、担当分野）（注２）

8
出来型・品
質管理 ・品質確保の体制整備。

・出来型報告書類。品質記録書類。
写真。等

・所定の検査・試験を実施。
・検査・試験結果を適切に保存。
・不具合等の発生時に適切な対策を実施。 （□の場合は、担当分野）（注２）

9

完成検査 ・下請施工分の完成検査。 ・点検時ヒアリング、元請の出来形管
理資料。等 －

10

安全管理 ・安全確保に責任ある体制の保持。 ・施工計画書。仮設物の状況。仮設物
の点検記録。日報。安全大会。

・設備、機械、安全施設、安全行動等の点
検。

安全パトロール・教育の実施状況。等

・労働者の安全教育、下請負業者の安全指
導。 （□の場合は、担当分野）（注２）

11

下請の施工
調整及び指
導監督

・施工場所、施工取り合い部分、仮設物の
使用等について調整指揮。

・現場の施工状況。下請負からの苦
情。下請の事故等の処理。施工体制台
帳。等

・施工上の留意点、技術的内容について具
体的指導。
・施工体制台帳、体系図の整備。

12 総合判定 ○の数
△の数
×の数
判定（注３）

注１） 　元請　　　下請　　　実施者
　○　　　　×　　　　○ 元請が実施（一次は実施していない）。
　×　　　　○、□　　× 実質的に一次が実施。
　△　　　　△、□　　△ 元請と一次下請で実施。
　○　　　　□　　　　○ 7,8,10のみ。ケース１，ケース２に該当する場合は、注意して点検。
　○　　　　○　　　　○、△ あり得ないケース

注２） 元請が実施すべき業務まで実施している場合は△、専門工種に係る業務のみを実施している場合は□。

注３） 判定
ｱ.全て○；元請負は実質関与していた。
ｲ.ｱ,ｳ以外；元請と一次下請が共同で元請の行うべき総合的な企画調整等を実施していた。
ｳ.全項目で△または×；一次下請が元請が行うべきことを実施していた。（元請の一括下請として通知）

注４）本様式は点検に適した形式に変更してよい。
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６．施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について

国 総 建 第 8 1 号

平成 13 年 3 月 30 日

主要発注機関の長 あて

国土交通省総合政策局長

施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について

一括下請負等不正行為の排除については、従来よりその徹底に努めてきたところですが、

依然として不適切な事例が多く見られ、公共工事におけるこれら不正行為の排除の徹底と

適正な施工の確保がより一層求められています。

このため、先の臨時会(第 150 回国会)において、「公共工事の入札及び契約の適正化の

促進に関する法律」（平成 12 年 11 月 27 日法律第 127 号）が制定され、同法に基づき、平

成 13 年 4 月 1 日から、公共工事について、一括下請負が全面的に禁止されるほか、施工

体制台帳の写しの発注者への提出の義務付け措置等が講じられるとともに、「建設業法施

行規則の一部を改正する省令」（平成 13 年 3 月 30 日第 76 号）により、平成 13 年 10 月 1
日から、公共工事に係る施工体制台帳については二次以下の下請契約についても請負代金

の額を明示した請負契約書を添付することとされ、施工体制台帳の拡充が図られることと

なったところです。

ついては、下記の点に留意し、拡充された施工体制台帳の活用等を通じ、適正な施工の

確保と一括下請負等不正行為の排除の徹底等により一層努められるようご協力お願いしま

す。

また、これらの措置に伴い、「一括下請負の禁止について」（平成 4 年 12 月 17 日付け建

設省経建発第 379 号）を別紙のとおり改正することとしたので、的確な対応をお願いしま

す。

（国総建第 80 号 都道府県知事、政令指定都市の長あて）

（国総建第 82 号 建設業者団体の長あて）
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（国総建第 81 号 主要発注機関の長あて）

記

１． 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、建業者から提

出される施工体制台帳の活用等により、適切に現場施工体制の点検等に努めること。

２． 一括下請負等建設業法等に違反すると疑うに足りる事実がある場合には、建設業法

担当部局に通知する等相互の適切な連携に努めるとともに、厳正に対処すること。

３． 公共工事に係る施工体制台帳の拡充に関する措置は、発注者による施工体制台帳の

活用による現場施工体制の点検等を通じ、適正な施工の確保、一括下請負等不正行為

の排除の徹底等を図るためのものであり、この趣旨を踏まえ、その適切な活用を図る

こと。

また、契約書類のうち請負金額等については、一般的には、行政機関の保有する情

報の公開に関する法律（平成 11 年法律第 42 号）第 5 条の不開示情報（同条第 2 号イ

の「競争上の地位を害するおそれのある情報」）として取り扱われるものであるが、

入札監視委員会等の第三者機関において施工体制台帳を提示するなど透明性の確保に

留意すること。

４． 施工体制台帳の活用による点検等を通じ、元請下請を含めた全体の施工体制を把握

し、必要に応じ元請負人に対して適切な指導を行うこと。また、施工体制台帳の活用

に当たっては、着工時点で必ずしも全ての下請契約が締結されているものではないこ

と等効率的施工のための現場実態等にも十分配慮し、元請負人に過度の負担にならな

いよう留意すること。

５． 発注者支援データベースの活用等により主任技術者又は監理技術者の適正な配置の

徹底に努めること。

（国総建第 80 号 都道府県知事、政令指定都市の長あて）

６． 一括下請負の禁止に違反した建設業者に対しては、行為の態様、情状等を勘案し、

再発防止を図る観点から、原則として営業停止処分により厳正に対処するとともに、

一括下請負を行った建設業者については、当該工事を実質的に行っていると認められ

ないため、経営事項審査における完成工事高から当該工事に係る金額を除外するもの

とすること。
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７．一括下請負の禁止について

平成 4 年 12 月 17 日

建設省経建発第 379 号

最終改正：平成 13 年 3 月 30 日

国総建第 82 号

建設業者団体の長 殿

建設省建設経済局長

一括下請負の禁止について

一括下請負は、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた信頼

を裏切ることとなること等から、建設業法第２２条において禁止されており、「第二次構

造改善推進プログラム」（平成４年３月３０日付け建設省経構発第８号別添）においても

その徹底を図ることとされたところである。このため、別添のとおり「一括下請負の禁止

について」を定めたので送付する。

貴会におかれては、その趣旨及び内容を了知の上、傘下の建設業者に対しこの旨の周知

徹底が図られるよう指導方お願いする。

（国総建第 80 号 都道府県知事、政令指定都市の長あて）

（国総建第 81 号 主要発注機関の長あて）

別添省略

資料については、国土交通省のホームページで確認できます。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000180.html
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８．施工体制台帳の作成等について

国 総 建 第 ８ ４ 号

平成１３年３月３０日

各省庁課長

公団・事業団の部長 あて

国土交通省総合政策局建設業課長

施工体制台帳の作成等についての改正について

臨時会(第 150 回国会)において、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法

律」（平成１２年１１月２７日法律第１２７号）が制定され、同法に基づき、平成１３年

４月１日から、公共工事について、施工体制台帳の写しの発注者への提出の義務付け措置

等が講じられるとともに、「建設業法施行規則の一部を改正する省令」（平成１３年３月

３０日第７６号）により、平成１３年１０月１日から、公共工事に係る施工体制台帳につ

いては二次以下の下請契約についても請負代金の額を明示した請負契約書を添付すること

とされ、施工体制台帳の拡充が図られることとなったところです。

ついては、「施工体制台帳の作成等について」（平成７年６月２０日付け建設省経建発

第１４７号）を別紙のとおり改正することとしましたので、貴職におかれては、所管の建

設工事の発注に当たって適切な事務処理に努められ、施工体制台帳の作成等に係る適切な

施行に特段の御協力をいただきたく、参考までに送付いたします。

（国総建第 83 号 都道府県主管部局の長あて）

（国総建第 85 号 建設業者団体の長あて）
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平成 7 年 6 月 20 日

建設省経建発第 147 号

最終改正：平成 13 年 3 月 30 日

国総建第 84 号

都道府県主管部局の長 殿

建設省建設経済局建設業課長

施工体制台帳の作成等について（通知）

建設業法の一部改正する法律（平成６年法律第６３号）により、平成７年６月２９日か

ら特定建設業者に施工体制台帳の作成等が義務付けられ、また、公共工事の入札及び契約

の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号。以下「入札契約適正化法」と

いう。）の適用対象となる公共工事（以下単に｢公共工事｣という。）は、発注者へその写

しの提出等が義務付けられることとなったが、その的確な運用に資するため、施工体制台

帳の作成等を行う際の指針を別紙のとおり定めたので、貴職におかれては、十分留意の上、

事務処理に当たって遺漏のないよう措置されたい。

なお、貴管内の公共工事の発注者等関係行政機関及び建設業者団体にも速やかに関係事

項の徹底方を取り計らわれたい。

以下省略

資料については、国土交通省のホームページで確認できます。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000180.html
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９．施工体制台帳に係る書類の提出について

国 官 技 第 ７ ０ 号

国 営 技 第 ３ ０ 号

平成１３年３月３０日

各 地 方 整 備 局 企 画 部 長

各 地 方 整 備 局 営 繕 部 長 あて

沖縄総合事務局開発建設部長

大 臣 官 房 技 術 調 査 課 長

大臣官房営繕技術管理室長

施工体制台帳に係る書類の提出について

標記について、別紙要領により実施することにしたので通知する。

なお、「施工体制台帳に係る書類の提出について」（平成７年９月２５日付け建設省技

調発第１８２号、平成８年７月１日付け建設省営監発第４７号）は廃止する。

第６編．その他

301



（別 紙）

施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領

１．目的

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設業法に基づく適正な施

工体制の確保等を図るため、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、施工体

制台帳を整備すること等により、的確に建設工事の施工体制の把握するとともに、請負

者の施工体制について、発注者が必要と認めた事項について提出させ、発注者において

も的確に施工体制を把握することを目的とする。

２．対象工事

工事を施工するために、締結した下請契約の代金の額（当該下請が二以上あるときは、

それらの請負代金の総額）が３，０００万円（建築一式工事においては４，５００万円）

以上になる工事。

３．記載すべき内容

（１）建設業法第二十四条の七第一項及び建設業法施行規則第十四条の二に掲げる事

項

（２）安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名

（３）監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任して

いる場合のみ）の顔写真

（４）一次下請負人となる警備会社の商号又は名称、現場責任者名、工期

（注１）提出様式は、別紙様式を参考とする。

（注２）施工体制台帳の作成方法等は「施工体制台帳の作成等について」（平成 13 年 3
月 30 日付け国総建第 84 号）を参考とする。

４．提出手続き

主任監督員は、受注者に対し、施工体制台帳等を作成後、施工体制台帳に係る書類を、

工事着手までに提出させるものとする。また、施工体制に変更が生じる場合は、そのつど、

提出させるものとする。

５．提出根拠

・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１３条

・土木工事共通仕様書 第１編共通編「１－１－１３施工体制台帳」

６．適用

この要領は、平成１３年４月１日以降に発注する工事に適用する。
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１０．施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領の改正に伴う追加措置に

ついて

国 コ 企 第 ３ 号

平成１３年３月３０日

各地方整備局技術調整管理官

沖縄総合事務局技術管理官 あて

大臣官房技術調査課

建設コスト管理企画室長

施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領の改正に伴う追加措置について

「施工体制台帳に係る書類の提出について」（平成１３年３月３０日付け国官技第７０

号、国営技第３０号）は大臣官房技術調査課長及び営繕技術管理室長より通知したところ

であるが、施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領の改正に伴う追加措置につい

ては、別添特記仕様書記載例を参考に、特記仕様書に記載して対応されたい。
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別添 特記仕様書記載例

【施工体制台帳】

請負者は、別紙「様式例４（工事担当技術者）」を追加して施工体制台帳を作成し工事

現場に備えるとともに、監督職員に提出するものとする。なお、様式には監理技術者、主

任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）の顔写真、

氏名、生年月日、所属会社名を記載するものとする。

【現場の管理】（必要に応じ記載）

請負者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任し

ている場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印

の入った名札を着用させるものとする。

＜名札の例＞

監理（主任）技術者

氏名 ○○ ○○

工事名 ○○改良工事

写真 工期 自○○年○○月○○日

至○○年○○月○○日

２ cm ×３ cm
程 度 会社 ◇◇建設株式会社

印

注１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注２）所属会社の社印とする。
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６－５　地方整備局等自治体支援等窓口

※監督・検査・成績評定に関して

平成２２年４月時点
機関名 内線番号 備考

北海道開発局 事業振興部 工事評価管理官 5484
℡：011-709-2311（代表） 事業振興部工事管理課 技術調整第１係 5488

窓口メールアドレス
東北地方整備局 総括工事検査官 3117
℡：022-225-2171（代表） 工事品質調整官 3130

工事検査官 3122
工事検査官 3123
工事検査官 3124
技術管理課長 3311
技術管理課長補佐 3315
検査係長 3326

窓口メールアドレス
関東地方整備局 総括工事検査官 3117
℡：048-601-3151（代表） 工事品質調整官 3130

技術調査課長 3251
技術調査課長補佐 3252
技術開発係長 3276
建設専門官 3257
事業評価係長 3184

企画部 技術管理課課長補佐 3315
技術管理課 検査係長 3326
窓口メールアドレス

北陸地方整備局 総括工事検査官 3117
℡：025-280-8880（代表） 工事品質調整官 3130

工事検査官 3122
工事検査官 3123
技術管理課長 3311
技術管理課長補佐 3314
検査係長 3326

窓口メールアドレス
中部地方整備局 総括工事検査官 3117
℡：052-953-8131（代表） 工事品質調整官 3130

企画部 工事検査官 3121
工事検査官 3122
工事検査官 3123
工事検査官 3124
技術管理課長 3311
技術管理課長補佐 3315
検査係長 3326
専門員 3286

窓口メールアドレス
近畿地方整備局 総括工事検査官 3117
℡：06-6942-1141（代表） 工事品質調整官 3131

工事検査官 3122
工事検査官 3123
工事検査官 3124
技術管理課長 3311
技術管理課長補佐 3314
検査係長 3326

窓口メールアドレス
中国地方整備局 総括工事検査官 3117

工事品質調整官 3130
℡：082-221-9231（代表） 工事検査官 3122

工事検査官 3123
工事検査官 3124
技術管理課長補佐 3313
検査係長 3326

窓口メールアドレス
四国地方整備局 総括工事検査官 3117
℡：087-851-8061（代表） 工事品質調整官 3131

技術管理課長 3311
技術管理課長補佐 3312
工事検査官 3121
建設監督官 3122
検査係長 3326

窓口メールアドレス
九州地方整備局 総括工事検査官 3117
℡：087-851-8061（代表） 工事品質調整官 3130

工事検査官 3122
工事検査官 3123
技術管理課長補佐 3316
検査係長 3326

窓口メールアドレス
内閣府 開発建設部 主任工事検査官 3121
沖縄総合事務局 開発建設部 技術管理課長 3311
℡：098-866-0031（代表） 技術管理課 施工管理官 2118

品質評価係長 3266
窓口メールアドレス

hinkaku@ktr.mlit.go.jp

企画部
技術管理課

企画部

企画部
技術管理課

hinkaku@skr.mlit.go.jp

企画部

企画部

hinkaku@qsr.mlit.go.jp 

hinkaku@ogb.cao.go.jp

各地法整備局等における「自治体支援、人材育成等のお問合せ窓口」

企画部

所属・官職等

企画部

企画部
技術管理課

hinkaku@thr.mlit.go.jp

企画部

企画部
技術調査課

企画部
技術管理課

hinkaku@cgr.mlit.go.jp

hinkaku@hkd.mlit.go.jp

hinkaku@cbr.mlit.go.jp

企画部
技術管理課

hinkaku@kkr.mlit.go.jp

企画部

企画部
技術管理課

hinkaku@hhr.mlit.go.jp

企画部
技術管理課
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